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はじめに 

 
 

この「履修の手引」は，本学の教育課程と卒業までの履修の基準や授

業科目の履修方法，教育職員免許状の取得方法等を示した冊子で入学時

のみに配布します。 
まず，本学の「養成する人材像」「ディプロマ・ポリシー（卒業認定・

学位授与の方針）」「カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方

針）」に基づき，４年間でどのような学修を行うのか，卒業時に身に付

けなければならない資質・能力は何かを確認してください。 
次に卒業までに履修しなければならない科目や履修できる科目が課程

やプログラム・専攻等別に掲載されていますので，毎年度４月に配布す

る授業時間割と併せて参照し，履修方法等で間違いのないように注意し

ながら，卒業まで大切に保管してください。 
 

〈大学からの連絡事項や問合せ窓口について〉 

 
大学からの授業科目の履修に関する手続きや教育実習に関する連絡，授業の教室

変更や休講・補講，試験等の情報は，「教育支援課」から原則的にポータルシステム
で配信するとともに学生センター内に配置した掲示板で情報配信します。見落とし
があると教育実習に参加できなくなったり，卒業に影響することもありますので，こ
まめにポータルシステムの通知と掲示板を確認する習慣を身に付けてください。大
学では必要なことは自ら情報を取りに行くことが求められます。 

授業の履修や教育実習等に関する問合せ・手続きは教育支援課の下記窓口にお越
しいただくか連絡先までご連絡ください。 
 
〇受付時間：月曜日から金曜日の８：３０～１７：００（土・日・祝日除く） 

（ただし１２：３０～１３：１５は受付時間外です。） 
 

窓口番号 担当内容 連絡先 

①教育実習 
・教育実習に関すること 
（各種教育実習／介護等体験／ 

事前・事後指導） 

0940-35-1233，1270 
jisshu@fukuoka-edu.ac.jp 

②修学支援 

・授業科目の履修に関すること 
・教員免許取得に関すること 
・各種証明書に関すること 
・休学，退学，復学に関すること 

0940-35-1331，1229 
seiksens@fukuoka-edu.ac.jp 

③総務 
・教室利用に関すること 
・学生証に関すること 

0940-35-1246 
kyouscho@fukuoka-edu.ac.jp 

 



福岡教育大学が養成する人材像 

☆ 幼児・児童・生徒の発達，自律を支援できる教員 
☆ 初等中等教育段階での学習の流れを見通すと同時に，幼児・児童・生徒との

相互のコミュニケーションを活性化させ，深い学びへ導き，幼児・児童・生徒
の資質・能力を向上させることができる教員 

☆ 幼児・児童・生徒の発達を理解するとともに，個々の子どもを客観的に理解
できる教員 

 
 

福岡教育大学教育学部ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

 
福岡教育大学は，大学に４年以上修業し，以下の事項を重点とする学士力を身に付
け，かつ所定の単位を修得した学生に対して，卒業時に「学士（教育学）」の学位を
授与する。 
 
１．幅広い視野と豊かな教養 

 
国際的な視野，教科横断的・異分野融合的な知を修得するとともに，情報活用力，論理的
思考力・判断力，コミュニケーション力，人権感覚を身に付け，自律的に行動することが
できる。 
 

２．高い専門性 
 
（１）学校教育を担うために必要な教科等の本質を理解し，教育内容の選択と配列ができ

る。 
（２）幼児・児童・生徒の発達特性の理解及び個々の子どもを客観的に理解する能力を備

え，ICT の活用も含めた個別指導や集団指導により深い学びへ導く学習指導及び生
徒指導ができる。 

（３）特別な支援が必要な幼児・児童・生徒への教育の基礎的な知識を身に付け，個々の
子どもの教育的ニーズに基づく指導ができる。 

（４）評価に関する知識・技能を備え，個々の子どもの学習状況や生徒指導の効果を客観
的に把握し，学習指導や生徒指導の改善を行うことができる。 

 
３．確かな実践力 

 
（１）これからの時代や社会が要請する学校教育の諸課題について，学修者自らが主体的

に課題（例えば，「教科横断的・異分野融合的教育」，「特定の分野の一層の知の
深化」，「個別最適な学び」等）を設定し，よりよい解決に向けて自主的・協働的
に，かつ創造的・計画的に取り組むことができる。 

（２）これからの時代や社会が要請する学校教育の諸課題について，新たな学びを行う重
要性を理解し，一層の職能の向上をめざして学び続けることができる。 

（３）学校組織や校務分掌について理解し，チーム学校の一員として，他のメンバーと協
働してさまざまな課題の解決に取り組むことができる。 

 
【初等教育教員養成課程】 
 

初等教育教員養成課程にあっては，上記の重点項目について初等教育を中心として学ぶ。 
 
〈幼児教育プログラム〉 
幼児教育プログラムでは，上記重点とする学士力，特に，幼児教育及び初等教育に関す
る高度な専門性と実践力を身に付け，幼稚園及び小学校の教員となるための知識，技能
及び実践力を修得することを目標に学ぶ。 
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〈小学校教育専攻プログラム〉 
小学校教育専攻プログラムでは，上記重点とする学士力，特に，初等教育に関する高度
な専門性と実践力を身に付け，小学校の学級担任として，全教科等の指導力とより高度
な生徒指導の能力を備えた教員となるための知識，技能及び実践力を修得することを目
標に学ぶ。 

 
〈人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技教育プログラム〉 
人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム及び芸術・実技教育プログラムでは，
上記重点とする学士力，特に，初等教育に関する専門性と実践力を身に付けると同時に，
特定の教科または複数の教科に得意分野を持ち，小学校の学級担任としての，また小学
校における特定の教科を担当するための知識，技能及び実践力を修得することを目標に
学ぶ。 

 
【中等教育教員養成課程】 
 

中等教育教員養成課程にあっては，上記の重点項目を中等教育を中心として学び，特定
の教科または複数の教科に関する知識や技能を基盤として，それを応用・発展させる授
業開発力及び授業実践力，中学校・高等学校，中等教育学校の生徒に，適切に対応する
指導力を培い，中等教育において教育実践を行うことができる知識，技能及び実践力を
修得することを目標に学ぶ。 

 
【特別支援教育教員養成課程】 

 
特別支援教育教員養成課程にあっては，上記重点とする学士力，特に担当する校種・学
部の教科等に関する指導力とともに，幼児・児童・生徒の多様な発達段階や障害による
学習上または生活上の困難に対処し，自立を支援できる指導力を身に付け，特別支援学
校において教育実践を行うことができる知識，技能及び実践力を修得することを目標に
学ぶ。 
 
 
教育学部ディプロマ・ポリシー整理番号（対応 DP 番号）一覧 

区分 整理番号

1 国際的な視野 DP1-1

2 教科横断的・異分野融合的な知 DP1-2

3 情報活用力 DP1-3

4 論理的思考力・判断力 DP1-4

5 コミュニケーション力 DP1-5

6 人権感覚 DP1-6

1 学校教育を担うために必要な教科等の本質を理解し，教育内容の選択と配列ができる。 DP2-1

2
幼児・児童・生徒の発達特性の理解及び個々の子どもを客観的に理解する能力を備え，
ICTの活用も含めた個別指導や集団指導により深い学びへ導く学習指導及び生徒指導が
できる。

DP2-2

3
特別な支援が必要な幼児・児童・生徒への教育の基礎的な知識を身に付け，個々の子ども
の教育的ニーズに基づく指導ができる。

DP2-3

4
評価に関する知識・技能を備え，個々の子どもの学習状況や生徒指導の効果を客観的に
把握し，学習指導や生徒指導の改善を行うことができる。

DP2-4

1

これからの時代や社会が要請する学校教育の諸課題について，学修者自らが主体的に課
題（例えば，「教科横断的・異分野融合的教育」，「特定の分野の一層の知の深化」，「個別
最適な学び」等）を設定し，よりよい解決に向けて自主的・協働的に，かつ創造的・計画的に
取り組むことができる。

DP3-1

2
これからの時代や社会が要請する学校教育の諸課題について，新たな学びを行う重要性を
理解し，一層の職能の向上をめざして学び続けることができる。

DP3-2

3
学校組織や校務分掌について理解し，チーム学校の一員として，他のメンバーと協働してさ
まざまな課題の解決に取り組むことができる。

DP3-3

DP３

DP２

DP１

高い専門性

確かな実践力

幅広い視野と豊かな教養

事項



福岡教育大学教育学部カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

 
福岡教育大学は，ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）を踏まえて，学生が主体的にか
つ体系的に学修できるように，以下のとおり教育課程を編成・実施する。 
 
１．各課程の教育課程 

本学の教育課程は，ディプロマ・ポリシーに示した学士力（「幅広い視野と豊かな教養」
「高い専門性」「確かな実践力」）を修得させるために，必要な授業科目を体系的に開設す
るものとする。教育課程の編成にあたっては，学生が「何を学び，身につけることができる
のか」を明確にし，主体的にかつ体系的に学修できるようにする。 
 
１）初等教育教員養成課程 

初等教育教員養成課程には，５つの学位プログラム（幼児教育プログラム，小学校教育専
攻プログラム，人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技プログラム）
を設ける。 

小学校教育専攻プログラム，人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実
技プログラムにおいては，ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）に示した小学校教員と
して求められる資質・能力・技能を確実に修得できるようカリキュラムを編成すると同時に，
学生が将来の実践力のある教員としての資質・能力・技能を主体的に学修できるよう，合計
10 の選択領域を設ける。 

人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技プログラムにおいては，「小
学校教育」を主専攻（メジャー）とし，選択領域である「中等教科領域」から主体的に１つ
または複数の領域を選択し，副専攻（マイナー）として学修することとする。学生が主体的
に副専攻として選択した領域の学びを深めた結果，その領域を２つ目の主専攻とすることも
可能とする。 

また，条件次第で「幼児教育領域」や他のプログラムの「中等教科領域」を選択し学修す
ることも可能とする。 

小学校教育専攻プログラムにおいては，「小学校教育」を主専攻（メジャー）とし，選択
領域は，さらに高度な小学校教員としての資質・能力・技能を主体的に学修できることとす
る。また，「幼児教育領域」「中等教科領域」の選択は条件次第で学修することも可能とす
る。 

幼児教育プログラムにおいては，「幼児教育領域」及び「小学校教育領域」を主専攻（メ
ジャー）として学修することとする。 

学生は自らの選択でダブルメジャーとすることも，シングルメジャー・シングル（ダブル）
マイナー，シングルメジャーのみとすることも可能とし，学修者本位の多様な学びを保証す
る。 

なお，いずれのプログラムの学生でも，特別支援教育教員養成課程で開設する「教育実習」
以外の科目を学修できることとする。 
 
２）中等教育教員養成課程 

中等教育教員養成課程には，１つの学位プログラム内に 11 の専攻を設ける。各専攻にお
いては，ディプロマ・ポリシーに示した中等教育に関わる教員として求められる資質・能力・
技能を確実に修得できるようカリキュラムを編成すると同時に，学生が将来の実践力のある
教員としての資質・能力・技能を主体的に学修できるように，所属する専攻以外の教科や小
学校教育，幼児教育の領域も副専攻（マイナー）として履修することも可能とする。 
 
３）特別支援教育教員養成課程 

特別支援教育教員養成課程には，特別支援教育初等教育プログラムと特別支援教育中等教
育プログラムの２つの学位プログラムを設け，各プログラム内に６つの領域を設ける。 
 
２．教育課程の編成方法 

各課程の教育課程は，必修科目，選択必修科目，選択科目及び自由選択科目に分類し，こ
れらを体系的に各学年に配当して編成するものとする。 
 各課程，専攻，プログラムにおいて，養成しようとする教員としての各教科等での指導，
学級経営，生徒指導を行うために必要な基礎的・基盤的な資質・能力及び実践力を確実に身
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技プログラムにおいては，ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）に示した小学校教員と
して求められる資質・能力・技能を確実に修得できるようカリキュラムを編成すると同時に，
学生が将来の実践力のある教員としての資質・能力・技能を主体的に学修できるよう，合計
10 の選択領域を設ける。 

人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技プログラムにおいては，「小
学校教育」を主専攻（メジャー）とし，選択領域である「中等教科領域」から主体的に１つ
または複数の領域を選択し，副専攻（マイナー）として学修することとする。学生が主体的
に副専攻として選択した領域の学びを深めた結果，その領域を２つ目の主専攻とすることも
可能とする。 

また，条件次第で「幼児教育領域」や他のプログラムの「中等教科領域」を選択し学修す
ることも可能とする。 

小学校教育専攻プログラムにおいては，「小学校教育」を主専攻（メジャー）とし，選択
領域は，さらに高度な小学校教員としての資質・能力・技能を主体的に学修できることとす
る。また，「幼児教育領域」「中等教科領域」の選択は条件次第で学修することも可能とす
る。 

幼児教育プログラムにおいては，「幼児教育領域」及び「小学校教育領域」を主専攻（メ
ジャー）として学修することとする。 

学生は自らの選択でダブルメジャーとすることも，シングルメジャー・シングル（ダブル）
マイナー，シングルメジャーのみとすることも可能とし，学修者本位の多様な学びを保証す
る。 

なお，いずれのプログラムの学生でも，特別支援教育教員養成課程で開設する「教育実習」
以外の科目を学修できることとする。 
 
２）中等教育教員養成課程 

中等教育教員養成課程には，１つの学位プログラム内に 11 の専攻を設ける。各専攻にお
いては，ディプロマ・ポリシーに示した中等教育に関わる教員として求められる資質・能力・
技能を確実に修得できるようカリキュラムを編成すると同時に，学生が将来の実践力のある
教員としての資質・能力・技能を主体的に学修できるように，所属する専攻以外の教科や小
学校教育，幼児教育の領域も副専攻（マイナー）として履修することも可能とする。 
 
３）特別支援教育教員養成課程 

特別支援教育教員養成課程には，特別支援教育初等教育プログラムと特別支援教育中等教
育プログラムの２つの学位プログラムを設け，各プログラム内に６つの領域を設ける。 
 
２．教育課程の編成方法 

各課程の教育課程は，必修科目，選択必修科目，選択科目及び自由選択科目に分類し，こ
れらを体系的に各学年に配当して編成するものとする。 
 各課程，専攻，プログラムにおいて，養成しようとする教員としての各教科等での指導，
学級経営，生徒指導を行うために必要な基礎的・基盤的な資質・能力及び実践力を確実に身

につけさせるため，「教養教育科目」「教職科目」「教科指導科目」「プログラム専門科目」
「教育実践力向上科目」「学士力向上科目」「自由選択科目」を配置する。 
 

教養教育科目 社会人，教員としての知性と人間性を高め，学びの姿勢と方法を
確立する科目。国際的な視野，教科横断的・異分野融合的な知を
修得するとともに，情報活用力，論理的思考力・判断力，コミュ
ニケーション力を身につけ，自律的に行動することができること
を目標とする科目群。 

教職科目 教育者としての素養，教員として全般的な教育活動を実践する力
を身につける科目。 
生徒指導，特別な支援が必要な子どもの指導，教育の評価・改善
などをすることができることを目標とする科目群。 

教科指導科目 教科等を確実に指導できる力を身につける科目群。 
各教育の指導，教育内容の選択と配列，学習指導などができるこ
とを目標とする科目群。 

プログラム専門科目 プログラムの所属学生のみを対象とした主専攻の専門性を高め
る科目や卒業研究の準備に資する科目群。 

教育実践力向上科目 ４年間を通して，実際の学校現場で学校教育に触れ，理論と実践
を往還することにより，教員として実践力を向上させる科目群。 

学士力向上科目 卒業段階で教員としての総合的な力の育成を確実なものとする
科目群。 

自由選択科目 初等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程特別支援
教育初等教育プログラムにおいては，副専攻として履修する教科
領域の科目群。 
中等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程特別支援
教育中等教育プログラムにおいては，副専攻として履修する初等
教育または主専攻とは異なる中等教育に関する教科領域の科目
群。 

 
１）１年次の教育課程編成における学修目標等 

 大学教育基礎科目を履修し，４年間の学修で必要となる基礎的な知識・技能を身につ
ける。 

 教養科目を中心に履修し，幅広い視野と豊かな教養を身につける。 
 体験実習及びそれに必要な理論に関する科目を履修し，学校教育現場への理解を深め

る。 
 
２）２年次の教育課程編成における学修目標等 

 教員として必要な教職科目，初等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程特
別支援教育初等教育プログラムにおいては全ての教科の指導科目を中心に，中等教育
教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程特別支援教育中等教育プログラムにお
いては専攻する教科の指導科目を中心に履修し，学校教育を担うために必要な知識，
個々の子どもの客観的な理解，ICT の活用力，特別な支援が必要な幼児・児童・生徒
に関する基礎的・専門的な知識などを身につける。 

 副専攻として一つまたは複数の「選択領域」が選択でき，特定の教科の本質，教育内
容等を理解する。 

 
３）３年次の教育課程編成における学修目標等 

 ２年次に学修した内容をさらに深め，専門的知識・技能を高める。 
 教育実習などを通して，実践力を高める。 

 
４）４年次の教育課程編成における学修目標等 

 卒業研究を通して，これからの時代や社会が要請する学校教育における諸課題のより
よい解決に向けて取り組む。 

 教職実践演習を履修し，４年間の学修を振り返るとともに，理論と実践の往還を行い，
実践力を一層高める。 



３．教育課程の実施方法 
各授業科目は，講義，演習，実験，実技，実習のいずれかにより，またはこれらを併用す

ることで行う。各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内
容をもって構成することとする。 
 

授業の形態 授業での学修時間 
（１単位あたり） 

授業時間外の学修時間 
（１単位あたり） 

計 

講義 15 時間 30 時間 

45 時間 演習 30（または 15）時間 15（または 30）時間 

実験・実技・実習 45（または 30）時間  0（または 15）時間 
 
 
４．教育方法 

本カリキュラム・ポリシーに基づき，各科目の授業を具体的に展開するものとし，次に掲
げる取組を実施する。 
・ 各科目において学生の主体的・対話的で深い学びを促すために，教育方法の改善に関す

るＦＤ活動を実施する。 
・ 基礎的理論・方法を修得する科目と実践的な内容を修得する科目を相互補完的に履修す

ることで理論と実践を往還させる。 
 
５．教育評価 

成績評価は，「成績評価ガイドライン」による全学統一の成績評価基準に基づき，シラバ
スシステムに記載した成績評価の方法により総合判定し，「秀・優・良・可・不可」の５段
階のグレードで表す。ただし５段階での評価が難しい授業科目については，「合格・不合格」
で表す。ディプロマ・ポリシーにしたがい，学生には「良」以上の取得をめざさせる。 

また，成績評価のための産物を提出しなかった場合には「未受験」，法令により規定され
ている必要な学修時間を確保しなかった場合には，「無資格」とする。 

成績評価にあたっては，学修成果に係る評価指標として，各科目において「ルーブリック」
を作成し，学生が学修する内容と学生が到達するレベルをマトリックス形式で明示すること
とし，学生の主体的な学びを支援する。 
 

グレード 評語及び成績評価の基準 GP 評価点数 
秀 授業で身につけるべき資質能力を大きく越えて，優秀である。 4 90 –100 点 
優 授業で身につけるべき資質能力を越えて，優秀である。 3 80 – 89 点 
良 授業で身につけるべき資質能力を身につけている。 2 70 – 79 点 
可 授業で身につけるべき資質能力を最低限身につけている。 1 60 – 69 点 

不可 授業で身につけるべき資質能力が身についていない。 0 0 – 59 点 
 
 成績評価は，適切な評価基準を定め，講義，演習，実験，実習，実技等の授業形態に応じ
て，筆記試験定期試験，レポート，発表，討論，実技試験等やそれらを複合した方法により
行うこととする。適切な評価基準と評価方法により，学修の成果を厳格に評価する。また，
評価の方法をシラバスに明示し，学生の主体的な学びを支援する。 
 これらの取組によりディプロマ・ポリシーに準じた科目ごとの教育目標を達成したか否か
の的確な評価が実現され，その累積により最終的に学士力の修得が保証される。 
 



３．教育課程の実施方法 
各授業科目は，講義，演習，実験，実技，実習のいずれかにより，またはこれらを併用す

ることで行う。各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内
容をもって構成することとする。 
 

授業の形態 授業での学修時間 
（１単位あたり） 

授業時間外の学修時間 
（１単位あたり） 

計 

講義 15 時間 30 時間 

45 時間 演習 30（または 15）時間 15（または 30）時間 

実験・実技・実習 45（または 30）時間  0（または 15）時間 
 
 
４．教育方法 

本カリキュラム・ポリシーに基づき，各科目の授業を具体的に展開するものとし，次に掲
げる取組を実施する。 
・ 各科目において学生の主体的・対話的で深い学びを促すために，教育方法の改善に関す

るＦＤ活動を実施する。 
・ 基礎的理論・方法を修得する科目と実践的な内容を修得する科目を相互補完的に履修す

ることで理論と実践を往還させる。 
 
５．教育評価 

成績評価は，「成績評価ガイドライン」による全学統一の成績評価基準に基づき，シラバ
スシステムに記載した成績評価の方法により総合判定し，「秀・優・良・可・不可」の５段
階のグレードで表す。ただし５段階での評価が難しい授業科目については，「合格・不合格」
で表す。ディプロマ・ポリシーにしたがい，学生には「良」以上の取得をめざさせる。 

また，成績評価のための産物を提出しなかった場合には「未受験」，法令により規定され
ている必要な学修時間を確保しなかった場合には，「無資格」とする。 

成績評価にあたっては，学修成果に係る評価指標として，各科目において「ルーブリック」
を作成し，学生が学修する内容と学生が到達するレベルをマトリックス形式で明示すること
とし，学生の主体的な学びを支援する。 
 

グレード 評語及び成績評価の基準 GP 評価点数 
秀 授業で身につけるべき資質能力を大きく越えて，優秀である。 4 90 –100 点 
優 授業で身につけるべき資質能力を越えて，優秀である。 3 80 – 89 点 
良 授業で身につけるべき資質能力を身につけている。 2 70 – 79 点 
可 授業で身につけるべき資質能力を最低限身につけている。 1 60 – 69 点 

不可 授業で身につけるべき資質能力が身についていない。 0 0 – 59 点 
 
 成績評価は，適切な評価基準を定め，講義，演習，実験，実習，実技等の授業形態に応じ
て，筆記試験定期試験，レポート，発表，討論，実技試験等やそれらを複合した方法により
行うこととする。適切な評価基準と評価方法により，学修の成果を厳格に評価する。また，
評価の方法をシラバスに明示し，学生の主体的な学びを支援する。 
 これらの取組によりディプロマ・ポリシーに準じた科目ごとの教育目標を達成したか否か
の的確な評価が実現され，その累積により最終的に学士力の修得が保証される。 
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Ⅰ 教育課程及び履修にあたっての基本的事項 
 
 
１．本学の学士課程教育について 
 
本学の学士課程（教育学部）は，初等教育教員養成課程，中等教育教員養成課程，特別支援教

育教員養成課程の３つの課程に計８つの学位プログラムを設置し，課程ごとに授業科目区分を設
け，各学位プログラムや専攻別に履修基準を定めています。 
 
本学の学士課程教育は，「学修者本位の教育の実現」と「令和の日本型学校教育を担う教員養

成の実現」を目指し，ディプロマ・ポリシーで定める学修目標を学生が達成できるように，カリ
キュラム・ポリシーに沿った教育課程を編成しています。 
 
〇学修者本位の教育の実現 

ディプロマ・ポリシーで定める学修目標を達成し，「何を学び，身につけることができるのか」
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 音楽専攻 
 美術専攻 
 保健体育専攻 
 家庭専攻 
 技術専攻 
 書道専攻 

 
特別支援教育教員養成課程 プログラム名 主専攻 

特別支援教育 
初等教育プログラム 

小学校教育領域 
特別支援教育領域 

特別支援教育 
中等教育プログラム 

中等教科領域 
特別支援教育領域 
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２．履修にあたっての基本的事項 
 
（１）授業科目の単位 
 
本学では，１年次を前期と後期に分け，各学期の授業期間を１５週間と定めています。授業科

目は講義，演習及び実験・実習・実技の形態によるものとし，単位数については，１単位の授業
科目は４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としています。それぞれの
授業の単位数は，授業の形態に応じて次の基準により定められています。 
 
○ 講義については，１５時間をもって１単位とする。 
○ 演習については，３０時間をもって１単位とする。ただし，授業の内容によっては１５時
間をもって１単位とすることができる。 

○ 実験・実習・実技については，４５時間をもって１単位とする。ただし，授業の内容によ
っては，３０時間をもって１単位とすることができる。 

 
また，１単位の学修に必要な４５時間には，実際の授業における学修時間と授業時間外の自習

時間の両方が含まれており，本学ではその割合は次のように定めています。単位を修得するため
には，単位数に応じて必要な授業時間外の自習を行わなければなりません。 
 

１単位の学修時間 
授業の形態 授業での学修時間 授業時間外の自習時間 計 

講義 １５時間 ３０時間  
４５時間 

 
演習 ３０（または１５）時間 １５（または３０）時間 

実験・実習・実技 ４５（または３０）時間  ０ （または１５）時間 
 
 
（２）成績評価 
 
成績評価は，試験，レポート，平素の学習状況等により行います。受験資格は，原則として総

授業時間数の３分の２以上の出席が必要です。 
 
グレード 評語及び成績評価の基準 GP 評価点数 

秀 授業で身につけるべき資質能力を大きく越えて，優秀である。 4 90－100 点 
優 授業で身につけるべき資質能力を越えて，優秀である。 3 80－89 点 
良 授業で身につけるべき資質能力を身につけている。 2 70－79 点 
可 授業で身につけるべき資質能力を最低限身につけている。 1 60－69 点 

不可 授業で身につけるべき資質能力が身についていない。 0 0－59 点 
 
成績評価に異議がある者は，当該成績評価の妥当性及び成績評価の変更の可否について調査を

依頼することができます。成績調査依頼は，定められた期日までに教育支援課に申し出なければ
なりません。なお，申し出ることができる者は，合理的な理由を有する者に限ります。 
 
 
（３）進級  
 
本学では，進級制度を導入しており，２年次末において総修得単位数が６４単位以上の者を２

年次から３年次へ進級させることとします。 
なお，進級についての詳細は「福岡教育大学教育学部進級規程」に記載しています。 

 
 
（４）履修学期  
 
本学では，１年次の前期をⅠ期，１年次の後期をⅡ期，２年次の前期をⅢ期のように定めてお

り，開講されている学期順に授業科目を履修することになっています。また，授業科目の履修に
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（本学公式ホームページ） 
https://www.fukuoka-edu.ac.jp/faculty/ 

あたっては下記のように定めています。１単位の科目は，授業期間が前期中の半期もしくは後期
中の半期となっている科目もあります。 
 
○ １年次はⅠ期，Ⅱ期に開講している授業科目を履修することができます。 
○ ２年次はⅠ期～Ⅳ期に開講している授業科目を履修することができます。 
○ ３年次はⅠ期～Ⅵ期に開講している授業科目を履修することができます。 
○ ４年次はⅠ期～Ⅷ期に開講している授業科目を履修することができます。 

 
 
（５）科目区分 
 
 本学の授業科目は，その教育目的や内容に応じて下記の科目区分に区分されています。 
 

教養教育科目 社会人，教員としての知性と人間性を高め，学びの姿勢と方法を確
立する科目。国際的な視野，教科横断的・異分野融合的な知を修得
するとともに，情報活用力，論理的思考力・判断力，コミュニケー
ション力を身に付け，自律的に行動することができることを目標と
する科目群。 
 

教職科目 教育者としての素養，教員として全般的な教育活動を実践する力を
身に付ける科目。生徒指導，特別な支援が必要な子どもの指導，教
育の評価・改善などをすることができることを目標とする科目群。 
 

教科指導科目 教科等を確実に指導できる力を身につける科目群。教育内容の選択
と配列，学習指導などができることを目標とする科目群。 
 

教育実践力向上科目 ４年間を通して，実際の学校現場で学校教育に触れ，理論と実践を
往還することにより，教員として実践力を向上させる科目群。 
 

学士力向上科目 卒業段階で教員としての総合的な力の育成を確実なものとする科
目群。 
 

プログラム専門科目 プログラムの所属学生のみを対象とした主専攻の専門性を高める
科目や卒業研究の準備に資する科目群。 
 

自由選択科目 各自が目指す教員像に応じて，副専攻等で修得した単位や履修基準
で規定した各科目区分の履修要件以上に修得した単位を卒業要件
に算入できるように設定した科目群。 
 

 
 

【教育学部のカリキュラムツリー】 
 
カリキュラムツリーは，授業科目の履修順序やディプロマ・ポリシーとの関連を体系的に

示した図です。詳細は本学公式ホームページを確認してください。 
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（６）履修基準 
 
 卒業に要する最低単位数は下記のとおりです。科目区分別に修得すべき単位数が定められてい
ますので，Ⅰ期からⅧ期にわたって卒業に必要な単位を修得してください。 

 
 

〈初等教育教員養成課程〉 
 

    プログラム名 
 
科目区分 

幼児教育 小学校教育 
人文・社会教育 

理数教育 
芸術・実技教育 

教養教育科目 ２４ ２４ ２４ 
教職科目 ２５ ２３ １９ 
教科指導科目 ４８ ３４ ３４ 
教育実践力向上科目 ７ ７ ７ 
学士力向上科目 ６ ６ ６ 
プログラム専門科目 １４ ２６ - 
自由選択科目 ４ ８ ３８ 

総単位数 １２８ １２８ １２８ 
 

〈中等教育教員養成課程〉 
 

    専攻名 
 

 
科目区分 

国語 
理科 
音楽 
美術 
家庭 

社会科 
技術 数学 英語 保健 

体育 書道 

教養教育科目 ２４ ２８ ２４ 
教職科目 １９ 
教科指導科目 ６０ ６４ ５６ ５８ ６２ ６６ 
教育実践力向上科目 ７ 
学士力向上科目 ６ 
自由選択科目 １２ ８ １６ １０ １０ ６ 

総単位数 １２８ 
 

〈特別支援教育教員養成課程〉 
 

    プログラム名 
科目区分 初等教育プログラム 中等教育プログラム 

教養教育科目 ２４ 
教職科目 １９ 
教科指導科目 ３４ ３２ 
教育実践力向上科目 １０ 
学士力向上科目 ６ 
プログラム専門科目 ３４ 
自由選択科目 ５ ７ 

総単位数 １３２ 
 

 
 
 
 
 

6



 

（６）履修基準 
 
 卒業に要する最低単位数は下記のとおりです。科目区分別に修得すべき単位数が定められてい
ますので，Ⅰ期からⅧ期にわたって卒業に必要な単位を修得してください。 

 
 

〈初等教育教員養成課程〉 
 

    プログラム名 
 
科目区分 

幼児教育 小学校教育 
人文・社会教育 

理数教育 
芸術・実技教育 

教養教育科目 ２４ ２４ ２４ 
教職科目 ２５ ２３ １９ 
教科指導科目 ４８ ３４ ３４ 
教育実践力向上科目 ７ ７ ７ 
学士力向上科目 ６ ６ ６ 
プログラム専門科目 １４ ２６ - 
自由選択科目 ４ ８ ３８ 

総単位数 １２８ １２８ １２８ 
 

〈中等教育教員養成課程〉 
 

    専攻名 
 

 
科目区分 

国語 
理科 
音楽 
美術 
家庭 

社会科 
技術 数学 英語 保健 

体育 書道 

教養教育科目 ２４ ２８ ２４ 
教職科目 １９ 
教科指導科目 ６０ ６４ ５６ ５８ ６２ ６６ 
教育実践力向上科目 ７ 
学士力向上科目 ６ 
自由選択科目 １２ ８ １６ １０ １０ ６ 

総単位数 １２８ 
 

〈特別支援教育教員養成課程〉 
 

    プログラム名 
科目区分 初等教育プログラム 中等教育プログラム 

教養教育科目 ２４ 
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教育実践力向上科目 １０ 
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6  

（７）履修科目登録単位数の上限設定 
 

本学では，学生がそれぞれの授業科目について十分な学修時間を確保することができるよう
に，履修科目登録ができる単位数の上限を年間５２単位（ただし１開講期２８単位以内）と定め
ています。 

ただし，下記の「除外科目」に該当する授業科目の単位は，上記の上限設定の算出には含めま
せん。なお，※印を付した授業科目については，履修科目登録時に履修登録が必要です。 
 
除外科目 

科目区分 科目 
教育実践力向

上科目 
体験実習Ａ・Ｂ，基礎実習Ａ・Ｂ（※），事前・事後指導， 
初等教育実習（基本），初等教育実習（応用）， 
中等教育実習（基本），中等教育実習（応用），中等教育実習（発展）， 
特別支援教育実習， 
教育総合インターンシップ実習Ａ・Ｂ 

その他 海外語学研修， 
学則第 32 条「他の大学又は短期大学における授業科目の履修等」に該当する

科目， 
学則第 33 条「大学以外の教育施設等における学修」に該当する科目， 
学則第 34 条「入学前の既修得単位等の認定」に該当する科目， 
その他履修登録時に開講期が予測できない科目等除外科目とすることが適当

と教育学部長が認める科目 
 
 
（８）ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ） 
 

ＧＰＡとは，Grade Point Average の略で，成績を点数化し平均をとった値を意味します。 
本学では， 

秀＝４点，優＝３点，良＝２点，可＝１点，不可・未受験・無資格＝０点 
によって Grade Point を定め，次の式により算出した値です。 
 
          （履修登録した科目の単位数×当該科目のＧＰ）の合計 

ＧＰＡ ＝                            
履修登録した科目の単位数合計 

 
 
（９）オフィスアワー  
 

オフィスアワーとは，本学の専任教員が，担当する授業について受講生からの質問を受けたり，
学修相談にのったりするために，毎週，指定した時間帯に研究室等に待機する制度のことです。 

オフィスアワーの曜日・時間については，シラバスに記載されているか，あるいは授業中に担
当教員から説明があります。 
 
 
（１０）授業欠席の取り扱いについて（学生の授業欠席の取り扱いについて（重要通知）） 
 
本学が開講する授業において，学生の欠席に関する取り扱いを定めており，公欠及び通常の欠

席に区分しています。詳細は，「学生の授業欠席の取り扱いについて（重要通知）」を確認して
ください。 
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（１１）履修方法の区分 
 
 ○ 「必  修」：当該授業科目の単位修得が卒業要件となるもの。 
 

 ○ 「選択必修」：ある科目群の中から，何らかの指示に従って選択をするもので， 
          指示された内容を充足することが卒業要件となるもの。 
          （この手引では，「選必」と表記しています。） 
 

○ 「選  択」：選択により任意に履修できるもの。 
 
 
（１２）「履修の手引」における凡例 
 
①開講期欄の表記について 
 

表記例 内 容 
Ⅰ，Ⅱ 

 
Ⅰ期とⅡ期に開講されます。（いずれかの期に履修してください。履修する期やク
ラスが指定されている場合があります。） 

Ⅰ～Ⅳ 
 

Ⅰ期からⅣ期の間に開講されます。（いずれかの期に履修してください。履修する
期やクラスが指定されている場合があります。） 

Ⅰ・Ⅱ 
 

Ⅰ期とⅡ期にわたる通年科目です。（Ⅰ期だけ，またはⅡ期だけの履修は認められ
ません。） 

Ⅰ／Ⅱ Ⅰ期またはⅡ期に開講されます。（開講される期に履修してください。） 
 
 
②授業形態欄（開講計画表含む）の表記について 
 

表記例 内 容 
 授業形態 開講計画表 

講 (ｺ)  「講義」科目を表します。 
演 (ｴ)  「演習」科目を表します。 
実 (ｼ)  「実験」または「実習」もしくは「実技」の科目を表します。 

※［講・演］／(ｺｴ)等，上記を組み合わせた科目もあります。なお，開講計画表で(*ｺｴ)となっ
ている場合，*は単位数を表します。 

 
 
③備考欄の略語について 
 

教育職員免許法施行規則上の区分 
略語 

欄 教科及び教職に 
関する科目 各科目に含めることが必要な事項 

第 
二 
欄 

領域及び保育内容の
指導法に関する科目 

領域に関する専門的事項 （領域） 

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） （保指） 

教科及び教科の指導
法に関する科目 

教科に関する専門的事項（注１） （教科） 
各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） （指） 

第 
三 
欄 

教育の基礎的理解に
関する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 （理・歴・
思） 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営へ
の対応を含む。） （意義等) 

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項（学校と地域
との連携及び学校安全への対応を含む。） （社・制） 

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 （発・学） 

特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対する理解 （特支理解） 
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（１１）履修方法の区分 
 
 ○ 「必  修」：当該授業科目の単位修得が卒業要件となるもの。 
 

 ○ 「選択必修」：ある科目群の中から，何らかの指示に従って選択をするもので， 
          指示された内容を充足することが卒業要件となるもの。 
          （この手引では，「選必」と表記しています。） 
 
○ 「選  択」：選択により任意に履修できるもの。 

 
 
（１２）「履修の手引」における凡例 
 
①開講期欄の表記について 
 

表記例 内 容 
Ⅰ，Ⅱ 

 
Ⅰ期とⅡ期に開講されます。（いずれかの期に履修してください。履修する期やク
ラスが指定されている場合があります。） 

Ⅰ～Ⅳ 
 

Ⅰ期からⅣ期の間に開講されます。（いずれかの期に履修してください。履修する
期やクラスが指定されている場合があります。） 

Ⅰ・Ⅱ 
 

Ⅰ期とⅡ期にわたる通年科目です。（Ⅰ期だけ，またはⅡ期だけの履修は認められ
ません。） 

Ⅰ／Ⅱ Ⅰ期またはⅡ期に開講されます。（開講される期に履修してください。） 
 
 
②授業形態欄（開講計画表含む）の表記について 
 

表記例 内 容 
 授業形態 開講計画表 

講 (ｺ)  「講義」科目を表します。 
演 (ｴ)  「演習」科目を表します。 
実 (ｼ)  「実験」または「実習」もしくは「実技」の科目を表します。 

※［講・演］／(ｺｴ)等，上記を組み合わせた科目もあります。なお，開講計画表で(*ｺｴ)となっ
ている場合，*は単位数を表します。 

 
 
③備考欄の略語について 
 

教育職員免許法施行規則上の区分 
略語 

欄 教科及び教職に 
関する科目 各科目に含めることが必要な事項 

第 
二 
欄 

領域及び保育内容の
指導法に関する科目 

領域に関する専門的事項 （領域） 

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） （保指） 

教科及び教科の指導
法に関する科目 

教科に関する専門的事項（注１） （教科） 
各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） （指） 

第 
三 
欄 

教育の基礎的理解に
関する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 （理・歴・
思） 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営へ
の対応を含む。） （意義等) 

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項（学校と地域
との連携及び学校安全への対応を含む。） （社・制） 

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 （発・学） 

特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対する理解 （特支理解） 
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教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメ
ントを含む。） （教課） 

第 
四 
欄 

道徳，総合的な学習
の時間等の指導法及
び生徒指導，教育相
談等に関する科目 

道徳の理論及び指導法 （道） 
総合的な学習の時間の指導法 （総） 
特別活動の指導法 （特活） 
教育の方法及び技術 （方・技） 
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 （情・活） 
幼児理解の理論及び方法 （幼児理解） 
生徒指導の理論及び方法 
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 （生・進） 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む｡）
の理論及び方法 （教相） 

（注）「教科に関する専門的事項」について，本学の中等教育教員養成課程で開設する「教科指
導科目」のうち，「教科専門科目」は大部分の科目が該当するため，略語の記載を省略してい
ます。 

 
対応免許種（学校種別） 略語 

 幼稚園教諭一種免許状に対応する場合 幼 
 小学校教諭一種免許状に対応する場合 小 
 中学校教諭一種免許状に対応する場合 中 
 高等学校教諭一種免許状に対応する場合 高 
 特別支援学校教諭一種免許状に対応する場合 特支 

 
 
④備考欄の「クラス指定」について 

 
同一の授業科目を複数クラス開講している場合に，学生の所属に応じて履修するクラスを 

予め指定していることを「クラス指定」と表記しています。 
毎年度発行する「授業時間割」にて各自が履修するクラスを確認してください。 

 
 
⑤備考欄の「○」について 

 
副免として中学校教諭免許状または高等学校教諭免許状を取得する際，教育職員免許法施行

規則上の区分である「教科及び教科の指導法に関する科目」として単位を必ず修得することが
求められている科目に「○」と表記しています。 

なお，「（１１）履修方法の区分」で説明した，単位修得が卒業要件となる「必修」を示す
ものではありませんので，留意してください。 

副免については，「Ⅵ 教育職員免許状及び資格」のページで詳細を説明しています。 
 

 

  

9



 

 
  

10



 

 
  

10

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全課程共通 
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Ⅱ 全課程共通の履修方法と授業科目 
 

まず，教育学部の全ての学生が共通に履修する「教養教育科目」について説明します。 
ディプロマ・ポリシーに策定した「幅広い視野と豊かな教養」を身につけ，国際的な視野，教

科横断的・異分野融合的な知を修得するとともに，情報活用力，論理的思考力・判断力，コミュ
ニケーション力，人権感覚を身につけ，自律的に行動することができることを教育目標として開
設します。 
 
１．教養教育科目 
 
教養教育科目は，「大学教育基礎科目」，「教養科目」，「外国語科目」，「保健体育科目」

で構成しています。以下の履修方法に従い，必要単位を修得してください。 
なお，必要単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてることが

できます。 
 
 
（１）大学教育基礎科目 
 

大学教育基礎科目は，大学における専門的な内容を学修するための基礎となる学びの姿勢と方
法，技能，素養等を習得することを目的として開設します。 

下記の必修科目の６単位を修得してください。 
 

授業科目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備考 必
修 

選
必 

選
択 

初年次セミナー Ⅰ ２   演 クラス指定 
情報機器の操作 Ⅰ ２   演 クラス指定 
日本国憲法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定 

 
 
（２）教養科目 
 

教養科目は，社会人，教員としての知性と人間性を高め，国際的な視野，教科横断的・異分野
融合的な知を修得するとともに，情報活用力，論理的思考力・判断力，コミュニケーション力を
身につけ，自律的に行動することができることを目標として「一般教養系科目」「人間科学系科
目」「特別支援教育系科目」の３区分に分類して開設します。 
以下のとおり，課程によって定められた必須要件を満たした上で，計１２単位以上を修得して

ください。１２単位を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてることが
できます。 
 

 
  

課程 必須要件１ 必須要件２ 

初等教育教員養成課程 
中等教育教員養成課程 

「一般教養系科目」から２単位以上 
「人間科学系科目」から２単位以上 
「特別支援教育系科目」から２単位以上 左記の要件１を満たした上で 

教養科目全体で１２単位以上

を修得  
特別支援教育教員養成課程 「一般教養系科目」から２単位以上 

「人間科学系科目」から２単位以上 
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教養科目一覧 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備考 必
修 

選
必 

選
択 

一

般

教

養

系

科

目 

漢字文化概論 Ⅰ   ２ 講  

日本の文学 Ⅱ   ２ 講  

歴史と人間（日本） Ⅰ   ２ 講  

歴史と人間（外国） Ⅱ   ２ 講  

異文化探求１ Ⅲ   ２ 講  

異文化探求２ Ⅲ   ２ 講  
異文化探求３ Ⅳ   ２ 講  
異文化探求４ Ⅳ   ２ 講  

多文化相互交流論 Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  

多文化社会論 Ⅰ   ２ 講 〈西暦奇数年度開講〉 

政治と人間 Ⅱ   ２ 講  

現代経済と人間 Ⅰ   ２ 講  

哲学Ａ Ⅰ   ２ 講  
哲学Ｂ Ⅱ   ２ 講  
地域から考える現代世界 Ⅱ   ２ 講  
アジア地域研究 Ⅰ   ２ 講 〈西暦偶数年度開講〉 
日本事情Ａ Ⅰ   ２ 講 外国人留学生対象 

（日本人学生履修可） 日本事情Ｂ Ⅱ   ２ 講 

現代社会と福祉 Ⅰ   ２ 講  
社会保障論 Ⅱ   ２ 講  
ソーシャルワーク論 Ⅱ   ２ 講  
数学の散策 Ⅰ   ２ 講  
数学の見方・考え方 Ⅱ   ２ 講  
生活と化学 Ⅰ   ２ 講  
生活と物理学 Ⅰ   ２ 講  
スペースサイエンス Ⅰ   ２ 講  
アースサイエンス Ⅱ   ２ 講  
トピックス物理学 Ⅱ   ２ 講  
物質と化学 Ⅱ   ２ 講  
ライフサイエンス Ⅱ   ２ 講  
マルチメディア・マスター Ⅰ   ２ 講  
情報社会と学校教育 Ⅱ   ２ 講  
教師のための ICT 活用 Ⅱ   ２ 講  
情報社会及び情報倫理 Ⅱ   ２ 講  
音楽鑑賞入門 Ⅰ   ２ 講  
音楽実践入門 Ⅱ   ２ 演  
美術入門 Ⅰ   ２ 講  
美術実践入門 Ⅱ   ２ 演  
板書技法と書の文化 Ⅰ，Ⅱ   ２ 演  
オリンピック・パラリンピ
ック教育 Ⅱ   ２ 講  

実践型食教育論 Ⅳ   ２ 講  
消費者教育 Ⅳ   ２ 講  
租税教育 Ⅲ   ２ 講  
データリテラシーⅠ Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  
データリテラシーⅡ Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  
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教養科目一覧 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備考 必
修 

選
必 

選
択 

一

般

教

養

系

科

目 

漢字文化概論 Ⅰ   ２ 講  

日本の文学 Ⅱ   ２ 講  

歴史と人間（日本） Ⅰ   ２ 講  

歴史と人間（外国） Ⅱ   ２ 講  

異文化探求１ Ⅲ   ２ 講  

異文化探求２ Ⅲ   ２ 講  
異文化探求３ Ⅳ   ２ 講  
異文化探求４ Ⅳ   ２ 講  

多文化相互交流論 Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  

多文化社会論 Ⅰ   ２ 講 〈西暦奇数年度開講〉 

政治と人間 Ⅱ   ２ 講  

現代経済と人間 Ⅰ   ２ 講  

哲学Ａ Ⅰ   ２ 講  
哲学Ｂ Ⅱ   ２ 講  
地域から考える現代世界 Ⅱ   ２ 講  
アジア地域研究 Ⅰ   ２ 講 〈西暦偶数年度開講〉 
日本事情Ａ Ⅰ   ２ 講 外国人留学生対象 

（日本人学生履修可） 日本事情Ｂ Ⅱ   ２ 講 

現代社会と福祉 Ⅰ   ２ 講  
社会保障論 Ⅱ   ２ 講  
ソーシャルワーク論 Ⅱ   ２ 講  
数学の散策 Ⅰ   ２ 講  
数学の見方・考え方 Ⅱ   ２ 講  
生活と化学 Ⅰ   ２ 講  
生活と物理学 Ⅰ   ２ 講  
スペースサイエンス Ⅰ   ２ 講  
アースサイエンス Ⅱ   ２ 講  
トピックス物理学 Ⅱ   ２ 講  
物質と化学 Ⅱ   ２ 講  
ライフサイエンス Ⅱ   ２ 講  
マルチメディア・マスター Ⅰ   ２ 講  
情報社会と学校教育 Ⅱ   ２ 講  
教師のための ICT 活用 Ⅱ   ２ 講  
情報社会及び情報倫理 Ⅱ   ２ 講  
音楽鑑賞入門 Ⅰ   ２ 講  
音楽実践入門 Ⅱ   ２ 演  
美術入門 Ⅰ   ２ 講  
美術実践入門 Ⅱ   ２ 演  
板書技法と書の文化 Ⅰ，Ⅱ   ２ 演  
オリンピック・パラリンピ
ック教育 Ⅱ   ２ 講  

実践型食教育論 Ⅳ   ２ 講  
消費者教育 Ⅳ   ２ 講  
租税教育 Ⅲ   ２ 講  
データリテラシーⅠ Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  
データリテラシーⅡ Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  
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人

間

科

学

系

科

目 

比較人間論 Ⅰ   ２ 講  
実験で学ぶ心理学 Ⅰ   ２ 講  
乳幼児の心理学 Ⅱ   ２ 講  
心理学 Ⅰ   ２ 講  
部落史と人権問題の歴史 Ⅰ   ２ 講  
人権問題論 Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  
こころと体の健康科学Ａ Ⅰ   ２ 講  
こころと体の健康科学Ｂ Ⅱ   ２ 講  
心の健康教育 Ⅱ   ２ 講演  
キャリアデザイン Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  
キャリア形成Ａ Ⅲ   ２ 講  
キャリア形成Ｂ Ⅳ   ２ 講  
コミュニケーション・スキル Ⅳ   ２ 講  
ボランティア実践入門 Ⅰ，Ⅱ   ２ 講  
サービス・ラーニング１-企
画立案を通した共創実践と
省察- 

Ⅴ・Ⅵ   ２ 講演  

特
別
支
援
教
育 

系
科
目 

障害者支援論 Ⅳ   ２ 講  
特別支援教育の基礎 Ⅲ   ２ 講 幼・小・中・高 （※） 
発達障害児の理解と支援 Ⅳ   ２ 講 幼・小・中・高 （※） 
知的障害児の理解と支援 Ⅵ   ２ 講 幼・小・中・高 （※） 
障害のある子どもの理解と指導 Ⅶ   ２ 講 幼・小・中・高 （※） 

留
学
生 

対
象
科

 比較教育文化論 Ⅱ   ２ 講 
外国人留学生対象 日本の教育制度Ａ Ⅰ   ２ 講 

日本の教育制度Ｂ Ⅱ   ２ 講 
  （注）※印を付した授業科目については，特別支援教育教員養成課程の学生は履修でき

ません。（障害者支援論は履修できます。） 
 
 
（３）外国語科目 
 
外国語科目は，今日の社会や文化の国際化，グローバル化に関し，学生の関心を高め，理解を

深めさせるとともに，国際社会で活躍できる資質能力を育成するために開設します。 
実践的な外国語運用能力の向上と継続学習による語学力の養成を目指します。 

 
①必修 
 
○ 外国語科目については，Ⅰ，Ⅱ期に開講される英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハン

グル，日本語（留学生対象）の中から１つを選択し，選択した言語の選択必修科目の２科目４
単位を修得してください。 

○ 中等教育教員養成課程英語専攻の学生は，英語を４単位，さらに上記の英語以外の外国語か
ら４単位，合計８単位を修得してください。 

○ 外国人留学生は，日本語を外国語科目とすることができますが，自分の母語を外国語科目と
することはできません。 

○ 外国人留学生が日本語を必修の外国語科目とする場合は，日本語４単位の他に，英語（コミ
ュニケーション）２単位，あるいはドイツ語・フランス語・中国語・ハングルのうちいずれか
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要な外国語能力を伸長し異文化理解を深めることを目的として，Ⅰ・Ⅱ期で履修した外国語科目
から継続して履修することが望まれます。 

 
外国語科目一覧 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備考 必
修 
選
必 
選
択 
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（４）保健体育科目 
 
「生涯スポーツ」の一環として，ライフスタイルにあったスポーツ・身体運動を主体的に継続

して楽しむ能力を育て，身体に関する認識やスポーツ環境の処理能力を養うために開設していま
す。 
下記の必修科目の２単位を修得してください。 
 

 
授 業 科 目 

 
開講期 

単位数 
授業
形態 

 
備 考 

 
必 
修 

選 
必 

選
択 
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２．その他の科目 
 
以下は，「自由選択科目」の単位として認められます。 
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（１）海外語学研修 
 
所定の手続きを行い，以下の海外語学研修に参加した場合は，「海外語学研修」２単位を認定

します。また，この制度によって修得した単位は登録単位数の上限設定の算出には含まれません。
単位認定の申請を行うときは，所定の様式に修了認定証等の写しを添えて，教育支援課に提出し
てください。 
 
《本学の独自プログラム》 
（英語）ウィスコンシン大学ラクロス校研修 

《海外大学内プログラム》 
（英語） 
北アリゾナ大学語学研修 

（中国語） 
遼寧師範大学国際教育学院研修 

（ハングル） 
延世大学校韓国語学堂研修／梨花女子大学校言語教育院研修／ 
高麗大学校国際語学院韓国語教育センター研修／釜山大学校国際交流教育院研修  

授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業
形態 

 
備 考 

 
必 
修 

選 
必 

選 
択 

 海外語学研修 Ⅰ～Ⅷ   ２ ／  
 
 
（２）学校図書館司書教諭資格取得に関する科目 
 
学校図書館司書教諭資格取得のために，下記の科目を開設しています。学校図書館司書教諭の

資格については，２０３ページを参照してください。  

授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

 
備 考 

 
必 
修 

選 
必 

選 
択 

 学校経営と学校図書館 Ⅲ   ２ 講 小・中・高 
 学校図書館メディアの構成 Ⅲ   ２ 講 小・中・高 
 学習指導と学校図書館 Ⅳ   ２ 講 小・中・高 
 読書と豊かな人間性 Ⅴ   ２ 講 小・中・高 
 情報メディア論 Ⅵ   ２ 講 小・中・高 

 
 
（３）九州工業大学との単位互換協定に基づく授業科目 
 
特別聴講学生として九州工業大学で指定された授業科目を履修することができます。受講にあ

たっての授業料は必要ありません。また，この制度によって修得した単位は登録単位数の上限設
定の算出には含まれません。 
 
 
（４）九州地区大学間互換協定に基づく授業科目 
 
佐賀大学，長崎大学，熊本大学，大分大学，宮崎大学，鹿児島大学，琉球大学において開講さ

れる夏期休業期間中の集中講義のいくつかを，特別聴講学生として受講することができます。 
なお，この制度による受講は特別聴講学生となり，受講にあたって授業料は必要ありません。

ただし，当該大学までの交通費や宿泊費等は自己負担になります。 
また，この制度によって修得した単位は登録単位数の上限設定の算出には含まれません。
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３．教育実習 
 
（１）４年間の教育実習の概要 
 

本学では，１年次から学校教育現場を体験し，４年間にわたって幼児・児童・生徒と関わりな
がら教育実習が行えるような体制を整えています。各年次においてそれまでに学んだ教職に関す
る基礎的な知識や方法論をもとに教育実習に臨むことで，卒業までに教科指導や生徒指導等を行
う上で必要となる実践的指導力の基礎を身につけることができます。 

全課程に共通する内容は下記のとおりですが，各課程の「教育実践力向上科目」のページも必
ず確認するようにしてください。 
 

学年・開講期 教育実習の名称 各実習の目的・概要 

１年生 
 

《Ⅰ／Ⅱ期》 
体験実習 

実際に学校現場へ入り，教師の手伝いをしたり子供と交流し

たりすることで，今日の学校教育や教職に対する理解を深

め，これからの学修や教職への意欲を高めます。 
福岡県内の協力学校・園で，教師の業務を参観・補助したり，

子供への支援や交流を体験したりしながら，教師の仕事・学

校組織・子供との接し方等の教育者の視点を体験します。 
 

２年生 
 

《Ⅳ期》 
基礎実習 

授業を構想する力を養い，３年次の本実習に向けての基礎と

なる力を育成します。 
附属学校・園で，授業や保育の参観，研究協議会への参加を

行うとともに，大学において，教材分析・研究，学習指導案

の作成，模擬授業を行い，教員が授業を作り上げていくプロ

セスを学びます。 
 

３年生 
 

《Ⅴ・Ⅵ期》 

教育実習 
 

（本実習） 

附属学校・園または協力学校・園で，実際に行う授業の学習

指導案を作成し，子供の前に立ち研究授業を行うことを通し

て，教育実践力を育成します。 
また，実際に教壇に立ちながら授業を行うだけでなく，特別

活動等も含め，教育活動全体を通じて子供に関する理解を深

め，学級での指導や教員の職務の実態にも触れます。 
本実習におけるこのような体験は，教職に対する関心，責任

感，生きた子供観，教育観を身に付けていく大切な基盤とな

ります。 
 

４年生 
 

《Ⅶ・Ⅷ期》 

教育総合インタ
ーンシップ実習 

１年次から３年次までの教育実習，教職科目及び教科指導科

目等で学修した成果を統合させ，教育活動全般にわたる教育

実践力の向上を図ります。 
教職を強く希望する学生を対象とした教育実習であり，本実

習で得た指導方法を協力学校での実践に応用することによ

り，教師としての資質・能力を一層高めます。実習において

は，担任の補助を通して，学習指導・学級経営・生徒指導・

学級事務等の業務を体験し，実践的な指導力を向上させると

ともに，現場で働く自覚と自信を身に付けます。 
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（２）評価 
 

体験実習及び基礎実習の評価は，本学担当教員が行います。 
本実習及び教育総合インターンシップ実習の評価は，実習校における評価を考慮の上，学校

における実習及び体験活動委員会が総合的に行います。事前・事後指導の評価は，学校における
実習及び体験活動委員会が総合的に行います。（事前・事後指導については，各課程の「教育実
践力向上科目」のページにて詳細を説明しています。） 

 
 
（３）介護等体験 
 

教員に求められる豊かな人間性を養成するための体験として，障がいをもった方や，高齢の
方等に対する介護，介助，あるいはこれらの人との交流を行う「介護等体験」に参加します。 

 
本学では，２年次の初等教育教員養成課程及び中等教育教員養成課程の学生が小学校教諭免

許状または中学校教諭免許状を取得するために，福岡県内の特別支援学校や社会福祉施設等の
協力の下，合計７日間の介護等体験を行います。 

 
介護等体験に参加するためには，参加前年度までに，初等教育教員養成課程の学生は「特別支

援教育と介護入門（幼・小）」を，中等教育教員養成課程の学生は「特別支援教育と介護入門（中・
高）」をそれぞれ修得しておく必要があります。さらに，参加前年度までに介護等体験参加届を
提出のうえ，参加年度には上記の７日間以外に，大学において実施する事前・事後指導に参加し
なければなりません。介護等体験の申し込みに関しては，別途お知らせします。 

 
なお，特別支援教育教員養成課程の学生は，特別支援学校教諭免許状を取得するため，介護等

体験は免除されます。 
 
 
（４）その他留意点 
 

副免取得のための教育実習は１年間に１回と定めており，４年次以降に協力学校（出身校等）
で実施します。 
また，４年次に協力校（出身校等）で実施する教育実習については，事前に大学（教育支援

課）へ申し込みをする必要があります。大学への申込期限は，実習希望者把握及び実習校への申
し込み等の関係上，実習参加前年度７月末日としています。 

 
さらに，協力校（出身校等）で実施する教育実習においても，参加する各年度の事前・事後

指導に出席しなければ，評価の対象となりません。事前指導として「オリエンテーション（教
育実習の意義と一般的な留意事項）」及び「協力校教育実習研究（各学校における教育実習の
指導上の留意事項，授業の構成等）」に，事後指導として「教育実習事後指導研究（教育実習
の反省と問題点の整理）」に参加してください。 

なお，４年次の教育総合インターンシップ実習の申し込みに関しては，別途お知らせします。 
 
 副免については，「Ⅵ 教育職員免許状及び資格」のページにて詳細を説明しています。 
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Ⅲ-１ 初等教育教員養成課程共通の履修方法と授業科目 
 
 
１．初等教育教員養成課程の４年間の学修について 
  
初等教育教員養成課程は，５つの学位プログラム（幼児教育プログラム，小学校教育専攻プロ

グラム，人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技教育プログラム）を設け，
学修者本位の多様な学びを保証しながら，ディプロマ・ポリシーに示した資質・能力・技能を確
実に修得した小学校教員を養成することを目的としています。 

 
幼児教育プログラムにおいては，「幼児教育領域」及び「小学校教育領域」の２つの領域を主

専攻として学修します。 
 
小学校教育専攻プログラムにおいては，「小学校教育領域」と，さらに高度な小学校教員とし

ての資質・能力・技能を身につけるための「初等教育高度化領域」の２つの領域を主専攻として
学修します。 

 
人文・社会教育，理数教育，芸術・実技教育プログラムは「小学校教育領域」を主専攻として

学修し，各自が目指す教員像に応じて各プログラムに設けた選択領域である「中等教科領域」を
副専攻として選択し，４年間の学修を行うことになります。 
副専攻として選択した領域の学びを深めた結果，その領域を２つ目の主専攻とすることも可能

となります。 
なお，中等教科領域を学修し，所定の単位を修得した場合に中学校教諭免許（＝副免）の取得

が可能となります。プログラムに所属していることで副免の取得が保証されているものではあり
ません。 

 
全プログラムに共通して，所定のテストを受験し，合格することでプログラム内の別の領域や

所属外のプログラムの選択領域を選択し学修することも可能となります。 
各自の目指す教員像に応じて，自身で４年間の学びをデザインし，「２つの主専攻」や「１つ

の主専攻と１つもしくは２つの副専攻」，「１つの主専攻のみ」とすることなど，多様な学修を
行うことができる教育課程を編成しています。 
 

プログラム名 主専攻 選択領域 

幼児教育プログラム 幼児教育領域 
小学校教育領域 

－ 
条件付きで中等教科領域 

小学校教育専攻プログラム 小学校教育領域 
初等教育高度化領域 

－ 
条件付きで中等教科領域 

人文・社会教育プログラム 

小学校教育領域 

中等教科領域 
（国語/社会/英語） 

理数教育プログラム 中等教科領域 
（数学/理科） 

芸術・実技教育プログラム 中等教科領域 
（音楽/美術/保体/家庭/技術） 

※選択領域の決定及びその履修に関しては，２３３ページから２３７ページまでの「福岡教育大
学教育学部における主専攻・副専攻制（メジャー・マイナー制）の取り扱いについて（重要通知）」
を確認してください。 
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２．教養教育科目 
  

履修方法等については，１３ページ以降の該当箇所を確認してください。 
 
 
３．教職科目 
 
 小学校の学級担任として生徒指導の能力等を備えた教員となるための知識，技能等の小学校教
育における教職の専門性を身に付けることを目標とし，広く教職全般に関する理解を深めるため
に開設します。 

教職科目は，教職共通科目（必修）及び教職専門科目（選択）で構成します。以下の履修方法
に従い，必要な単位を修得してください。 

なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること
ができます。 
 
（１）教職共通科目 
 
教職共通科目は，学校教育，教員の職責，子どもの心身の発達についての理解をはじめとする

教員として最低限必要な知識技能を身につけるために開設しています。 
 
小学校教育専攻プログラム，人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技教

育プログラムの学生は，下記の必修科目の１９単位を修得してください。 
 
幼児教育プログラムの学生は，下記の必修科目（共通）の１５単位と，「初等教育教員養成課

程幼児教育プログラムの履修方法と授業科目」（３６ページ）の該当箇所で説明している科目を
修得してください（「ａ．教職共通科目の履修方法」が該当箇所です）。 
 
教職共通科目一覧（初等教育教員養成課程－共通） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教育の制度と経営 Ⅰ，Ⅱ ２   講 
クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

学校心理学Ａ Ⅱ ２   講 
クラス指定／（発・学） 
幼・小・中・高 

特別支援教育と介護入門（幼・
小） Ⅱ ２   講 

クラス指定／（特支理解）幼・小 
＊介護等体験の事前指導科目 

教育課程と教育方法・技術(特別
活動の指導法を含む。) Ⅲ，Ⅳ ２   講 

クラス指定／（教課，特活，方・
技）小・中・高 

生徒指導論（進路指導を含む。）
Ａ Ⅲ ２   講 

クラス指定／（生・進） 
小・中・高 

人権・同和教育論 Ⅲ，Ⅳ ２   講 
クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

教職論 Ⅴ ２   講 
クラス指定／（意義等） 
幼・小・中・高 

情報通信技術を活用した教育の
理論及び方法 Ⅴ １   講 

クラス指定／（情・活） 
小・中・高 

 
教職共通科目一覧（初等教育教員養成課程－幼児教育プログラムを除く） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教育原理 Ⅰ，Ⅱ ２   講 
クラス指定／（理・歴・思） 
幼・小・中・高 

学校における心理援助Ａ Ⅳ ２   講 
クラス指定／（教相） 
幼・小・中・高 
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２．教養教育科目 
  
履修方法等については，１３ページ以降の該当箇所を確認してください。 

 
 
３．教職科目 
 
 小学校の学級担任として生徒指導の能力等を備えた教員となるための知識，技能等の小学校教
育における教職の専門性を身に付けることを目標とし，広く教職全般に関する理解を深めるため
に開設します。 
教職科目は，教職共通科目（必修）及び教職専門科目（選択）で構成します。以下の履修方法

に従い，必要な単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 
（１）教職共通科目 
 
教職共通科目は，学校教育，教員の職責，子どもの心身の発達についての理解をはじめとする

教員として最低限必要な知識技能を身につけるために開設しています。 
 
小学校教育専攻プログラム，人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技教

育プログラムの学生は，下記の必修科目の１９単位を修得してください。 
 
幼児教育プログラムの学生は，下記の必修科目（共通）の１５単位と，「初等教育教員養成課

程幼児教育プログラムの履修方法と授業科目」（３６ページ）の該当箇所で説明している科目を
修得してください（「ａ．教職共通科目の履修方法」が該当箇所です）。 
 
教職共通科目一覧（初等教育教員養成課程－共通） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教育の制度と経営 Ⅰ，Ⅱ ２   講 
クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

学校心理学Ａ Ⅱ ２   講 
クラス指定／（発・学） 
幼・小・中・高 

特別支援教育と介護入門（幼・
小） Ⅱ ２   講 

クラス指定／（特支理解）幼・小 
＊介護等体験の事前指導科目 

教育課程と教育方法・技術(特別
活動の指導法を含む。) Ⅲ，Ⅳ ２   講 

クラス指定／（教課，特活，方・
技）小・中・高 

生徒指導論（進路指導を含む。）
Ａ Ⅲ ２   講 

クラス指定／（生・進） 
小・中・高 

人権・同和教育論 Ⅲ，Ⅳ ２   講 
クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

教職論 Ⅴ ２   講 
クラス指定／（意義等） 
幼・小・中・高 

情報通信技術を活用した教育の
理論及び方法 Ⅴ １   講 

クラス指定／（情・活） 
小・中・高 

 
教職共通科目一覧（初等教育教員養成課程－幼児教育プログラムを除く） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教育原理 Ⅰ，Ⅱ ２   講 
クラス指定／（理・歴・思） 
幼・小・中・高 

学校における心理援助Ａ Ⅳ ２   講 
クラス指定／（教相） 
幼・小・中・高 
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（２）教職専門科目 
 

教職専門科目は，小学校の学級担任として生徒指導の能力等を備えた教員となるための知識，
技能等の小学校教育における教職の専門性を身に付けることを目標とし，広く教職全般に関する
理解を深めるために，全て選択科目として開設しています。各自の目指す教員像に応じて，学修
したい内容を選択し，授業科目を履修してください。 

 
小学校教育専攻プログラムの学生は，下記の選択科目から４単位を修得してください。 
なお，一部，小学校教育専攻プログラムの「プログラム専門科目」と重複して開設する科目が

あります。これらの修得単位は，まず「プログラム専門科目」として計上され，「プログラム専
門科目」における要件を超えた場合は，「教職専門科目」として計上されます。 

 
小学校教育専攻プログラム以外の学生は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 

 
教職専門科目一覧（初等教育教員養成課程－共通） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

学級づくりの理論と実践 Ⅲ，Ⅳ   ２ 講 幼・小・中・高 

カリキュラム・マネジメント Ⅴ   ２ 講 （教課）／小 

板書指導 Ⅲ，Ⅳ   ２ 演 幼・小・中・高 

持続可能な開発のための教育 Ⅲ   ２ 講 幼・小・中・高 

教授・学習心理学 Ⅳ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 

教育社会学 Ⅳ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

教育における批判的思考 Ⅵ   ２ 講演 （社・制）／幼・小・中・高 

新聞等のメディアを活用した授
業づくり Ⅵ   ２ 講 （方・技）／小・中・高 

教師教育における自己探究－リ
フレクション－ Ⅵ   ２ 演 幼・小 

学校と教育法 Ⅴ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

地域に開かれた学校づくり Ⅵ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

学級経営と危機管理 Ⅴ，Ⅵ   ２ 講 小・中・高 
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４．教科指導科目 
 
「教科指導科目」は，「各教科の指導法科目」「小専科目」「初等教科・指導法科目」で構成

します。以下の履修方法に従い，必修科目の３４単位（幼児教育プログラムは４８単位）を修得
し，自身の目指す教員像に応じて選択科目を履修してください。 

なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること
ができます。 
 
（１）各教科の指導法科目 

 
各教科の指導法科目は，小学校教員または幼稚園教員として各教科等または保育内容の指導と

評価を行う力を身につけるために開設しています。全教科必修で２４単位を修得してください。 
 
また，幼児教育プログラムの学生については，こちらに加えて，幼児教育プログラムの３６ペ

ージ以降の該当箇所（「ｃ．教科指導科目の履修方法」）で説明している科目も修得してくださ
い。 
 
各教科の指導法科目一覧（初等教育教員養成課程－共通）   すべてクラス指定です。 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

各
教
科
の
指
導
法
科
目 

国語科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
社会科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
算数科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
理科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
生活科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
音楽科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
図画工作科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
家庭科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
体育科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
英語指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
道徳の指導法 Ⅲ，Ⅳ ２   講 （道）／小・中 
総合的な学習の時間の指導法 Ⅴ，Ⅵ ２   講 （総）小・中・高 
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４．教科指導科目 
 
「教科指導科目」は，「各教科の指導法科目」「小専科目」「初等教科・指導法科目」で構成

します。以下の履修方法に従い，必修科目の３４単位（幼児教育プログラムは４８単位）を修得
し，自身の目指す教員像に応じて選択科目を履修してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 
（１）各教科の指導法科目 

 
各教科の指導法科目は，小学校教員または幼稚園教員として各教科等または保育内容の指導と

評価を行う力を身につけるために開設しています。全教科必修で２４単位を修得してください。 
 
また，幼児教育プログラムの学生については，こちらに加えて，幼児教育プログラムの３６ペ

ージ以降の該当箇所（「ｃ．教科指導科目の履修方法」）で説明している科目も修得してくださ
い。 
 
各教科の指導法科目一覧（初等教育教員養成課程－共通）   すべてクラス指定です。 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

各
教
科
の
指
導
法
科
目 

国語科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
社会科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
算数科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
理科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
生活科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
音楽科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
図画工作科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
家庭科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
体育科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
英語指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
道徳の指導法 Ⅲ，Ⅳ ２   講 （道）／小・中 
総合的な学習の時間の指導法 Ⅴ，Ⅵ ２   講 （総）小・中・高 
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（２）小専科目 
 

小専科目は，小学校教員として指導する各教科等の内容の理解，指導に際して適切な教材を用
いる力を身につけるために開設しています。 

必修科目である「小専科目Ⅰ」の１０単位を修得してください。その上で教科内容や専門的背
景」に関する理解を深めたい場合は「小専科目Ⅱ」の任意の教科を履修してください。修得した
「小専科目Ⅱ」の単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
 
小専科目一覧（初等教育教員養成課程－共通）  小専科目Ⅰはすべてクラス指定です。 

区
分 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

小
専
科
目
Ⅰ
□
必
修
□ 

小専国語Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 書写を含む。｜（教科）／幼・小 
小専社会Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／小 
小専算数Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／幼・小 
小専理科Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／小 
小専生活Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／幼・小 
小専音楽Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専図画工作Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専家庭Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／小 
小専体育Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専英語Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／小 

小
専
科
目
Ⅱ
□
選
択
□ 

小専国語Ⅱ Ⅴ，Ⅵ   ２ 講 （教科）／幼・小 
小専社会Ⅱ Ⅴ   ２ 講 （教科）／小 
小専算数Ⅱ Ⅴ   ２ 講 （教科）／幼・小 
小専理科Ⅱ Ⅴ   ２ 演 （教科）／小 
小専生活Ⅱ Ⅵ   ２ 講 （教科）／幼・小 
小専音楽Ⅱ Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 
小専図画工作Ⅱ Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 
小専家庭Ⅱ Ⅴ   ２ 演 （教科）／小 
小専体育Ⅱ Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
小専英語Ⅱ Ⅴ   ２ 講 （教科）／小 
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（３）初等教科・指導法科目 
 
初等教科・指導法科目は，小学校教員として指導する各教科等の内容の理解，指導に際して適

切な教材を用いる力，教材開発研究に関する力，「実技指導」「実習指導」に関する力等を身に
つけるために開設する選択科目です。所属するプログラムの指導等に応じて，もしくは自身で身
に付けたい力の修得を目指して，任意の科目を選択して履修することができます。修得した「初
等教科・指導法科目」の単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
 
初等教科・指導法科目一覧 

区
分 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

初
等
教
科
・
指
導
法
科
目
□
選
択
□ 

国語科授業実践研究 Ⅴ，Ⅵ   ２ 演 （指）／小 
基礎国語 Ⅱ   ２ 講 － 
国語科書写実技指導 Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
初等教科・指導法（社会） Ⅴ   ２ 演 （指）／小 
算数科教材開発研究 Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
理科教材開発研究 Ⅴ   ２ 演 （教科）／小 
生活科授業実践研究 Ⅴ   ２ 演 （指）／小 
音楽科教材開発研究Ａ Ⅳ   ２ 演 （教科）／幼・小 
音楽科教材開発研究Ｂ Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 
音楽科教材開発研究Ｃ Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
図画工作科教材開発研究 Ⅴ，Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
初等教科・指導法（家庭） Ⅵ   ２ 演 （指）／小 
初等教科・実技指導（保健体育） Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 
英語授業実践研究 Ⅴ   ２ 演 （指）／小 

 
 
５．教育実践力向上科目 
 

教育実践力向上科目は，実際の教員の業務及び学校現場の状況についての理解，教科等の指導
や生徒指導，学級経営に関わる実践力を身につけるために開設しています。 

下記の必修科目の７単位を修得してください。 
なお，選択科目は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 

 
教育実践力向上科目一覧 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教
育
実
習 

体験実習Ａ Ⅰ／Ⅱ １   実  
基礎実習Ａ Ⅳ １   実  
事前・事後指導 Ⅴ・Ⅵ １   ／  
初等教育実習（基本）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
初等教育実習（応用）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
教育総合インターンシップ実習Ａ Ⅶ・Ⅷ   ２ 実  

 
※初等教育実習（基本）及び初等教育実習（応用）をあわせて本実習といいます。 
 
「教育実習」区分の科目については，次ページもあわせて確認してください。 
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（３）初等教科・指導法科目 
 
初等教科・指導法科目は，小学校教員として指導する各教科等の内容の理解，指導に際して適

切な教材を用いる力，教材開発研究に関する力，「実技指導」「実習指導」に関する力等を身に
つけるために開設する選択科目です。所属するプログラムの指導等に応じて，もしくは自身で身
に付けたい力の修得を目指して，任意の科目を選択して履修することができます。修得した「初
等教科・指導法科目」の単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
 
初等教科・指導法科目一覧 

区
分 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

初
等
教
科
・
指
導
法
科
目
□
選
択
□ 

国語科授業実践研究 Ⅴ，Ⅵ   ２ 演 （指）／小 
基礎国語 Ⅱ   ２ 講 － 
国語科書写実技指導 Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
初等教科・指導法（社会） Ⅴ   ２ 演 （指）／小 
算数科教材開発研究 Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
理科教材開発研究 Ⅴ   ２ 演 （教科）／小 
生活科授業実践研究 Ⅴ   ２ 演 （指）／小 
音楽科教材開発研究Ａ Ⅳ   ２ 演 （教科）／幼・小 
音楽科教材開発研究Ｂ Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 
音楽科教材開発研究Ｃ Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
図画工作科教材開発研究 Ⅴ，Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
初等教科・指導法（家庭） Ⅵ   ２ 演 （指）／小 
初等教科・実技指導（保健体育） Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 
英語授業実践研究 Ⅴ   ２ 演 （指）／小 

 
 
５．教育実践力向上科目 
 
教育実践力向上科目は，実際の教員の業務及び学校現場の状況についての理解，教科等の指導

や生徒指導，学級経営に関わる実践力を身につけるために開設しています。 
下記の必修科目の７単位を修得してください。 
なお，選択科目は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 

 
教育実践力向上科目一覧 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教
育
実
習 

体験実習Ａ Ⅰ／Ⅱ １   実  
基礎実習Ａ Ⅳ １   実  
事前・事後指導 Ⅴ・Ⅵ １   ／  
初等教育実習（基本）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
初等教育実習（応用）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
教育総合インターンシップ実習Ａ Ⅶ・Ⅷ   ２ 実  

 
※初等教育実習（基本）及び初等教育実習（応用）をあわせて本実習といいます。 
 
「教育実習」区分の科目については，次ページもあわせて確認してください。 
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○ 事前・事後指導 
 

本実習の事前・事後指導（１単位）については，下記のとおり実施します。 
事前指導に出席しなければ，本実習には参加できません。また，事後指導にも出席しなければ

評価の対象となりませんので，欠席することがないよう留意してください。   
 

［事前指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

観察参加（観察参加に関する心得，
留意事項と観察参加） 

演習 
実習生 
全 員 

２年次生が３年次生の本実習期間中
に小学校で実施する。なお，観察参
加の事前指導は大学で実施する。 

オリエンテーション（教育実習の意
義と一般的な留意事項） 講義 同上 前年度３月に大学で実施する。 

教育実習保健教育（教育実習時の心
身の健康管理及び生活指導） 講義 同上 同上 

教育実習人権・同和教育研究（教育現
場における具体的取り組み） 講義 同上 同上 

小学校事前指導（小学校実習のオリ
エンテーション） 講義 同上 小学校で実施する。 

学習指導案の検討及び実習日誌指導 演習 同上 小学校での事前指導以降に大学で実
施する。 

小学校実習直前の事前指導 講義 同上 小学校実習直前に大学で実施する。 
 
［事後指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 
教育実習事後指導研究（教育実習の
反省と問題点の整理） 講義 実習生 

全 員 
教育実習（本実習）終了後，大学で実
施する。 

 
 
○ 本実習の参加要件単位 
 
本実習に参加するためには，本実習参加前年度までに，下記ⅰ）～ⅲ）のすべての要件を満た

しておく必要があります。 
 
ⅰ）「学校心理学Ａ」，「教育原理」，「教育の制度と経営」，「教育課程と教育方法・技術(特

別活動の指導法を含む。)」，「学校における心理援助Ａ」，「生徒指導論（進路指導を含む。）
Ａ」，「人権・同和教育論」の中から８単位以上を修得 

 
ⅱ）「基礎実習Ａ」１単位を修得し，各教科の指導法科目のうち，「国語科指導法」，「社会科

指導法」，「算数科指導法」，「理科指導法」，「生活科指導法」，「音楽科指導法」，「図
画工作科指導法」，「家庭科指導法」，「体育科指導法」，「英語指導法」，「道徳の指導法」
から１０単位以上を修得 
 

ⅲ）小専科目Ⅰのうち，「小専国語Ⅰ」，「小専社会Ⅰ」，「小専算数Ⅰ」，「小専理科Ⅰ」，
「小専生活Ⅰ」，「小専音楽Ⅰ」，「小専図画工作Ⅰ」，「小専家庭Ⅰ」，「小専体育Ⅰ」，
「小専英語Ⅰ」から５単位以上を修得  

 
 
○ 本実習の実施時期 

 
３年次に，附属小学校または協力校（公立小学校）で実施します。ただし，幼児教育プログラ

ムの学生については，附属小学校及び附属幼稚園または協力幼稚園で実施します。 
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６．学士力向上科目 
 
学士力向上科目は，卒業段階で教員としての総合的な力の育成を確実なものとする科目群です。

本学は，「幅広い視野と豊かな教養」，「高い専門性」，「確かな実践力」を重点とする学士力
を身に付け，かつ所定の単位を修得した学生に対して，卒業時に「学士（教育学）」の学位を授
与します。学士力向上科目は，これらの重点項目について，主専攻に基づいて，より一層の能力
を高めることを目的として，卒業研究，教職実践演習で構成します。 
以下の履修方法に従い，６単位を修得してください。 
 

 
（１）卒業研究 
 
卒業研究は，これまで修得してきた専門的な知識・技能，思考力などをもとに，４年間の集大

成として，教育に関する研究能力（学校教育における課題発見・解決）に加え，情報の収集能力・
活用能力，論理的・批判的思考能力を一層高めることを目的とし，授業研究等を行うための基礎
的研究力を身につけるために開設しています。 

下記の必修科目の４単位を修得してください。 
 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

卒業研究 Ⅶ・Ⅷ ４   ／  
 
 
（２）教職実践演習 
 
教職実践演習は，教育課程内外で小学校教員として最小限必要な資質・能力が確実に修得でき

ているか否かを確認するとともに，必要に応じて不足している知識や技能等を補うことを目的に
開設しています。 

下記の必修科目の２単位を修得してください。 
 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教職実践演習（幼・小） Ⅷ ２   演 クラス指定 
 
 
７．プログラム専門科目 
 

小学校教員としての資質・能力・技能を向上させるために初等教育に関する高度な専門性と実
践力を身につけることを目標として，各プログラム所属学生向けに開設する科目です。３６ペー
ジから７３ページの各プログラムの履修方法と授業科目で確認してください。 
 
 
８．自由選択科目 
 
自由選択科目は，各科目区分において修得すべき単位数を満たした上で，目指す教員像に応じ

た学びを学生自身でデザインし，様々な授業科目の履修と学修によって修得した単位が卒業要件
単位に算入できるように設定している区分です。所属プログラムによって，卒業に必要な自由選
択科目の単位数が異なりますので，６ページの履修基準を確認してください。 

学修目標を定めた上で，小学校教員として必要な専門的能力や知識の獲得，各自の関心分野の
掘り下げ，苦手分野の克服等，学生自身で主体的に多様な学びを行うことを期待しています。 
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６．学士力向上科目 
 
学士力向上科目は，卒業段階で教員としての総合的な力の育成を確実なものとする科目群です。

本学は，「幅広い視野と豊かな教養」，「高い専門性」，「確かな実践力」を重点とする学士力
を身に付け，かつ所定の単位を修得した学生に対して，卒業時に「学士（教育学）」の学位を授
与します。学士力向上科目は，これらの重点項目について，主専攻に基づいて，より一層の能力
を高めることを目的として，卒業研究，教職実践演習で構成します。 
以下の履修方法に従い，６単位を修得してください。 
 

 
（１）卒業研究 
 
卒業研究は，これまで修得してきた専門的な知識・技能，思考力などをもとに，４年間の集大

成として，教育に関する研究能力（学校教育における課題発見・解決）に加え，情報の収集能力・
活用能力，論理的・批判的思考能力を一層高めることを目的とし，授業研究等を行うための基礎
的研究力を身につけるために開設しています。 
下記の必修科目の４単位を修得してください。 

 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

卒業研究 Ⅶ・Ⅷ ４   ／  
 
 
（２）教職実践演習 
 
教職実践演習は，教育課程内外で小学校教員として最小限必要な資質・能力が確実に修得でき

ているか否かを確認するとともに，必要に応じて不足している知識や技能等を補うことを目的に
開設しています。 
下記の必修科目の２単位を修得してください。 

 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教職実践演習（幼・小） Ⅷ ２   演 クラス指定 
 
 
７．プログラム専門科目 
 
小学校教員としての資質・能力・技能を向上させるために初等教育に関する高度な専門性と実

践力を身につけることを目標として，各プログラム所属学生向けに開設する科目です。３６ペー
ジから７３ページの各プログラムの履修方法と授業科目で確認してください。 
 
 
８．自由選択科目 
 
自由選択科目は，各科目区分において修得すべき単位数を満たした上で，目指す教員像に応じ

た学びを学生自身でデザインし，様々な授業科目の履修と学修によって修得した単位が卒業要件
単位に算入できるように設定している区分です。所属プログラムによって，卒業に必要な自由選
択科目の単位数が異なりますので，６ページの履修基準を確認してください。 
学修目標を定めた上で，小学校教員として必要な専門的能力や知識の獲得，各自の関心分野の

掘り下げ，苦手分野の克服等，学生自身で主体的に多様な学びを行うことを期待しています。 
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初等教育教員養成課程(幼児教育プログラム除く)【共通】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 6 初年次セミナー(2ｴ)

情報機器の操作(2ｴ)

選択 12

選必 4 　英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハングル，

　日本語（留学生対象）の中から１つ選んで４単位を修得してください。

必修 2 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

実習Ⅰ(1ｼ) 実習Ⅱ(1ｼ)

必修 19

学校心理学Ａ(2ｺ) 学校における心理援

特別支援教育と介護 助Ａ(2ｺ)

入門(幼・小)(2ｺ)

選択 ※

持続可能な開発のた 教育社会学(2ｺ)

めの教育(2ｺ) 教授・学習心理学

(2ｺ)

必修 24

必修 10

注２）人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技教育プログラムの学生は，教職専門科目，

     自由選択科目として認定される科目から計３８単位以上修得してください。

注１）小学校教育専攻プログラムの学生は教職専門科目から４単位，プログラム専門科目から２６単位，自由選択

科目区分
必選別

／単位数

教育の制度と経営(2ｺ)
教育課程と教育方法・技術

       (特別活動の指導法を含む。)(2ｺ)

　　　教職専門科目とプログラム専門科目に重複して開設する科目の修得単位は，まずプログラム専門科目として

教養教育
科　　目

教職科目

教育原理(2ｺ)

学級づくりの理論と実践(2ｺ)

教職専門
科　　目

　計12単位以上を修得してください。

音楽科指導法(2ｺ)

図画工作科指導法(2ｺ)

国語科指導法(2ｺ)

生徒指導論(進路指導
を含む。)Ａ(2ｺ)

板書指導(2ｴ)

算数科指導法(2ｺ)

理科指導法(2ｺ)

社会科指導法(2ｺ)

生活科指導法(2ｺ)

小専国語Ⅰ(1ｺ)

小専社会Ⅰ(1ｺ)

道徳の指導法(2ｺ)

体育科指導法(2ｺ)

英語指導法(2ｺ)

各教科の
指 導 法

家庭科指導法(2ｺ)

小専生活Ⅰ(1ｺ)

小専英語Ⅰ(1ｺ)

小専音楽Ⅰ(1ｴ)

小専算数Ⅰ(1ｺ)

小専図画工作Ⅰ(1ｴ)

大学教育
基礎科目

教養科目

外 国 語
科　　目

保健体育
科　　目

日本国憲法(2ｺ)

　P.13 記載の課程によって定められた必須要件を満たした上で，

人権・同和教育論(2ｺ)
教職共通
科　　目

教科指導
科　　目

小専科目Ⅰ

小専理科Ⅰ(1ｴ)

小専家庭Ⅰ(1ｴ)

小専体育Ⅰ(1ｴ)
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初等教育教員養成課程(幼児教育プログラム除く)【共通】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 6 初年次セミナー(2ｴ)

情報機器の操作(2ｴ)

選択 12

選必 4 　英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハングル，

　日本語（留学生対象）の中から１つ選んで４単位を修得してください。

必修 2 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

実習Ⅰ(1ｼ) 実習Ⅱ(1ｼ)

必修 19

学校心理学Ａ(2ｺ) 学校における心理援

特別支援教育と介護 助Ａ(2ｺ)

入門(幼・小)(2ｺ)

選択 ※

持続可能な開発のた 教育社会学(2ｺ)

めの教育(2ｺ) 教授・学習心理学

(2ｺ)

必修 24

必修 10

注２）人文・社会教育プログラム，理数教育プログラム，芸術・実技教育プログラムの学生は，教職専門科目，

     自由選択科目として認定される科目から計３８単位以上修得してください。

注１）小学校教育専攻プログラムの学生は教職専門科目から４単位，プログラム専門科目から２６単位，自由選択

科目区分
必選別
／単位数

教育の制度と経営(2ｺ)
教育課程と教育方法・技術

       (特別活動の指導法を含む。)(2ｺ)

　　　教職専門科目とプログラム専門科目に重複して開設する科目の修得単位は，まずプログラム専門科目として

教養教育
科　　目

教職科目

教育原理(2ｺ)

学級づくりの理論と実践(2ｺ)

教職専門
科　　目

　計12単位以上を修得してください。

音楽科指導法(2ｺ)

図画工作科指導法(2ｺ)

国語科指導法(2ｺ)

生徒指導論(進路指導
を含む。)Ａ(2ｺ)

板書指導(2ｴ)

算数科指導法(2ｺ)

理科指導法(2ｺ)

社会科指導法(2ｺ)

生活科指導法(2ｺ)

小専国語Ⅰ(1ｺ)

小専社会Ⅰ(1ｺ)

道徳の指導法(2ｺ)

体育科指導法(2ｺ)

英語指導法(2ｺ)

各教科の
指 導 法

家庭科指導法(2ｺ)

小専生活Ⅰ(1ｺ)

小専英語Ⅰ(1ｺ)

小専音楽Ⅰ(1ｴ)

小専算数Ⅰ(1ｺ)

小専図画工作Ⅰ(1ｴ)

大学教育
基礎科目

教養科目

外 国 語
科　　目

保健体育
科　　目

日本国憲法(2ｺ)

　P.13 記載の課程によって定められた必須要件を満たした上で，

人権・同和教育論(2ｺ)
教職共通
科　　目

教科指導
科　　目

小専科目Ⅰ

小専理科Ⅰ(1ｴ)

小専家庭Ⅰ(1ｴ)

小専体育Ⅰ(1ｴ)
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

必要単位を超えて修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

教職論(2ｺ)

情報通信技術を活用

した教育の理論及び

方法(1ｺ)

カリキュラム・マネジ 新聞等のメディアを ※小学校教育専攻プログラムの

メント(2ｺ) 活用した授業づくり 学生は４単位修得してください。

学校と教育法(2ｺ) (2ｺ)

教師教育における自己 小学校教育専攻プログラム以外の

探究(2ｴ) 学生が左記科目を修得した場合，

教育における批判的 自由選択科目の単位として計算

思考(2ｺｴ) します。

地域に開かれた学校

づくり(2ｺ)

単位から８単位以上修得してください。

小専科目Ⅱ，初等教科・指導法科目，プログラム専門科目，及び中等教科領域の科目等，修得した場合に

計上され，プログラム専門科目における要件を超えた場合は，教職専門科目として計上されます。

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)

学級経営と危機管理(2ｺ)
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分
必選別

／単位数

選択

選択 基礎国語(2ｺ) 音楽科教材開発研究

Ａ(2ｴ)

必修 7 基礎実習Ａ(1ｼ)

選択

必修 4

必修 2

体験実習Ａ(1ｼ)

小専科目Ⅱ

初等教科・
指導法科目

プログラム専門科目

教科指導
科　　目

自由選択科目
(中等教科領域を含む)

学士力
向　上
科　目

卒業研究

※プログラム専門科目，中等教科領域の開講計画についてはプログラム別の開講

教職実践
演　　習

教育実践力向上科目
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分
必選別
／単位数

選択

選択 基礎国語(2ｺ) 音楽科教材開発研究

Ａ(2ｴ)

必修 7 基礎実習Ａ(1ｼ)

選択

必修 4

必修 2

体験実習Ａ(1ｼ)

小専科目Ⅱ

初等教科・
指導法科目

プログラム専門科目

教科指導
科　　目

自由選択科目
(中等教科領域を含む)

学士力
向　上
科　目

卒業研究

※プログラム専門科目，中等教科領域の開講計画についてはプログラム別の開講

教職実践
演　　習

教育実践力向上科目
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

小専社会Ⅱ(2ｺ) 小専体育Ⅱ(2ｴ) 左記科目を修得した場合，

小専算数Ⅱ(2ｺ) 小専生活Ⅱ(2ｺ) 自由選択科目の単位として計算

小専理科Ⅱ(2ｴ) します。

小専音楽Ⅱ(2ｴ)

小専図画工作Ⅱ(2ｴ)

小専家庭Ⅱ(2ｴ)

小専英語Ⅱ(2ｺ)

左記科目を修得した場合，

初等教科･指導法(社 算数科教材開発研究 自由選択科目の単位として計算

会)(2ｴ) (2ｴ) します。

理科教材開発研究 音楽科教材開発研究

(2ｴ) Ｃ(2ｴ)

生活科授業実践研究 初等教科･指導法(家

(2ｴ) 庭)(2ｴ)

音楽科教材開発研究 国語科書写実技指導

Ｂ(2ｴ) (2ｴ)

初等教科･実技指導

(保健体育)(2ｴ)

英語授業実践研究

(2ｴ)

左記科目を修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

教職実践演習（幼・

小）(2ｴ)

卒業研究(4単位)

事前・事後指導(1単位)

初等教育実習（基本）(2ｼ)

初等教育実習（応用）(2ｼ)

教育総合インターンシップ実習Ａ(2ｼ)

国語科授業実践研究(2ｴ)

小専国語Ⅱ(2ｺ)

図画工作科教材開発研究(2ｴ)

計画表をご確認ください。
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Ⅲ-２ 初等教育教員養成課程各プログラムの履修方法と 

授業科目 
 
 
１．幼児教育プログラム 
 

幼児教育プログラムでは，幼児を理解し，あたたかく包みながら成長させることができるとと
もに，たしかな幼児教育を創造し，指導的役割を果たすことのできる教員の養成を目標にしてい
ます。そのため，幼児教育の理論，そして幼児の発達や特性を理解しながら様々な実践力を身に
つけていけるような教育を行います。 
 
以下のａ～ｃの履修方法に基づいて，必要単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１５単位を修得してください。また，下記の必
修科目の１０単位を修得してください。 
 
教職共通科目一覧（幼児教育プログラム） 

授業科目 開講期 

単位数 
授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教育原理 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定／（理・歴・思） 
幼・小・中・高 

幼児・児童の教育思想史 Ⅱ ２   講 （理・歴・思）／幼・小 

幼児・児童の理解と心理援助 Ⅲ ２   講 （幼児理解・教相）／幼・小 

学校における心理援助Ａ Ⅳ   ２ 講 クラス指定／（教・相） 
幼・小・中・高 

幼児・児童の教育課程総論 Ⅴ ２   講 （教課）／幼・小 

幼児・児童の教育方法の理論と実
践 Ⅵ ２   講 （方・技）／幼 

 
 

ｂ．プログラム専門科目の履修方法 

幼児教育プログラム独自の専門科目で，主専攻の専門性を高める科目や卒業研究の準備に資す
る科目で構成しています。下記の必修科目の１４単位を修得してください。 

授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修することが望まれます。 
選択科目については，下記科目の他に，「教職専門科目一覧（初等教育教員養成課程－共通）」

の科目も履修することができます（２５ページ参照）。 
 
プログラム専門科目一覧（幼児教育プログラム） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

幼児と健康 Ⅰ １   講 （領域） 
幼児と人間関係 Ⅱ １   講 （領域） 
幼児と環境 Ⅲ １   講演 （領域） 
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Ⅲ-２ 初等教育教員養成課程各プログラムの履修方法と 

授業科目 
 
 
１．幼児教育プログラム 
 
幼児教育プログラムでは，幼児を理解し，あたたかく包みながら成長させることができるとと

もに，たしかな幼児教育を創造し，指導的役割を果たすことのできる教員の養成を目標にしてい
ます。そのため，幼児教育の理論，そして幼児の発達や特性を理解しながら様々な実践力を身に
つけていけるような教育を行います。 
 
以下のａ～ｃの履修方法に基づいて，必要単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１５単位を修得してください。また，下記の必
修科目の１０単位を修得してください。 
 
教職共通科目一覧（幼児教育プログラム） 

授業科目 開講期 

単位数 
授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教育原理 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定／（理・歴・思） 
幼・小・中・高 

幼児・児童の教育思想史 Ⅱ ２   講 （理・歴・思）／幼・小 

幼児・児童の理解と心理援助 Ⅲ ２   講 （幼児理解・教相）／幼・小 

学校における心理援助Ａ Ⅳ   ２ 講 クラス指定／（教・相） 
幼・小・中・高 

幼児・児童の教育課程総論 Ⅴ ２   講 （教課）／幼・小 

幼児・児童の教育方法の理論と実
践 Ⅵ ２   講 （方・技）／幼 

 
 

ｂ．プログラム専門科目の履修方法 

幼児教育プログラム独自の専門科目で，主専攻の専門性を高める科目や卒業研究の準備に資す
る科目で構成しています。下記の必修科目の１４単位を修得してください。 
授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修することが望まれます。 
選択科目については，下記科目の他に，「教職専門科目一覧（初等教育教員養成課程－共通）」

の科目も履修することができます（２５ページ参照）。 
 
プログラム専門科目一覧（幼児教育プログラム） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

幼児と健康 Ⅰ １   講 （領域） 
幼児と人間関係 Ⅱ １   講 （領域） 
幼児と環境 Ⅲ １   講演 （領域） 
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幼児と言葉 Ⅰ １   講 （領域） 
幼児と表現 Ⅰ １   講演 （領域） 
幼児教育学Ⅰ Ⅰ １   演 （理・歴・思）／幼 
子ども理解のための心の科学 Ⅰ １   講 （発・学）／幼・小 
幼児教育学Ⅱ Ⅱ １   演 （理・歴・思）／幼 
幼児の表現研究 Ⅲ １   演 幼 
子どもの家庭福祉論 Ⅱ １   演 幼・小 
インクルージョン保育 Ⅲ １   演 （発・学）／幼 
子どもの文化と環境 Ⅴ １   演 幼・小 
児童問題研究 Ⅳ   １ 演 （社・制）／幼・小 
幼児教育実践研究 Ⅵ １   演 幼 
現代における家族と子育て Ⅶ １   演 幼・小 
地域子育て支援と実践 Ⅷ   １ 演 （社・制）／幼・小 
保育・教育における組織心理学 Ⅵ   １ 演 （発・学）／幼 
幼小接続期の教育 Ⅳ   １ 演 幼 

 
 

ｃ．教科指導科目の履修方法 

２６から２７ページで説明している，必修科目の３４単位を修得してください。また，下記の
必修科目１４単位を修得してください。 
 
各教科の指導法科目一覧（幼児教育プログラム） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

保育内容総論 Ⅲ ２   講 （保指）／幼 
健康の指導法 Ⅳ ２   講 （保指）／幼 
人間関係の指導法 Ⅳ ２   講 （保指）／幼 
音楽表現の指導法 Ⅳ １   演 （保指）／幼 
美術表現の指導法 Ⅴ １   演 （保指）／幼 
ことばの指導法 Ⅴ ２   講 （保指）／幼 
幼児指導法 Ⅴ ２   講 （保指）／幼 
環境の指導法 Ⅵ ２   講 （保指）／幼 
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初等教育教員養成課程【幼児教育プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 6 初年次セミナー(2ｴ)

情報機器の操作(2ｴ)

選択 12

選必 4 　英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハングル，

　日本語（留学生対象）の中から１つ選んで４単位を修得してください。

必修 2 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

実習Ⅰ(1ｼ) 実習Ⅱ(1ｼ)

必修 25

学校心理学Ａ(2ｺ)

特別支援教育と介護

入門(幼・小)(2ｺ) 幼児・児童の理解と

幼児・児童の教育思 心理援助(2ｺ)

想史(2ｺ)

選択 学校における心理援

助Ａ(2ｺ)

選択

持続可能な開発のた 教育社会学(2ｺ)

めの教育(2ｺ) 教授・学習心理学

(2ｺ)

必修 5 幼児と健康(1ｺ) 幼児と人間関係(1ｺ) 幼児と環境(1ｺｴ)

幼児と言葉(1ｺ)

幼児と表現(1ｺｴ)

必修 9 幼児教育学Ⅰ(1ｴ) 幼児教育学Ⅱ(1ｴ) インクルージョン保育

子ども理解のための心 子どもの家庭福祉論 (1ｴ)

の科学(1ｺ) (1ｴ) 幼児の表現研究(1ｴ)

選択 児童問題研究(1ｴ)

幼少接続期の教育(1ｴ)

必修 24

必修 14 保育内容総論(2ｺ) 健康の指導法(2ｺ)

人間関係の指導法

(2ｺ)

音楽表現の指導法

(1ｴ)

プログラム
専門科目

（幼児教育P）

道徳の指導法(2ｺ)

図画工作科指導法(2ｺ)

英語指導法(2ｺ)

科目区分
必選別

／単位数

教育の制度と経営(2ｺ)
教育課程と教育方法・技術

 (特別活動の指導法を含む。)(2ｺ)

教養教育
科　　目

教職共通
科　　目

保健体育
科　　目

教育原理(2ｺ)

大学教育
基礎科目

日本国憲法(2ｺ)

　P.13 記載の課程によって定められた必須要件を満たした上で，

生徒指導論(進路指導
を含む。)Ａ(2ｺ)

人権・同和教育論(2ｺ)

教職科目

教職専門
科　　目

学級づくりの理論と実践(2ｺ)

　計12単位以上を修得してください。
教養科目

外 国 語
科　  目

領域に関する
専門的事項

生活科指導法(2ｺ)

音楽科指導法(2ｺ)

国語科指導法(2ｺ)

板書指導(2ｴ)

各教科の
指 導 法

理科指導法(2ｺ)

教科指導
科　　目

家庭科指導法(2ｺ)

体育科指導法(2ｺ)

社会科指導法(2ｺ)

算数科指導法(2ｺ)
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初等教育教員養成課程【幼児教育プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 6 初年次セミナー(2ｴ)

情報機器の操作(2ｴ)

選択 12

選必 4 　英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハングル，

　日本語（留学生対象）の中から１つ選んで４単位を修得してください。

必修 2 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

実習Ⅰ(1ｼ) 実習Ⅱ(1ｼ)

必修 25

学校心理学Ａ(2ｺ)

特別支援教育と介護

入門(幼・小)(2ｺ) 幼児・児童の理解と

幼児・児童の教育思 心理援助(2ｺ)

想史(2ｺ)

選択 学校における心理援

助Ａ(2ｺ)

選択

持続可能な開発のた 教育社会学(2ｺ)

めの教育(2ｺ) 教授・学習心理学

(2ｺ)

必修 5 幼児と健康(1ｺ) 幼児と人間関係(1ｺ) 幼児と環境(1ｺｴ)

幼児と言葉(1ｺ)

幼児と表現(1ｺｴ)

必修 9 幼児教育学Ⅰ(1ｴ) 幼児教育学Ⅱ(1ｴ) インクルージョン保育

子ども理解のための心 子どもの家庭福祉論 (1ｴ)

の科学(1ｺ) (1ｴ) 幼児の表現研究(1ｴ)

選択 児童問題研究(1ｴ)

幼少接続期の教育(1ｴ)

必修 24

必修 14 保育内容総論(2ｺ) 健康の指導法(2ｺ)

人間関係の指導法

(2ｺ)

音楽表現の指導法

(1ｴ)

プログラム
専門科目

（幼児教育P）

道徳の指導法(2ｺ)

図画工作科指導法(2ｺ)

英語指導法(2ｺ)

科目区分
必選別

／単位数

教育の制度と経営(2ｺ)
教育課程と教育方法・技術

 (特別活動の指導法を含む。)(2ｺ)

教養教育
科　　目

教職共通
科　　目

保健体育
科　　目

教育原理(2ｺ)

大学教育
基礎科目

日本国憲法(2ｺ)

　P.13 記載の課程によって定められた必須要件を満たした上で，

生徒指導論(進路指導
を含む。)Ａ(2ｺ)

人権・同和教育論(2ｺ)

教職科目

教職専門
科　　目

学級づくりの理論と実践(2ｺ)

　計12単位以上を修得してください。
教養科目

外 国 語
科　  目

領域に関する
専門的事項

生活科指導法(2ｺ)

音楽科指導法(2ｺ)

国語科指導法(2ｺ)

板書指導(2ｴ)

各教科の
指 導 法

理科指導法(2ｺ)

教科指導
科　　目

家庭科指導法(2ｺ)

体育科指導法(2ｺ)

社会科指導法(2ｺ)

算数科指導法(2ｺ)
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

必要単位を超えて修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

教職論(2ｺ)
幼児・児童の教育方法
の理論と実践(2ｺ)

幼児・児童の教育課

程総論(2ｺ)

情報通信技術を活用

した教育の理論及び

方法(1ｺ)

左記科目を修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

カリキュラム・マネジ 新聞等のメディアを 左記科目を修得した場合，

メント(2ｺ) 活用した授業づくり 自由選択科目の単位として計算

学校と教育法(2ｺ) (2ｺ) します。

教師教育における自己

探究(2ｴ)

教育における批判的

思考(2ｺｴ)

地域に開かれた学校

づくり(2ｺ)

子どもの文化と環境 幼児教育実践研究 現代における家族と子

(1ｴ) (1ｴ) 育て(1ｴ)

保育・教育における組 地域子育て支援と実践 必要単位を超えて修得した場合，

織心理学(1ｴ) (1ｴ) 自由選択単位として計算します。

美術表現の指導法 環境の指導法(2ｺ)

(1ｴ)

ことばの指導法(2ｺ)

幼児指導法(2ｺ)

学級経営と危機管理(2ｺ)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分
必選別

／単位数

必修 10

選択

選択 基礎国語(2ｺ) 音楽科教材開発研究

Ａ(2ｴ)

必修 7 基礎実習Ａ(1ｼ)

選択

必修 4

必修 2

選択 4

教育実践力向上科目

体験実習Ａ(1ｼ)

小専算数Ⅰ(1ｺ)

小専図画工作Ⅰ(1ｴ)

小専家庭Ⅰ(1ｴ)

小専社会Ⅰ(1ｺ)

学士力
向　上
科　目

小専国語Ⅰ(1ｺ)

教職実践
演　　習

初等教科・
指導法科目

小専科目Ⅱ

小専体育Ⅰ(1ｴ)

小専英語Ⅰ(1ｺ)

小専科目Ⅰ
小専生活Ⅰ(1ｺ)

卒業研究

教科指導
科　　目

自由選択科目

小専理科Ⅰ(1ｴ)

　詳細は「８．自由選択科目」を確認してください。

小専音楽Ⅰ(1ｴ)
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分
必選別

／単位数

必修 10

選択

選択 基礎国語(2ｺ) 音楽科教材開発研究

Ａ(2ｴ)

必修 7 基礎実習Ａ(1ｼ)

選択

必修 4

必修 2

選択 4

教育実践力向上科目

体験実習Ａ(1ｼ)

小専算数Ⅰ(1ｺ)

小専図画工作Ⅰ(1ｴ)

小専家庭Ⅰ(1ｴ)

小専社会Ⅰ(1ｺ)

学士力
向　上
科　目

小専国語Ⅰ(1ｺ)

教職実践
演　　習

初等教科・
指導法科目

小専科目Ⅱ

小専体育Ⅰ(1ｴ)

小専英語Ⅰ(1ｺ)

小専科目Ⅰ
小専生活Ⅰ(1ｺ)

卒業研究

教科指導
科　　目

自由選択科目

小専理科Ⅰ(1ｴ)

　詳細は「８．自由選択科目」を確認してください。

小専音楽Ⅰ(1ｴ)
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

小専社会Ⅱ(2ｺ) 小専体育Ⅱ(2ｴ) 左記科目を修得した場合，

小専算数Ⅱ(2ｺ) 小専生活Ⅱ(2ｺ) 自由選択科目の単位として計算

小専理科Ⅱ(2ｴ) します。

小専音楽Ⅱ(2ｴ)

小専図画工作Ⅱ(2ｴ)

小専家庭Ⅱ(2ｴ)

小専英語Ⅱ(2ｺ)

左記科目を修得した場合，

  初等教科･指導法(社 算数科教材開発研究 自由選択科目の単位として計算

会)(2ｴ) (2ｴ) します。

理科教材開発研究 音楽科教材開発研究

(2ｴ) Ｃ(2ｴ)

生活科授業実践研究 初等教科･指導法(家

(2ｴ) 庭)(2ｴ)

音楽科教材開発研究 国語科書写実技指導

Ｂ(2ｴ) (2ｴ)

初等教科･実技指導

(保健体育)(2ｴ)

英語授業実践研究

(2ｴ)

左記科目を修得した場合，自由選

択単位として計算します。

教職実践演習（幼・

小）(2ｴ)

初等教育実習（基本）(2ｼ)

初等教育実習（応用）(2ｼ)

事前・事後指導(1単位)

国語科授業実践研究(2ｴ)

卒業研究(4単位)

教育総合インターンシップ実習Ａ(2ｼ)

図画工作科教材開発研究(2ｴ)

小専国語Ⅱ(2ｺ)
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２．小学校教育専攻プログラム 
 

小学校教育専攻プログラムは，小学校教育に関する高度な専門性と実践力を身に付け，小学校
の学級担任として，全教科等の指導力とより高度な生徒指導の能力を備えた教員となるための知
識，技能及び実践力を修得することを目標に学修します。 
 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１９単位を修得してください。 
 
 

ｂ．教職専門科目の履修方法 

２５ページにある教職専門科目から４単位を修得してください。 
 
 

ｃ．プログラム専門科目の履修方法 

小学校教育専攻プログラム独自の専門科目で，小学校教育に関する専門性を高める科目や卒業
研究の準備に資する科目で構成しています。 

下記の必修科目の４単位，選択科目の中から２２単位を修得してください。 
なお，一部，「教職専門科目」と重複して開設する科目があります。これらの修得単位は，ま

ず「プログラム専門科目」として計上され，「プログラム専門科目」における要件を超えた場合
は，「教職専門科目」として計上されます。 

 
プログラム専門科目一覧（小学校教育専攻プログラム） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

プ
ロ
グ
ラ
ム
専
門
科
目
□
小
学
校
教
育
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
□ 

文献講読演習 Ⅱ ２   演  
発達心理学 Ⅲ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 

教育研究入門 Ⅲ   ２ 講 
（理・歴・思）／幼・小・中・
高 

教育データ分析法 Ⅲ   ２ 講  
九州地域の教育フィールド
研究 Ⅲ・Ⅳ   ２ 演  

学級づくりの理論と実践 Ⅲ，Ⅳ   ２ 講 幼・小・中・高 
教授・学習心理学 Ⅳ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 
体験活動の指導法 Ⅲ・Ⅳ   ２ 講演実 幼・小 
教育測定・評価法 Ⅴ   ２ 演  
教育社会学 Ⅳ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
臨床心理学入門 Ⅴ   ２ 講演  

教育思想史 Ⅴ   ２ 講 
（理・歴・思）／幼・小・中・
高 

少年非行を考える（少年院プ
ロジェクト） Ⅴ   ２ 講演 小・中・高 

道徳授業実践研究 Ⅴ   ２ 講 （道）／小 

人間形成原論 Ⅳ   ２ 講 
（理・歴・思）／幼・小・中・
高 

学校適応支援演習 Ⅴ   ２ 演  
特別活動の指導法 Ⅴ   ２ 講 （特活）／小・中・高 
学校教育課題演習 Ⅴ・Ⅵ ２   演  
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２．小学校教育専攻プログラム 
 
小学校教育専攻プログラムは，小学校教育に関する高度な専門性と実践力を身に付け，小学校

の学級担任として，全教科等の指導力とより高度な生徒指導の能力を備えた教員となるための知
識，技能及び実践力を修得することを目標に学修します。 
 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１９単位を修得してください。 
 
 

ｂ．教職専門科目の履修方法 

２５ページにある教職専門科目から４単位を修得してください。 
 
 

ｃ．プログラム専門科目の履修方法 

小学校教育専攻プログラム独自の専門科目で，小学校教育に関する専門性を高める科目や卒業
研究の準備に資する科目で構成しています。 
下記の必修科目の４単位，選択科目の中から２２単位を修得してください。 
なお，一部，「教職専門科目」と重複して開設する科目があります。これらの修得単位は，ま

ず「プログラム専門科目」として計上され，「プログラム専門科目」における要件を超えた場合
は，「教職専門科目」として計上されます。 

 
プログラム専門科目一覧（小学校教育専攻プログラム） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

プ
ロ
グ
ラ
ム
専
門
科
目
□
小
学
校
教
育
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
□ 

文献講読演習 Ⅱ ２   演  
発達心理学 Ⅲ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 

教育研究入門 Ⅲ   ２ 講 
（理・歴・思）／幼・小・中・
高 

教育データ分析法 Ⅲ   ２ 講  
九州地域の教育フィールド
研究 Ⅲ・Ⅳ   ２ 演  

学級づくりの理論と実践 Ⅲ，Ⅳ   ２ 講 幼・小・中・高 
教授・学習心理学 Ⅳ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 
体験活動の指導法 Ⅲ・Ⅳ   ２ 講演実 幼・小 
教育測定・評価法 Ⅴ   ２ 演  
教育社会学 Ⅳ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
臨床心理学入門 Ⅴ   ２ 講演  

教育思想史 Ⅴ   ２ 講 
（理・歴・思）／幼・小・中・
高 

少年非行を考える（少年院プ
ロジェクト） Ⅴ   ２ 講演 小・中・高 

道徳授業実践研究 Ⅴ   ２ 講 （道）／小 

人間形成原論 Ⅳ   ２ 講 
（理・歴・思）／幼・小・中・
高 

学校適応支援演習 Ⅴ   ２ 演  
特別活動の指導法 Ⅴ   ２ 講 （特活）／小・中・高 
学校教育課題演習 Ⅴ・Ⅵ ２   演  
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カウンセリング Ⅳ   ２ 演 （教相）／幼・小・中・高 
心理アセスメントと教育 Ⅵ   ２ 演 （教相）／幼・小・中・高 
教育社会心理学 Ⅵ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 
教育における批判的思考 Ⅵ   ２ 講演 （社・制）／幼・小・中・高 

教育史 Ⅵ   ２ 講 
（理・歴・思）／幼・小・中・
高 

生活・総合実践研究 Ⅵ   ２ 演 幼・小・中・高 
教師の省察力を高める授業
研究 Ⅵ   ２ 演  

地域に開かれた学校づくり Ⅵ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
メディアと教育 Ⅵ   ２ 演 幼・小・中・高 
学校のリスクマネジメント Ⅵ   ２ 演 （社・制）／幼・小・中・高 
教育課程の編成 Ⅵ   ２ 講 （教課）／中・高 
学校と教育法 Ⅴ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

 教育データ利活用法実習 Ⅴ   ２ 講  
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初等教育教員養成課程【小学校教育専攻プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 4 文献講読演習(2ｴ)

選択 22 発達心理学(2ｺ) 教育社会学(2ｺ)

教育研究入門(2ｺ) 人間形成原論(2ｺ)

教育データ分析法(2ｺ) カウンセリング(2ｴ)

教授・学習心理学

(2ｺ)

※教職専門科目とプログラム専門科目に重複して開設する科目の修得単位は，まずプログラム専門科目として計上され，

科目区分
必選別
／単位数

プログラム専門科目
(小学校教育専攻P)

学級づくりの理論と実践(2ｺ)

体験活動の指導法(2ｺｴｼ)

九州地域の教育フィールド研究(2ｴ)
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初等教育教員養成課程【小学校教育専攻プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 4 文献講読演習(2ｴ)

選択 22 発達心理学(2ｺ) 教育社会学(2ｺ)

教育研究入門(2ｺ) 人間形成原論(2ｺ)

教育データ分析法(2ｺ) カウンセリング(2ｴ)

教授・学習心理学

(2ｺ)

※教職専門科目とプログラム専門科目に重複して開設する科目の修得単位は，まずプログラム専門科目として計上され，

科目区分
必選別
／単位数

プログラム専門科目
(小学校教育専攻P)

学級づくりの理論と実践(2ｺ)

体験活動の指導法(2ｺｴｼ)

九州地域の教育フィールド研究(2ｴ)
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

教育測定・評価法 心理アセスメントと

(2ｴ) 教育(2ｴ)

臨床心理学入門(2ｺｴ) 教育社会心理学(2ｺ)

教育思想史(2ｺ) 教育における批判的

少年非行を考える(少 思考(2ｺｴ)

年院プロジェクト) 教育史(2ｺ)

(2ｺｴ) 生活･総合実践研究

道徳授業実践研究(2ｺ) (2ｴ)

学校適応支援演習(2ｴ) 教師の省察力を高め

特別活動の指導法(2ｺ) る授業研究(2ｴ)

学校と教育法(2ｺ) 地域に開かれた学校づ

教育データ利活用法 くり(2ｺ)

実習(2ｺ) メディアと教育(2ｴ)

学校のリスクマネジ

メント(2ｴ)

教育課程の編成(2ｺ)

プログラム専門科目における要件を超えた場合は，教職専門科目として計上されます。

学校教育課題演習(2ｴ)
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３．人文・社会教育プログラム 
 
人文・社会教育プログラムは，「小学校教育領域」を主専攻とし，選択領域である「中等教科

領域（国語）」「中等教科領域（社会）」「中等教科領域（英語）」から１つの領域を１年次末
に選択し，２年次から副専攻として学修します。 
中等教科領域はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域のⅠ及びⅡを履修し教科の専門性を

高めることや，中等教科領域をⅠまでの学修に留めて生徒指導等の力を身に付けるため，教職専
門科目を履修することもできます。もしくは，所定の条件を達成することで，別の中等教科領域
の学修も行うことができ，各自の目指す教員像に応じて，多様な学びが可能となります。 
なお，各領域には受け入れが可能な人数の上限がありますので，希望通りに選択できない場合

があります。 
また，中等教科領域を学修し，所定の単位を修得した場合に中学校教諭免許（＝副免）の取得

が可能となります。プログラムに所属していることで副免の取得が保証されているものではあり
ません。 
 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１９単位を修得してください。 
 
 

ｂ．教職専門科目の履修方法 

生徒指導等の力を身に付けるため，２５ページに記載している科目から選択して履修すること
ができます。 
 
 

ｃ．プログラム専門科目（人文・社会教育プログラム）の履修方法 

人文・社会教育プログラム独自の専門科目で，主専攻の専門性を高める科目や卒業研究の準備
に資する科目で構成しています。プログラム内の説明に基づき，卒業研究を行う教科等に応じて
下記の科目を選択して履修することができます。修得した単位は，「自由選択科目」の単位にあ
てることができます。 

 
プログラム専門科目一覧（人文・社会教育プログラム） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

プ
ロ
グ
ラ
ム
専
門
科
目 

□
人
文
・
社
会
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
□

国語学研究Ⅰ Ⅴ   １ 演  
国語学研究Ⅱ Ⅵ   １ 演  
国文学研究Ⅰ  Ⅴ   １ 演  
国文学研究Ⅱ Ⅵ   １ 演  
漢文学研究Ⅰ Ⅴ   １ 演  
漢文学研究Ⅱ Ⅵ   １ 演  
国語科教育研究Ⅰ Ⅴ   １ 演  
国語科教育研究Ⅱ Ⅵ   １ 演  
小学校英語研究 Ⅵ   ２ 演  
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３．人文・社会教育プログラム 
 
人文・社会教育プログラムは，「小学校教育領域」を主専攻とし，選択領域である「中等教科

領域（国語）」「中等教科領域（社会）」「中等教科領域（英語）」から１つの領域を１年次末
に選択し，２年次から副専攻として学修します。 
中等教科領域はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域のⅠ及びⅡを履修し教科の専門性を

高めることや，中等教科領域をⅠまでの学修に留めて生徒指導等の力を身に付けるため，教職専
門科目を履修することもできます。もしくは，所定の条件を達成することで，別の中等教科領域
の学修も行うことができ，各自の目指す教員像に応じて，多様な学びが可能となります。 
なお，各領域には受け入れが可能な人数の上限がありますので，希望通りに選択できない場合

があります。 
また，中等教科領域を学修し，所定の単位を修得した場合に中学校教諭免許（＝副免）の取得

が可能となります。プログラムに所属していることで副免の取得が保証されているものではあり
ません。 
 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１９単位を修得してください。 
 
 

ｂ．教職専門科目の履修方法 

生徒指導等の力を身に付けるため，２５ページに記載している科目から選択して履修すること
ができます。 
 
 

ｃ．プログラム専門科目（人文・社会教育プログラム）の履修方法 

人文・社会教育プログラム独自の専門科目で，主専攻の専門性を高める科目や卒業研究の準備
に資する科目で構成しています。プログラム内の説明に基づき，卒業研究を行う教科等に応じて
下記の科目を選択して履修することができます。修得した単位は，「自由選択科目」の単位にあ
てることができます。 

 
プログラム専門科目一覧（人文・社会教育プログラム） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

プ
ロ
グ
ラ
ム
専
門
科
目 

□
人
文
・
社
会
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
□

国語学研究Ⅰ Ⅴ   １ 演  
国語学研究Ⅱ Ⅵ   １ 演  
国文学研究Ⅰ  Ⅴ   １ 演  
国文学研究Ⅱ Ⅵ   １ 演  
漢文学研究Ⅰ Ⅴ   １ 演  
漢文学研究Ⅱ Ⅵ   １ 演  
国語科教育研究Ⅰ Ⅴ   １ 演  
国語科教育研究Ⅱ Ⅵ   １ 演  
小学校英語研究 Ⅵ   ２ 演  
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ｄ．中等教科領域科目（人文・社会教育プログラム）の履修方法 

中等教科領域科目はⅠとⅡに区分されており，中等教科領域Ⅰに記載された科目の単位を修得
した場合には副専攻となり，その学修の成果として所定の教科の中学校二種免許状が副免として
取得できます。 

さらに，選択した中等教科領域の学びを深めたい場合は，中等教科領域Ⅱに記載された科目を
履修することができ，１４単位以上を修得した場合には，その領域が第２の主専攻となります。
加えて教職共通科目等を必修科目以上に修得した場合には，その学修の成果として中学校一種免
許状の取得が可能です。 

修得した単位は，「自由選択科目」単位にあてることができます（副免取得には至らないとし
ても卒業要件には算入することができます。）。 
 

（１）中等教科領域（国語） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件であり，卒業要件ではありません。 
副専攻Ⅱを履修する場合は選択必修から４単位を修得してください。 
副免取得の詳細は５１ページ，１７５ページ以降を参照してください。 

 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

国語学 国語学概論 Ⅲ ２   講 ○ 

国文学 
国文学概論 Ⅲ ２   講 ○ 
近代文学概論 Ⅲ ２   講  

漢文学 中国古典学概論 Ⅱ ２   講 ○ 
書道 中学書写指導 Ⅲ ２   演 ○ 

指導法 
中等国語科指導法Ａ Ⅲ ２   講 ○ 
中等国語科指導法Ｂ Ⅳ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

国語学 

国語学講義Ａ Ⅴ   ２ 講  
国語学講義Ｂ Ⅳ   ２ 講  
国語学講義Ｃ Ⅵ   ２ 講  
国語学講義Ｄ Ⅵ   ２ 講  
国語学演習Ａ Ⅳ  ２  演  
国語学演習Ｂ Ⅴ  ２  演  
国語学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国語学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

国文学 

近代文学講読 Ⅳ   ２ 講  
近代文学講義Ａ Ⅵ   ２ 講  
近代文学講義Ｂ Ⅶ   ２ 講  
近代文学演習Ａ Ⅳ  ２  演  
近代文学演習Ｂ Ⅴ  ２  演  
古典文学講読 Ⅳ   ２ 講  
古典文学講義Ａ Ⅴ   ２ 講  
古典文学講義Ｂ Ⅵ   ２ 講  
国文学史 Ⅵ   ２ 講  
古典文学演習Ｂ Ⅳ  ２  演  
国文学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国文学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

漢文学 

中国古典学講読 Ⅲ   ２ 講  
中国近代文学講義 Ⅳ   ２ 講  
中国古典学講義Ａ Ⅴ   ２ 講  
中国古典学講義Ｂ Ⅵ   ２ 講  
中国古典学演習Ａ Ⅳ  ２  演  
中国古典学演習Ｂ Ⅴ  ２  演  
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漢文学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
漢文学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

指導法 

中等国語科指導法Ｃ Ⅴ   ２ 講 中一種免取得に必須 
中等国語科指導法Ｄ Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
国語科教育特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国語科教育特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

 
 

（２）中等教科領域（社会） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
「法律学・政治学」からはいずれかの科目２単位，「社会学・経済学」からはいずれかの科目

２単位をそれぞれ修得してください。 
副免取得の詳細は５１ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

日本史・外国史 歴史学概論 Ⅲ ２   講 ○ 
地理学 地理学概論 Ⅲ ２   講 ○ 
哲学，倫理学， 
宗教学 

哲学概論 Ⅱ ２   講 ○ 

法律学，政治学 
法律学概論 Ⅲ  ２  講 ※どちらかを選択して

履修 政治学概論 Ⅱ  ２  講 

社会学，経済学 
社会学概論 Ⅲ  ２  講 ※どちらかを選択して

履修 経済学概論 Ⅲ  ２  講 

指導法 
中等社会科指導法Ａ Ⅲ ２   講 ○ 
中等社会科指導法Ｂ Ⅳ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

日本史・外国史 

日本史概論 Ⅳ   ２ 講  
日本史講義 Ⅴ   ２ 講  
日本史特講 Ⅳ   ２ 講  
日本史研究 Ⅵ   ２ 講  
考古学特講 Ⅲ   ２ 講  
外国史概論 Ⅳ   ２ 講  
東洋史講義 Ⅴ   ２ 講  
東洋史研究 Ⅵ   ２ 講  
西洋史講義 Ⅵ   ２ 講  
西洋史研究 Ⅴ   ２ 講  
国際関係史 Ⅳ   ２ 講  

地理学 

日本地誌講義 Ⅲ   ２ 講  
外国地誌講義 Ⅱ   ２ 講  
自然地理学講義 Ⅲ   ２ 講  
人文地理学講義 Ⅳ   ２ 講  

法律学，政治学 

法律学概論 Ⅲ   ２ 講 Ⅰで未履修のもの 
政治学概論 Ⅱ   ２ 講 Ⅰで未履修のもの 
国際法 Ⅳ   ２ 講  
法律学研究 Ⅵ   ２ 講  
行政法 Ⅵ   ２ 講  
政治学講義 Ⅲ   ２ 講  
政治思想史 Ⅵ   ２ 講  
国際政治学 Ⅳ   ２ 講  
国際関係論 Ⅲ   ２ 講  

社会学，経済学 
社会学概論 Ⅲ   ２ 講 Ⅰで未履修のもの 
経済学概論 Ⅲ   ２ 講 Ⅰで未履修のもの 
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漢文学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
漢文学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

指導法 

中等国語科指導法Ｃ Ⅴ   ２ 講 中一種免取得に必須 
中等国語科指導法Ｄ Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
国語科教育特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国語科教育特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

 
 

（２）中等教科領域（社会） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
「法律学・政治学」からはいずれかの科目２単位，「社会学・経済学」からはいずれかの科目

２単位をそれぞれ修得してください。 
副免取得の詳細は５１ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

日本史・外国史 歴史学概論 Ⅲ ２   講 ○ 
地理学 地理学概論 Ⅲ ２   講 ○ 
哲学，倫理学， 
宗教学 

哲学概論 Ⅱ ２   講 ○ 

法律学，政治学 
法律学概論 Ⅲ  ２  講 ※どちらかを選択して

履修 政治学概論 Ⅱ  ２  講 

社会学，経済学 
社会学概論 Ⅲ  ２  講 ※どちらかを選択して

履修 経済学概論 Ⅲ  ２  講 

指導法 
中等社会科指導法Ａ Ⅲ ２   講 ○ 
中等社会科指導法Ｂ Ⅳ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

日本史・外国史 

日本史概論 Ⅳ   ２ 講  
日本史講義 Ⅴ   ２ 講  
日本史特講 Ⅳ   ２ 講  
日本史研究 Ⅵ   ２ 講  
考古学特講 Ⅲ   ２ 講  
外国史概論 Ⅳ   ２ 講  
東洋史講義 Ⅴ   ２ 講  
東洋史研究 Ⅵ   ２ 講  
西洋史講義 Ⅵ   ２ 講  
西洋史研究 Ⅴ   ２ 講  
国際関係史 Ⅳ   ２ 講  

地理学 

日本地誌講義 Ⅲ   ２ 講  
外国地誌講義 Ⅱ   ２ 講  
自然地理学講義 Ⅲ   ２ 講  
人文地理学講義 Ⅳ   ２ 講  

法律学，政治学 

法律学概論 Ⅲ   ２ 講 Ⅰで未履修のもの 
政治学概論 Ⅱ   ２ 講 Ⅰで未履修のもの 
国際法 Ⅳ   ２ 講  
法律学研究 Ⅵ   ２ 講  
行政法 Ⅵ   ２ 講  
政治学講義 Ⅲ   ２ 講  
政治思想史 Ⅵ   ２ 講  
国際政治学 Ⅳ   ２ 講  
国際関係論 Ⅲ   ２ 講  

社会学，経済学 
社会学概論 Ⅲ   ２ 講 Ⅰで未履修のもの 
経済学概論 Ⅲ   ２ 講 Ⅰで未履修のもの 
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社会学講義Ａ Ⅱ   ２ 講  
社会学講義Ｂ Ⅲ   ２ 講  
社会学講義Ｃ Ⅳ   ２ 講  
社会学研究 Ⅵ   ２ 講  
人権問題概論 Ⅲ   ２ 講  
国際経済学 Ⅳ   ２ 講  
市民社会思想史 Ⅵ   ２ 講  
財政学 Ⅵ   ２ 講  

哲学，倫理学， 
宗教学 

倫理学講義 Ⅳ   ２ 講  
哲学講義 Ⅴ   ２ 講  
人間存在論Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
人間存在論Ⅱ Ⅳ   ２ 講  
西洋思想講義 Ⅲ   ２ 講  
比較宗教論 Ⅴ   ２ 講  

指導法 
社会科・地理歴史科教育
論 Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 

社会科・公民科教育特論 Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
 
 

（３）中等教科領域（英語） 

この区分の「必修」は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は５１ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

英語学 英語学入門 Ⅱ ２   講 ○ 
英米文学 英米文学入門 Ⅲ ２   演 ○ 

英語コミュニケー
ション 

英会話Ｉ Ⅲ １   演 ○ 
英作文Ⅰ Ⅲ １   演 ○ 
英語コミュニケーショ
ン論 Ⅳ ２   講  

異文化理解 英語文化論 Ⅱ ２   講 ○ 

指導法 
英語教育概論 Ⅲ ２   講 ○ 
中等英語科指導法Ａ Ⅳ ２   演 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

英語学 

英語学講義 Ⅳ   ２ 講  
英語音声学 Ⅲ   ２ 演  
英語学研究 Ⅳ   ２ 講  
言語学概論 Ⅲ   ２ 講  
対照言語学 Ⅳ   ２ 講  
英語学ゼミＡ Ⅵ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
英語学ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
英語学ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
英語学ゼミＤ Ⅴ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
英語学応用研究 Ⅴ   ２ 演  
ライティングゼミＡ Ⅴ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
ライティングゼミＢ Ⅴ   ２ 演 西暦偶数年度開講 

英米文学 

英米文学研究 Ⅲ   ２ 演  
英米文学講義 Ⅱ   ２ 講  
英米文学ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
英米文学ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
英米文学ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
英米文学ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
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英米文学応用研究 Ⅵ   ２ 演  

英語コミュニケー
ション 

英会話 II Ⅳ   １ 演  
英作文 II Ⅳ   １ 演  
アカデミック・イングリ
ッシュ Ⅴ   １ 演  

スピーチ・コミュニケー
ション Ⅲ   １ 演  

英語コミュニケーショ
ンゼミＡ Ⅴ   ２ 演 西暦奇数年度開講 

英語コミュニケーショ
ンゼミＢ Ⅴ   ２ 演 西暦偶数年度開講 

異文化理解 

英語文化論研究 Ⅲ   ２ 演  
異文化コミュニケーシ
ョン論 

Ⅴ   ２ 講  

異文化ゼミＡ Ⅵ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
異文化ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
地域言語文化（英） Ⅳ   ２ 講  
地域言語文化（米） Ⅲ   ２ 講  

指導法 

中等英語科指導法Ｂ Ⅴ   ２ 演 中一種免取得に必須 
中等英語科指導法Ｃ Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
英語教育ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
英語教育ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
英語教育ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
英語教育ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
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英米文学応用研究 Ⅵ   ２ 演  

英語コミュニケー
ション 

英会話 II Ⅳ   １ 演  
英作文 II Ⅳ   １ 演  
アカデミック・イングリ
ッシュ Ⅴ   １ 演  

スピーチ・コミュニケー
ション Ⅲ   １ 演  

英語コミュニケーショ
ンゼミＡ Ⅴ   ２ 演 西暦奇数年度開講 

英語コミュニケーショ
ンゼミＢ Ⅴ   ２ 演 西暦偶数年度開講 

異文化理解 

英語文化論研究 Ⅲ   ２ 演  
異文化コミュニケーシ
ョン論 

Ⅴ   ２ 講  

異文化ゼミＡ Ⅵ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
異文化ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
地域言語文化（英） Ⅳ   ２ 講  
地域言語文化（米） Ⅲ   ２ 講  

指導法 

中等英語科指導法Ｂ Ⅴ   ２ 演 中一種免取得に必須 
中等英語科指導法Ｃ Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
英語教育ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
英語教育ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 西暦奇数年度開講 
英語教育ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
英語教育ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 西暦偶数年度開講 
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〈参考〉人文・社会教育プログラムにおける中学校教諭免許の取得について 
 
教育職員免許法（以下，「免許法」）では，中学校教諭免許状の取得に必要な単位数が免許法

の科目区分に応じて次の表のとおり定められています。人文・社会教育プログラムで副免として
中学校教諭免許状を取得する場合は，以下のとおり単位を修得してください。 
 

 必要とする最低単位数 
中学校教諭一種 中学校教諭二種 

 ①教科及び教科の指導法に関する科目 ２８ １２ 
 ②教育の基礎的理解に関する科目 １０ ６ 
 ③道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導

（進路指導を含む。），教育相談等に関する科目 １０ ６ 

 ④教育実践に関する科目 ７ ７ 
 ⑤大学が独自に設定する科目 ４ ４ 

 
（注１）①の科目について，選択した教科の中学校教諭二種免許状を取得したい場合は，各教科

で設定している「中等教科領域Ⅰ」の科目を全て履修し，単位を修得してください（社
会は選択科目があります。）。 
選択した教科の中学校一種免許状を取得したい場合は，「中等教科領域Ⅰ」の科目を全
て履修し単位を修得した上で，「中等教科領域Ⅱ」の「指導法」以外の各区分から，任
意もしくはプログラム内の履修指導に基づく１０単位，「指導法」の区分から各教科の
備考欄で指定している４単位を修得してください。 

  
※中一種を取得する場合に追加で必要な単位数（中等教科領域Ⅱから追加で修得する科目） 

 教科 教科の指導法 

国語 

中等教科領域Ⅱ「国語学」「国文学」「漢文学」の科目

区分の選択科目から任意の６単位分。 
「国語学演習Ａ」 「国語学演習Ｂ」「近代文学演習Ａ」

「近代文学演習Ｂ」「古典文学演習Ｂ」「中国古典学演

習Ａ」「中国古典学演習Ｂ」の選択必修科目から任意の

４単位分。 

中等国語科指導法Ｃ  2 単位 
中等国語科指導法Ｄ  2 単位 

社会 
「日本史・外国史」「地理学」「法律学・政治学」「社

会学・経済学」「哲学，倫理学，宗教学」の科目区分か

ら任意の１０単位分 

社会科・地理歴史科教育論  2 単位 
社会科・公民科教育特論   2 単位 

英語 
「英語学」「英米文学」「英語コミュニケーション」「異

文化理解」の科目区分から任意の１０単位分 
中等英語科指導法Ｂ  2 単位 
中等英語科指導法Ｃ  2 単位 

 
（注２）②の科目について，初等の必修科目である「教育原理」「教職論」「教育の制度と経営」

「学校心理学Ａ」「特別支援教育と介護入門（幼・小）」をあてることができます。 
 
（注３）③の科目について，初等の必修科目である「道徳の指導法」「総合的な学習の時間の指

導法」「教育課程と教育方法・技術」「生徒指導論 A」「情報通信技術を活用した教育
の理論及び方法」「学校における心理援助 A」の単位をあてることができます。 

 
（注４）④の科目について，「教職実践演習（幼・小）」の２単位と「初等教育実習」の３単位

をあてることができます。不足している２単位を「中等教育実習」（＝副免実習）で修
得する必要があります。 

 
（注５）「大学が独自に設定する科目」については，該当する学校種及び教科の「教科に関する

科目」及び「各教科の指導法に関する科目」，２０１ページ以降の「ｄ．幼稚園，小学
校，中学校及び高等学校教諭免許状（大学が独自に設定する科目）」の中から履修して
ください。また，①②③の科目区分の最低修得単位数を超えて修得した単位をあてるこ
とができます。つまり，本学の教職専門科目やプログラム専門科目で備考欄に「中」の
記載がある科目や中等教科領域Ⅱで免許の取得要件以上に修得した単位をあてること
ができます。 
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初等教育教員養成課程【人文・社会教育プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

中国古典学概論(2ｺ) 中等国語科指導法Ａ 中等国語科指導法Ｂ

(2ｺ) (2ｺ)

国語学概論(2ｺ)

国文学概論(2ｺ)

近代文学概論(2ｺ)

中学書写指導(2ｴ)

中国古典学講読(2ｺ) 国語学講義Ｂ(2ｺ)

国語学演習Ａ(2ｴ)

近代文学演習Ａ(2ｴ)

近代文学講読(2ｺ)

古典文学講読(2ｺ)

古典文学演習Ｂ(2ｴ)

中国近代文学講義

(2ｺ)

中国古典学演習Ａ

(2ｴ)

哲学概論(2ｺ) 中等社会科指導法Ａ 中等社会科指導法Ｂ

★政治学概論(2ｺ) (2ｺ) (2ｺ)

歴史学概論(2ｺ)

地理学概論(2ｺ)

★法律学概論(2ｺ)

☆社会学概論(2ｺ)

☆経済学概論(2ｺ)

★政治学概論(2ｺ) ★法律学概論(2ｺ) 日本史概論(2ｺ)

外国地誌講義(2ｺ) ☆社会学概論(2ｺ) 外国史概論(2ｺ)

社会学講義Ａ(2ｺ) ☆経済学概論(2ｺ) 人文地理学講義(2ｺ)

自然地理学講義(2ｺ) 国際関係史(2ｺ)

考古学特講(2ｺ) 日本史特講(2ｺ)

日本地誌講義(2ｺ) 国際法(2ｺ)

国際関係論(2ｺ) 国際政治学(2ｺ)

政治学講義(2ｺ) 社会学講義Ｃ(2ｺ)

社会学講義Ｂ(2ｺ) 国際経済学(2ｺ)

人権問題概論(2ｺ) 人間存在論Ⅱ(2ｺ)

人間存在論Ⅰ(2ｺ) 倫理学講義(2ｺ)

西洋思想講義(2ｺ)

１．中等教科領域Ⅰ…中学校二種免許取得のための必須科目群です。中学校二種免許取得を希望する教科の

２．中等教科領域Ⅱ…中学校一種免許取得のための必須科目群です。中学校一種免許取得を希望する教科の

科目区分

プログラム専門
科目

（人文・社会教育P）

中等教科領域
(国語)

中等
教科領域Ⅰ
(国語)

中等
教科領域Ⅱ
(国語)

中等教科領域
(社会)

中等
教科領域Ⅰ
(社会)

中等
教科領域Ⅱ
(社会)
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初等教育教員養成課程【人文・社会教育プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

中国古典学概論(2ｺ) 中等国語科指導法Ａ 中等国語科指導法Ｂ

(2ｺ) (2ｺ)

国語学概論(2ｺ)

国文学概論(2ｺ)

近代文学概論(2ｺ)

中学書写指導(2ｴ)

中国古典学講読(2ｺ) 国語学講義Ｂ(2ｺ)

国語学演習Ａ(2ｴ)

近代文学演習Ａ(2ｴ)

近代文学講読(2ｺ)

古典文学講読(2ｺ)

古典文学演習Ｂ(2ｴ)

中国近代文学講義

(2ｺ)

中国古典学演習Ａ

(2ｴ)

哲学概論(2ｺ) 中等社会科指導法Ａ 中等社会科指導法Ｂ

★政治学概論(2ｺ) (2ｺ) (2ｺ)

歴史学概論(2ｺ)

地理学概論(2ｺ)

★法律学概論(2ｺ)

☆社会学概論(2ｺ)

☆経済学概論(2ｺ)

★政治学概論(2ｺ) ★法律学概論(2ｺ) 日本史概論(2ｺ)

外国地誌講義(2ｺ) ☆社会学概論(2ｺ) 外国史概論(2ｺ)

社会学講義Ａ(2ｺ) ☆経済学概論(2ｺ) 人文地理学講義(2ｺ)

自然地理学講義(2ｺ) 国際関係史(2ｺ)

考古学特講(2ｺ) 日本史特講(2ｺ)

日本地誌講義(2ｺ) 国際法(2ｺ)

国際関係論(2ｺ) 国際政治学(2ｺ)

政治学講義(2ｺ) 社会学講義Ｃ(2ｺ)

社会学講義Ｂ(2ｺ) 国際経済学(2ｺ)

人権問題概論(2ｺ) 人間存在論Ⅱ(2ｺ)

人間存在論Ⅰ(2ｺ) 倫理学講義(2ｺ)

西洋思想講義(2ｺ)

１．中等教科領域Ⅰ…中学校二種免許取得のための必須科目群です。中学校二種免許取得を希望する教科の

２．中等教科領域Ⅱ…中学校一種免許取得のための必須科目群です。中学校一種免許取得を希望する教科の

科目区分

プログラム専門
科目

（人文・社会教育P）

中等教科領域
(国語)

中等
教科領域Ⅰ

(国語)

中等
教科領域Ⅱ

(国語)

中等教科領域
(社会)

中等
教科領域Ⅰ

(社会)

中等
教科領域Ⅱ

(社会)
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

国語学研究Ⅰ(1ｴ) 国語学研究Ⅱ(1ｴ)

国文学研究Ⅰ(1ｴ) 国文学研究Ⅱ(1ｴ)

漢文学研究Ⅰ(1ｴ) 漢文学研究Ⅱ(1ｴ)

国語科教育研究Ⅰ(1ｴ) 国語科教育研究Ⅱ(1ｴ)

小学校英語研究(2ｴ)

【中等教科領域Ⅰ(国語)】

中二種免許(国語)取得のために

は，左記科目をすべて履修し，計

１４単位修得してください。

●中等国語科指導法Ｃ ●中等国語科指導法Ｄ 国語科教育特別研究 国語科教育特別研究 【中等教科領域Ⅱ(国語)】

(2ｺ) (2ｺ) Ⅰ(2ｴ) Ⅱ(2ｴ) 中一種免許(国語)取得のために

国語学講義Ａ(2ｺ) 国語学講義Ｃ(2ｺ) 国語学特別研究Ⅰ 国語学特別研究Ⅱ は，●付き科目２科目４単位を

国語学演習Ｂ(2ｴ) 国語学講義Ｄ(2ｺ) (2ｴ) (2ｴ) 含んで計１４単位修得してくだ

近代文学演習Ｂ(2ｴ) 近代文学講義Ａ(2ｺ) 近代文学講義Ｂ(2ｺ) 国文学特別研究Ⅱ さい。

古典文学講義Ａ(2ｺ) 古典文学講義Ｂ(2ｺ) 国文学特別研究Ⅰ (2ｴ)

中国古典学講義Ａ 国文学史(2ｺ) (2ｴ) 漢文学特別研究Ⅱ

(2ｺ) 中国古典学講義Ｂ 漢文学特別研究Ⅰ (2ｴ)

中国古典学演習Ｂ (2ｺ) (2ｴ)

(2ｴ)

【中等教科領域Ⅰ(社会)】

中二種免許(社会)取得のために

は，左記科目について，★から１

科目２単位を選択，☆から１科目

２単位を選択履修したうえで計

１４単位修得してください。

(★，☆がついていない科目は必修

です)

日本史講義(2ｺ) ●社会科・地理歴史科 【中等教科領域Ⅱ(社会)】

東洋史講義(2ｺ) 教育論(2ｺ) 中一種免許(社会)取得のために

西洋史研究(2ｺ) ●社会科・公民科教育 は，●付き科目２科目４単位を

哲学講義(2ｺ) 特論(2ｺ) 含んで計１４単位修得してくださ

比較宗教論(2ｺ) 日本史研究(2ｺ) い。

西洋史講義(2ｺ) 中等教科領域Ⅰ(社会)で

東洋史研究(2ｺ) 履修していない★，☆の科目を

政治思想史(2ｺ) 中等教科領域Ⅱ(社会)の科目

行政法(2ｺ) として履修できます。

法律学研究(2ｺ)

財政学(2ｺ)

社会学研究(2ｺ)

市民社会思想史(2ｺ)

科目を履修してください。

科目について，備考欄に記載している履修方法に従って履修してください。
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分

英語学入門(2ｺ) 英語教育概論(2ｺ) 中等英語科指導法Ａ

英語文化論(2ｺ) 英米文学入門(2ｴ) (2ｴ)

英会話Ⅰ(1ｴ) 英語コミュニケー

英作文Ⅰ(1ｴ) ション論(2ｺ)

英米文学講義(2ｺ) 英語音声学(2ｴ) 英語学講義(2ｺ)

言語学概論(2ｺ) 英語学研究(2ｺ)

英米文学研究(2ｴ) 対照言語学(2ｺ)

スピーチ・コミュニ 英会話Ⅱ(1ｴ)

ケーション(1ｴ) 英作文Ⅱ(1ｴ)

英語文化論研究(2ｴ) 地域言語文化（英）

地域言語文化（米） (2ｺ)

(2ｺ)

中等
教科領域Ⅱ
(英語)

中等教科領域
(英語)

中等
教科領域Ⅰ
(英語)
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分

英語学入門(2ｺ) 英語教育概論(2ｺ) 中等英語科指導法Ａ

英語文化論(2ｺ) 英米文学入門(2ｴ) (2ｴ)

英会話Ⅰ(1ｴ) 英語コミュニケー

英作文Ⅰ(1ｴ) ション論(2ｺ)

英米文学講義(2ｺ) 英語音声学(2ｴ) 英語学講義(2ｺ)

言語学概論(2ｺ) 英語学研究(2ｺ)

英米文学研究(2ｴ) 対照言語学(2ｺ)

スピーチ・コミュニ 英会話Ⅱ(1ｴ)

ケーション(1ｴ) 英作文Ⅱ(1ｴ)

英語文化論研究(2ｴ) 地域言語文化（英）

地域言語文化（米） (2ｺ)

(2ｺ)

中等
教科領域Ⅱ

(英語)

中等教科領域
(英語)

中等
教科領域Ⅰ

(英語)
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

【中等教科領域Ⅰ(英語)】

中二種免許(英語)取得のために

は，左記科目をすべて履修し，計

１４単位修得してください。

●中等英語科指導法Ｂ ●中等英語科指導法Ｃ 【中等教科領域Ⅱ(英語)】

(2ｴ) (2ｺ) 中一種免許(英語)取得のために

英語教育ゼミＡ(2ｴ)<奇> 英語教育ゼミＢ(2ｴ)<奇> は，●付き科目２科目４単位を

英語教育ゼミＣ(2ｴ)<偶> 英語教育ゼミＤ(2ｴ)<偶> 含んで計１４単位修得してくだ

英語学ゼミＣ(2ｴ)<奇> 英語学ゼミＡ(2ｴ)<奇> さい。

英語学ゼミＤ(2ｴ)<偶> 英語学ゼミＢ(2ｴ)<偶>

英語学応用研究(2ｴ) 英米文学ゼミＢ(2ｴ)<奇>

ライティングゼミＡ 英米文学ゼミＤ(2ｴ)<偶>

(2ｴ)<奇> 英米文学応用研究

ライティングゼミＢ (2ｴ)

(2ｴ)<偶> 異文化ゼミＡ(2ｴ)<奇>

英米文学ゼミＡ(2ｴ)<奇> 異文化ゼミＢ(2ｴ)<偶>

英米文学ゼミＣ(2ｴ)<偶>

アカデミック・イン

グリッシュ(1ｴ)

英語コミュニケー

ションゼミＡ(2ｴ)<奇>

英語コミュニケー

ションゼミＢ(2ｴ)<偶>

異文化コミュニケー

ション論(2ｺ)
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４．理数教育プログラム 
 
理数教育プログラムは，「小学校教育領域」を主専攻とし，選択領域である「中等教科領域（数

学）」「中等教科領域（理科）」から１つの領域を１年次末に選択し，２年次から副専攻として
学修します。 
中等教科領域はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域のⅠ及びⅡを履修し教科の専門性を

高めることや，中等教科領域をⅠまでの学修に留めて生徒指導等の力を身に付けるため，教職専
門科目を履修することもできます。もしくは，所定の条件を達成することで，別の中等教科領域
の学修も行うことができ，各自の目指す教員像に応じて，多様な学びが可能となります。 
なお，各領域には受け入れが可能な人数の上限がありますので，希望通りに選択できない場合

があります。 
また，中等教科領域を学修し，所定の単位を修得した場合に中学校教諭免許（＝副免）の取得

が可能となります。プログラムに所属していることで副免の取得が保証されているものではあり
ません。 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１９単位を修得してください。 
 

ｂ．教職専門科目の履修方法 

生徒指導等の力を身に付けるため，２５ページに記載している科目から選択して履修すること
ができます。 
 

ｃ．中等教科領域科目（理数教育プログラム）の履修方法 

中等教科領域科目はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域Ⅰに記載された科目の単位を修
得した場合には副専攻となり，その学修の成果として所定の教科の中学校二種免許状が副免とし
て取得できます。 

さらに，選択した中等教科領域の学びを深めたい場合は，中等教科領域Ⅱに記載された科目を
履修することができ，１４単位以上を修得した場合には，その領域が第２の主専攻となります。
加えて，５８ページ表の最低単位数以上を修得した場合には，その学修の成果として中学校一種
免許状の取得が可能です。修得した単位は，「自由選択科目」単位にあてることができます。 

 

（１）中等教科領域（数学） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は５８ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

幾何学 線形数学概論 Ⅱ ２   演 ○ 
解析学 微分積分学概論 Ⅱ ２   演 ○ 
代数学 数と集合 Ⅲ ２   演 ○ 
確率論・統計学 確率・統計 Ⅴ ２   演 ○ 
コンピュータ コンピュータ Ⅴ ２   演 ○ 

指導法 
数学科教育概論 Ⅲ ２   講 ○ 
数学科教育内容論 Ⅳ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

代数学 
線形数学Ⅰ Ⅲ   ２ 演  
線形数学Ⅱ Ⅳ   ２ 演  
代数学 Ⅵ   ２ 演  

幾何学 幾何学 Ⅵ   ２ 演  

解析学 
微分積分学 I Ⅲ   ２ 演  
微分積分学Ⅱ Ⅳ   ２ 演  
解析学 Ⅵ   ２ 演  
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４．理数教育プログラム 
 
理数教育プログラムは，「小学校教育領域」を主専攻とし，選択領域である「中等教科領域（数

学）」「中等教科領域（理科）」から１つの領域を１年次末に選択し，２年次から副専攻として
学修します。 
中等教科領域はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域のⅠ及びⅡを履修し教科の専門性を

高めることや，中等教科領域をⅠまでの学修に留めて生徒指導等の力を身に付けるため，教職専
門科目を履修することもできます。もしくは，所定の条件を達成することで，別の中等教科領域
の学修も行うことができ，各自の目指す教員像に応じて，多様な学びが可能となります。 
なお，各領域には受け入れが可能な人数の上限がありますので，希望通りに選択できない場合

があります。 
また，中等教科領域を学修し，所定の単位を修得した場合に中学校教諭免許（＝副免）の取得

が可能となります。プログラムに所属していることで副免の取得が保証されているものではあり
ません。 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１９単位を修得してください。 
 

ｂ．教職専門科目の履修方法 

生徒指導等の力を身に付けるため，２５ページに記載している科目から選択して履修すること
ができます。 
 

ｃ．中等教科領域科目（理数教育プログラム）の履修方法 

中等教科領域科目はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域Ⅰに記載された科目の単位を修
得した場合には副専攻となり，その学修の成果として所定の教科の中学校二種免許状が副免とし
て取得できます。 
さらに，選択した中等教科領域の学びを深めたい場合は，中等教科領域Ⅱに記載された科目を

履修することができ，１４単位以上を修得した場合には，その領域が第２の主専攻となります。
加えて，５８ページ表の最低単位数以上を修得した場合には，その学修の成果として中学校一種
免許状の取得が可能です。修得した単位は，「自由選択科目」単位にあてることができます。 

 

（１）中等教科領域（数学） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は５８ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

幾何学 線形数学概論 Ⅱ ２   演 ○ 
解析学 微分積分学概論 Ⅱ ２   演 ○ 
代数学 数と集合 Ⅲ ２   演 ○ 
確率論・統計学 確率・統計 Ⅴ ２   演 ○ 
コンピュータ コンピュータ Ⅴ ２   演 ○ 

指導法 
数学科教育概論 Ⅲ ２   講 ○ 
数学科教育内容論 Ⅳ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

代数学 
線形数学Ⅰ Ⅲ   ２ 演  
線形数学Ⅱ Ⅳ   ２ 演  
代数学 Ⅵ   ２ 演  

幾何学 幾何学 Ⅵ   ２ 演  

解析学 
微分積分学 I Ⅲ   ２ 演  
微分積分学Ⅱ Ⅳ   ２ 演  
解析学 Ⅵ   ２ 演  
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確率論・統計学 統計科学 Ⅶ   ２ 講  
コンピュータ 応用数理 Ⅵ   ２ 講  

指導法 
数学科教育方法論 Ⅴ   ２ 講 中一種免取得に必須 
数学科教育教材構成論 Ⅵ   ２ 演 中一種免取得に必須 

 

（２）中等教科領域（理科） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は５８ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

物理学 物理学概論 Ⅲ ２   講 ○ 
物理学実験 物理学実験Ⅰ Ⅱ １   実 ○ 
化学 化学概論 Ⅲ ２   講 ○ 
化学実験 基礎化学実験Ⅰ Ⅲ １   実 ○ 
生物学 生物学概論Ⅰ Ⅳ ２   講 ○ 
生物学実験 生物学実験Ⅰ Ⅲ １   実 ○ 
地学 地学概論Ⅰ Ⅰ ２   講 ○ 
地学実験 地学実験Ⅰ Ⅲ １   実 ○ 

指導法 
中等理科指導法Ａ Ⅳ ２   講 ○ 
中等理科指導法Ｂ Ⅴ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

物理学 

物理学続論 Ⅳ   ２ 講  
力学Ⅰ Ⅴ   ２ 講  
電磁気学Ⅰ Ⅴ   ２ 講  
力学演習 Ⅵ   １ 演  
電磁気学演習 Ⅵ   １ 演  
物理学特別演習 Ⅶ   １ 演  

物理学実験 
物理学実験Ⅱ Ⅲ   １ 実  
物理学実験Ⅲ Ⅵ   １ 実  

化学 

有機化学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
無機化学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
分析化学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
物理化学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
有機化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
無機化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
分析化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
物理化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  

生物学 

植物生理学 Ⅴ   ２ 講  
生物の多様性 Ⅵ   ２ 講  
動物形態学 Ⅴ   ２ 講  
植物形態学 Ⅴ   ２ 講  
微生物学 Ⅵ   ２ 講  

地学 

地学概論Ⅱ Ⅳ   ２ 講  
地球科学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
地球科学Ⅱ Ⅵ   ２ 講  
宇宙科学 Ⅴ   ２ 講  
地球環境科学 Ⅶ   ２ 講  

地学実験 
地学実験Ⅱ Ⅲ   １ 実  
固体地球科学実験Ⅰ Ⅴ   １ 実  
天文地球物理学実験Ⅰ Ⅵ   １ 実  

指導法 
中等理科教育演習Ⅰ Ⅵ   ２ 演 中一種免取得に必須 
中等理科教育演習Ⅱ Ⅴ   ２ 演 中一種免取得に必須 
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〈参考〉理数教育プログラムにおける中学校教諭免許の取得について 
 
教育職員免許法（以下，「免許法」）では，中学校教諭免許状の取得に必要な単位数が免許法

の科目区分に応じて次の表のとおり定められています。理数教育プログラムで副免として中学校
教諭免許状を取得する場合は，以下のとおり単位を修得してください。 
 

 
必要とする最低単位数 

中学校教諭 
一種 

中学校教諭 
二種 

 ①教科及び教科の指導法に関する科目 ２８ １２ 
 ②教育の基礎的理解に関する科目 １０ ６ 
 ③道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。），教育相談等に関する科目 １０ ６ 

 ④教育実践に関する科目 ７ ７ 
 ⑤大学が独自に設定する科目 ４ ４ 

 
（注１）①の科目について，選択した教科の中学校教諭二種免許状を取得したい場合は，各教科

で設定している「中等教科領域Ⅰ」の科目を全て履修し，単位を修得してください。 
選択した教科の中学校一種免許状を取得したい場合は，「中等教科領域Ⅰ」の科目を全
て履修し単位を修得した上で，「中等教科領域Ⅱ」の「指導法」以外の各区分から１０
単位（数学）または８単位（理科），「指導法」の区分から各教科の備考欄で指定して
いる４単位を修得してください。 

  
※中一種免を取得する場合に追加で必要な単位数（中等教科領域Ⅱから追加で修得する科目） 

 教科 教科の指導法 

数学 
「代数学」「幾何学」「解析学」「確率・統計学」「コ

ンピュータ」の科目区分から１０単位分 
数学科教育方法論   2 単位 
数学科教育教材構成論 2 単位 

理科 
「物理学」「物理学実験」「化学」「生物学」「地学」

「地学実験」の科目区分から８単位分 
中等理科教育演習Ⅰ  2 単位 
中等理科教育演習Ⅱ  2 単位 

 
（注２）②の科目について，初等の必修科目である「教育原理」「教職論」「教育の制度と経営」

「学校心理学Ａ」「特別支援教育と介護入門（幼・小）」をあてることができます。 
 
（注３）③の科目について，初等の必修科目である「道徳の指導法」「総合的な学習の時間の指

導法」「教育課程と教育方法・技術」「生徒指導論 A」「情報通信技術を活用した教育
の理論及び方法」「学校における心理援助 A」の単位をあてることができます。 

 
（注４）④の科目について，「教職実践演習（幼・小）」の２単位と「初等教育実習」の３単位

をあてることができます。不足している２単位を「中等教育実習」（＝副免実習）で修
得する必要があります。 

 
（注５）「大学が独自に設定する科目」については，該当する学校種及び教科の「教科に関する

科目」及び「各教科の指導法に関する科目」，２０１ページの「ｄ．幼稚園，小学校，
中学校及び高等学校教諭免許状（大学が独自に設定する科目）」の中から履修してくだ
さい。また，①②③の科目区分の最低修得単位数を超えて修得した単位をあてることが
できます。つまり，本学の教職専門科目やプログラム専門科目で備考欄に「中」の記載
がある科目や中等教科領域Ⅱで免許の取得要件以上に修得した単位をあてることがで
きます。 
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〈参考〉理数教育プログラムにおける中学校教諭免許の取得について 
 
教育職員免許法（以下，「免許法」）では，中学校教諭免許状の取得に必要な単位数が免許法

の科目区分に応じて次の表のとおり定められています。理数教育プログラムで副免として中学校
教諭免許状を取得する場合は，以下のとおり単位を修得してください。 
 

 
必要とする最低単位数 

中学校教諭 
一種 

中学校教諭 
二種 

 ①教科及び教科の指導法に関する科目 ２８ １２ 
 ②教育の基礎的理解に関する科目 １０ ６ 
 ③道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。），教育相談等に関する科目 １０ ６ 

 ④教育実践に関する科目 ７ ７ 
 ⑤大学が独自に設定する科目 ４ ４ 

 
（注１）①の科目について，選択した教科の中学校教諭二種免許状を取得したい場合は，各教科

で設定している「中等教科領域Ⅰ」の科目を全て履修し，単位を修得してください。 
選択した教科の中学校一種免許状を取得したい場合は，「中等教科領域Ⅰ」の科目を全
て履修し単位を修得した上で，「中等教科領域Ⅱ」の「指導法」以外の各区分から１０
単位（数学）または８単位（理科），「指導法」の区分から各教科の備考欄で指定して
いる４単位を修得してください。 

  
※中一種免を取得する場合に追加で必要な単位数（中等教科領域Ⅱから追加で修得する科目） 

 教科 教科の指導法 

数学 
「代数学」「幾何学」「解析学」「確率・統計学」「コ

ンピュータ」の科目区分から１０単位分 
数学科教育方法論   2 単位 
数学科教育教材構成論 2 単位 

理科 
「物理学」「物理学実験」「化学」「生物学」「地学」

「地学実験」の科目区分から８単位分 
中等理科教育演習Ⅰ  2 単位 
中等理科教育演習Ⅱ  2 単位 

 
（注２）②の科目について，初等の必修科目である「教育原理」「教職論」「教育の制度と経営」

「学校心理学Ａ」「特別支援教育と介護入門（幼・小）」をあてることができます。 
 
（注３）③の科目について，初等の必修科目である「道徳の指導法」「総合的な学習の時間の指

導法」「教育課程と教育方法・技術」「生徒指導論 A」「情報通信技術を活用した教育
の理論及び方法」「学校における心理援助 A」の単位をあてることができます。 

 
（注４）④の科目について，「教職実践演習（幼・小）」の２単位と「初等教育実習」の３単位

をあてることができます。不足している２単位を「中等教育実習」（＝副免実習）で修
得する必要があります。 

 
（注５）「大学が独自に設定する科目」については，該当する学校種及び教科の「教科に関する

科目」及び「各教科の指導法に関する科目」，２０１ページの「ｄ．幼稚園，小学校，
中学校及び高等学校教諭免許状（大学が独自に設定する科目）」の中から履修してくだ
さい。また，①②③の科目区分の最低修得単位数を超えて修得した単位をあてることが
できます。つまり，本学の教職専門科目やプログラム専門科目で備考欄に「中」の記載
がある科目や中等教科領域Ⅱで免許の取得要件以上に修得した単位をあてることがで
きます。 
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初等教育教員養成課程【理数教育プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

線形数学概論(2ｴ) 数学科教育概論(2ｺ) 数学科教育内容論(2ｺ)

微分積分学概論(2ｴ) 数と集合(2ｴ)

線形数学Ⅰ(2ｴ) 線形数学Ⅱ(2ｴ)

微分積分学Ⅰ(2ｴ) 微分積分学Ⅱ(2ｴ)

地学概論Ⅰ(2ｺ) 物理学実験Ⅰ(1ｼ) 物理学概論(2ｺ) 中等理科指導法Ａ(2ｺ)

化学概論(2ｺ) 生物学概論Ⅰ(2ｺ)

基礎化学実験Ⅰ(1ｼ)

生物学実験Ⅰ(1ｼ)

地学実験Ⅰ(1ｼ)

物理学実験Ⅱ(1ｼ) 物理学続論(2ｺ)

無機化学Ⅰ(2ｺ) 有機化学Ⅰ(2ｺ)

分析化学Ⅰ(2ｺ) 物理化学Ⅰ(2ｺ)

地学実験Ⅱ(1ｼ) 地球科学Ⅰ(2ｺ)

地学概論Ⅱ(2ｺ)

中等
教科領域Ⅰ
(数学)

中等
教科領域
(数学)

中等
教科領域
(理科)

プログラム専門科目
（理数教育P）

中等
教科領域Ⅱ
(理科)

中等
教科領域Ⅰ
(理科)

中等
教科領域Ⅱ
(数学)

１．中等教科領域Ⅰ…中学校二種免許取得のための必須科目群です。中学校二種免許取得を希望する教科の

２．中等教科領域Ⅱ…中学校一種免許取得のための必須科目群です。中学校一種免許取得を希望する教科の

科目区分
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初等教育教員養成課程【理数教育プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

線形数学概論(2ｴ) 数学科教育概論(2ｺ) 数学科教育内容論(2ｺ)

微分積分学概論(2ｴ) 数と集合(2ｴ)

線形数学Ⅰ(2ｴ) 線形数学Ⅱ(2ｴ)

微分積分学Ⅰ(2ｴ) 微分積分学Ⅱ(2ｴ)

地学概論Ⅰ(2ｺ) 物理学実験Ⅰ(1ｼ) 物理学概論(2ｺ) 中等理科指導法Ａ(2ｺ)

化学概論(2ｺ) 生物学概論Ⅰ(2ｺ)

基礎化学実験Ⅰ(1ｼ)

生物学実験Ⅰ(1ｼ)

地学実験Ⅰ(1ｼ)

物理学実験Ⅱ(1ｼ) 物理学続論(2ｺ)

無機化学Ⅰ(2ｺ) 有機化学Ⅰ(2ｺ)

分析化学Ⅰ(2ｺ) 物理化学Ⅰ(2ｺ)

地学実験Ⅱ(1ｼ) 地球科学Ⅰ(2ｺ)

地学概論Ⅱ(2ｺ)

中等
教科領域Ⅰ

(数学)

中等
教科領域
(数学)

中等
教科領域
(理科)

プログラム専門科目
（理数教育P）

中等
教科領域Ⅱ

(理科)

中等
教科領域Ⅰ

(理科)

中等
教科領域Ⅱ

(数学)

１．中等教科領域Ⅰ…中学校二種免許取得のための必須科目群です。中学校二種免許取得を希望する教科の

２．中等教科領域Ⅱ…中学校一種免許取得のための必須科目群です。中学校一種免許取得を希望する教科の

科目区分
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

確率・統計(2ｴ) 【中等教科領域Ⅰ(数学)】

コンピュータ(2ｴ) 中二種免許(数学)取得のために

は，左記科目すべての修得が必要

です。

●数学科教育方法論 ●数学科教育教材構成 統計科学(2ｺ) 【中等教科領域Ⅱ(数学)】

　(2ｺ) 　論(2ｴ) 中一種免許(数学)取得のために

代数学(2ｴ) は，●付き科目２科目４単位を必

幾何学(2ｴ) ず含んで計１４単位修得が必要で

解析学(2ｴ) す。

応用数理(2ｺ)

中等理科指導法Ｂ(2ｺ) 【中等教科領域Ⅰ(理科)】

中二種免許(理科)取得のために

は，左記科目すべての修得が必要

です。

●中等理科教育演習Ⅱ ●中等理科教育演習Ⅰ 物理学特別演習(1ｴ) 【中等教科領域Ⅱ(理科)】

　(2ｴ) 　(2ｴ) 地球環境科学(2ｺ) 中一種免許(理科)取得のためには

力学Ⅰ(2ｺ) 力学演習(1ｴ) ●付き科目２科目４単位を必ず

電磁気学Ⅰ(2ｺ) 電磁気学演習(1ｴ) 含んで計１２単位修得が必要

有機化学Ⅱ(2ｺ) 物理学実験Ⅲ(1ｼ) です。

無機化学Ⅱ(2ｺ) 生物の多様性(2ｺ)

分析化学Ⅱ(2ｺ) 微生物学(2ｺ)

物理化学Ⅱ(2ｺ) 地球科学Ⅱ(2ｺ)

植物生理学(2ｺ) 天文地球物理学実験Ⅰ

動物形態学(2ｺ) (1ｼ)

植物形態学(2ｺ)

宇宙科学(2ｺ)

固体地球科学実験Ⅰ

(1ｼ)

理数教育プログラムでは，プログラム専
門科目の開講予定はありません。

科目を履修してください。

科目について，備考欄に記載している履修方法に従って履修してください。
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５．芸術・実技教育プログラム 
 
芸術・実技教育プログラムは，「小学校教育領域」を主専攻とし，選択領域である「中等教科

領域（音楽）」「中等教科領域（美術）」「中等教科領域（保健体育）」「中等教科領域（家庭）」
「中等教科領域（技術）」から１つの領域を１年次末に選択し，２年次から副専攻として学修し
ます。 
中等教科領域はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域のⅠ及びⅡを履修し教科の専門性を

高めることや，中等教科領域をⅠまでの学修に留めて生徒指導等の力を身に付けるため，教職専
門科目を履修することもできます。もしくは，所定の条件を達成することで，別の中等教科領域
の学修も行うことができ，各自の目指す教員像に応じて，多様な学びが可能となります。 
なお，中等教科領域を学修し，所定の単位を修得した場合に中学校教諭免許（＝副免）の取得

が可能となります。プログラムに所属していることで副免の取得が保証されているものではあり
ません。 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１９単位を修得してください。 
 

ｂ．教職専門科目の履修方法 

生徒指導等の力を身に付けるため，２５ページに記載している科目から選択して履修すること
ができます。 
 

ｃ．プログラム専門科目（芸術・実技教育プログラム）の履修方法 

芸術・実技教育プログラム独自の専門科目で，主専攻の専門性を高める科目や卒業研究の準備
に資する科目で構成しています。プログラム内の説明に基づき，卒業研究を行う教科等に応じて
下記の科目を選択して履修してください。 
 
プログラム専門科目一覧（芸術・実技教育プログラム） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

プ
ロ
グ
ラ
ム
専
門
科
目
□
芸
術
・
実
技
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
□ 

音楽研究論 Ⅵ   ２ 講 卒業研究を音楽で取り組む学生が対象 
音楽ボランティア論 Ⅵ   ２ 演 音楽実技実践が可能なことが条件 
音楽フィールドワーク Ⅷ   ２ 演 音楽実技実践が可能なことが条件 
造形教育課題研究Ⅰ Ⅴ   ２ 演 卒業研究を図工で取り組む学生が対象 
造形教育課題研究Ⅱ Ⅵ   ２ 演 卒業研究を図工で取り組む学生が対象 

保健体育科教育学研究Ａ Ⅶ   ２ 演 
卒業研究を保健体育の教育学研究で取

り組む学生が対象 

保健体育科教育学研究Ｂ Ⅷ   ２ 演 
卒業研究を保健体育の教育学研究で取

り組む学生が対象 
体育学・スポーツ運動学研究
Ａ Ⅶ   ２ 演 

卒業研究を保健体育の体育学・スポー

ツ運動学で取り組む学生が対象 
体育学・スポーツ運動学研究
Ｂ Ⅷ   ２ 演 

卒業研究を保健体育の体育学・スポー

ツ運動学で取り組む学生が対象 

健康教育学・健康科学研究Ａ Ⅶ   ２ 演 
卒業研究を保健体育の健康教育学・健

康科学で取り組む学生が対象 

健康教育学・健康科学研究Ｂ Ⅷ   ２ 演 
卒業研究を保健体育の健康教育学・健

康科学で取り組むが対象 
家政学演習Ⅰ Ⅵ   ２ 演 卒業研究を家庭で取り組む学生が対象 
家政学演習Ⅱ Ⅶ   ２ 演 卒業研究を家庭で取り組む学生が対象 
家政学演習応用 Ⅷ   ２ 演 卒業研究を家庭で取り組む学生が対象 
職業・進路研究 A Ⅴ   ２ 演 卒業研究を技術で取り組む学生が対象 
技術・ものづくりセミナー Ⅶ   ２ 演 卒業研究を技術で取り組む学生が対象 
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５．芸術・実技教育プログラム 
 
芸術・実技教育プログラムは，「小学校教育領域」を主専攻とし，選択領域である「中等教科

領域（音楽）」「中等教科領域（美術）」「中等教科領域（保健体育）」「中等教科領域（家庭）」
「中等教科領域（技術）」から１つの領域を１年次末に選択し，２年次から副専攻として学修し
ます。 
中等教科領域はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域のⅠ及びⅡを履修し教科の専門性を

高めることや，中等教科領域をⅠまでの学修に留めて生徒指導等の力を身に付けるため，教職専
門科目を履修することもできます。もしくは，所定の条件を達成することで，別の中等教科領域
の学修も行うことができ，各自の目指す教員像に応じて，多様な学びが可能となります。 
なお，中等教科領域を学修し，所定の単位を修得した場合に中学校教諭免許（＝副免）の取得

が可能となります。プログラムに所属していることで副免の取得が保証されているものではあり
ません。 
 

ａ．教職共通科目の履修方法 

２４ページで説明している必修科目（共通）の１９単位を修得してください。 
 

ｂ．教職専門科目の履修方法 

生徒指導等の力を身に付けるため，２５ページに記載している科目から選択して履修すること
ができます。 
 

ｃ．プログラム専門科目（芸術・実技教育プログラム）の履修方法 

芸術・実技教育プログラム独自の専門科目で，主専攻の専門性を高める科目や卒業研究の準備
に資する科目で構成しています。プログラム内の説明に基づき，卒業研究を行う教科等に応じて
下記の科目を選択して履修してください。 
 
プログラム専門科目一覧（芸術・実技教育プログラム） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

プ
ロ
グ
ラ
ム
専
門
科
目
□
芸
術
・
実
技
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
□ 

音楽研究論 Ⅵ   ２ 講 卒業研究を音楽で取り組む学生が対象 
音楽ボランティア論 Ⅵ   ２ 演 音楽実技実践が可能なことが条件 
音楽フィールドワーク Ⅷ   ２ 演 音楽実技実践が可能なことが条件 
造形教育課題研究Ⅰ Ⅴ   ２ 演 卒業研究を図工で取り組む学生が対象 
造形教育課題研究Ⅱ Ⅵ   ２ 演 卒業研究を図工で取り組む学生が対象 

保健体育科教育学研究Ａ Ⅶ   ２ 演 
卒業研究を保健体育の教育学研究で取

り組む学生が対象 

保健体育科教育学研究Ｂ Ⅷ   ２ 演 
卒業研究を保健体育の教育学研究で取

り組む学生が対象 
体育学・スポーツ運動学研究
Ａ Ⅶ   ２ 演 

卒業研究を保健体育の体育学・スポー

ツ運動学で取り組む学生が対象 
体育学・スポーツ運動学研究
Ｂ Ⅷ   ２ 演 

卒業研究を保健体育の体育学・スポー

ツ運動学で取り組む学生が対象 

健康教育学・健康科学研究Ａ Ⅶ   ２ 演 
卒業研究を保健体育の健康教育学・健

康科学で取り組む学生が対象 

健康教育学・健康科学研究Ｂ Ⅷ   ２ 演 
卒業研究を保健体育の健康教育学・健

康科学で取り組むが対象 
家政学演習Ⅰ Ⅵ   ２ 演 卒業研究を家庭で取り組む学生が対象 
家政学演習Ⅱ Ⅶ   ２ 演 卒業研究を家庭で取り組む学生が対象 
家政学演習応用 Ⅷ   ２ 演 卒業研究を家庭で取り組む学生が対象 
職業・進路研究 A Ⅴ   ２ 演 卒業研究を技術で取り組む学生が対象 
技術・ものづくりセミナー Ⅶ   ２ 演 卒業研究を技術で取り組む学生が対象 
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〔音楽領域〕 

プログラム専門科目の「音楽研究論」「音楽ボランティア論」「音楽フィールドワーク」は，
いずれも音楽科教育の研究や実践に繋がる発展的な授業科目です。「音楽研究論」については，
４年次の卒業研究の準備科目なので，副専攻を音楽とする学生は３年次に履修して下さい。 
 

〔美術領域〕 

プログラム専門科目は，図画工作の卒業研究につながる内容であり，３年次前期から履修して
下さい。「造形教育課題研究Ⅰ」「造形教育課題研究Ⅱ」の２科目４単位を履修して下さい。 
 

〔保健体育領域〕 

プログラム専門科目は，４年次前期及び後期に履修して下さい。 
「保健体育科教育学研究」「体育学・スポーツ運動学研究」「健康教育学・健康科学研究」の

科目のうち，必ず A（Ⅶ期）の科目２単位及び B（Ⅷ期）の科目２単位をセットで計４単位を履
修してください。これらの科目は卒業研究へとつながる内容であるため，４年次に履修して下さ
い。科目の履修にあたっては，指導教員の開講する科目を履修登録することとします。 
 

〔家庭領域〕 

「家政学演習Ⅰ」，「家政学演習Ⅱ」，「家政学演習応用」について，これらの科目は，卒業
研究へとつながる内容であるため，履修して下さい。「家政学演習Ⅱ」及び「家政学演習応用」
においては，指導教員が開講する科目を履修登録して下さい。 
 

〔技術ものづくり領域〕 

プログラム専門科目は，３年次前期及び４年次前期に履修して下さい。 
「職業・進路研究 A」「技術・ものづくりセミナー」の合計４単位を履修してください。 
これらの科目は，本領域を総合的に学びながら，各自の卒業研究へとつながる内容となってい

ますので，履修してください。「技術・ものづくりセミナー」の履修にあたっては，指導教員の
開講する科目を履修登録することとします。 
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ｄ．中等教科領域科目（芸術・実技教育プログラム）の履修方法 

中等教科領域科目はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域Ⅰに記載された科目の単位を修
得した場合には副専攻となり，その学修の成果として所定の教科の中学校二種免許状が副免とし
て取得できます。 

さらに，選択した中等教科領域の学びを深めたい場合は，中等教科領域Ⅱに記載された科目を
履修することができ，１４単位以上を修得した場合には，その領域が第２の主専攻となります。
加えて教職共通科目等を必修科目以上に修得した場合には，その学修の成果として中学校一種免
許状の取得が可能です。修得した単位は，「自由選択科目」単位にあてることができます（副免
取得には至らないとしても卒業要件には算入することができます。）。 
 

（１）中等教科領域（音楽） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は６９ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

ソルフェージュ ソルフェージュⅠ Ⅲ １   演 ○ 

声楽 
声楽Ⅰ Ⅲ １   演 ○ 
伝統声楽 Ⅶ １   演 ○ 

器楽 
ピアノⅠ Ⅲ １   演 ○ 
邦楽器 Ⅵ １   演 ○ 

指揮法 指揮法 Ⅳ ２   講 ○ 
音楽理論・作曲法・
音楽史 

音楽理論基礎 Ⅲ ２   講 ○ 
作曲法Ⅰ Ⅵ ２   講 ○ 

指導法 
中等音楽科指導法Ⅰ Ⅱ ２   講 ○ 
中等音楽科指導法Ⅱ Ⅲ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ソルフェージュ ソルフェージュⅡ Ⅳ   １ 演  

声楽 
声楽Ⅱ Ⅳ   １ 演  
声楽Ⅲ Ⅴ   １ 演  
声楽Ⅳ Ⅵ   １ 演  

器楽 

ピアノⅡ Ⅳ   １ 演  
ピアノⅢ Ⅴ   １ 演  
ピアノⅣ Ⅵ   １ 演  
管弦楽器Ⅰ Ⅲ   １ 演  
管弦楽器Ⅱ Ⅳ   １ 演  
管弦楽器Ⅲ Ⅴ   １ 演  
管弦楽器Ⅳ Ⅵ   １ 演  

音楽理論・作曲法・
音楽史 

和声学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
和声学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
音楽史Ⅰ Ⅱ   ２ 講  
音楽史Ⅱ Ⅲ   ２ 講  
音楽史Ⅲ Ⅳ   ２ 講  
音楽史Ⅳ Ⅴ   ２ 講  

指導法 
中等音楽科指導法Ⅲ Ⅴ   ２ 講 中一種免取得に必須 
中等音楽科指導法Ⅳ Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
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ｄ．中等教科領域科目（芸術・実技教育プログラム）の履修方法 

中等教科領域科目はⅠとⅡに区分されています。中等教科領域Ⅰに記載された科目の単位を修
得した場合には副専攻となり，その学修の成果として所定の教科の中学校二種免許状が副免とし
て取得できます。 
さらに，選択した中等教科領域の学びを深めたい場合は，中等教科領域Ⅱに記載された科目を

履修することができ，１４単位以上を修得した場合には，その領域が第２の主専攻となります。
加えて教職共通科目等を必修科目以上に修得した場合には，その学修の成果として中学校一種免
許状の取得が可能です。修得した単位は，「自由選択科目」単位にあてることができます（副免
取得には至らないとしても卒業要件には算入することができます。）。 
 

（１）中等教科領域（音楽） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は６９ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

ソルフェージュ ソルフェージュⅠ Ⅲ １   演 ○ 

声楽 
声楽Ⅰ Ⅲ １   演 ○ 
伝統声楽 Ⅶ １   演 ○ 

器楽 
ピアノⅠ Ⅲ １   演 ○ 
邦楽器 Ⅵ １   演 ○ 

指揮法 指揮法 Ⅳ ２   講 ○ 
音楽理論・作曲法・
音楽史 

音楽理論基礎 Ⅲ ２   講 ○ 
作曲法Ⅰ Ⅵ ２   講 ○ 

指導法 
中等音楽科指導法Ⅰ Ⅱ ２   講 ○ 
中等音楽科指導法Ⅱ Ⅲ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ソルフェージュ ソルフェージュⅡ Ⅳ   １ 演  

声楽 
声楽Ⅱ Ⅳ   １ 演  
声楽Ⅲ Ⅴ   １ 演  
声楽Ⅳ Ⅵ   １ 演  

器楽 

ピアノⅡ Ⅳ   １ 演  
ピアノⅢ Ⅴ   １ 演  
ピアノⅣ Ⅵ   １ 演  
管弦楽器Ⅰ Ⅲ   １ 演  
管弦楽器Ⅱ Ⅳ   １ 演  
管弦楽器Ⅲ Ⅴ   １ 演  
管弦楽器Ⅳ Ⅵ   １ 演  

音楽理論・作曲法・
音楽史 

和声学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
和声学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
音楽史Ⅰ Ⅱ   ２ 講  
音楽史Ⅱ Ⅲ   ２ 講  
音楽史Ⅲ Ⅳ   ２ 講  
音楽史Ⅳ Ⅴ   ２ 講  

指導法 
中等音楽科指導法Ⅲ Ⅴ   ２ 講 中一種免取得に必須 
中等音楽科指導法Ⅳ Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
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（２）中等教科領域（美術） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は６９ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

絵画 絵画基礎Ａ Ⅲ，Ⅳ ２   演 ○ 
彫刻 彫刻基礎Ａ Ⅲ，Ⅳ ２   演 ○ 
デザイン 構成デザイン基礎Ａ Ⅳ ２   演 ○ 
工芸 工芸基礎Ａ Ⅲ ２   演 ○ 
美術理論・美術史 美術理論 Ⅳ ２   講 ○ 

指導法 
美術科指導法Ⅰ Ⅲ ２   講 ○ 
美術科指導法Ⅱ Ⅲ ２   演 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

絵画 

絵画基礎Ｂ Ⅱ   ２ 演  
油彩画 Ⅳ   ３ 講演  
日本画 Ⅳ   ３ 講演  
水彩画Ａ Ⅲ   ２ 演  
水彩画Ｂ Ⅴ   ２ 演  
絵画演習Ａ Ⅴ   ３ 講演  
絵画演習Ｂ Ⅳ   ２ 講演  

彫刻 
彫刻基礎Ｂ Ⅳ   ２ 演  
木彫 Ⅳ   ３ 講演  
人体習作 Ⅵ   ３ 講演  

デザイン 

色彩学 Ⅰ   ２ 講  
構成デザイン基礎Ｂ Ⅲ   ２ 演  
デザインＡ Ⅳ   ３ 講演  
デザインＢ Ⅴ   ３ 講演  
デザインＣ Ⅵ   ３ 講演  

工芸 

工芸基礎Ｂ Ⅲ   ２ 演  
工芸Ａ Ⅴ   ３ 講演  
工芸Ｂ Ⅵ   ３ 講演  
工芸Ｃ Ⅵ   ３ 講演  

美術理論・美術史 

構成デザイン理論 Ⅲ   ２ 講  
西洋美術史 Ⅲ   ２ 講  
日本美術史 Ⅱ   ２ 講  
美術鑑賞 Ⅲ･Ⅳ   ２ 講演  

指導法 
美術科指導法Ⅲ Ⅳ   ２ 講 中一種免取得に必須 
美術科指導法Ⅳ Ⅳ   ２ 演 中一種免取得に必須 

その他 
※この科目群は，教員免

許取得のための科目には

カウントできません。 

美術課題研究 (美術教
育Ａ)Ⅰ Ⅴ   ２ 演  

 
初等の芸術・実技 
教育 P の学生で，中二

種(美術)の免許取得希

望者は，「美術課題研究

Ⅰ」及び「美術課題研究

Ⅱ」のうち，自身が専攻

する分野のⅠ及びⅡを

揃えて２科目４単位を

修得してください。 
 

 
 

美術課題研究 (美術教
育Ｂ)Ⅰ Ⅴ   ２ 演 

美術課題研究(美術史･

美術理論)Ⅰ Ⅴ   ２ 演 

美術課題研究(絵画Ａ)Ⅰ Ⅴ   ２ 演 
美術課題研究(絵画Ｂ)Ⅰ Ⅴ   ２ 演 
美術課題研究(彫刻)Ⅰ Ⅴ   ２ 演 
美術課題研究(工芸)Ⅰ Ⅴ   ２ 演 
美術課題研究 (デザイ
ン)Ⅰ Ⅴ   ２ 演 

美術課題研究 (美術教
育Ａ)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
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美術課題研究 (美術教
育Ｂ)Ⅱ 

Ⅵ 
  ２ 

演  
初等の芸術・実技 
教育 P の学生で，中二

種(美術)の免許取得希

望者は，「美術課題研究

Ⅰ」及び「美術課題研究

Ⅱ」のうち，自身が専攻

する分野のⅠ及びⅡを

揃えて２科目４単位を

修得してください。 
 

美術課題研究(美術史･

美術理論)Ⅱ 
Ⅵ 

  ２ 
演 

美術課題研究(絵画Ａ)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
美術課題研究(絵画Ｂ)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
美術課題研究(彫刻)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
美術課題研究(工芸)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
美術課題研究 (デザイ
ン)Ⅱ 

Ⅵ 
  ２ 

演 

 
 

（３）中等教科領域（保健体育） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は６９ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

体育実技 

水泳 Ⅰ １   実 ○ 
体つくり運動 Ⅴ   １ 実  
器械運動 Ⅱ   １ 実  
バレーボール Ⅰ   １ 実  

「体育原理, 体育
心理学, 体育経営
管理学, 体育社会
学，体育史」・運動
学 

体育・スポーツ方法論
（運動方法学を含む） Ⅴ ２   講 ○ 

体育原論・スポーツ哲
学 Ⅲ ２   講  

生理学 
生理学・解剖学（運動生
理学を含む） Ⅲ ２   講 ○ 

衛生学・公衆衛生学 衛生学 Ⅲ ２   講 ○ 
学校保健 学校保健 Ⅲ ２   講 ○ 

指導法 
保健体育科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○ 
保健体育科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

体育実技 

陸上競技 Ⅲ   １ 実  
剣道 Ⅲ   １ 実  
柔道 Ⅳ   １ 実  
ダンス Ⅳ   １ 実  
バスケットボール Ⅳ   １ 実  
サッカー Ⅳ   １ 実  
ラケットスポーツ（テ
ニス・卓球・バドミント
ン） 

Ⅲ   １ 実  

バットスポーツ（ソフ
トボール） Ⅲ   １ 実  

「体育原理, 体育
心理学, 体育経営
管理学, 体育社会
学，体育史」・運動
学 

体育・スポーツ史 Ⅳ   ２ 講  
体育・スポーツ心理学 Ⅳ   ２ 講  
体育経営・スポーツマ
ネジメント論 Ⅳ   ２ 講  

体育・スポーツ社会学 Ⅲ   ２ 講  
地域スポーツと学校体
育の連携 Ⅳ   ２ 講  

体育・スポーツ運動学 Ⅲ   ２ 講  
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美術課題研究 (美術教
育Ｂ)Ⅱ 

Ⅵ 
  ２ 

演  
初等の芸術・実技 
教育 P の学生で，中二

種(美術)の免許取得希

望者は，「美術課題研究

Ⅰ」及び「美術課題研究

Ⅱ」のうち，自身が専攻

する分野のⅠ及びⅡを

揃えて２科目４単位を

修得してください。 
 

美術課題研究(美術史･

美術理論)Ⅱ 
Ⅵ 

  ２ 
演 

美術課題研究(絵画Ａ)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
美術課題研究(絵画Ｂ)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
美術課題研究(彫刻)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
美術課題研究(工芸)Ⅱ Ⅵ   ２ 演 
美術課題研究 (デザイ
ン)Ⅱ 

Ⅵ 
  ２ 

演 

 
 

（３）中等教科領域（保健体育） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は６９ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

体育実技 

水泳 Ⅰ １   実 ○ 
体つくり運動 Ⅴ   １ 実  
器械運動 Ⅱ   １ 実  
バレーボール Ⅰ   １ 実  

「体育原理, 体育
心理学, 体育経営
管理学, 体育社会
学，体育史」・運動
学 

体育・スポーツ方法論
（運動方法学を含む） Ⅴ ２   講 ○ 

体育原論・スポーツ哲
学 Ⅲ ２   講  

生理学 
生理学・解剖学（運動生
理学を含む） Ⅲ ２   講 ○ 

衛生学・公衆衛生学 衛生学 Ⅲ ２   講 ○ 
学校保健 学校保健 Ⅲ ２   講 ○ 

指導法 
保健体育科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○ 
保健体育科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

体育実技 

陸上競技 Ⅲ   １ 実  
剣道 Ⅲ   １ 実  
柔道 Ⅳ   １ 実  
ダンス Ⅳ   １ 実  
バスケットボール Ⅳ   １ 実  
サッカー Ⅳ   １ 実  
ラケットスポーツ（テ
ニス・卓球・バドミント
ン） 

Ⅲ   １ 実  

バットスポーツ（ソフ
トボール） Ⅲ   １ 実  

「体育原理, 体育
心理学, 体育経営
管理学, 体育社会
学，体育史」・運動
学 

体育・スポーツ史 Ⅳ   ２ 講  
体育・スポーツ心理学 Ⅳ   ２ 講  
体育経営・スポーツマ
ネジメント論 Ⅳ   ２ 講  

体育・スポーツ社会学 Ⅲ   ２ 講  
地域スポーツと学校体
育の連携 Ⅳ   ２ 講  

体育・スポーツ運動学 Ⅲ   ２ 講  
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体育・スポーツ哲学・歴
史演習 Ⅴ   ２ 演  

体育・スポーツ心理学
演習 Ⅴ   ２ 演  

体育・スポーツ方法論
演習 Ⅴ   ２ 演  

身体・表現・舞踊論演習 Ⅵ   ２ 演  

生理学 

運動・スポーツ医学 Ⅳ   ２ 講  
体力・トレーニング論
演習 Ⅵ   ２ 演  

運動・スポーツ医学演
習 Ⅵ   ２ 演  

運動・スポーツ生理学
演習 Ⅵ   ２ 演  

学校保健 
学校保健・衛生学演習 Ⅵ   ２ 演  
救急看護実習 Ⅵ   １ 実  

指導法 
保健体育科指導法Ｃ Ⅳ   ２ 講 中一種免取得に必須 
保健体育科指導法Ｄ Ⅴ   ２ 講 中一種免取得に必須 

 
 

（４）中等教科領域（家庭） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は６９ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

家庭経営学 生活経営学 Ⅰ ２   講 ○ 
被服学 被服学 Ⅲ ２   講演 ○ 
食物学 食物学 Ⅴ ２   講 ○ 
住居学 住居学 Ⅱ ２   講演 ○ 
保育学 保育学 Ⅲ ２   講演 ○ 

指導法 
中等家庭科教育法Ａ Ⅳ ２   講 ○ 
中等家庭科教育法Ｂ Ⅲ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

家庭経営学 

家庭経済学 Ⅴ   ２ 講  
家族関係学 Ⅳ   ２ 講  
消費生活論 Ⅶ   ２ 演  

被服学 

被服学演習 Ⅳ   ２ 演  
着心地の科学 Ⅴ   ２ 講演  
被服科学実験実習 Ⅵ   ２ 講演  

食物学 

調理実習基礎 Ⅵ   １ 実  
栄養学 Ⅵ   ２ 講  
食物学演習 Ⅴ   ２ 演  
調理実習応用 Ⅶ   １ 実  

住居学 居住環境論 Ⅲ   ２ 講演  

指導法 
中等家庭科教育法Ｃ Ⅴ   ２ 演 中一種免取得に必須 
中等家庭科教育法Ｄ Ⅵ   ２ 演 中一種免取得に必須 
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（５）中等教科領域（技術） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は６９ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

材料加工 
（実習を含む。） 

製図Ｂ Ⅳ １   演  
木材加工実習Ａ Ⅳ １   実 ○ 
製図Ａ Ⅲ １   演  
金属塑性加工実習 Ⅲ １   実 ○ 

機械・電気 
（実習を含む。） 

機械基礎実習 Ⅳ １   実 ○ 
電気実験実習 Ⅲ ２   講実 ○ 

生物育成 栽培実習Ａ Ⅰ １   実 ○ 
情報とコンピュータ 情報工学Ａ Ⅲ ２   講実 ○ 

指導法 
技術科教育法Ａ Ⅲ ２   講 ○ 
技術科教育法Ｂ Ⅳ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

材料加工 
（実習を含む。） 

木材加工実習Ｂ Ⅴ   １ 実  
木材材料学 Ⅴ   ２ 講  
木材加工学 Ⅴ   ２ 講  
木材加工演習 Ⅶ   ２ 演  
構造・デザイン Ⅶ   ２ 講  
金属切削加工実習 Ⅵ   １ 実  
金属材料学 Ⅲ   ２ 講演  
金属加工学・実験法 Ⅵ   ２ 講演  

機械・電気 
（実習を含む。） 

機構学 Ⅰ   ２ 講  
材料力学 Ⅲ   ２ 演  
熱流体工学 Ⅳ   ２ 演  
機械教材実習 Ⅴ   １ 実  
機械力学 Ⅵ   ２ 講  
電気理論 Ⅱ   ２ 演  
電子工学 Ⅳ   ２ 演  
くらしと電気 Ⅴ   ２ 演  

生物育成 

栽培実習Ｂ Ⅵ   １ 実  
生物育成と環境 Ⅲ   ２ 演  
食農教育の実践 Ⅲ   ２ 演  
栽培学実験実習 Ⅴ   ２ 講実  
動物生産と人間生活 Ⅴ   ２ 講  
生物生産科学 Ⅵ   ２ 講  

情報とコンピュータ 

基礎情報学 Ⅱ   ２ 講  
コンピュータとものづ
くり Ⅳ   ２ 講  

情報工学Ｂ Ⅳ   ２ 講演  
ネットワーク工学 Ⅴ   ２ 講  
インターネットと教育 Ⅵ   ２ 講  

指導法 
技術科教育法Ｃ Ⅴ   ２ 講 中一種免取得に必須 
技術科教育法Ｄ Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
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（５）中等教科領域（技術） 

この区分の「必修」等は，副免取得上の要件です。 
副免取得の詳細は６９ページ，１７５ページ以降を参照してください。 
 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

中
等
教
科
領
域
Ⅰ 

材料加工 
（実習を含む。） 

製図Ｂ Ⅳ １   演  
木材加工実習Ａ Ⅳ １   実 ○ 
製図Ａ Ⅲ １   演  
金属塑性加工実習 Ⅲ １   実 ○ 

機械・電気 
（実習を含む。） 

機械基礎実習 Ⅳ １   実 ○ 
電気実験実習 Ⅲ ２   講実 ○ 

生物育成 栽培実習Ａ Ⅰ １   実 ○ 
情報とコンピュータ 情報工学Ａ Ⅲ ２   講実 ○ 

指導法 
技術科教育法Ａ Ⅲ ２   講 ○ 
技術科教育法Ｂ Ⅳ ２   講 ○ 

中
等
教
科
領
域
Ⅱ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

材料加工 
（実習を含む。） 

木材加工実習Ｂ Ⅴ   １ 実  
木材材料学 Ⅴ   ２ 講  
木材加工学 Ⅴ   ２ 講  
木材加工演習 Ⅶ   ２ 演  
構造・デザイン Ⅶ   ２ 講  
金属切削加工実習 Ⅵ   １ 実  
金属材料学 Ⅲ   ２ 講演  
金属加工学・実験法 Ⅵ   ２ 講演  

機械・電気 
（実習を含む。） 

機構学 Ⅰ   ２ 講  
材料力学 Ⅲ   ２ 演  
熱流体工学 Ⅳ   ２ 演  
機械教材実習 Ⅴ   １ 実  
機械力学 Ⅵ   ２ 講  
電気理論 Ⅱ   ２ 演  
電子工学 Ⅳ   ２ 演  
くらしと電気 Ⅴ   ２ 演  

生物育成 

栽培実習Ｂ Ⅵ   １ 実  
生物育成と環境 Ⅲ   ２ 演  
食農教育の実践 Ⅲ   ２ 演  
栽培学実験実習 Ⅴ   ２ 講実  
動物生産と人間生活 Ⅴ   ２ 講  
生物生産科学 Ⅵ   ２ 講  

情報とコンピュータ 

基礎情報学 Ⅱ   ２ 講  
コンピュータとものづ
くり Ⅳ   ２ 講  

情報工学Ｂ Ⅳ   ２ 講演  
ネットワーク工学 Ⅴ   ２ 講  
インターネットと教育 Ⅵ   ２ 講  

指導法 
技術科教育法Ｃ Ⅴ   ２ 講 中一種免取得に必須 
技術科教育法Ｄ Ⅵ   ２ 講 中一種免取得に必須 
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〈参考〉芸術・実技教育プログラムにおける中学校教諭免許の取得について 
 
教育職員免許法（以下，「免許法」）では，中学校教諭免許状の取得に必要な単位数が免許法

の科目区分に応じて次の表のとおり定められています。芸術・実技教育プログラムで副免として
中学校教諭免許状を取得する場合は，以下のとおり単位を修得してください。 
 

 
必要とする最低単位数 

中学校教諭 
一種 

中学校教諭 
二種 

 ①教科及び教科の指導法に関する科目 ２８ １２ 
 ②教育の基礎的理解に関する科目 １０ ６ 
 ③道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。），教育相談等に関する科目 １０ ６ 

 ④教育実践に関する科目 ７ ７ 
 ⑤大学が独自に設定する科目 ４ ４ 

 
（注１）①の科目について，選択した教科の中学校教諭二種免許状を取得したい場合は，各教科

で設定している「中等教科領域Ⅰ」の科目を全て履修し，単位を修得してください。 
選択した教科の中学校一種免許状を取得したい場合は，「中等教科領域Ⅰ」の科目を全
て履修し単位を修得した上で，「中等教科領域Ⅱ」の「指導法」以外の各区分から，任
意もしくはプログラム内の履修指導に基づく１０単位（美術，家庭，技術），９単位（音
楽）または８単位（保健体育）を修得してください。さらに，「指導法」の区分から各
教科の備考欄で指定している４単位を修得してください。 

  
※中一種を取得する場合に追加で必要な単位数（中等教科領域Ⅱから追加で修得する科目） 

 教科 教科の指導法 

音楽 「ソルフェージュ」「声楽」「器楽」「音楽理論・作曲
法・音楽史」から任意の９単位分 

中等音楽科指導法Ⅲ 2 単位 
中等音楽科指導法Ⅳ 2 単位 

美術 「絵画」「彫刻」「デザイン」「工芸」「美術理論・美
術史」から任意の１０単位分 

美術科指導法Ⅲ   2 単位 
美術科指導法Ⅳ   2 単位 

保健 
体育 

「体育実技」「体育原理～運動学」「生理学」「学校保
健」から任意の８単位分 

保健体育科指導法Ｃ 2 単位 
保健体育科指導法Ｄ 2 単位 

家庭 「家庭経営学」「被服学」「食物学」「住居学」から任
意の１０単位分 

中等家庭科教育法Ｃ 2 単位 
中等家庭科教育法Ｄ 2 単位 

技術 
「材料加工（実習を含む。）」「機械・電気（実習を含
む。）」「生物育成」「情報とコンピュータ」から任意
の１０単位分 

技術科教育法Ｃ   2 単位 
技術科教育法Ｄ   2 単位 

 
（注２）②の科目について，初等の必修科目である「教育原理」「教職論」「教育の制度と経営」

「学校心理学Ａ」「特別支援教育と介護入門（幼・小）」をあてることができます。 
 
（注３）③の科目について，初等の必修科目である「道徳の指導法」「総合的な学習の時間の指

導法」「教育課程と教育方法・技術」「生徒指導論 A」「情報通信技術を活用した教育
の理論及び方法」「学校における心理援助 A」の単位をあてることができます。 

 
（注４）④の科目について，「教職実践演習（幼・小）の２単位と「初等教育実習」の３単位を

あてることができます。不足している２単位を「中等教育実習」（＝副免実習）で修得
する必要があります。 

 
（注５）「大学が独自に設定する科目」については，該当する学校種及び教科の「教科に関する

科目」及び「各教科の指導法に関する科目」，２０１ページの「ｄ．幼稚園，小学校，
中学校及び高等学校教諭免許状（大学が独自に設定する科目）」の中から履修してくだ
さい。また，①②③の科目区分の最低修得単位数を超えて修得した単位をあてることが
できます。つまり，本学の教職専門科目やプログラム専門科目で備考欄に「中」の記載
がある科目や中等教科領域Ⅱで免許の取得要件以上に修得した単位をあてることがで
きます。 
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初等教育教員養成課程【芸術・実技教育プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

中等音楽科指導法Ⅰ 中等音楽科指導法Ⅱ 指揮法(2ｺ)

(2ｺ) (2ｺ)

ソルフェージュⅠ

(1ｴ)

声楽Ⅰ(1ｴ)

ピアノⅠ(1ｴ)

音楽理論基礎(2ｺ)

音楽史Ⅰ(2ｺ) 管弦楽器Ⅰ(1ｴ) ソルフェージュⅡ

音楽史Ⅱ(2ｺ) (1ｴ)

声楽Ⅱ(1ｴ)

ピアノⅡ(1ｴ)

管弦楽器Ⅱ(1ｴ)

和声学Ⅰ(2ｺ)

音楽史Ⅲ(2ｺ)

美術科指導法Ⅰ(2ｺ) 構成デザイン基礎Ａ

美術科指導法Ⅱ(2ｴ) (2ｴ)

工芸基礎Ａ(2ｴ) 美術理論(2ｺ)

色彩学(2ｺ) 絵画基礎Ｂ(2ｴ) 水彩画Ａ(2ｴ) ○美術科指導法Ⅲ(2ｺ)

日本美術史(2ｺ) 構成デザイン基礎Ｂ ○美術科指導法Ⅳ(2ｴ)

(2ｴ) 油彩画(2ｺ1ｴ)

工芸基礎Ｂ(2ｴ) 日本画(2ｺ1ｴ)

構成デザイン理論 絵画演習Ｂ(2ｺ1ｴ)

(2ｺ) 彫刻基礎Ｂ(2ｴ)

西洋美術史(2ｺ) 木彫(2ｺ1ｴ)

デザインＡ(2ｺ1ｴ)

美術鑑賞(1ｺ1ｴ)

１．中等教科領域Ⅰ…中学校二種免許取得のための必須科目群です。中学校二種免許取得を希望する教科の

２．中等教科領域Ⅱ…中学校一種免許取得のための必須科目群です。中学校一種免許取得を希望する教科の

科目区分

中等
教科領域Ⅰ

(音楽)

中等
教科領域Ⅱ

(音楽)

プログラム専門科目
（芸術・実技教育P）

中等教科領域
(美術)

中等教科領域
(音楽)

絵画基礎Ａ(2ｴ)

彫刻基礎Ａ(2ｴ)

中等
教科領域Ⅰ

(美術)

中等
教科領域Ⅱ

(美術)
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初等教育教員養成課程【芸術・実技教育プログラム】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

中等音楽科指導法Ⅰ 中等音楽科指導法Ⅱ 指揮法(2ｺ)

(2ｺ) (2ｺ)

ソルフェージュⅠ

(1ｴ)

声楽Ⅰ(1ｴ)

ピアノⅠ(1ｴ)

音楽理論基礎(2ｺ)

音楽史Ⅰ(2ｺ) 管弦楽器Ⅰ(1ｴ) ソルフェージュⅡ

音楽史Ⅱ(2ｺ) (1ｴ)

声楽Ⅱ(1ｴ)

ピアノⅡ(1ｴ)

管弦楽器Ⅱ(1ｴ)

和声学Ⅰ(2ｺ)

音楽史Ⅲ(2ｺ)

美術科指導法Ⅰ(2ｺ) 構成デザイン基礎Ａ

美術科指導法Ⅱ(2ｴ) (2ｴ)

工芸基礎Ａ(2ｴ) 美術理論(2ｺ)

色彩学(2ｺ) 絵画基礎Ｂ(2ｴ) 水彩画Ａ(2ｴ) ○美術科指導法Ⅲ(2ｺ)

日本美術史(2ｺ) 構成デザイン基礎Ｂ ○美術科指導法Ⅳ(2ｴ)

(2ｴ) 油彩画(2ｺ1ｴ)

工芸基礎Ｂ(2ｴ) 日本画(2ｺ1ｴ)

構成デザイン理論 絵画演習Ｂ(2ｺ1ｴ)

(2ｺ) 彫刻基礎Ｂ(2ｴ)

西洋美術史(2ｺ) 木彫(2ｺ1ｴ)

デザインＡ(2ｺ1ｴ)

美術鑑賞(1ｺ1ｴ)

１．中等教科領域Ⅰ…中学校二種免許取得のための必須科目群です。中学校二種免許取得を希望する教科の

２．中等教科領域Ⅱ…中学校一種免許取得のための必須科目群です。中学校一種免許取得を希望する教科の

科目区分

中等
教科領域Ⅰ

(音楽)

中等
教科領域Ⅱ

(音楽)

プログラム専門科目
（芸術・実技教育P）

中等教科領域
(美術)

中等教科領域
(音楽)

絵画基礎Ａ(2ｴ)

彫刻基礎Ａ(2ｴ)

中等
教科領域Ⅰ

(美術)

中等
教科領域Ⅱ

(美術)

70

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

造形教育課題研究Ⅰ 音楽研究論(2ｺ) 保健体育科教育学研 音楽フィールドワーク

(2ｴ) 音楽ボランティア論 究Ａ(2ｴ) (2ｴ)

職業・進路研究Ａ(2ｴ) (2ｴ) 体育学･スポーツ運動 保健体育科教育学研究

造形教育課題研究Ⅱ 学研究Ａ(2ｴ) Ｂ(2ｴ)

(2ｴ) 健康教育学･健康科学 体育学･スポーツ運動

家政学演習Ⅰ(2ｴ) 研究Ａ(2ｴ) 学研究Ｂ(2ｴ)

家政学演習Ⅱ(2ｴ) 健康教育学･健康科学

技術・ものづくりセ 研究Ｂ(2ｴ)

ミナー(2ｴ) 家政学演習応用(2ｴ)

邦楽器(1ｴ) 伝統声楽(1ｴ) 【中等教科領域Ⅰ(音楽)】

作曲法Ⅰ(2ｺ) 中二種免許(音楽)取得のために

は，左記科目をすべて履修し，計

１５単位修得してください。

●中等音楽科指導法Ⅲ ●中等音楽科指導法Ⅳ 【中等教科領域Ⅱ(音楽)】

　(2ｺ) 　(2ｺ) 中一種免許(音楽)取得のためには，

声楽Ⅲ(1ｴ) 声楽Ⅳ(1ｴ) ●付き科目２科目４単位を含んで

ピアノⅢ(1ｴ) ピアノⅣ(1ｴ) 計１３単位修得してください。

管弦楽器Ⅲ(1ｴ) 管弦楽器Ⅳ(1ｴ)

和声学Ⅱ(2ｺ)

音楽史Ⅳ(2ｺ)

【中等教科領域Ⅰ(美術)】

中二種免許(美術)取得のためには，

左記科目をすべて履修し，計１４単

位修得してください。

水彩画Ｂ(2ｴ) 人体習作(2ｺ1ｴ) 【中等教科領域Ⅱ(美術)】

絵画演習Ａ(2ｺ1ｴ) デザインＣ(2ｺ1ｴ) 中一種免許(美術)取得のためには，

デザインＢ(2ｺ1ｴ) 工芸Ｂ(2ｺ1ｴ) ○付き科目２科目４単位を含んで

工芸Ａ(2ｺ1ｴ) 工芸Ｃ(2ｺ1ｴ) 計１４単位修得してください。

また，初等芸術・実技Pの学生で，

中二種(美術)の教員免許取得を

希望する場合は●付き科目の

「美術課題研究Ⅰ・Ⅱ」のうち，

自身が専攻する分野のⅠ及びⅡを

揃えて２科目４単位履修してくださ

い。

●美術課題研究(工芸)
Ⅰ(2ｴ)

●美術課題研究(工芸)
Ⅱ(2ｴ)

●美術課題研究(絵画
Ｂ)Ⅰ(2ｴ)

●美術課題研究(絵画
Ｂ)Ⅱ(2ｴ)

●美術課題研究(彫刻)
Ⅰ(2ｴ)

●美術課題研究(彫刻)
Ⅱ(2ｴ)

科目を履修してください。

科目について，備考欄に記載している履修方法に従って履修してください。

●美術課題研究(美術
教育Ａ)Ⅰ(2ｴ)

●美術課題研究(美術
教育Ａ)Ⅱ(2ｴ)

●美術課題研究(美術
教育Ｂ)Ⅰ(2ｴ)

●美術課題研究(美術
教育Ｂ)Ⅱ(2ｴ)

●美術課題研究(美術
史･美術理論)Ⅰ(2ｴ)

●美術課題研究(美術
史･美術理論)Ⅱ(2ｴ)

●美術課題研究(絵画
Ａ)Ⅰ(2ｴ)

●美術課題研究(絵画
Ａ)Ⅱ(2ｴ)

●美術課題研究(デザ
イン)Ⅰ(2ｴ)

●美術課題研究(デザ
イン)Ⅱ(2ｴ)
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分

水泳(1ｼ) 保健体育科指導法Ａ 保健体育科指導法Ｂ

●バレーボール(1ｼ) (2ｺ) (2ｺ)

●器械運動(1ｼ) 体育原論･スポーツ哲

学(2ｺ)

生理学･解剖学(運動生

理学を含む)(2ｺ)

衛生学(2ｺ)

学校保健(2ｺ)

陸上競技(1ｼ) ○保健体育科指導法Ｃ

剣道(1ｼ) (2ｺ)

ラケットスポーツ(テ 柔道(1ｼ)

ニス･卓球･バドミント ダンス(1ｼ)

ン)(1ｼ) バスケットボール(1ｼ)

バットスポーツ(ソフ サッカー(1ｼ)

トボール)(1ｼ) 体育・スポーツ史(2ｺ)

体育・スポーツ社会学 体育・スポーツ心理学

(2ｺ) (2ｺ)

体育・スポーツ運動学 体育経営・スポーツマ

(2ｺ) ネジメント論(2ｺ)

地域スポーツと学校体

育の連携(2ｺ)

運動・スポーツ医学

(2ｺ)

生活経営学(2ｺ) 住居学(1ｺ1ｴ) 中等家庭科教育法Ｂ 中等家庭科教育法Ａ

(2ｺ) (2ｺ)

被服学(1ｺ1ｴ)

保育学(1ｺ1ｴ)

居住環境論(1ｺ1ｴ) 家族関係学(2ｺ)

被服学演習(2ｴ)

栽培実習Ａ(1ｼ) 技術科教育法Ａ(2ｺ) 技術科教育法Ｂ(2ｺ)

金属塑性加工実習 木材加工実習Ａ(1ｼ)

(1ｼ) 機械基礎実習(1ｼ)

電気実験実習(1ｺ1ｼ) 製図Ｂ(1ｴ)

情報工学Ａ(1ｺ1ｼ)

製図Ａ(1ｴ)

機構学(2ｺ) 電気理論(2ｴ) 金属材料学(1ｺ1ｴ) 熱流体工学(2ｴ)

基礎情報学(2ｺ) 材料力学(2ｴ) 電子工学(2ｴ)

生物育成と環境(2ｴ) 情報工学Ｂ(1ｺ1ｴ)

食農教育の実践(2ｴ) コンピュータともの

づくり(2ｺ)

中等教科領域
(家庭)

中等
教科領域Ⅰ

(家庭)

中等教科領域
(技術)

中等
教科領域Ⅰ

(技術)

中等
教科領域Ⅱ

(技術)

中等教科領域
（保健体育）

中等
教科領域Ⅰ
(保健体育)

中等
教科領域Ⅱ
(保健体育)

中等
教科領域Ⅱ

(家庭)
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分

水泳(1ｼ) 保健体育科指導法Ａ 保健体育科指導法Ｂ

●バレーボール(1ｼ) (2ｺ) (2ｺ)

●器械運動(1ｼ) 体育原論･スポーツ哲

学(2ｺ)

生理学･解剖学(運動生

理学を含む)(2ｺ)

衛生学(2ｺ)

学校保健(2ｺ)

陸上競技(1ｼ) ○保健体育科指導法Ｃ

剣道(1ｼ) (2ｺ)

ラケットスポーツ(テ 柔道(1ｼ)

ニス･卓球･バドミント ダンス(1ｼ)

ン)(1ｼ) バスケットボール(1ｼ)

バットスポーツ(ソフ サッカー(1ｼ)

トボール)(1ｼ) 体育・スポーツ史(2ｺ)

体育・スポーツ社会学 体育・スポーツ心理学

(2ｺ) (2ｺ)

体育・スポーツ運動学 体育経営・スポーツマ

(2ｺ) ネジメント論(2ｺ)

地域スポーツと学校体

育の連携(2ｺ)

運動・スポーツ医学

(2ｺ)

生活経営学(2ｺ) 住居学(1ｺ1ｴ) 中等家庭科教育法Ｂ 中等家庭科教育法Ａ

(2ｺ) (2ｺ)

被服学(1ｺ1ｴ)

保育学(1ｺ1ｴ)

居住環境論(1ｺ1ｴ) 家族関係学(2ｺ)

被服学演習(2ｴ)

栽培実習Ａ(1ｼ) 技術科教育法Ａ(2ｺ) 技術科教育法Ｂ(2ｺ)

金属塑性加工実習 木材加工実習Ａ(1ｼ)

(1ｼ) 機械基礎実習(1ｼ)

電気実験実習(1ｺ1ｼ) 製図Ｂ(1ｴ)

情報工学Ａ(1ｺ1ｼ)

製図Ａ(1ｴ)

機構学(2ｺ) 電気理論(2ｴ) 金属材料学(1ｺ1ｴ) 熱流体工学(2ｴ)

基礎情報学(2ｺ) 材料力学(2ｴ) 電子工学(2ｴ)

生物育成と環境(2ｴ) 情報工学Ｂ(1ｺ1ｴ)

食農教育の実践(2ｴ) コンピュータともの

づくり(2ｺ)

中等教科領域
(家庭)

中等
教科領域Ⅰ

(家庭)

中等教科領域
(技術)

中等
教科領域Ⅰ

(技術)

中等
教科領域Ⅱ

(技術)

中等教科領域
（保健体育）

中等
教科領域Ⅰ
(保健体育)

中等
教科領域Ⅱ
(保健体育)

中等
教科領域Ⅱ

(家庭)

72

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

●体つくり運動(1ｼ) 【中等教科領域Ⅰ(保体)】

体育･スポーツ方法論 中二種免許(保体)取得のためには，

(運動方法学を含む) ●付きの科目のうち１科目１単位を

(2ｺ) 選択履修し，●付き以外の科目に

ついては１５単位すべて修得して

ください。(計１６単位修得)

○保健体育科指導法Ｄ 身体・表現・舞踊論 【中等教科領域Ⅱ(保体)】

(2ｺ) 演習(2ｴ) 中一種免許(保体)取得のためには，

体育・スポーツ哲学・ 体力・トレーニング ○付き科目２科目４単位を必ず含ん

歴史演習(2ｴ) 論演習(2ｴ) で計１２単位修得してください。

体育・スポーツ心理学 運動・スポーツ医学

演習(2ｴ) 演習(2ｴ)

体育・スポーツ方法 運動・スポーツ生理

論演習(2ｴ) 学演習(2ｴ)

学校保健・衛生学演

習(2ｴ)

救急看護実習(1ｼ)

食物学(2ｺ) 【中等教科領域Ⅰ(家庭)】

中二種免許(家庭)取得のためには，

左記科目をすべて履修し，計１４単

位修得してください。

●中等家庭科教育法Ｃ ●中等家庭科教育法Ｄ 消費生活論(2ｴ) 【中等教科領域Ⅱ(家庭)】

(2ｴ) (2ｴ) 調理実習応用(1ｼ) 中一種免許(家庭)取得のためには，

家庭経済学(2ｺ) 被服科学実験実習 ●付き科目２科目４単位を含んで

着心地の科学(1ｺ1ｴ) (1ｺ1ｴ) 計１４単位修得してください。

食物学演習(2ｴ) 調理実習基礎(1ｼ)

栄養学(2ｺ)

【中等教科領域Ⅰ(技術)】

中二種免許(技術)取得のためには，

左記科目をすべて履修し，計１４単

位修得してください。

●技術科教育法Ｃ(2ｺ) ●技術科教育法Ｄ(2ｺ) 木材加工演習(2ｴ) 【中等教科領域Ⅱ(技術)】

木材加工実習Ｂ(1ｼ) 機械力学(2ｺ) 構造・デザイン(2ｺ) 中一種免許(技術)取得のためには，

木材材料学(2ｺ) 生物生産科学(2ｺ) ●付き科目２科目４単位を含んで

木材加工学(2ｺ) インターネットと 計１４単位修得してください。

機械教材実習(1ｼ) 教育(2ｺ)

栽培学実験実習 金属切削加工実習

(1ｺ1ｼ) (1ｼ)

動物生産と人間生活 金属加工学・実験法

(2ｺ) (1ｺ1ｴ)

ネットワーク工学 栽培実習Ｂ(1ｼ)

(2ｺ)

くらしと電気(2ｴ)
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中等教育教員養成課程 
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Ⅳ-１ 中等教育教員養成課程の履修方法と授業科目 
 
 

中等教育教員養成課程では，中等教育への深い理解と高い熱意・意欲を持ち，中等教育，特に
中学校教員として担当する各教科，道徳科，総合的な学習の時間及び特別活動での指導，学級経
営，生徒指導を行うために必要な基礎的・基盤的な資質・能力を全般的に確実に身につけた教員
の育成を目指します。 
 
 
１．教養教育科目 
 
履修方法については，１３ページ以降の該当箇所を参照してください。 

 
 
２．教職科目 
 
教職科目は，教職共通科目及び教職専門科目で構成します。以下の履修方法に従い，１９単位

を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 
（１）教職共通科目 
 
教職共通科目は，学校教育，教員の職責，子どもの心身の発達についての理解をはじめとする

教員として必要な知識技能を身につけるために開設しています。 
 
下記の必修科目の１９単位を修得してください。 

 
教職共通科目一覧（中等教育教員養成課程） 

授業科目 開講期 

単位数 
授業 

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教育原理 Ⅰ,Ⅱ ２   講 クラス指定／（理・歴・思） 
幼・小・中・高 

教育の制度と経営 Ⅰ,Ⅱ ２   講 クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

学校心理学Ｂ Ⅰ ２   講 クラス指定／（発・学） 
幼・小・中・高 

特別支援教育と介護入門（中・
高） Ⅱ ２   講 クラス指定／（特支理解）中・高 

＊介護等体験の事前指導科目 
教育課程と教育方法・技術 
（特別活動の指導法を含む。） Ⅲ,Ⅳ ２   講 クラス指定／（教課，特活，方・

技）／小・中・高 

学校における心理援助Ｂ Ⅲ ２   講 クラス指定／（教・相） 
幼・小・中・高 

生徒指導論（進路指導を含む。）
Ｂ Ⅳ ２   講 クラス指定／（生・進） 

小・中・高 

人権・同和教育論 Ⅲ,Ⅳ ２   講 クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

教職論 Ⅴ ２   講 クラス指定／（意義等） 
幼・小・中・高 

情報通信技術を活用した教育の
理論及び方法 

Ⅴ １   講 
クラス指定／（情・活） 
小・中・高 
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（２）教職専門科目 
 
教職専門科目は，中学校教員として全般的に教育活動を行うために必要な知識技能，子ども理

解と学級経営力を身につけるために開設しています。 
 
下記科目を履修することができます。これらの科目を修得した場合は，「自由選択科目」の単

位にあてることができます。 
 
教職専門科目一覧（中等教育教員養成課程） 

授業科目 開講期 

単位数 
授業 
形態 備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

持続可能な開発のための教育 Ⅲ   ２ 講 幼・小・中・高 

教授・学習心理学 Ⅳ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 

教育社会学 Ⅳ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

教育における批判的思考 Ⅵ   ２ 講演 （社・制）／幼・小・中・高 

新聞等のメディアを活用した授
業づくり Ⅵ   ２ 講 （方・技）／小・中・高 

教師教育における自己探究－リ
フレクション－ Ⅵ   ２ 演 幼・小 

学校と教育法 Ⅴ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

地域に開かれた学校づくり Ⅵ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

学級経営と危機管理 Ⅴ,Ⅵ   ２ 講 小・中・高 

 
 
 
３．教科指導科目 
 
教科指導科目は，教科専門科目及び各教科の指導法科目で構成します。以下の履修方法に従い，

所定の単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 

（１）教科専門科目 
 
教科専門科目は，中学校・高等学校，中等教育学校の教員として指導する各教科等の内容の理

解，指導に際して適切な教材を用いる力を身につけるために開設しています。 
各専攻で開設している科目の中から，所定の単位を修得してください。詳細は，８４ページ以

降の各専攻の履修方法と授業科目を確認してください。 
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（２）教職専門科目 
 
教職専門科目は，中学校教員として全般的に教育活動を行うために必要な知識技能，子ども理

解と学級経営力を身につけるために開設しています。 
 
下記科目を履修することができます。これらの科目を修得した場合は，「自由選択科目」の単

位にあてることができます。 
 
教職専門科目一覧（中等教育教員養成課程） 

授業科目 開講期 

単位数 
授業 
形態 備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

持続可能な開発のための教育 Ⅲ   ２ 講 幼・小・中・高 

教授・学習心理学 Ⅳ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 

教育社会学 Ⅳ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

教育における批判的思考 Ⅵ   ２ 講演 （社・制）／幼・小・中・高 

新聞等のメディアを活用した授
業づくり Ⅵ   ２ 講 （方・技）／小・中・高 

教師教育における自己探究－リ
フレクション－ Ⅵ   ２ 演 幼・小 

学校と教育法 Ⅴ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

地域に開かれた学校づくり Ⅵ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 

学級経営と危機管理 Ⅴ,Ⅵ   ２ 講 小・中・高 

 
 
 
３．教科指導科目 
 
教科指導科目は，教科専門科目及び各教科の指導法科目で構成します。以下の履修方法に従い，

所定の単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 

（１）教科専門科目 
 
教科専門科目は，中学校・高等学校，中等教育学校の教員として指導する各教科等の内容の理

解，指導に際して適切な教材を用いる力を身につけるために開設しています。 
各専攻で開設している科目の中から，所定の単位を修得してください。詳細は，８４ページ以

降の各専攻の履修方法と授業科目を確認してください。 
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（２）各教科の指導法科目 
 

各教科の指導法科目は，中学校・高等学校，中等教育学校の教員として各教科等の指導と評価
を行う力を身につけるために開設しています。 
 

下記の必修科目（共通）の４単位を修得してください。また，各専攻で開設している科目の中
から，所定の単位を修得してください。詳細は，８４ページ以降の各専攻の履修方法と授業科目
を確認してください。 

 
各教科の指導法科目一覧（中等教育教員養成課程－共通） 

授業科目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

道徳の指導法 Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（道）／小・中 
総合的な学習の時間の指導法 Ⅴ，Ⅵ ２   講 クラス指定／（総）／小・中・高 
各専攻で開設している科目 
 
 
 
４．教育実践力向上科目 
 

教育実践力向上科目は，実際の教員の業務及び学校現場の状況についての理解，教科等の指導
や生徒指導，学級経営に関わる実践力を身につけるために開設しています。 
 

下記の必修科目の７単位を修得してください。なお，選択科目は，「自由選択科目」の単位に
あてることができます。 
 

教育実践力向上科目一覧 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教
育
実
習 

体験実習Ｂ Ⅰ／Ⅱ １   実  
基礎実習Ｂ Ⅳ １   実  
事前・事後指導 Ⅴ・Ⅵ １   ／  
中等教育実習（基本）※１ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
中等教育実習（応用）※１ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
中等教育実習（発展）※２ Ⅶ・Ⅷ   ２ 実  
教育総合インターンシップ実習Ｂ Ⅶ・Ⅷ   ２ 実  

※１中等教育実習（基本）及び中等教育実習（応用）をあわせて本実習といいます。 
※２高等学校の教員を志望する者や教育職員免許状において中学校と高等学校の教科が異なる

専攻の者（ただし，書道専攻を除く。）は，「中等教育実習（発展）」を可能な限り履修する
ことが望まれます。なお，「中等教育実習（発展）」は，４年次に協力高等学校で実施します。 

 
「教育実習」区分の科目については，１８～１９ページ及び次ページ以降もあわせて確認してく

ださい。 
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○ 事前・事後指導 
 

本実習の事前・事後指導（１単位）については，下記のとおり実施します。 
事前指導に出席しなければ，本実習には参加できません。また，事後指導にも出席しなければ評
価の対象となりませんので，欠席することがないよう留意してください。  
 
［事前指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

観察参加（観察参加に関する心得，
留意事項と観察参加） 

演習 
実習生 
全 員 

２年次生が３年次生の本実習期間中
に中学校で実施する。なお，観察参
加の事前指導は大学で実施する。 

オリエンテーション（教育実習の意義

と一般的な留意事項） 
講義 同上 前年度３月に大学で実施する。 

教育実習保健教育（教育実習時の心身

の健康管理及び生活指導） 
講義 同上 同上 

教育実習人権・同和教育研究（教育現

場における具体的取り組み） 
講義 同上 同上 

中学校事前指導（中学校実習のオリエ

ンテーション） 
講義 同上 中学校で実施する。 

学習指導案の検討及び実習日誌指導 演習 同上 
中学校での事前指導以降に大学で実

施する。 
中学校実習直前の事前指導 講義 同上 中学校実習直前に大学で実施する。 

 
［事後指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

教育実習事後指導研究（教育実習の反

省と問題点の整理） 
講義 

実習生 
全 員 

教育実習（本実習）終了後，大学で実

施する。 
 
 
〇 本実習の参加要件単位 
 
本実習に参加するためには，本実習参加前年度までに，下記ⅰ）～ⅲ）のすべての要件を満た

しておく必要があります。 
 
ⅰ）「学校心理学Ｂ」，「教育原理」，「教育の制度と経営」，「教育課程と教育方法・技術(特

別活動の指導法を含む。)」，「学校における心理援助Ｂ」，「生徒指導論（進路指導を含む。）
Ｂ」，「人権・同和教育論」の中から８単位以上を修得 

 
ⅱ）「基礎実習Ｂ」１単位を修得し，各専攻の各教科の指導法科目（「道徳の指導法」を除く。）

から２単位以上を修得 
 
ⅲ）教科専門科目から６単位以上を修得 
 
 
〇 本実習の実施時期 
 

３年次に，附属中学校で実施します。なお，書道専攻については，３年次に附属中学校と協 
力高等学校で実施します。 
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○ 事前・事後指導 
 
本実習の事前・事後指導（１単位）については，下記のとおり実施します。 

事前指導に出席しなければ，本実習には参加できません。また，事後指導にも出席しなければ評
価の対象となりませんので，欠席することがないよう留意してください。  
 
［事前指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

観察参加（観察参加に関する心得，
留意事項と観察参加） 

演習 
実習生 
全 員 

２年次生が３年次生の本実習期間中
に中学校で実施する。なお，観察参
加の事前指導は大学で実施する。 

オリエンテーション（教育実習の意義

と一般的な留意事項） 
講義 同上 前年度３月に大学で実施する。 

教育実習保健教育（教育実習時の心身

の健康管理及び生活指導） 
講義 同上 同上 

教育実習人権・同和教育研究（教育現

場における具体的取り組み） 
講義 同上 同上 

中学校事前指導（中学校実習のオリエ

ンテーション） 
講義 同上 中学校で実施する。 

学習指導案の検討及び実習日誌指導 演習 同上 
中学校での事前指導以降に大学で実

施する。 
中学校実習直前の事前指導 講義 同上 中学校実習直前に大学で実施する。 

 
［事後指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

教育実習事後指導研究（教育実習の反

省と問題点の整理） 
講義 

実習生 
全 員 

教育実習（本実習）終了後，大学で実

施する。 
 
 
〇 本実習の参加要件単位 
 
本実習に参加するためには，本実習参加前年度までに，下記ⅰ）～ⅲ）のすべての要件を満た

しておく必要があります。 
 
ⅰ）「学校心理学Ｂ」，「教育原理」，「教育の制度と経営」，「教育課程と教育方法・技術(特
別活動の指導法を含む。)」，「学校における心理援助Ｂ」，「生徒指導論（進路指導を含む。）
Ｂ」，「人権・同和教育論」の中から８単位以上を修得 

 
ⅱ）「基礎実習Ｂ」１単位を修得し，各専攻の各教科の指導法科目（「道徳の指導法」を除く。）
から２単位以上を修得 

 
ⅲ）教科専門科目から６単位以上を修得 
 
 
〇 本実習の実施時期 
 

３年次に，附属中学校で実施します。なお，書道専攻については，３年次に附属中学校と協 
力高等学校で実施します。 
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５．学士力向上科目 
 
学士力向上科目は，卒業段階で教員としての総合的な力の育成を確実なものとする科目群で

す。本学は，「幅広い視野と豊かな教養」，「高い専門性」，「確かな実践力」を重点とする学
士力を身につけ，かつ所定の単位を修得した学生に対して，卒業時に「学士（教育学）」の学位
を授与します。学士力向上科目は，これらの重点項目について，主専攻に基づいて，より一層の
能力を高めることを目的として，卒業研究，教職実践演習で構成します。 

以下の履修方法に従い，６単位を修得してください。 
 
（１）卒業研究 
 

卒業研究は，これまで修得してきた専門的な知識・技能，思考力などをもとに，４年間の集大
成として，教育に関する研究能力（学校教育における課題発見・解決）に加え，情報の収集能力・
活用能力，論理的・批判的思考能力を一層高めることを目的とし，授業研究等を行うための基礎
的研究力を身につけるために開設しています。 

下記の必修科目の４単位を修得してください。 
 

 
 
（２）教職実践演習 
 
教職実践演習は，教育課程内外で中学校・高等学校，中等教育学校の教員として最小限必要な

資質・能力が確実に修得できているか否かを確認するとともに，必要に応じて不足している知識
や技能等を補うことを目的に開設しています。 

下記の必修科目の２単位を修得してください。 
 

 
 
６．自由選択科目 
 
自由選択科目は，各科目区分において修得すべき単位数を満たした上で，目指す教員像に応じ

た学びを学生自身でデザインし，様々な授業科目の履修と学修によって修得した単位が卒業要件
単位に算入できるように設定している区分です。 

学修目標を定めた上で，中学校・高等学校，中等教育学校の教員として必要な専門的能力や知
識の獲得，各自の関心分野の掘り下げ，苦手分野の克服等，学生自身で主体的に多様な学びを行
うこと，または小学校教員の免許取得に向けた学修を期待しています。 

なお，卒業要件となっている単位数以上に，学生自身の志望に従ってさらに科目を履修するこ
とは可能です。 

 
専攻名 必要単位数 

国語，理科，音楽，美術，家庭の各専攻 １２ 
社会科，技術の各専攻 ８ 
数学専攻 １６ 
英語，保健体育の各専攻 １０ 
書道専攻 ６ 

授業科目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

卒業研究 Ⅶ・Ⅷ ４   ／  

授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教職実践演習（中・高） Ⅷ ２   演 クラス指定 
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中等教育教員養成課程【共通】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 6 初年次セミナー(2ｴ)

情報機器の操作(2ｴ)

選択 12

　計12単位以上を修得してください。

選必 4/8 　（英語専攻を除く）英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハングル，

　日本語（留学生対象）の中から１つ選んで４単位を修得してください。

必修 2 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

実習Ⅰ(1ｼ) 実習Ⅱ(1ｼ)

必修 19

学校心理学Ｂ(2ｺ) 特別支援教育と介護 学校における心理援

入門(中・高)(2ｺ) 助Ｂ(2ｺ)

選択 持続可能な開発のた 教育社会学(2ｺ)

めの教育(2ｺ) 教授・学習心理学

(2ｺ)

※ 　各専攻の開講計画表を確認してください。

必修 4

※ 　各専攻の開講計画表を確認してください。

必修 7 基礎実習Ｂ(1ｼ)

選択

必修 4

必修 2

選択 ※ 　各専攻の開講計画表を確認してください。

　※　専攻によって単位数が異なります。

卒業研究

教育の制度と経営(2ｺ) 人権・同和教育論(2ｺ)

道徳の指導法(2ｺ)

生徒指導論(進路指
導を含む。)Ｂ(2ｺ)

科目区分
必選別

／単位数

日本国憲法(2ｺ)

教育実践力向上科目

　P.13 記載の課程によって定められた必須要件を満たした上で，

教育課程と教育方法・技術
(特別活動の指導法を含む。)(2ｺ)

教育原理(2ｺ)

教養教育
科　　目

教職科目

教科指導
科　　目

教養科目

外 国 語
科　　目

保健体育
科　　目

教職共通
科　　目

教職専門
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

教職実践
演　　習

体験実習Ｂ(1ｼ)

自由選択科目

大学教育
基礎科目

学士力
向　上
科　目
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中等教育教員養成課程【共通】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 6 初年次セミナー(2ｴ)

情報機器の操作(2ｴ)

選択 12

　計12単位以上を修得してください。

選必 4/8 　（英語専攻を除く）英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハングル，

　日本語（留学生対象）の中から１つ選んで４単位を修得してください。

必修 2 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

実習Ⅰ(1ｼ) 実習Ⅱ(1ｼ)

必修 19

学校心理学Ｂ(2ｺ) 特別支援教育と介護 学校における心理援

入門(中・高)(2ｺ) 助Ｂ(2ｺ)

選択 持続可能な開発のた 教育社会学(2ｺ)

めの教育(2ｺ) 教授・学習心理学

(2ｺ)

※ 　各専攻の開講計画表を確認してください。

必修 4

※ 　各専攻の開講計画表を確認してください。

必修 7 基礎実習Ｂ(1ｼ)

選択

必修 4

必修 2

選択 ※ 　各専攻の開講計画表を確認してください。

　※　専攻によって単位数が異なります。

卒業研究

教育の制度と経営(2ｺ) 人権・同和教育論(2ｺ)

道徳の指導法(2ｺ)

生徒指導論(進路指
導を含む。)Ｂ(2ｺ)

科目区分
必選別

／単位数

日本国憲法(2ｺ)

教育実践力向上科目

　P.13 記載の課程によって定められた必須要件を満たした上で，

教育課程と教育方法・技術
(特別活動の指導法を含む。)(2ｺ)

教育原理(2ｺ)

教養教育
科　　目

教職科目

教科指導
科　　目

教養科目

外 国 語
科　　目

保健体育
科　　目

教職共通
科　　目

教職専門
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

教職実践
演　　習

体験実習Ｂ(1ｼ)

自由選択科目

大学教育
基礎科目

学士力
向　上
科　目
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

必要単位を超えて修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

　 します。

　（英語専攻のみ）英語を４単位，さらに英語以外の外国語から 必要単位を超えて修得した場合，

　４単位を修得してください。 自由選択科目の単位として計算

します。

教職論(2ｺ)

情報通信技術を活用

した教育の理論及び

方法(1ｺ)

学校と教育法(2ｺ) 新聞等のメディアを 左記科目を修得した場合，

活用した授業づくり 自由選択科目の単位として計算

(2ｺ) します。

教師教育における自己

探究(2ｴ)

教育における批判的

思考(2ｺｴ)

地域に開かれた学校

づくり(2ｺ)

左記科目を修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

教職実践演習（中・

高）(2ｴ)

卒業研究(4単位)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)

中等教育実習（発展）(2ｼ)

教育総合インターンシップ実習Ｂ(2ｼ)

中等教育実習（基本）(2ｼ)

学級経営と危機管理(2ｺ)

中等教育実習（応用）(2ｼ)

事前・事後指導(1単位)
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Ⅳ-２ 各専攻の履修方法と授業科目 
 
 
【国語専攻】 
 
国語専攻では，国語教育に関する専門的知識と実践力を兼ね備えた，中学校及び高等学校の優

れた国語科教員を養成することを主な目的としています。そのため，各専門領域に関する多くの
講義・演習科目を開設し，中学校・高等学校教師として求められる，広範囲でより高度な専門性
を身につけることができるような教育を行っています。  
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位，選択必修科目から１２単位，及び選択科目から２８単位，合計４８単位

を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ

とができます。 
② 選択科目の「国語学特別研究Ⅰ」，「国語学特別研究Ⅱ」，「国文学特別研究Ⅰ」，「国文

学特別研究Ⅱ」，「漢文学特別研究Ⅰ」，「漢文学特別研究Ⅱ」は，「卒業研究」の指導教員
または副指導教員の担当する科目を履修することを原則とします。 

 

教科専門科目一覧（国語専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

国
語
学 

国語学概論 Ⅰ ２   講 ○音声言語及び文章表現に関する
ものを含む。 

国語学講義Ａ Ⅲ   ２ 講  
国語学講義Ｂ Ⅳ   ２ 講  
国語学講義Ｃ Ⅵ   ２ 講  
国語学講義Ｄ Ⅵ   ２ 講  
国語学演習Ａ Ⅳ  ２  演  
国語学演習Ｂ Ⅴ  ２  演  
国語学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国語学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

国
文
学 

国文学概論 Ⅰ ２   講 ○国文学史を含む。 
近代文学概論 Ⅰ   ２ 講  
国文学史 Ⅳ   ２ 講  
近代文学講読 Ⅱ   ２ 講  
近代文学講義Ａ Ⅵ   ２ 講  
近代文学講義Ｂ Ⅶ   ２ 講  
近代文学演習Ａ Ⅲ  ２  演  
近代文学演習Ｂ Ⅴ  ２  演  
古典文学講義Ａ Ⅴ   ２ 講  
古典文学講義Ｂ Ⅵ   ２ 講  
古典文学講読 Ⅱ   ２ 講  
古典文学演習Ａ Ⅲ  ２  演  
古典文学演習Ｂ Ⅳ  ２  演  
国文学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国文学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  
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Ⅳ-２ 各専攻の履修方法と授業科目 
 
 
【国語専攻】 
 
国語専攻では，国語教育に関する専門的知識と実践力を兼ね備えた，中学校及び高等学校の優

れた国語科教員を養成することを主な目的としています。そのため，各専門領域に関する多くの
講義・演習科目を開設し，中学校・高等学校教師として求められる，広範囲でより高度な専門性
を身につけることができるような教育を行っています。  
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位，選択必修科目から１２単位，及び選択科目から２８単位，合計４８単位
を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ

とができます。 
② 選択科目の「国語学特別研究Ⅰ」，「国語学特別研究Ⅱ」，「国文学特別研究Ⅰ」，「国文
学特別研究Ⅱ」，「漢文学特別研究Ⅰ」，「漢文学特別研究Ⅱ」は，「卒業研究」の指導教員
または副指導教員の担当する科目を履修することを原則とします。 

 

教科専門科目一覧（国語専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

国
語
学 

国語学概論 Ⅰ ２   講 ○音声言語及び文章表現に関する
ものを含む。 

国語学講義Ａ Ⅲ   ２ 講  
国語学講義Ｂ Ⅳ   ２ 講  
国語学講義Ｃ Ⅵ   ２ 講  
国語学講義Ｄ Ⅵ   ２ 講  
国語学演習Ａ Ⅳ  ２  演  
国語学演習Ｂ Ⅴ  ２  演  
国語学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国語学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

国
文
学 

国文学概論 Ⅰ ２   講 ○国文学史を含む。 
近代文学概論 Ⅰ   ２ 講  
国文学史 Ⅳ   ２ 講  
近代文学講読 Ⅱ   ２ 講  
近代文学講義Ａ Ⅵ   ２ 講  
近代文学講義Ｂ Ⅶ   ２ 講  
近代文学演習Ａ Ⅲ  ２  演  
近代文学演習Ｂ Ⅴ  ２  演  
古典文学講義Ａ Ⅴ   ２ 講  
古典文学講義Ｂ Ⅵ   ２ 講  
古典文学講読 Ⅱ   ２ 講  
古典文学演習Ａ Ⅲ  ２  演  
古典文学演習Ｂ Ⅳ  ２  演  
国文学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国文学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  
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漢
文
学 

中国古典学概論 Ⅱ ２   講 ○ 
中国近代文学講義 Ⅱ   ２ 講  
中国古典学講読 Ⅲ   ２ 講  
中国古典学講義Ａ Ⅴ   ２ 講  
中国古典学講義Ｂ Ⅵ   ２ 講  
中国古典学演習Ａ Ⅳ  ２  演  
中国古典学演習Ｂ Ⅴ  ２  演  
漢文学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
漢文学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

書 
道 

中学書写指導 Ⅲ ２   演 ○ 

 

ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 選択科目は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
③ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（国語専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

国
語 

中等国語科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｃ Ⅴ ２   講 （指）中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｄ Ⅵ ２   講 （指）中（国語），高（国語） 
中学書写教育研究 Ⅴ   ２ 講演 （指）中（国語） 
国語科教育特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演 （指）中（国語），高（国語） 
国語科教育特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演 （指）中（国語），高（国語） 
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中等教育教員養成課程【国語専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 8 国語学概論(2ｺ) 中国古典学概論(2ｺ) 中学書写指導(2ｴ)

国文学概論(2ｺ)

選必 12 近代文学演習Ａ(2ｴ) 国語学演習Ａ(2ｴ)

古典文学演習Ａ(2ｴ) 古典文学演習Ｂ(2ｴ)

中国古典学演習Ａ

(2ｴ)

選択 28 近代文学概論(2ｺ) 近代文学講読(2ｺ) 国語学講義Ａ(2ｺ) 国語学講義Ｂ(2ｺ)

古典文学講読(2ｺ) 中国古典学講読(2ｺ) 国文学史(2ｺ)

中国近代文学講義

(2ｺ)

必修 4

必修 8 中等国語科指導法Ａ 中等国語科指導法Ｂ

(2ｺ) (2ｺ)

選択

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目
　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

卒業研究

教職実践
演　　習

学 士 力
向　　上
科　　目
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中等教育教員養成課程【国語専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 8 国語学概論(2ｺ) 中国古典学概論(2ｺ) 中学書写指導(2ｴ)

国文学概論(2ｺ)

選必 12 近代文学演習Ａ(2ｴ) 国語学演習Ａ(2ｴ)

古典文学演習Ａ(2ｴ) 古典文学演習Ｂ(2ｴ)

中国古典学演習Ａ

(2ｴ)

選択 28 近代文学概論(2ｺ) 近代文学講読(2ｺ) 国語学講義Ａ(2ｺ) 国語学講義Ｂ(2ｺ)

古典文学講読(2ｺ) 中国古典学講読(2ｺ) 国文学史(2ｺ)

中国近代文学講義

(2ｺ)

必修 4

必修 8 中等国語科指導法Ａ 中等国語科指導法Ｂ

(2ｺ) (2ｺ)

選択

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目
　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

卒業研究

教職実践
演　　習

学 士 力
向　　上
科　　目
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

国語学演習Ｂ(2ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

近代文学演習Ｂ(2ｴ) 自由選択科目の単位として計算

中国古典学演習Ｂ します。

(2ｴ)

古典文学講義Ａ(2ｺ) 国語学講義Ｃ(2ｺ) 国語学特別研究Ⅰ 国語学特別研究Ⅱ 必要単位を超えて修得した場合，

中国古典学講義Ａ 国語学講義Ｄ(2ｺ) (2ｴ) (2ｴ) 自由選択科目の単位として計算

(2ｺ) 近代文学講義Ａ(2ｺ) 近代文学講義Ｂ(2ｺ) 国文学特別研究Ⅱ します。

古典文学講義Ｂ(2ｺ) 国文学特別研究Ⅰ (2ｴ)

中国古典学講義Ｂ (2ｴ) 漢文学特別研究Ⅱ

(2ｺ) 漢文学特別研究Ⅰ (2ｴ)

(2ｴ)

中等国語科指導法Ｃ 中等国語科指導法Ｄ

(2ｺ) (2ｺ)

中学書写教育研究 国語科教育特別研究 国語科教育特別研究 左記単位を修得した場合，

(2ｺｴ) Ⅰ(2ｴ) Ⅱ(2ｴ) 自由選択科目の単位として計算

します。

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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【社会科専攻】 

 
社会科専攻では，中学校や高等学校（中等教育学校を含む。）における，社会科教育，地理歴

史科教育・公民科教育の専門的な指導力を身につけた教員の養成を目標にしています。そのため，
生きた現実に主体的な関心を抱き，社会のあり方について自由な発想で思考する力を持ち，実践
的指導力を備えた人材に育てることを目標にしています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の２４単位を修得してください。 
② 選択必修科目（Ⅴ期とⅥ期の演習科目）から４単位を修得してください。原則として，同一
の演習のＡとＢを続けて履修してください。この場合，各教科の指導法科目である「社会科教
育演習Ａ」，「社会科教育演習Ｂ」を修得した学生は，上記演習科目を履修したものとみなし，
教科専門科目の４単位に替えることができます。 

③ 選択科目から２０単位を修得してください。その場合，地理歴史関連科目群か公民関連科目
群のいずれかから１０単位以上を修得するようにしてください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができ

ます。 
④ 社会科専攻では，高等学校の地理歴史または公民の免許を取得する必要があります。 

③で履修した科目に加え，地理歴史関連科目群，公民関連科目群または２０１～２０２ペー
ジに示している，「大学が独自に設定する科目」にあてることができる授業科目（備考欄に「高」
の記載のある科目）から４単位（②で「社会科教育演習Ａ」「社会科教育演習Ｂ」を選択した
学生は８単位）を修得してください。 

⑤ 「教科専門科目」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修することが望まれ
ます。 

 
教科専門科目一覧（社会科専攻） 

 
中学校教諭一種免許状（社会） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 
選 
択 

日
本
史
・
外
国
史 

歴史学概論 Ⅰ ２   講 ○日本史及び外国史を含む。 
日本史概論 Ⅱ ２   講  
日本史講義 Ⅲ   ２ 講  
日本史特講 Ⅳ   ２ 講  
日本史研究 Ⅵ   ２ 講  
日本史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
日本史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
考古学特講 Ⅲ   ２ 講  
外国史概論 Ⅱ ２   講  
東洋史講義 Ⅲ   ２ 講  
東洋史研究 Ⅵ   ２ 講  
西洋史講義 Ⅳ   ２ 講  
西洋史研究 Ⅴ   ２ 講  
西洋史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
西洋史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
東洋史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
東洋史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
国際関係史 Ⅳ   ２ 講  

地
理
学 

地理学概論 Ⅰ ２   講 ○地誌を含む。 
日本地誌講義 Ⅰ   ２ 講  
外国地誌講義 Ⅱ ２   講  
自然地理学講義 Ⅲ ２   講  
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【社会科専攻】 

 
社会科専攻では，中学校や高等学校（中等教育学校を含む。）における，社会科教育，地理歴

史科教育・公民科教育の専門的な指導力を身につけた教員の養成を目標にしています。そのため，
生きた現実に主体的な関心を抱き，社会のあり方について自由な発想で思考する力を持ち，実践
的指導力を備えた人材に育てることを目標にしています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の２４単位を修得してください。 
② 選択必修科目（Ⅴ期とⅥ期の演習科目）から４単位を修得してください。原則として，同一
の演習のＡとＢを続けて履修してください。この場合，各教科の指導法科目である「社会科教
育演習Ａ」，「社会科教育演習Ｂ」を修得した学生は，上記演習科目を履修したものとみなし，
教科専門科目の４単位に替えることができます。 

③ 選択科目から２０単位を修得してください。その場合，地理歴史関連科目群か公民関連科目
群のいずれかから１０単位以上を修得するようにしてください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができ

ます。 
④ 社会科専攻では，高等学校の地理歴史または公民の免許を取得する必要があります。 
③で履修した科目に加え，地理歴史関連科目群，公民関連科目群または２０１～２０２ペー

ジに示している，「大学が独自に設定する科目」にあてることができる授業科目（備考欄に「高」
の記載のある科目）から４単位（②で「社会科教育演習Ａ」「社会科教育演習Ｂ」を選択した
学生は８単位）を修得してください。 

⑤ 「教科専門科目」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修することが望まれ
ます。 

 
教科専門科目一覧（社会科専攻） 

 
中学校教諭一種免許状（社会） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 
選 
択 

日
本
史
・
外
国
史 

歴史学概論 Ⅰ ２   講 ○日本史及び外国史を含む。 
日本史概論 Ⅱ ２   講  
日本史講義 Ⅲ   ２ 講  
日本史特講 Ⅳ   ２ 講  
日本史研究 Ⅵ   ２ 講  
日本史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
日本史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
考古学特講 Ⅲ   ２ 講  
外国史概論 Ⅱ ２   講  
東洋史講義 Ⅲ   ２ 講  
東洋史研究 Ⅵ   ２ 講  
西洋史講義 Ⅳ   ２ 講  
西洋史研究 Ⅴ   ２ 講  
西洋史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
西洋史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
東洋史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
東洋史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
国際関係史 Ⅳ   ２ 講  

地
理
学 

地理学概論 Ⅰ ２   講 ○地誌を含む。 
日本地誌講義 Ⅰ   ２ 講  
外国地誌講義 Ⅱ ２   講  
自然地理学講義 Ⅲ ２   講  
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自然地理学実習Ａ Ⅴ   １ 実  
自然地理学実習Ｂ Ⅵ   １ 実  
自然地理学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
自然地理学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人文地理学講義 Ⅳ ２   講  
人文地理学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
人文地理学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人文地理学実習Ａ Ⅴ   １ 実  
人文地理学実習Ｂ Ⅵ   １ 実  

法
律
学
□
政
治
学 

法律学概論 Ⅰ ２   講 国際法を含む。 
○いずれか１科目 

政治学概論 Ⅱ ２   講 国際政治を含む。 
国際法 Ⅳ   ２ 講  
法律学研究 Ⅵ   ２ 講  
法律学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
法律学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
行政法 Ⅵ   ２ 講  
政治学講義 Ⅲ   ２ 講  
政治思想史 Ⅵ   ２ 講  
政治学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
政治学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
国際政治学 Ⅳ   ２ 講  
国際関係論 Ⅲ   ２ 講  
国際関係論演習Ａ Ⅴ  ２  演  
国際関係論演習Ｂ Ⅵ  ２  演  

社
会
学
□
経
済
学 

社会学概論 Ⅰ ２   講  
○いずれか１科目 

経済学概論 Ⅰ ２   講 国際経済を含む。 
社会学講義Ａ Ⅱ   ２ 講  
社会学講義Ｂ Ⅲ   ２ 講  
社会学講義Ｃ Ⅳ   ２ 講  
社会学研究 Ⅵ   ２ 講  
社会学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
社会学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人権問題概論 Ⅰ   ２ 講  
国際経済学 Ⅳ   ２ 講  
経済学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
経済学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
市民社会思想史 Ⅵ   ２ 講  
財政学 Ⅵ   ２ 講  

哲
学
□
倫
理
学
□
宗
教
学 

哲学概論 Ⅱ ２   講 ○ 
倫理学講義 Ⅳ   ２ 講  
哲学講義 Ⅴ   ２ 講  
哲学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
哲学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人間存在論Ｉ Ⅲ   ２ 講  
人間存在論Ⅱ Ⅳ   ２ 講  
西洋思想講義 Ⅲ   ２ 講  
比較宗教論 Ⅴ   ２ 講  
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高等学校教諭一種免許状（地理歴史） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

日
本
史 

日本史概論 Ⅱ ２   講 ○ 
日本史講義 Ⅲ   ２ 講  
日本史特講 Ⅳ   ２ 講  
日本史研究 Ⅵ   ２ 講  
日本史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
日本史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
考古学特講 Ⅲ   ２ 講  

外
国
史 

外国史概論 Ⅱ ２   講 ○ 
東洋史講義 Ⅲ   ２ 講  
西洋史講義 Ⅳ   ２ 講  
西洋史研究 Ⅴ   ２ 講  
東洋史研究 Ⅵ   ２ 講  
西洋史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
西洋史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
東洋史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
東洋史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
国際関係史 Ⅳ   ２ 講  

人
文
地
理
学
・
自
然
地
理
学 

自然地理学講義 Ⅲ ２   講 ○人文地理学及び自然地理学 
自然地理学実習Ａ Ⅴ   １ 実  
自然地理学実習Ｂ Ⅵ   １ 実  
自然地理学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
自然地理学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人文地理学講義 Ⅳ ２   講 ○人文地理学及び自然地理学 
人文地理学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
人文地理学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人文地理学実習Ａ Ⅴ   １ 実  
人文地理学実習Ｂ Ⅵ   １ 実  

地 
誌 

日本地誌講義 Ⅰ   ２ 講  
外国地誌講義 Ⅱ ２   講 ○ 

 
 

高等学校教諭一種免許状（公民） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

法
律
学
□
政
治
学 

法律学概論 Ⅰ ２   講 国際法を含む。 
○いずれか１科目 

政治学概論 Ⅱ ２   講 国際政治を含む。 
国際法 Ⅳ   ２ 講  
法律学研究 Ⅵ   ２ 講  
法律学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
法律学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
行政法 Ⅵ   ２ 講  
政治学講義 Ⅲ   ２ 講  
政治思想史 Ⅵ   ２ 講  
政治学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
政治学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
国際政治学 Ⅳ   ２ 講  
国際関係論 Ⅲ   ２ 講  
国際関係論演習Ａ Ⅴ  ２  演  
国際関係論演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
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高等学校教諭一種免許状（地理歴史） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

日
本
史 

日本史概論 Ⅱ ２   講 ○ 
日本史講義 Ⅲ   ２ 講  
日本史特講 Ⅳ   ２ 講  
日本史研究 Ⅵ   ２ 講  
日本史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
日本史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
考古学特講 Ⅲ   ２ 講  

外
国
史 

外国史概論 Ⅱ ２   講 ○ 
東洋史講義 Ⅲ   ２ 講  
西洋史講義 Ⅳ   ２ 講  
西洋史研究 Ⅴ   ２ 講  
東洋史研究 Ⅵ   ２ 講  
西洋史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
西洋史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
東洋史演習Ａ Ⅴ  ２  演  
東洋史演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
国際関係史 Ⅳ   ２ 講  

人
文
地
理
学
・
自
然
地
理
学 

自然地理学講義 Ⅲ ２   講 ○人文地理学及び自然地理学 
自然地理学実習Ａ Ⅴ   １ 実  
自然地理学実習Ｂ Ⅵ   １ 実  
自然地理学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
自然地理学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人文地理学講義 Ⅳ ２   講 ○人文地理学及び自然地理学 
人文地理学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
人文地理学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人文地理学実習Ａ Ⅴ   １ 実  
人文地理学実習Ｂ Ⅵ   １ 実  

地 
誌 

日本地誌講義 Ⅰ   ２ 講  
外国地誌講義 Ⅱ ２   講 ○ 

 
 

高等学校教諭一種免許状（公民） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

法
律
学
□
政
治
学 

法律学概論 Ⅰ ２   講 国際法を含む。 
○いずれか１科目 

政治学概論 Ⅱ ２   講 国際政治を含む。 
国際法 Ⅳ   ２ 講  
法律学研究 Ⅵ   ２ 講  
法律学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
法律学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
行政法 Ⅵ   ２ 講  
政治学講義 Ⅲ   ２ 講  
政治思想史 Ⅵ   ２ 講  
政治学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
政治学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
国際政治学 Ⅳ   ２ 講  
国際関係論 Ⅲ   ２ 講  
国際関係論演習Ａ Ⅴ  ２  演  
国際関係論演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
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社
会
学
□
経
済
学 

社会学概論 Ⅰ ２   講  
○いずれか１科目 

経済学概論 Ⅰ ２   講 国際経済を含む。 
社会学講義Ａ Ⅱ   ２ 講  
社会学講義Ｂ Ⅲ   ２ 講  
社会学講義Ｃ Ⅳ   ２ 講  
社会学研究 Ⅵ   ２ 講  
社会学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
社会学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人権問題概論 Ⅰ   ２ 講  
国際経済学 Ⅳ   ２ 講  
経済学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
経済学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
市民社会思想史 Ⅵ   ２ 講  
財政学 Ⅵ   ２ 講  

哲
学
□
倫
理
学
□
宗
教
学
□ 

心
理
学 

哲学概論 Ⅱ ２   講 ○ 
倫理学講義 Ⅳ   ２ 講  
哲学講義 Ⅴ   ２ 講  
哲学演習Ａ Ⅴ  ２  演  
哲学演習Ｂ Ⅵ  ２  演  
人間存在論Ｉ Ⅲ   ２ 講  
人間存在論Ⅱ Ⅳ   ２ 講  
西洋思想講義 Ⅲ   ２ 講  
比較宗教論 Ⅴ   ２ 講  

 
 
ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位，及び選択科目から４単位，合計１２単位を修得してください。ただし，

（ⅰ）中学校教諭一種免許状（社会）に加え，（ⅱ）高等学校教諭一種免許状（地理歴史）ま
たは（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（公民）を取得できるように履修してください。 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（社会）を取得する場合 

備考欄に「中（社会）」と記載している科目の８単位を修得してください。 
（ⅱ）高等学校教諭一種免許状（地理歴史）を取得する場合 

備考欄に「高（地歴）」と記載している科目の４単位を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（公民）を取得する場合 

備考欄に「高（公民）」と記載している科目の４単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ

とができます。 
② 「各教科の指導法科目（社会・地理歴史・公民）」の授業内容は系統性がありますので，開

講期の順に履修することが望まれます。 
③ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（社会科専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

社
会 

中等社会科指導法Ａ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（社会） 
中等社会科指導法Ｂ Ⅳ ２   講 ○（指）／中（社会） 
地理歴史科指導法 Ⅴ ２   講 （指）／高（地歴） 
公民科指導法 Ⅴ ２   講 （指）／高（公民） 
社会科教育演習Ａ Ⅴ   ２ 演 （指）／中（社会） 
社会科教育演習Ｂ Ⅵ   ２ 演 （指）／中（社会） 
社会科・地理歴史科教育論 Ⅵ   ２ 講 （指）／中（社会），高（地歴） 
社会科・公民科教育特論 Ⅵ   ２ 講 （指）／中（社会），高（公民） 
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中等教育教員養成課程【社会科専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 24 歴史学概論(2ｺ) 日本史概論(2ｺ) 自然地理学講義(2ｺ) 人文地理学講義(2ｺ)

地理学概論(2ｺ) 外国史概論(2ｺ)

法律学概論(2ｺ) 外国地誌講義(2ｺ)

社会学概論(2ｺ) 政治学概論(2ｺ)

経済学概論(2ｺ) 哲学概論(2ｺ)

選必 4

選択 日本地誌講義(2ｺ) 日本史講義(2ｺ) 日本史特講(2ｺ)

20 考古学特講(2ｺ) 西洋史講義(2ｺ)

東洋史講義(2ｺ) 国際関係史(2ｺ)

人権問題概論(2ｺ) 社会学講義Ａ(2ｺ) 政治学講義(2ｺ) 国際法(2ｺ)

国際関係論(2ｺ) 国際政治学(2ｺ)

社会学講義Ｂ(2ｺ) 社会学講義Ｃ(2ｺ)

人間存在論Ⅰ(2ｺ) 国際経済学(2ｺ)

西洋思想講義(2ｺ) 倫理学講義(2ｺ)

人間存在論Ⅱ(2ｺ)

必修 4

必修 8 中等社会科指導法Ａ 中等社会科指導法Ｂ

(2ｺ) (2ｺ)

選択 4

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 8 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

教育実践力向上科目

自由選択科目

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

地
理
歴
史

公
民

道徳の指導法(2ｺ)

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【社会科専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 24 歴史学概論(2ｺ) 日本史概論(2ｺ) 自然地理学講義(2ｺ) 人文地理学講義(2ｺ)

地理学概論(2ｺ) 外国史概論(2ｺ)

法律学概論(2ｺ) 外国地誌講義(2ｺ)

社会学概論(2ｺ) 政治学概論(2ｺ)

経済学概論(2ｺ) 哲学概論(2ｺ)

選必 4

選択 日本地誌講義(2ｺ) 日本史講義(2ｺ) 日本史特講(2ｺ)

20 考古学特講(2ｺ) 西洋史講義(2ｺ)

東洋史講義(2ｺ) 国際関係史(2ｺ)

人権問題概論(2ｺ) 社会学講義Ａ(2ｺ) 政治学講義(2ｺ) 国際法(2ｺ)

国際関係論(2ｺ) 国際政治学(2ｺ)

社会学講義Ｂ(2ｺ) 社会学講義Ｃ(2ｺ)

人間存在論Ⅰ(2ｺ) 国際経済学(2ｺ)

西洋思想講義(2ｺ) 倫理学講義(2ｺ)

人間存在論Ⅱ(2ｺ)

必修 4

必修 8 中等社会科指導法Ａ 中等社会科指導法Ｂ

(2ｺ) (2ｺ)

選択 4

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 8 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

教育実践力向上科目

自由選択科目

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

地
理
歴
史

公
民

道徳の指導法(2ｺ)

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

日本史演習Ａ(2ｴ) 日本史演習Ｂ(2ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

西洋史演習Ａ(2ｴ) 西洋史演習Ｂ(2ｴ) 自由選択科目の単位として計算

東洋史演習Ａ(2ｴ) 東洋史演習Ｂ(2ｴ) します。

自然地理学演習Ａ 自然地理学演習Ｂ

(2ｴ) (2ｴ)

人文地理学演習Ａ 人文地理学演習Ｂ

(2ｴ) (2ｴ)

法律学演習Ａ(2ｴ) 法律学演習Ｂ(2ｴ)

政治学演習Ａ(2ｴ) 政治学演習Ｂ(2ｴ)

国際関係論演習Ａ 国際関係論演習Ｂ

(2ｴ) (2ｴ)

社会学演習Ａ(2ｴ) 社会学演習Ｂ(2ｴ)

経済学演習Ａ(2ｴ) 経済学演習Ｂ(2ｴ)

哲学演習Ａ(2ｴ) 哲学演習Ｂ(2ｴ)

西洋史研究(2ｺ) 日本史研究(2ｺ) 地理歴史関連科目群または

自然地理学実習Ａ 東洋史研究(2ｺ) 公民関連科目群のいずれかから

(1ｼ) 自然地理学実習Ｂ １０単位以上修得するようにして

人文地理学実習Ａ (1ｼ) ください。

(1ｼ) 人文地理学実習Ｂ

(1ｼ)

必要単位を超えて修得した場合，

哲学講義(2ｺ) 法律学研究(2ｺ) 自由選択科目の単位として計算

比較宗教論(2ｺ) 行政法(2ｺ) します。

政治思想史(2ｺ)

社会学研究(2ｺ)

市民社会思想史(2ｺ)

財政学(2ｺ)

地理歴史科指導法

(2ｺ)

公民科指導法(2ｺ)

社会科教育演習Ａ 社会科教育演習Ｂ 中一種(社会)と

(2ｴ) (2ｴ) 高一種(地歴)または高一種(公民)

社会科・地理歴史科 の取得要件を満たす必要がありま

教育論(2ｺ) す。

社会科・公民科教育 必要単位を超えて修得した場合，

特論(2ｺ) 自由選択科目の単位として計算

します。

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)

左記２科目を修得した場合，教科専門科目の

選択必修科目として計算できます。
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【英語専攻】 

 
英語専攻では，本学での４年間の教育課程を通して，学校教育現場で求められている深

い教養，英語科の専門的能力，実践的力量，豊かな人間性等の能力，資質を培い，中学校，
高等学校で英語教員として活躍できる人材に育てることを目標にしています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の２０単位，選択科目から２６単位，合計４６単位を修得してください。 
② Ⅴ期，Ⅵ期に開設されるゼミ科目は専門性が高いので，履修する学生は，関連分野の専門科

目（たとえば，「英米文学ゼミＡ，Ｂ」を履修する場合は，英米文学関連の科目）を履修して
おくことが望ましいです。 

 

教科専門科目一覧（英語専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

英
語
学 

英語学入門 Ⅱ ２   講 ○ 
英語学講義 Ⅳ   ２ 講  
英語音声学 Ⅰ ２   演  
英語学研究 Ⅳ   ２ 講  
言語学概論 Ⅲ   ２ 講  
英語学ゼミＡ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語学ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英語学ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語学ゼミＤ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英語学応用研究 Ⅴ   ２ 演  
対照言語学 Ⅳ   ２ 講  
ライティングゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
ライティングゼミＢ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 

英
米
文
学 

英米文学入門 Ⅰ ２   演 ○ 
英米文学研究 Ⅲ ２   演  
英米文学講義 Ⅱ   ２ 講  
英米文学ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英米文学ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英米文学ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英米文学ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英米文学応用研究 Ⅵ   ２ 演  

英
語
コ
ミ
□
ニ
ケ
□
シ
□
ン 

英会話Ｉ Ⅰ １   演 ○ 
英会話Ⅱ Ⅱ １   演  
英作文Ⅰ Ⅰ １   演 ○ 
英作文Ⅱ Ⅱ １   演  
英語コミュニケーション論 Ⅳ ２   講  
アカデミック・イングリッシュ Ⅴ １   演  
スピーチ・コミュニケーション Ⅲ １   演  
英語コミュニケーションゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語コミュニケーションゼミＢ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
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【英語専攻】 

 
英語専攻では，本学での４年間の教育課程を通して，学校教育現場で求められている深

い教養，英語科の専門的能力，実践的力量，豊かな人間性等の能力，資質を培い，中学校，
高等学校で英語教員として活躍できる人材に育てることを目標にしています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の２０単位，選択科目から２６単位，合計４６単位を修得してください。 
② Ⅴ期，Ⅵ期に開設されるゼミ科目は専門性が高いので，履修する学生は，関連分野の専門科
目（たとえば，「英米文学ゼミＡ，Ｂ」を履修する場合は，英米文学関連の科目）を履修して
おくことが望ましいです。 

 

教科専門科目一覧（英語専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

英
語
学 

英語学入門 Ⅱ ２   講 ○ 
英語学講義 Ⅳ   ２ 講  
英語音声学 Ⅰ ２   演  
英語学研究 Ⅳ   ２ 講  
言語学概論 Ⅲ   ２ 講  
英語学ゼミＡ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語学ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英語学ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語学ゼミＤ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英語学応用研究 Ⅴ   ２ 演  
対照言語学 Ⅳ   ２ 講  
ライティングゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
ライティングゼミＢ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 

英
米
文
学 

英米文学入門 Ⅰ ２   演 ○ 
英米文学研究 Ⅲ ２   演  
英米文学講義 Ⅱ   ２ 講  
英米文学ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英米文学ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英米文学ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英米文学ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英米文学応用研究 Ⅵ   ２ 演  

英
語
コ
ミ
□
ニ
ケ
□
シ
□
ン 

英会話Ｉ Ⅰ １   演 ○ 
英会話Ⅱ Ⅱ １   演  
英作文Ⅰ Ⅰ １   演 ○ 
英作文Ⅱ Ⅱ １   演  
英語コミュニケーション論 Ⅳ ２   講  
アカデミック・イングリッシュ Ⅴ １   演  
スピーチ・コミュニケーション Ⅲ １   演  
英語コミュニケーションゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語コミュニケーションゼミＢ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
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異
文
化
理
解 

英語文化論 Ⅱ ２   講 ○ 
英語文化論研究 Ⅲ   ２ 演  
異文化コミュニケーション論 Ⅴ ２   講  
異文化ゼミＡ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
異文化ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
地域言語文化（英） Ⅳ   ２ 講  
地域言語文化（米） Ⅲ   ２ 講  

 
 

ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 選択科目は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
③ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（英語専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

英
語 

英語教育概論 Ⅲ ２   講 ○（指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ａ Ⅳ ２   演 ○（指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ｂ Ⅴ ２   演 （指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ｃ Ⅵ ２   講 （指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＣ Ⅴ  
 
 

２ 演 <西暦偶数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 
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中等教育教員養成課程【英語専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 20 英語音声学(2ｴ) 英語学入門(2ｺ) 英米文学研究(2ｴ) 英語コミュニケー

英米文学入門(2ｴ) 英会話Ⅱ(1ｴ) スピーチ・コミュニ ション論(2ｺ)

英会話Ⅰ(1ｴ) 英作文Ⅱ(1ｴ) ケーション(1ｴ)

英作文Ⅰ(1ｴ) 英語文化論(2ｺ)

選択 26 英米文学講義(2ｺ) 言語学概論(2ｺ) 英語学講義(2ｺ)

英語文化論研究(2ｴ) 英語学研究(2ｺ)

地域言語文化（米） 対照言語学(2ｺ)

(2ｺ) 地域言語文化（英）

(2ｺ)

必修 4

必修 8 英語教育概論(2ｺ) 中等英語科指導法Ａ

(2ｴ)

選択

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 10 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目
　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【英語専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 20 英語音声学(2ｴ) 英語学入門(2ｺ) 英米文学研究(2ｴ) 英語コミュニケー

英米文学入門(2ｴ) 英会話Ⅱ(1ｴ) スピーチ・コミュニ ション論(2ｺ)

英会話Ⅰ(1ｴ) 英作文Ⅱ(1ｴ) ケーション(1ｴ)

英作文Ⅰ(1ｴ) 英語文化論(2ｺ)

選択 26 英米文学講義(2ｺ) 言語学概論(2ｺ) 英語学講義(2ｺ)

英語文化論研究(2ｴ) 英語学研究(2ｺ)

地域言語文化（米） 対照言語学(2ｺ)

(2ｺ) 地域言語文化（英）

(2ｺ)

必修 4

必修 8 英語教育概論(2ｺ) 中等英語科指導法Ａ

(2ｴ)

選択

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 10 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目
　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

アカデミック・イン

グリッシュ(1ｴ)

異文化コミュニケー

ション論(2ｺ)

ライティングゼミＡ 英語学ゼミＡ(2ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

(2ｴ)<奇> <奇> 自由選択科目の単位として計算

ライティングゼミＢ 英語学ゼミＢ(2ｴ) します。

(2ｴ)<偶> <偶>

英語学ゼミＣ(2ｴ) 英米文学ゼミＢ(2ｴ)

<奇> <奇>

英語学ゼミＤ(2ｴ) 英米文学ゼミＤ(2ｴ)

<偶> <偶>

英語学応用研究(2ｴ) 英米文学応用研究

英米文学ゼミＡ(2ｴ) (2ｴ)

<奇> 異文化ゼミＡ(2ｴ)

英米文学ゼミＣ(2ｴ) <奇>

<偶> 異文化ゼミＢ(2ｴ)

英語コミュニケー <偶>

ションゼミＡ(2ｴ)

<奇>

英語コミュニケー

ションゼミＢ(2ｴ)

<偶>

中等英語科指導法Ｂ 中等英語科指導法Ｃ

(2ｴ) (2ｺ)

英語教育ゼミＡ(2ｴ) 英語教育ゼミＢ(2ｴ) 左記科目を修得した場合，

<奇> <奇> 自由選択科目の単位として計算

英語教育ゼミＣ(2ｴ) 英語教育ゼミＤ(2ｴ) します。

<偶> <偶>

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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【数学専攻】 
 
数学専攻では，数学科教育において積極的に自らの役割を果たし，これからの数学科教育を担

うことのできる中等教育教員の養成を目標にしています。そのため，数学科の教科内容とその専
門的な背景をしっかりと理解した上で指導を行うことができるように，数学の専門的な知識や技
能，数学的な思考力や問題解決能力を養成します。さらに，中等教育の一貫した視点に立って数
学科教育に携われるように，数学の指導法に関する専門的な知識や技能，実践的な指導力を養成
します。 
 
ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の２６単位，及び選択科目から１８単位，合計４４単位を修得してください。 

なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ
とができます。 

② 「教科専門科目」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修することが望まれ
ます。 

 
教科専門科目一覧（数学専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

代数学 数と集合 Ⅰ ２   演 ○  
線形数学Ⅰ Ⅱ ２   演  
線形数学Ⅱ Ⅲ ２   演  
代数学の基礎 Ⅱ   ２ 演  
代数学 Ⅳ ２   演  
代数学Ａ Ⅴ   ２ 講  
代数学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

幾何学 線形数学概論 Ⅰ ２   演 ○ 
集合と位相 Ⅱ ２   講  
位相空間論 Ⅲ   ２ 講  
幾何学の基礎 Ⅲ   ２ 演  
幾何学 Ⅳ ２   演  
幾何学Ａ Ⅴ   ２ 講  
幾何学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

解析学 微分積分学概論 Ⅰ ２   演 ○ 
微分積分学Ⅰ Ⅱ ２   演  
微分積分学Ⅱ Ⅲ ２   演  
解析学の基礎 Ⅱ   ２ 演  
解析学 Ⅳ ２   演  
解析学Ａ Ⅴ   ２ 講  
解析学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

確率論 
・ 

統計学 

確率・統計の基礎 Ⅲ   ２ 演  
確率・統計  Ⅳ ２   演 ○ 
統計科学 Ⅴ   ２ 講  

コンピュータ コンピュータ Ⅴ ２   演 ○ 
応用数理 Ⅵ   ２ 講  

セミナー セミナーＡ Ⅵ   ２ 演  
セミナーＢ Ⅶ   ２ 演  
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【数学専攻】 
 
数学専攻では，数学科教育において積極的に自らの役割を果たし，これからの数学科教育を担

うことのできる中等教育教員の養成を目標にしています。そのため，数学科の教科内容とその専
門的な背景をしっかりと理解した上で指導を行うことができるように，数学の専門的な知識や技
能，数学的な思考力や問題解決能力を養成します。さらに，中等教育の一貫した視点に立って数
学科教育に携われるように，数学の指導法に関する専門的な知識や技能，実践的な指導力を養成
します。 
 
ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の２６単位，及び選択科目から１８単位，合計４４単位を修得してください。 

なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ
とができます。 

② 「教科専門科目」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修することが望まれ
ます。 

 
教科専門科目一覧（数学専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

代数学 数と集合 Ⅰ ２   演 ○  
線形数学Ⅰ Ⅱ ２   演  
線形数学Ⅱ Ⅲ ２   演  
代数学の基礎 Ⅱ   ２ 演  
代数学 Ⅳ ２   演  
代数学Ａ Ⅴ   ２ 講  
代数学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

幾何学 線形数学概論 Ⅰ ２   演 ○ 
集合と位相 Ⅱ ２   講  
位相空間論 Ⅲ   ２ 講  
幾何学の基礎 Ⅲ   ２ 演  
幾何学 Ⅳ ２   演  
幾何学Ａ Ⅴ   ２ 講  
幾何学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

解析学 微分積分学概論 Ⅰ ２   演 ○ 
微分積分学Ⅰ Ⅱ ２   演  
微分積分学Ⅱ Ⅲ ２   演  
解析学の基礎 Ⅱ   ２ 演  
解析学 Ⅳ ２   演  
解析学Ａ Ⅴ   ２ 講  
解析学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

確率論 
・ 

統計学 

確率・統計の基礎 Ⅲ   ２ 演  
確率・統計  Ⅳ ２   演 ○ 
統計科学 Ⅴ   ２ 講  

コンピュータ コンピュータ Ⅴ ２   演 ○ 
応用数理 Ⅵ   ２ 講  

セミナー セミナーＡ Ⅵ   ２ 演  
セミナーＢ Ⅶ   ２ 演  
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ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の４単位，及び選択科目から４単位，合計８単位を修得してください。 
  なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ

とができます。 
② 「各教科の指導法科目（数学）」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修す

ることが望まれます。 
③ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（数学専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

数学 数学科教育概論 Ⅰ ２   講 ○（指）／中（数学），高（数学） 
数学科教育内容論 Ⅱ ２   講 ○（指）／中（数学），高（数学） 
数学科教育方法論 Ⅲ   ２ 講 （指）／中（数学），高（数学） 
数学科教育教材構成論 Ⅳ   ２ 演 （指）／中（数学），高（数学） 
数学科教育授業構成論 Ⅴ   ２ 演 （指）／中（数学），高（数学） 
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中等教育教員養成課程【数学専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 26 数と集合(2ｴ) 線形数学Ⅰ(2ｴ) 線形数学Ⅱ(2ｴ) 代数学(2ｴ)

線形数学概論(2ｴ) 集合と位相(2ｺ) 微分積分学Ⅱ(2ｴ) 幾何学(2ｴ)

微分積分学概論(2ｴ) 微分積分学Ⅰ(2ｴ) 解析学(2ｴ)

確率・統計(2ｴ)

選択 18 代数学の基礎(2ｴ) 位相空間論(2ｺ)

解析学の基礎(2ｴ) 幾何学の基礎(2ｴ)

確率・統計の基礎

(2ｴ)

必修 4

必修 4 数学科教育概論 数学科教育内容論

(2ｺ) (2ｺ)

選択 4 数学科教育方法論 数学科教育教材構成

(2ｺ) 論(2ｴ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 16 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目
　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【数学専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 26 数と集合(2ｴ) 線形数学Ⅰ(2ｴ) 線形数学Ⅱ(2ｴ) 代数学(2ｴ)

線形数学概論(2ｴ) 集合と位相(2ｺ) 微分積分学Ⅱ(2ｴ) 幾何学(2ｴ)

微分積分学概論(2ｴ) 微分積分学Ⅰ(2ｴ) 解析学(2ｴ)

確率・統計(2ｴ)

選択 18 代数学の基礎(2ｴ) 位相空間論(2ｺ)

解析学の基礎(2ｴ) 幾何学の基礎(2ｴ)

確率・統計の基礎

(2ｴ)

必修 4

必修 4 数学科教育概論 数学科教育内容論

(2ｺ) (2ｺ)

選択 4 数学科教育方法論 数学科教育教材構成

(2ｺ) 論(2ｴ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 16 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目
　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

コンピュータ(2ｴ)

代数学Ａ(2ｺ) 代数学Ｂ(2ｺ) セミナーＢ(2ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

幾何学Ａ(2ｺ) 幾何学Ｂ(2ｺ) 自由選択科目の単位として計算

解析学Ａ(2ｺ) 解析学Ｂ(2ｺ) します。

統計科学(2ｺ) 応用数理(2ｺ)

セミナーＡ(2ｴ)

数学科教育授業構成 必要単位を超えて修得した場合，

論(2ｴ) 自由選択科目の単位として計算

します。

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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【理科専攻】 

 
理科専攻では，理科教育において積極的に自らの役割を果たし，これからの理科教育を担

うことのできる中等教育教員の養成を目標にしています。そのため，理科の教科内容とその
自然科学的な背景をしっかりと理解しながら指導が行えるように，自然科学の専門的な知
識や観察・実験の技能，科学的な問題解決能力を育成します。さらに，生徒が理科を学ぶこ
との楽しさや喜びを実感できるような探究活動を企画して実践できるように，理科の指導
法に関する専門的な知識や技能，実践的な指導力を育成します。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の２４単位，選択必修科目から１０単位，選択科目から１４単位，合計４８単位を

修得してください。 
なお，選択必修科目の所定の単位数を超えて修得した単位については，選択科目の単位にあ

てることができます。また，選択科目の所定の単位数を超えて修得した単位については，「自
由選択科目」の単位にあてることができます。 

② 第１年次終了の際に，物理，化学，生物，地学の中から主専攻分野を決めますので，２年次
から開講する選択必修科目の１０単位は，選択した主専攻分野科目の単位を修得してくださ
い。 
なお，分野毎の学習の公平さを保つため，主専攻等の人数配分については調整をする場合が

あります。 
③ 選択科目の１４単位については，担当教員の指示に従って履修してください。 
④ いずれの科目についても，指定された開講期で履修できない場合は，次年度以降で履修する

ことになります。 
 

教科専門科目一覧（理科専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

物
理
学 

物理学概論 Ⅰ ２   講 ○ 
物理学続論 Ⅱ ２   講  
力学Ⅰ Ⅲ  ２  講  
力学演習 Ⅳ  １  演  
力学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
電磁気学Ⅰ Ⅲ  ２  講  
電磁気学演習 Ⅳ   １ 演  
電磁気学Ⅱ Ⅵ   ２ 講  
量子力学 Ⅴ  ２  講  
量子力学演習 Ⅵ   １ 演  
熱・統計力学 Ⅴ  ２  講  
熱・統計力学演習 Ⅵ   １ 演  
物理数学 Ⅳ   ２ 講  
物理数学演習 Ⅴ   １ 演  
現代物理学 Ⅶ   ２ 講  
物理学特別演習 Ⅶ   １ 演  

物

理

学

実
験 

物理学実験Ⅰ Ⅱ １   実 ○ 
物理学実験Ⅱ Ⅲ １   実  
物理学実験Ⅲ Ⅳ  １  実  

化
学 

化学概論 Ⅰ ２   講 ○ 
有機化学Ⅰ Ⅳ ２   講  
無機化学Ⅰ Ⅲ  ２  講  
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【理科専攻】 

 
理科専攻では，理科教育において積極的に自らの役割を果たし，これからの理科教育を担

うことのできる中等教育教員の養成を目標にしています。そのため，理科の教科内容とその
自然科学的な背景をしっかりと理解しながら指導が行えるように，自然科学の専門的な知
識や観察・実験の技能，科学的な問題解決能力を育成します。さらに，生徒が理科を学ぶこ
との楽しさや喜びを実感できるような探究活動を企画して実践できるように，理科の指導
法に関する専門的な知識や技能，実践的な指導力を育成します。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の２４単位，選択必修科目から１０単位，選択科目から１４単位，合計４８単位を
修得してください。 
なお，選択必修科目の所定の単位数を超えて修得した単位については，選択科目の単位にあ

てることができます。また，選択科目の所定の単位数を超えて修得した単位については，「自
由選択科目」の単位にあてることができます。 

② 第１年次終了の際に，物理，化学，生物，地学の中から主専攻分野を決めますので，２年次
から開講する選択必修科目の１０単位は，選択した主専攻分野科目の単位を修得してくださ
い。 
なお，分野毎の学習の公平さを保つため，主専攻等の人数配分については調整をする場合が

あります。 
③ 選択科目の１４単位については，担当教員の指示に従って履修してください。 
④ いずれの科目についても，指定された開講期で履修できない場合は，次年度以降で履修する
ことになります。 

 

教科専門科目一覧（理科専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

物
理
学 

物理学概論 Ⅰ ２   講 ○ 
物理学続論 Ⅱ ２   講  
力学Ⅰ Ⅲ  ２  講  
力学演習 Ⅳ  １  演  
力学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
電磁気学Ⅰ Ⅲ  ２  講  
電磁気学演習 Ⅳ   １ 演  
電磁気学Ⅱ Ⅵ   ２ 講  
量子力学 Ⅴ  ２  講  
量子力学演習 Ⅵ   １ 演  
熱・統計力学 Ⅴ  ２  講  
熱・統計力学演習 Ⅵ   １ 演  
物理数学 Ⅳ   ２ 講  
物理数学演習 Ⅴ   １ 演  
現代物理学 Ⅶ   ２ 講  
物理学特別演習 Ⅶ   １ 演  

物

理

学

実
験 

物理学実験Ⅰ Ⅱ １   実 ○ 
物理学実験Ⅱ Ⅲ １   実  
物理学実験Ⅲ Ⅳ  １  実  

化
学 

化学概論 Ⅰ ２   講 ○ 
有機化学Ⅰ Ⅳ ２   講  
無機化学Ⅰ Ⅲ  ２  講  
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分析化学Ⅰ Ⅲ  ２  講  
物理化学Ⅰ Ⅳ  ２  講  
有機化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
無機化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
分析化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
物理化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
有機化学Ⅲ Ⅵ   ２ 講  
量子物理化学 Ⅵ   ２ 講  
有機化学セミナー Ⅶ   １ 演  
分析化学セミナー Ⅶ   １ 演  
物理化学セミナー Ⅶ   １ 演  
無機化学セミナー Ⅷ   １ 演  

化
学
実
験 

基礎化学実験Ⅰ Ⅰ １   実 ○ 
基礎化学実験Ⅱ Ⅱ １   実  
分析化学実験 Ⅵ  １  実  
無機化学実験 Ⅵ  １  実  
有機化学実験 Ⅴ  １  実  
物理化学実験 Ⅵ  １  実  
化学機器実験Ⅰ Ⅷ   １ 実  
化学機器実験Ⅱ Ⅷ   １ 実  

生
物
学 

生物学概論Ⅰ Ⅱ ２   講 ○ 
生物学概論Ⅱ Ⅲ ２   講  
植物生理学 Ⅲ  ２  講  
遺伝学 Ⅲ  ２  講  
生態学 Ⅲ  ２  講  
動物生理学 Ⅳ  ２  講  
動物形態学 Ⅴ  ２  講  
生物の多様性 Ⅳ   ２ 講  
植物形態学 Ⅴ   ２ 講  
植物生態学 Ⅵ   ２ 講  
微生物学 Ⅵ   ２ 講  
生物学演習Ⅰ Ⅴ   ２ 演  
生物学演習Ⅱ Ⅵ   ２ 演  

生
物
学
実
験 

生物学実験Ⅰ Ⅰ １   実 ○ 
生物学実験Ⅱ Ⅲ １   実  
植物自然史実験 Ⅲ   １ 実  
動物形態学実験 Ⅳ   １ 実  
植物生理学実験 Ⅳ   １ 実  
生態学実験 Ⅴ・Ⅵ   １ 実  

地
学 

地学概論Ⅰ Ⅰ ２   講 ○ 
地学概論Ⅱ Ⅱ ２   講  

地球科学Ⅰ Ⅳ  ２  講  
地球科学Ⅱ Ⅵ  ２  講  
宇宙科学 Ⅴ  ２  講  
地球環境科学 Ⅴ  ２  講  
現代地学Ａ Ⅴ   ２ 講  
現代地学Ｂ Ⅵ   ２ 講  
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地学ゼミナールＡ Ⅵ   ２ 演  
地学ゼミナールＢ Ⅶ   ２ 演  

地
学
実
験 

地学実験Ⅰ Ⅱ １   実 ○ 
地学実験Ⅱ Ⅲ １   実  
固体地球科学実験Ⅰ Ⅲ  １  実  
天文地球物理学実験Ⅰ Ⅳ  １  実  

そ
の
他 

現代化学Ⅰ Ⅵ   ２ 講  
現代化学Ⅱ Ⅶ   ２ 講  
教育工学セミナーＡ Ⅵ   １ 演  
教育工学セミナーＢ Ⅶ   １ 演  

 
 
ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 選択科目は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
③ 「各教科の指導法科目（理科）」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修す
ることが望まれます。 

④ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（理科専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 
選 
択 

理
科 

中等理科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（理科），高（理科） 
中等理科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育演習Ⅰ Ⅳ ２   演 （指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育演習Ⅱ Ⅴ ２   演 （指）／中（理科），高（理科） 
理科教育内容論 Ⅴ   ２ 講 （指）／中（理科），高（理科） 
理科教育実践論 Ⅵ   ２ 講 （指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育学セミナーＡ Ⅶ   ２ 演 （指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育学セミナーＢ Ⅷ   ２ 演 （指）／中（理科），高（理科） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104



 

地学ゼミナールＡ Ⅵ   ２ 演  
地学ゼミナールＢ Ⅶ   ２ 演  

地
学
実
験 

地学実験Ⅰ Ⅱ １   実 ○ 
地学実験Ⅱ Ⅲ １   実  
固体地球科学実験Ⅰ Ⅲ  １  実  
天文地球物理学実験Ⅰ Ⅳ  １  実  

そ
の
他 

現代化学Ⅰ Ⅵ   ２ 講  
現代化学Ⅱ Ⅶ   ２ 講  
教育工学セミナーＡ Ⅵ   １ 演  
教育工学セミナーＢ Ⅶ   １ 演  

 
 
ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 選択科目は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
③ 「各教科の指導法科目（理科）」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修す
ることが望まれます。 

④ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（理科専攻） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 
選 
択 

理
科 

中等理科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（理科），高（理科） 
中等理科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育演習Ⅰ Ⅳ ２   演 （指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育演習Ⅱ Ⅴ ２   演 （指）／中（理科），高（理科） 
理科教育内容論 Ⅴ   ２ 講 （指）／中（理科），高（理科） 
理科教育実践論 Ⅵ   ２ 講 （指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育学セミナーＡ Ⅶ   ２ 演 （指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育学セミナーＢ Ⅷ   ２ 演 （指）／中（理科），高（理科） 
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中等教育教員養成課程【理科専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 24 物理学概論(2ｺ) 物理学続論(2ｺ) 物理学実験Ⅱ(1ｼ) 有機化学Ⅰ(2ｺ)

化学概論(2ｺ) 物理学実験Ⅰ(1ｼ) 生物学概論Ⅱ(2ｺ)

基礎化学実験Ⅰ(1ｼ) 基礎化学実験Ⅱ(1ｼ) 生物学実験Ⅱ(1ｼ)

生物学実験Ⅰ(1ｼ) 生物学概論Ⅰ(2ｺ) 地学実験Ⅱ(1ｼ)

地学概論Ⅰ(2ｺ) 地学概論Ⅱ(2ｺ)

地学実験Ⅰ(1ｼ)

選必 10 力学Ⅰ(2ｺ) 力学演習(1ｴ)

電磁気学Ⅰ(2ｺ) 物理学実験Ⅲ(1ｼ)

無機化学Ⅰ(2ｺ) 物理化学Ⅰ(2ｺ)

分析化学Ⅰ(2ｺ) 動物生理学(2ｺ)

植物生理学(2ｺ) 地球科学Ⅰ(2ｺ)

遺伝学(2ｺ) 天文地球物理学実験

生態学(2ｺ) Ⅰ(1ｼ)

固体地球科学実験Ⅰ

(1ｼ)

選択 14 植物自然史実験(1ｼ) 電磁気学演習(1ｴ)

物理数学(2ｺ)

生物の多様性(2ｺ)

動物形態学実験(1ｼ)

植物生理学実験(1ｼ)

必修 4

必修 8 中等理科指導法Ａ 中等理科指導法Ｂ 中等理科教育演習Ⅰ

(2ｺ) (2ｺ) (2ｴ)

選択

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。自由選択科目

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

道徳の指導法(2ｺ)
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中等教育教員養成課程【理科専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 24 物理学概論(2ｺ) 物理学続論(2ｺ) 物理学実験Ⅱ(1ｼ) 有機化学Ⅰ(2ｺ)

化学概論(2ｺ) 物理学実験Ⅰ(1ｼ) 生物学概論Ⅱ(2ｺ)

基礎化学実験Ⅰ(1ｼ) 基礎化学実験Ⅱ(1ｼ) 生物学実験Ⅱ(1ｼ)

生物学実験Ⅰ(1ｼ) 生物学概論Ⅰ(2ｺ) 地学実験Ⅱ(1ｼ)

地学概論Ⅰ(2ｺ) 地学概論Ⅱ(2ｺ)

地学実験Ⅰ(1ｼ)

選必 10 力学Ⅰ(2ｺ) 力学演習(1ｴ)

電磁気学Ⅰ(2ｺ) 物理学実験Ⅲ(1ｼ)

無機化学Ⅰ(2ｺ) 物理化学Ⅰ(2ｺ)

分析化学Ⅰ(2ｺ) 動物生理学(2ｺ)

植物生理学(2ｺ) 地球科学Ⅰ(2ｺ)

遺伝学(2ｺ) 天文地球物理学実験

生態学(2ｺ) Ⅰ(1ｼ)

固体地球科学実験Ⅰ

(1ｼ)

選択 14 植物自然史実験(1ｼ) 電磁気学演習(1ｴ)

物理数学(2ｺ)

生物の多様性(2ｺ)

動物形態学実験(1ｼ)

植物生理学実験(1ｼ)

必修 4

必修 8 中等理科指導法Ａ 中等理科指導法Ｂ 中等理科教育演習Ⅰ

(2ｺ) (2ｺ) (2ｴ)

選択

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。自由選択科目

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

道徳の指導法(2ｺ)
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

量子力学(2ｺ) 分析化学実験(1ｼ) 必要単位を超えて修得した場合，

熱・統計力学(2ｺ) 無機化学実験(1ｼ) 教科専門科目の選択科目として

有機化学実験(1ｼ) 物理化学実験(1ｼ) 計算します。

動物形態学(2ｺ) 地球科学Ⅱ(2ｺ)

宇宙科学(2ｺ)

地球環境科学(2ｺ)

力学Ⅱ(2ｺ) 電磁気学Ⅱ(2ｺ) 現代物理学(2ｺ) 無機化学セミナー 必要単位を超えて修得した場合，

物理数学演習(1ｴ) 量子力学演習(1ｴ) 物理学特別演習(1ｴ) (1ｴ) 自由選択科目の単位として計算

有機化学Ⅱ(2ｺ) 熱・統計力学演習 有機化学セミナー 化学機器実験Ⅰ(1ｼ) します。

無機化学Ⅱ(2ｺ) (1ｴ) (1ｴ) 化学機器実験Ⅱ(1ｼ)

分析化学Ⅱ(2ｺ) 有機化学Ⅲ(2ｺ) 分析化学セミナー

物理化学Ⅱ(2ｺ) 量子物理化学(2ｺ) (1ｴ)

植物形態学(2ｺ) 植物生態学(2ｺ) 物理化学セミナー

生物学演習Ⅰ(2ｴ) 微生物学(2ｺ) (1ｴ)

現代地学Ａ(2ｺ) 生物学演習Ⅱ(2ｴ) 地学ゼミナールＢ

現代地学Ｂ(2ｺ) (2ｴ)

地学ゼミナールＡ 現代化学Ⅱ(2ｺ)

(2ｴ) 教育工学セミナーＢ

現代化学Ⅰ(2ｺ) (1ｴ)

教育工学セミナーＡ

(1ｴ)

中等理科教育演習Ⅱ

(2ｴ)

理科教育内容論 理科教育実践論 左記科目を修得した場合，

（2ｺ） （2ｺ） 自由選択科目の単位として計算

します。

生態学実験(1ｼ)

中等理科教育学セミ
ナーＡ(2ｴ)

中等理科教育学セミ
ナーＢ(2ｴ)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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【音楽専攻】 

 
音楽専攻では，中学校や高等学校（中等教育学校を含む）の学校教育現場において音楽教育の

指導的役割を担うことのできる教員の養成を目標にしています。そのため，音楽の様々な種目に
わたる表現力や創作力そして理論的な知識を身につけ，音楽科教育の内容と特性をしっかり理解
しながら，中等教育における一貫した視点に立って音楽教育に携われるような教員になれるよう
に学生を育てています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の３９単位，選択必修科目から２単位，及び選択科目から７単位，合計４８単位を 

修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ 

とができます。 
② 選択必修科目については，「合唱Ａ」「合唱Ｂ」から１単位，「オーケストラＡ」「オーケ 

ストラＢ」から１単位を修得してください。 
③ 「合唱Ａ」と「合唱Ｂ」，「声楽アンサンブルＡ」と「声楽アンサンブルＢ」，「オーケス

トラＡ」と「オーケストラＢ」は，いずれも両方履修することが可能です。その場合，Ａ・Ｂ
のどちらを先に受講しても構いません。 

 

教科専門科目一覧（音楽専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業
形態 

 
備 考 

 
必 
修 

選 
必 

選 
択 

ソルフェ
ージュ 

ソルフェージュⅠ Ⅰ １   演 ○ 
ソルフェージュⅡ Ⅱ １   演  

声楽 声楽Ⅰ Ⅰ １   演 ○合唱を含む。 
声楽Ⅱ Ⅱ １   演  
声楽Ⅲ Ⅲ １   演  
声楽Ⅳ Ⅳ １   演  
声楽Ⅴ Ⅴ   １ 演  
声楽Ⅵ Ⅵ   １ 演  
声楽Ⅶ Ⅶ   １ 演  
声楽Ⅷ Ⅷ   １ 演  
声楽アンサンブルＡ Ⅲ   １ 演 <西暦偶数年度開講> 
声楽アンサンブルＢ Ⅲ   １ 演 <西暦奇数年度開講> 
合唱Ａ Ⅱ  １  演 <西暦偶数年度開講> １科目以上 

選択必修 合唱Ｂ Ⅱ  １  演 <西暦奇数年度開講> 
伝統声楽 Ⅴ １   演 ○日本の伝統的な歌唱を含む。 

器楽 ピアノⅠ Ⅰ １   演 ○合奏及び伴奏法を含む。 
ピアノⅡ Ⅱ １   演  
ピアノⅢ Ⅲ １   演  
ピアノⅣ Ⅳ １   演  
ピアノⅤ Ⅴ   １ 演  
ピアノⅥ Ⅵ   １ 演  
ピアノⅦ Ⅶ   １ 演  
ピアノⅧ Ⅷ   １ 演  
管弦楽器Ⅰ Ⅰ １   演  
管弦楽器Ⅱ Ⅱ １   演  
管弦楽器Ⅲ Ⅲ １   演  
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【音楽専攻】 

 
音楽専攻では，中学校や高等学校（中等教育学校を含む）の学校教育現場において音楽教育の

指導的役割を担うことのできる教員の養成を目標にしています。そのため，音楽の様々な種目に
わたる表現力や創作力そして理論的な知識を身につけ，音楽科教育の内容と特性をしっかり理解
しながら，中等教育における一貫した視点に立って音楽教育に携われるような教員になれるよう
に学生を育てています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の３９単位，選択必修科目から２単位，及び選択科目から７単位，合計４８単位を 
修得してください。 

なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ 
とができます。 

② 選択必修科目については，「合唱Ａ」「合唱Ｂ」から１単位，「オーケストラＡ」「オーケ 
ストラＢ」から１単位を修得してください。 

③ 「合唱Ａ」と「合唱Ｂ」，「声楽アンサンブルＡ」と「声楽アンサンブルＢ」，「オーケス
トラＡ」と「オーケストラＢ」は，いずれも両方履修することが可能です。その場合，Ａ・Ｂ
のどちらを先に受講しても構いません。 

 

教科専門科目一覧（音楽専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業
形態 

 
備 考 

 
必 
修 

選 
必 

選 
択 

ソルフェ
ージュ 

ソルフェージュⅠ Ⅰ １   演 ○ 
ソルフェージュⅡ Ⅱ １   演  

声楽 声楽Ⅰ Ⅰ １   演 ○合唱を含む。 
声楽Ⅱ Ⅱ １   演  
声楽Ⅲ Ⅲ １   演  
声楽Ⅳ Ⅳ １   演  
声楽Ⅴ Ⅴ   １ 演  
声楽Ⅵ Ⅵ   １ 演  
声楽Ⅶ Ⅶ   １ 演  
声楽Ⅷ Ⅷ   １ 演  
声楽アンサンブルＡ Ⅲ   １ 演 <西暦偶数年度開講> 
声楽アンサンブルＢ Ⅲ   １ 演 <西暦奇数年度開講> 
合唱Ａ Ⅱ  １  演 <西暦偶数年度開講> １科目以上 

選択必修 合唱Ｂ Ⅱ  １  演 <西暦奇数年度開講> 
伝統声楽 Ⅴ １   演 ○日本の伝統的な歌唱を含む。 

器楽 ピアノⅠ Ⅰ １   演 ○合奏及び伴奏法を含む。 
ピアノⅡ Ⅱ １   演  
ピアノⅢ Ⅲ １   演  
ピアノⅣ Ⅳ １   演  
ピアノⅤ Ⅴ   １ 演  
ピアノⅥ Ⅵ   １ 演  
ピアノⅦ Ⅶ   １ 演  
ピアノⅧ Ⅷ   １ 演  
管弦楽器Ⅰ Ⅰ １   演  
管弦楽器Ⅱ Ⅱ １   演  
管弦楽器Ⅲ Ⅲ １   演  
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管弦楽器Ⅳ Ⅳ １   演  
管弦楽器Ⅴ Ⅴ   １ 演  
管弦楽器Ⅵ Ⅵ   １ 演  
管弦楽器Ⅶ Ⅶ   １ 演  
管弦楽器Ⅷ Ⅷ   １ 演  
オーケストラＡ Ⅴ  １  演 <西暦奇数年度開講> １科目以上 

選択必修 オーケストラＢ Ⅴ  １  演 <西暦偶数年度開講> 
器楽アンサンブル Ⅵ １   演  
邦楽器 Ⅳ １   演 ○和楽器を含む。 
邦楽合奏 Ⅶ   １ 演  

指揮法 指揮法 Ⅳ ２   講 ○ 
音楽理論 

・ 
作曲法 

・ 
音楽史 

音楽理論基礎 Ⅰ ２   講 ○音楽史，日本の伝統音楽及び
諸民族の音楽を含む。 

和声学Ⅰ Ⅱ ２   講  
和声学Ⅱ Ⅲ ２   講  
作曲法Ⅰ Ⅳ ２   講 ○編曲法を含む。 
作曲法Ⅱ Ⅴ ２   講  
作曲法Ⅲ Ⅵ   ２ 講  
作曲法Ⅳ Ⅶ   １ 演  
作曲法Ⅴ Ⅷ   １ 演  
音楽史Ⅰ Ⅱ ２   講  
音楽史Ⅱ Ⅲ ２   講  
音楽史Ⅲ Ⅳ ２   講  
音楽史Ⅳ Ⅴ ２   講  
音楽史Ⅴ Ⅵ   ２ 講  
世界の音楽と舞踊 Ⅵ   ２ 講  
音楽研究論 Ⅴ ２   講  

その他 音楽ボランティア論 Ⅵ   ２ 演  
音楽フィールドワーク Ⅷ   ２ 演  

 
 
ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（音楽専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業
形態 

備 考 必
修 

選
必 

選
択 

音楽 中等音楽科指導法Ⅰ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅱ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅲ Ⅴ ２   講 （指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅳ Ⅵ ２   講 （指）／中（音楽），高（音楽） 
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中等教育教員養成課程【音楽専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 39 ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅡ 声楽Ⅲ(1ｴ) 声楽Ⅳ(1ｴ)

(1ｴ) (1ｴ) ピアノⅢ(1ｴ) ピアノⅣ(1ｴ)

声楽Ⅰ(1ｴ) 声楽Ⅱ(1ｴ) 管弦楽器Ⅲ(1ｴ) 管弦楽器Ⅳ(1ｴ)

ピアノⅠ(1ｴ) ピアノⅡ(1ｴ) 和声学Ⅱ(2ｺ) 邦楽器(1ｴ)

管弦楽器Ⅰ(1ｴ) 管弦楽器Ⅱ(1ｴ) 音楽史Ⅱ(2ｺ) 指揮法(2ｺ)

音楽理論基礎(2ｺ) 和声学Ⅰ(2ｺ) 作曲法Ⅰ(2ｺ)

音楽史Ⅰ(2ｺ) 音楽史Ⅲ(2ｺ)

選必 1 合唱Ａ(1ｴ)<偶>

合唱Ｂ(1ｴ)<奇>

選必 1

選択 7 声楽アンサンブルＡ

(1ｴ)<偶>

声楽アンサンブルＢ

(1ｴ)<奇>

必修 4

必修 8 中等音楽科指導法Ⅰ 中等音楽科指導法Ⅱ

(2ｺ) (2ｺ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【音楽専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 39 ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅡ 声楽Ⅲ(1ｴ) 声楽Ⅳ(1ｴ)

(1ｴ) (1ｴ) ピアノⅢ(1ｴ) ピアノⅣ(1ｴ)

声楽Ⅰ(1ｴ) 声楽Ⅱ(1ｴ) 管弦楽器Ⅲ(1ｴ) 管弦楽器Ⅳ(1ｴ)

ピアノⅠ(1ｴ) ピアノⅡ(1ｴ) 和声学Ⅱ(2ｺ) 邦楽器(1ｴ)

管弦楽器Ⅰ(1ｴ) 管弦楽器Ⅱ(1ｴ) 音楽史Ⅱ(2ｺ) 指揮法(2ｺ)

音楽理論基礎(2ｺ) 和声学Ⅰ(2ｺ) 作曲法Ⅰ(2ｺ)

音楽史Ⅰ(2ｺ) 音楽史Ⅲ(2ｺ)

選必 1 合唱Ａ(1ｴ)<偶>

合唱Ｂ(1ｴ)<奇>

選必 1

選択 7 声楽アンサンブルＡ

(1ｴ)<偶>

声楽アンサンブルＢ

(1ｴ)<奇>

必修 4

必修 8 中等音楽科指導法Ⅰ 中等音楽科指導法Ⅱ

(2ｺ) (2ｺ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

伝統声楽(1ｴ) 器楽アンサンブル

作曲法Ⅱ(2ｺ) (1ｴ)

音楽史Ⅳ(2ｺ)

音楽研究論(2ｺ)

必要単位を超えて修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

オーケストラＡ(1ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

<奇> 自由選択科目の単位として計算

オーケストラＢ(1ｴ) します。

<偶>

声楽Ⅴ(1ｴ) 声楽Ⅵ(1ｴ) 声楽Ⅶ(1ｴ) 声楽Ⅷ(1ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

ピアノⅤ(1ｴ) ピアノⅥ(1ｴ) ピアノⅦ(1ｴ) ピアノⅧ(1ｴ) 自由選択科目の単位として計算

管弦楽器Ⅴ(1ｴ) 管弦楽器Ⅵ(1ｴ) 管弦楽器Ⅶ(1ｴ) 管弦楽器Ⅷ(1ｴ) します。

作曲法Ⅲ(2ｺ) 邦楽合奏(1ｴ) 作曲法Ⅴ(1ｴ)

音楽史Ⅴ(2ｺ) 作曲法Ⅳ(1ｴ) 音楽フィールドワー

世界の音楽と舞踊 ク(2ｴ)

(2ｺ)

音楽ボランティア論

(2ｴ)

中等音楽科指導法Ⅲ 中等音楽科指導法Ⅳ

(2ｺ) (2ｺ)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)

111



 

【美術専攻】 

 
美術専攻では，時代や状況が要請する学校教育の諸課題に対処しつつ，将来にわたって

学校教育を担うことができる教員の養成を目指しています。そのため，豊かな教養，教科
の幅広い知識技能，高い専門能力，確かな実践的力量を併せ持った，個性豊かな教員の養
成を目指しています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
必修科目の２０単位，及び選択必修科目から４単位，選択科目から２４単位，合計４８単位を 

修得してください。 
 

教科専門科目一覧（美術専攻） 
 
中学校教諭一種免許状（美術） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

絵
画 

絵画基礎Ａ Ⅰ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
絵画基礎Ｂ Ⅱ ２   演  
油彩画 Ⅳ   ３ 講演  
日本画 Ⅳ   ３ 講演  
水彩画Ａ Ⅲ   ２ 演  
水彩画Ｂ Ⅴ   ２ 演  
絵画演習Ａ Ⅴ   ３ 講演  
絵画演習Ｂ Ⅳ   ２ 演  

彫
刻 

彫刻基礎Ａ Ⅰ ２   演 ○ 
彫刻基礎Ｂ Ⅱ ２   演  
木彫 Ⅳ   ３ 講演  
人体習作 Ⅵ   ３ 講演  

デ
ザ
イ
ン 

構成デザイン基礎Ａ Ⅱ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
構成デザイン基礎Ｂ Ⅲ ２   演  
色彩学 Ⅰ   ２ 講  
デザインＡ Ⅳ   ３ 講演  
デザインＢ Ⅴ   ３ 講演  
デザインＣ Ⅵ   ３ 講演  

工
芸 

工芸基礎Ａ Ⅲ ２   演 ○プロダクト制作を含む。 
工芸基礎Ｂ Ⅲ ２   演  
工芸Ａ Ⅴ   ３ 講演  
工芸Ｂ Ⅵ   ３ 講演  
工芸Ｃ Ⅵ   ３ 講演  

美
術
理
論
・ 

美
術
史 

構成デザイン理論 Ⅰ   ２ 講  
西洋美術史 Ⅰ ２   講  
日本美術史 Ⅱ   ２ 講  
美術鑑賞 Ⅲ・Ⅳ   ２ 講演  

美術理論 Ⅳ ２   講 ○美術史，鑑賞並びに日本の伝統
美術及びアジアの美術を含む。 

そ
の
他 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

美術課題研究(美術教育
Ａ)Ⅰ 

Ⅴ  ２  演   
美術課題研究Ⅰ及び美術課題研
究Ⅱのうち，自身が専攻する分
野のⅠ及びⅡを揃えて２科目４
単位を修得 

 

美術課題研究(美術教育
Ｂ)Ⅰ 

Ⅴ  ２  演 

美術課題研究(美術史･美
術理論)Ⅰ 

Ⅴ  ２  演 
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【美術専攻】 

 
美術専攻では，時代や状況が要請する学校教育の諸課題に対処しつつ，将来にわたって

学校教育を担うことができる教員の養成を目指しています。そのため，豊かな教養，教科
の幅広い知識技能，高い専門能力，確かな実践的力量を併せ持った，個性豊かな教員の養
成を目指しています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
必修科目の２０単位，及び選択必修科目から４単位，選択科目から２４単位，合計４８単位を 

修得してください。 
 

教科専門科目一覧（美術専攻） 
 
中学校教諭一種免許状（美術） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

絵
画 

絵画基礎Ａ Ⅰ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
絵画基礎Ｂ Ⅱ ２   演  
油彩画 Ⅳ   ３ 講演  
日本画 Ⅳ   ３ 講演  
水彩画Ａ Ⅲ   ２ 演  
水彩画Ｂ Ⅴ   ２ 演  
絵画演習Ａ Ⅴ   ３ 講演  
絵画演習Ｂ Ⅳ   ２ 演  

彫
刻 

彫刻基礎Ａ Ⅰ ２   演 ○ 
彫刻基礎Ｂ Ⅱ ２   演  
木彫 Ⅳ   ３ 講演  
人体習作 Ⅵ   ３ 講演  

デ
ザ
イ
ン 

構成デザイン基礎Ａ Ⅱ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
構成デザイン基礎Ｂ Ⅲ ２   演  
色彩学 Ⅰ   ２ 講  
デザインＡ Ⅳ   ３ 講演  
デザインＢ Ⅴ   ３ 講演  
デザインＣ Ⅵ   ３ 講演  

工
芸 

工芸基礎Ａ Ⅲ ２   演 ○プロダクト制作を含む。 
工芸基礎Ｂ Ⅲ ２   演  
工芸Ａ Ⅴ   ３ 講演  
工芸Ｂ Ⅵ   ３ 講演  
工芸Ｃ Ⅵ   ３ 講演  

美
術
理
論
・ 

美
術
史 

構成デザイン理論 Ⅰ   ２ 講  
西洋美術史 Ⅰ ２   講  
日本美術史 Ⅱ   ２ 講  
美術鑑賞 Ⅲ・Ⅳ   ２ 講演  

美術理論 Ⅳ ２   講 ○美術史，鑑賞並びに日本の伝統
美術及びアジアの美術を含む。 

そ
の
他 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

美術課題研究(美術教育
Ａ)Ⅰ 

Ⅴ  ２  演   
美術課題研究Ⅰ及び美術課題研
究Ⅱのうち，自身が専攻する分
野のⅠ及びⅡを揃えて２科目４
単位を修得 

 

美術課題研究(美術教育
Ｂ)Ⅰ 

Ⅴ  ２  演 

美術課題研究(美術史･美
術理論)Ⅰ 

Ⅴ  ２  演 
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 美術課題研究(絵画Ａ)Ⅰ Ⅴ  ２  演  
 
 
 
 
 
 
美術課題研究Ⅰ及び美術課題研
究Ⅱのうち，自身が専攻する分
野のⅠ及びⅡを揃えて２科目４
単位を修得 

美術課題研究(絵画Ｂ)Ⅰ Ⅴ  ２  演 
美術課題研究(彫刻)Ⅰ Ⅴ  ２  演 
美術課題研究(工芸)Ⅰ Ⅴ  ２  演 
美術課題研究(デザイン)
Ⅰ 

Ⅴ  ２  演 

美術課題研究(美術教育
Ａ)Ⅱ 

Ⅵ  ２  演 

美術課題研究(美術教育
Ｂ)Ⅱ 

Ⅵ  ２  演 

美術課題研究(美術史･美
術理論)Ⅱ 

Ⅵ  ２  演 

美術課題研究(絵画Ａ)Ⅱ Ⅵ  ２  演 
美術課題研究(絵画Ｂ)Ⅱ Ⅵ  ２  演 
美術課題研究(彫刻)Ⅱ Ⅵ  ２  演 
美術課題研究(工芸)Ⅱ Ⅵ  ２  演 
美術課題研究(デザイン)
Ⅱ 

Ⅵ  ２  演 

表装演習 Ⅴ   ２ 演  
 
 
高等学校教諭一種免許状（美術） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

絵
画 

絵画基礎Ａ Ⅰ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
絵画基礎Ｂ Ⅱ ２   演  
油彩画 Ⅳ   ３ 講演  
日本画 Ⅳ   ３ 講演  
水彩画Ａ Ⅲ   ２ 演  
水彩画Ｂ Ⅴ   ２ 演  
絵画演習Ａ Ⅴ   ３ 講演  
絵画演習Ｂ Ⅳ   ２ 演  

彫
刻 

彫刻基礎Ａ Ⅰ ２   演 ○ 
彫刻基礎Ｂ Ⅱ ２   演  
木彫 Ⅳ   ３ 講演  
人体習作 Ⅵ   ３ 講演  

デ
ザ
イ
ン 

構成デザイン基礎Ａ Ⅱ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
構成デザイン基礎Ｂ Ⅲ ２   演  
色彩学 Ⅰ   ２ 講  
デザインＡ Ⅳ   ３ 講演  
デザインＢ Ⅴ   ３ 講演  
デザインＣ Ⅵ   ３ 講演  

美
術
理
論
・ 

美
術
史 

構成デザイン理論 Ⅰ   ２ 講  
西洋美術史 Ⅰ ２   講  
日本美術史 Ⅱ   ２ 講  
美術鑑賞 Ⅲ・Ⅳ   ２ 講演  

美術理論 Ⅳ ２   講 ○美術史，鑑賞並びに日本の伝統
美術及びアジアの美術を含む。 
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高等学校教諭一種免許状（工芸） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

図
法 

・ 

製
図 立体表示 Ⅱ    ２ 演 ○図法及び製図を含む。 

デ
ザ
イ
ン 

構成デザイン基礎Ａ Ⅱ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
構成デザイン基礎Ｂ Ⅲ ２   演    
色彩学 Ⅰ   ２ 講  
デザインＡ Ⅳ   ３ 講演  
デザインＢ Ⅴ   ３ 講演  
デザインＣ Ⅵ   ３ 講演  

工
芸
制
作 

工芸基礎Ａ Ⅲ ２   演 ○プロダクト制作を含む。 
工芸基礎Ｂ Ⅲ ２   演  
工芸Ａ Ⅴ   ３ 講演  
工芸Ｂ Ⅵ   ３ 講演  
工芸Ｃ Ⅵ   ３ 講演  

工
芸
理
論
・ 

デ
ザ
イ
ン
理
論
・ 

美
術
史 

構成デザイン理論 Ⅰ   ２ 講 ○ 

工芸理論 Ⅴ   ２ 講 ○美術史，鑑賞並びに日本の伝統
工芸及びアジアの工芸を含む。 

西洋美術史 Ⅰ ２   講  
日本美術史 Ⅱ   ２ 講  

 
 
ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 選択科目は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
③ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（美術専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必
修 

選
必 

選
択 

美 
術 

美術科指導法Ⅰ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅱ Ⅲ ２   演 ○（指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅲ Ⅳ ２   講 （指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅳ Ⅳ ２   演 （指）／中（美術），高（美術） 

工 
芸 

工芸科指導法Ⅰ Ⅴ   ２ 講 （指）／高（工芸） 
工芸科指導法Ⅱ Ⅵ   ２ 演 （指）／高（工芸） 
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高等学校教諭一種免許状（工芸） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

図
法 

・ 

製
図 立体表示 Ⅱ    ２ 演 ○図法及び製図を含む。 

デ
ザ
イ
ン 

構成デザイン基礎Ａ Ⅱ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
構成デザイン基礎Ｂ Ⅲ ２   演    
色彩学 Ⅰ   ２ 講  
デザインＡ Ⅳ   ３ 講演  
デザインＢ Ⅴ   ３ 講演  
デザインＣ Ⅵ   ３ 講演  

工
芸
制
作 

工芸基礎Ａ Ⅲ ２   演 ○プロダクト制作を含む。 
工芸基礎Ｂ Ⅲ ２   演  
工芸Ａ Ⅴ   ３ 講演  
工芸Ｂ Ⅵ   ３ 講演  
工芸Ｃ Ⅵ   ３ 講演  

工
芸
理
論
・ 

デ
ザ
イ
ン
理
論
・ 

美
術
史 

構成デザイン理論 Ⅰ   ２ 講 ○ 

工芸理論 Ⅴ   ２ 講 ○美術史，鑑賞並びに日本の伝統
工芸及びアジアの工芸を含む。 

西洋美術史 Ⅰ ２   講  
日本美術史 Ⅱ   ２ 講  

 
 
ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 選択科目は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 
③ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（美術専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必
修 

選
必 

選
択 

美 
術 

美術科指導法Ⅰ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅱ Ⅲ ２   演 ○（指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅲ Ⅳ ２   講 （指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅳ Ⅳ ２   演 （指）／中（美術），高（美術） 

工 
芸 

工芸科指導法Ⅰ Ⅴ   ２ 講 （指）／高（工芸） 
工芸科指導法Ⅱ Ⅵ   ２ 演 （指）／高（工芸） 
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中等教育教員養成課程【美術専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 20 絵画基礎Ａ(2ｴ) 絵画基礎Ｂ(2ｴ) 構成デザイン基礎Ｂ 美術理論(2ｺ)

彫刻基礎Ａ(2ｴ) 彫刻基礎Ｂ(2ｴ) (2ｴ)

西洋美術史(2ｺ) 構成デザイン基礎Ａ 工芸基礎Ａ(2ｴ)

(2ｴ) 工芸基礎Ｂ(2ｴ)

選必 4

選択 24 色彩学(2ｺ) 日本美術史(2ｺ) 水彩画Ａ(2ｴ) 油彩画(2ｺ1ｴ)

構成デザイン理論 立体表示(2ｴ) 日本画(2ｺ1ｴ)

(2ｺ) 絵画演習Ｂ(2ｴ)

デザインＡ(2ｺ1ｴ)

木彫(2ｺ1ｴ)

必修 4

必修 8 美術科指導法Ⅰ(2ｺ) 美術科指導法Ⅲ(2ｺ)

美術科指導法Ⅱ(2ｴ) 美術科指導法Ⅳ(2ｴ)

選択

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
教職科目

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

美術鑑賞(1ｺ1ｴ)

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【美術専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 20 絵画基礎Ａ(2ｴ) 絵画基礎Ｂ(2ｴ) 構成デザイン基礎Ｂ 美術理論(2ｺ)

彫刻基礎Ａ(2ｴ) 彫刻基礎Ｂ(2ｴ) (2ｴ)

西洋美術史(2ｺ) 構成デザイン基礎Ａ 工芸基礎Ａ(2ｴ)

(2ｴ) 工芸基礎Ｂ(2ｴ)

選必 4

選択 24 色彩学(2ｺ) 日本美術史(2ｺ) 水彩画Ａ(2ｴ) 油彩画(2ｺ1ｴ)

構成デザイン理論 立体表示(2ｴ) 日本画(2ｺ1ｴ)

(2ｺ) 絵画演習Ｂ(2ｴ)

デザインＡ(2ｺ1ｴ)

木彫(2ｺ1ｴ)

必修 4

必修 8 美術科指導法Ⅰ(2ｺ) 美術科指導法Ⅲ(2ｺ)

美術科指導法Ⅱ(2ｴ) 美術科指導法Ⅳ(2ｴ)

選択

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
教職科目

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

美術鑑賞(1ｺ1ｴ)

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

美術課題研究Ⅰ及び美術課題研究

Ⅱのうち，自身が専攻する分野の

Ⅰ及びⅡを揃えて２科目４単位を

修得してください。

水彩画Ｂ(2ｴ) 人体習作(2ｺ1ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

絵画演習Ａ(2ｺ1ｴ) デザインＣ(2ｺ1ｴ) 自由選択科目の単位として計算

デザインＢ(2ｺ1ｴ) 工芸Ｂ(2ｺ1ｴ) します。

工芸Ａ(2ｺ1ｴ) 工芸Ｃ(2ｺ1ｴ)

表装演習(2ｴ)

工芸理論(2ｺ)

工芸科指導法Ⅰ(2ｺ) 工芸科指導法Ⅱ(2ｴ) 左記科目を修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

美術課題研究(絵画
Ａ)Ⅰ(2ｴ)

美術課題研究(絵画
Ａ)Ⅱ(2ｴ)

美術課題研究(絵画
Ｂ)Ⅰ(2ｴ)

美術課題研究(美術
教育Ａ)Ⅰ(2ｴ)

美術課題研究(美術
教育Ａ)Ⅱ(2ｴ)

美術課題研究(美術
教育Ｂ)Ⅰ(2ｴ)

美術課題研究(美術
教育Ｂ)Ⅱ(2ｴ)

美術課題研究(美術
史･美術理論)Ⅰ(2ｴ)

美術課題研究(美術
史･美術理論)Ⅱ(2ｴ)

美術課題研究(絵画
Ｂ)Ⅱ(2ｴ)

美術課題研究(彫刻)
Ⅰ(2ｴ)

美術課題研究(彫刻)
Ⅱ(2ｴ)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)

美術課題研究(工芸)
Ⅰ(2ｴ)

美術課題研究(工芸)
Ⅱ(2ｴ)

美術課題研究(デザ
イン)Ⅰ(2ｴ)

美術課題研究(デザ
イン)Ⅱ(2ｴ)
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【保健体育専攻】 
 
中等教育教員養成課程保健体育専攻では，中学校・高等学校教師として保健体育を担当するの

に相応した専門的知識と実技指導能力に優れた人材を養成することを目標としています。 
体育実技とその理論，及び健康教育に関する理論を体系的に深められるカリキュラムを編成し

ています。授業科目としては，体育学関連科目・運動学関連科目・健康教育学関連科目・体育科
教育学関連科目・体育実技科目を開設し，実技と理論の両面から有能な保健体育教師を養成する
教育を行います。 
 
ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の３６単位，選択必修科目から４単位，及び選択科目から１０単位，合計５０単位

を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ

とができます。 
② ４年次には，各学生の興味関心に応じて一つの領域を重点的に学ぶことができるよう，少人

数のゼミ方式で体育学関連科目・運動学関連科目・健康教育学関連科目・体育科教育学関連科
目を開講します。同一のゼミのＡとＢを続けて履修してください。 

 
教科専門科目一覧（保健体育専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

体
育
実
技 

水泳 Ⅰ １   実 ○ 
陸上競技 Ⅲ １   実  
器械運動 Ⅱ １   実  
体つくり運動 Ⅴ １   実  
剣道 Ⅰ １   実  
柔道 Ⅱ １   実  
ダンス Ⅳ １   実  
バレーボール Ⅰ １   実  
バスケットボール Ⅱ １   実  
サッカー Ⅳ １   実  
ラケットスポーツ（テニス・卓
球・バドミントン） Ⅲ １   実  

バットスポーツ（ソフトボー
ル） Ⅲ １   実  

□
体
育
原
理
□
体
育
心
理
学
□
体
育
経
営
管
理
学
□

体
育
社
会
学
□
体
育
史
□
・
運
動
学 

体育原論・スポーツ哲学 Ⅰ ２   講  
体育・スポーツ史 Ⅱ ２   講  
体育・スポーツ心理学 Ⅳ ２   講  
体育経営・スポーツマネジメン
ト論 Ⅳ ２   講  

体育・スポーツ社会学 Ⅲ ２   講  
地域スポーツと学校体育の連
携 Ⅱ ２   講  

体育・スポーツ方法論（運動方
法学を含む） Ⅴ ２   講 ○運動方法学を含む。 

体育・スポーツ運動学 Ⅲ ２   講  
体育・スポーツ哲学・歴史演習 Ⅴ   ２ 演  
体育・スポーツ心理学演習 Ⅴ   ２ 演  
体育・スポーツ方法論演習 Ⅴ   ２ 演  
身体・表現・舞踊論演習 Ⅵ   ２ 演  
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【保健体育専攻】 
 
中等教育教員養成課程保健体育専攻では，中学校・高等学校教師として保健体育を担当するの

に相応した専門的知識と実技指導能力に優れた人材を養成することを目標としています。 
体育実技とその理論，及び健康教育に関する理論を体系的に深められるカリキュラムを編成し

ています。授業科目としては，体育学関連科目・運動学関連科目・健康教育学関連科目・体育科
教育学関連科目・体育実技科目を開設し，実技と理論の両面から有能な保健体育教師を養成する
教育を行います。 
 
ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の３６単位，選択必修科目から４単位，及び選択科目から１０単位，合計５０単位
を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ

とができます。 
② ４年次には，各学生の興味関心に応じて一つの領域を重点的に学ぶことができるよう，少人
数のゼミ方式で体育学関連科目・運動学関連科目・健康教育学関連科目・体育科教育学関連科
目を開講します。同一のゼミのＡとＢを続けて履修してください。 

 
教科専門科目一覧（保健体育専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

体
育
実
技 

水泳 Ⅰ １   実 ○ 
陸上競技 Ⅲ １   実  
器械運動 Ⅱ １   実  
体つくり運動 Ⅴ １   実  
剣道 Ⅰ １   実  
柔道 Ⅱ １   実  
ダンス Ⅳ １   実  
バレーボール Ⅰ １   実  
バスケットボール Ⅱ １   実  
サッカー Ⅳ １   実  
ラケットスポーツ（テニス・卓
球・バドミントン） Ⅲ １   実  

バットスポーツ（ソフトボー
ル） Ⅲ １   実  

□
体
育
原
理
□
体
育
心
理
学
□
体
育
経
営
管
理
学
□

体
育
社
会
学
□
体
育
史
□
・
運
動
学 

体育原論・スポーツ哲学 Ⅰ ２   講  
体育・スポーツ史 Ⅱ ２   講  
体育・スポーツ心理学 Ⅳ ２   講  
体育経営・スポーツマネジメン
ト論 Ⅳ ２   講  

体育・スポーツ社会学 Ⅲ ２   講  
地域スポーツと学校体育の連
携 Ⅱ ２   講  

体育・スポーツ方法論（運動方
法学を含む） Ⅴ ２   講 ○運動方法学を含む。 

体育・スポーツ運動学 Ⅲ ２   講  
体育・スポーツ哲学・歴史演習 Ⅴ   ２ 演  
体育・スポーツ心理学演習 Ⅴ   ２ 演  
体育・スポーツ方法論演習 Ⅴ   ２ 演  
身体・表現・舞踊論演習 Ⅵ   ２ 演  
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生
理
学 

生理学・解剖学（運動生理学を
含む） Ⅰ ２   講 ○運動生理学を含む。 

運動・スポーツ医学 Ⅳ ２   講  
体力・トレーニング論演習 Ⅵ   ２ 演  
運動・スポーツ医学演習 Ⅵ   ２ 演  
運動・スポーツ生理学演習 Ⅵ   ２ 演  

衛
生
学
・ 

公
衆
衛
生
学 

衛生学（公衆衛生学を含む） Ⅲ ２   講 ○公衆衛生学を含む。 

学
校
保
健 

学校保健 Ⅲ ２   講 ○小児保健，精神保健，学校
安全及び救急処置を含む。 

学校保健・衛生学演習 Ⅵ   ２ 演  
救急看護実習 Ⅵ   １ 実  

そ
の
他 

保健体育科教育学研究Ａ Ⅶ  ２  演 

同一のゼミのＡとＢを選択
履修し，４単位を修得する。 
 

保健体育科教育学研究Ｂ Ⅷ  ２  演 
体育学・スポーツ運動学研究Ａ Ⅶ  ２  演 
体育学・スポーツ運動学研究Ｂ Ⅷ  ２  演 
健康教育学・健康科学研究Ａ Ⅶ  ２  演 
健康教育学・健康科学研究Ｂ Ⅷ  ２  演 

 
 
ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（保健体育専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必
修 

選
必 

選
択 

保
健
体
育 

保健体育科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（保健体育），高（保
健体育） 

保健体育科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）中（保健体育），高（保健
体育） 

保健体育科指導法Ｃ Ⅳ ２   講 （指）／中（保健体育），高（保健
体育） 

保健体育科指導法Ｄ Ⅴ ２   講 （指）／中（保健体育），高（保健
体育） 
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中等教育教員養成課程【保健体育専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 36 水泳(1ｼ) 器械運動(1ｼ) 陸上競技(1ｼ) ダンス(1ｼ)

剣道(1ｼ) 柔道(1ｼ) ラケットスポーツ サッカー(1ｼ)

バレーボール(1ｼ) バスケットボール （テニス・卓球・バ 体育・スポーツ心理

体育原論・スポーツ (1ｼ) ドミントン）(1ｼ) 学(2ｺ)

哲学(2ｺ) 体育・スポーツ史 バットスポーツ（ソ 体育経営・スポーツ

生理学・解剖学（運 (2ｺ) フトボール）(1ｼ) マネジメント論(2ｺ)

動生理学を含む） 地域スポーツと学校 体育・スポーツ社会 運動・スポーツ医学

(2ｺ) 体育の連携(2ｺ) 学(2ｺ) (2ｺ)

体育・スポーツ運動

学(2ｺ)

衛生学（公衆衛生学

を含む）(2ｺ)

学校保健(2ｺ)

選必 4

選択 10

必修 4

必修 8 保健体育科指導法Ａ 保健体育科指導法Ｂ 保健体育科指導法Ｃ

(2ｺ) (2ｺ) (2ｺ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 10 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【保健体育専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 36 水泳(1ｼ) 器械運動(1ｼ) 陸上競技(1ｼ) ダンス(1ｼ)

剣道(1ｼ) 柔道(1ｼ) ラケットスポーツ サッカー(1ｼ)

バレーボール(1ｼ) バスケットボール （テニス・卓球・バ 体育・スポーツ心理

体育原論・スポーツ (1ｼ) ドミントン）(1ｼ) 学(2ｺ)

哲学(2ｺ) 体育・スポーツ史 バットスポーツ（ソ 体育経営・スポーツ

生理学・解剖学（運 (2ｺ) フトボール）(1ｼ) マネジメント論(2ｺ)

動生理学を含む） 地域スポーツと学校 体育・スポーツ社会 運動・スポーツ医学

(2ｺ) 体育の連携(2ｺ) 学(2ｺ) (2ｺ)

体育・スポーツ運動

学(2ｺ)

衛生学（公衆衛生学

を含む）(2ｺ)

学校保健(2ｺ)

選必 4

選択 10

必修 4

必修 8 保健体育科指導法Ａ 保健体育科指導法Ｂ 保健体育科指導法Ｃ

(2ｺ) (2ｺ) (2ｺ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 10 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

体つくり運動(1ｼ)

体育・スポーツ方法

論（運動方法学を含

む）(2ｺ)

保健体育科教育学 保健体育科教育学 同一のゼミのＡとＢを選択履修

研究Ａ(2ｴ) 研究Ｂ(2ｴ) し，４単位を修得する。

体育学・スポーツ 体育学・スポーツ

運動学研究Ａ(2ｴ) 運動学研究Ｂ(2ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

健康教育学・健康 健康教育学・健康 自由選択科目の単位として計算

科学研究Ａ(2ｴ) 科学研究Ｂ(2ｴ) します。

体育・スポーツ哲学 身体・表現・舞踊論 必要単位を超えて修得した場合，

・歴史演習(2ｴ) 演習(2ｴ) 自由選択科目の単位として計算

体育・スポーツ心理 体力・トレーニング します。

学演習(2ｴ) 論演習(2ｴ)

体育・スポーツ方法 運動・スポーツ医学

論演習(2ｴ) 演習(2ｴ)

運動・スポーツ生理

学演習(2ｴ)

学校保健・衛生学演

習(2ｴ)

救急看護実習(1ｼ)

保健体育科指導法Ｄ

(2ｺ)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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【家庭専攻】 

 
 家庭専攻では，子どもたちの生活自立のための知識・技能を修得させるとともに，確かな生活
価値観と判断力を育成することのできる，中学校・高等学校で家庭科を担当する教師の養成を目
標にしています。家庭科の各領域の専門知識と技能の習熟だけではなく，自ら生活課題を見いだ
し解決しようとする態度，深い思慮と広い視野から物事の本質を見抜く力を育成します。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
必修科目の２５単位，及び選択科目から２３単位，合計４８単位を修得してください。 

 
教科専門科目一覧（家庭専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

家
庭
経
営
学 

生活経営学 Ⅰ ２   講 ○家族関係学及び家庭経済学を含む。 
家庭経済学 Ⅲ   ２ 講  
家族関係学 Ⅳ ２   講  
消費生活論 Ⅴ   ２ 演  

被
服
学 

被服構成学実習 Ⅰ   １ 実  
被服学 Ⅲ ２   講演 ○被服製作実習を含む。 
被服学演習 Ⅳ ２   演  
着心地の科学 Ⅴ   ２ 講演  
被服科学実験実習 Ⅵ ２   講演  

食
物
学 

食物学 Ⅰ ２   講演 ○食物学,栄養学,食品学及び調理実習
を含む。 

調理実習基礎 Ⅱ １   実  
栄養学 Ⅳ   ２ 講  
食物学演習 Ⅲ   ２ 演  
食物学実験実習 Ⅴ ２   講演  
調理実習応用 Ⅴ   １ 実  

住
居
学 

住居学 Ⅱ ２   講演 ○製図を含む。 
居住環境論 Ⅲ ２   講演  
住生活演習 Ⅴ   ２ 演  

保
育
学 

保育学 Ⅰ ２   講演 ○実習及び家庭看護を含む。 
児童学原論 Ⅳ   ２ 講  
保育環境論 Ⅳ   ２ 演  

そ
の
他 

生活工学 Ⅱ ２   講演  
生活情報論 Ⅲ ２   講演  
生活福祉工学 Ⅵ   ２ 演  
家政学演習Ⅰ Ⅵ   ２ 演  
家政学演習Ⅱ Ⅶ   ２ 演  
家政学演習応用 Ⅷ   ２ 演  
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【家庭専攻】 

 
 家庭専攻では，子どもたちの生活自立のための知識・技能を修得させるとともに，確かな生活
価値観と判断力を育成することのできる，中学校・高等学校で家庭科を担当する教師の養成を目
標にしています。家庭科の各領域の専門知識と技能の習熟だけではなく，自ら生活課題を見いだ
し解決しようとする態度，深い思慮と広い視野から物事の本質を見抜く力を育成します。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
必修科目の２５単位，及び選択科目から２３単位，合計４８単位を修得してください。 

 
教科専門科目一覧（家庭専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

家
庭
経
営
学 

生活経営学 Ⅰ ２   講 ○家族関係学及び家庭経済学を含む。 
家庭経済学 Ⅲ   ２ 講  
家族関係学 Ⅳ ２   講  
消費生活論 Ⅴ   ２ 演  

被
服
学 

被服構成学実習 Ⅰ   １ 実  
被服学 Ⅲ ２   講演 ○被服製作実習を含む。 
被服学演習 Ⅳ ２   演  
着心地の科学 Ⅴ   ２ 講演  
被服科学実験実習 Ⅵ ２   講演  

食
物
学 

食物学 Ⅰ ２   講演 ○食物学,栄養学,食品学及び調理実習
を含む。 

調理実習基礎 Ⅱ １   実  
栄養学 Ⅳ   ２ 講  
食物学演習 Ⅲ   ２ 演  
食物学実験実習 Ⅴ ２   講演  
調理実習応用 Ⅴ   １ 実  

住
居
学 

住居学 Ⅱ ２   講演 ○製図を含む。 
居住環境論 Ⅲ ２   講演  
住生活演習 Ⅴ   ２ 演  

保
育
学 

保育学 Ⅰ ２   講演 ○実習及び家庭看護を含む。 
児童学原論 Ⅳ   ２ 講  
保育環境論 Ⅳ   ２ 演  

そ
の
他 

生活工学 Ⅱ ２   講演  
生活情報論 Ⅲ ２   講演  
生活福祉工学 Ⅵ   ２ 演  
家政学演習Ⅰ Ⅵ   ２ 演  
家政学演習Ⅱ Ⅶ   ２ 演  
家政学演習応用 Ⅷ   ２ 演  
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ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 必修科目の８単位を修得してください。 
② 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（家庭専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

家
庭 

中等家庭科教育法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（家庭），高（家庭） 
中等家庭科教育法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（家庭），高（家庭） 
中等家庭科教育法Ｃ Ⅴ ２   演 （指）／中（家庭），高（家庭） 
中等家庭科教育法Ｄ Ⅵ ２   演 （指）／中（家庭），高（家庭） 
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中等教育教員養成課程【家庭専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 25 生活経営学(2ｺ) 調理実習基礎(1ｼ) 被服学(1ｺ1ｴ) 家族関係学(2ｺ)

食物学(1ｺ1ｴ) 住居学(1ｺ1ｴ) 居住環境論(1ｺ1ｴ) 被服学演習(2ｴ)

保育学(1ｺ1ｴ) 生活工学(1ｺ1ｴ) 生活情報論(1ｺ1ｴ)

選択 23 被服構成学実習(1ｼ) 家庭経済学(2ｺ) 栄養学(2ｺ)

食物学演習(2ｴ) 児童学原論(2ｺ)

保育環境論(2ｴ)

必修 4

必修 8 中等家庭科教育法Ａ 中等家庭科教育法Ｂ

(2ｺ) (2ｺ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【家庭専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 25 生活経営学(2ｺ) 調理実習基礎(1ｼ) 被服学(1ｺ1ｴ) 家族関係学(2ｺ)

食物学(1ｺ1ｴ) 住居学(1ｺ1ｴ) 居住環境論(1ｺ1ｴ) 被服学演習(2ｴ)

保育学(1ｺ1ｴ) 生活工学(1ｺ1ｴ) 生活情報論(1ｺ1ｴ)

選択 23 被服構成学実習(1ｼ) 家庭経済学(2ｺ) 栄養学(2ｺ)

食物学演習(2ｴ) 児童学原論(2ｺ)

保育環境論(2ｴ)

必修 4

必修 8 中等家庭科教育法Ａ 中等家庭科教育法Ｂ

(2ｺ) (2ｺ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 12 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

124

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

食物学実験実習 被服科学実験実習

(1ｺ1ｴ) (1ｺ1ｴ)

消費生活論(2ｴ) 生活福祉工学(2ｴ) 家政学演習Ⅱ(2ｴ) 家政学演習応用(2ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

着心地の科学(1ｺ1ｴ) 家政学演習Ⅰ(2ｴ) 自由選択科目の単位として計算

調理実習応用(1ｼ) します。

住生活演習(2ｴ)

中等家庭科教育法Ｃ 中等家庭科教育法Ｄ

(2ｴ) (2ｴ)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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【技術専攻】 

 
技術専攻では，技術科教育及び工業科教育において自らの役割を果たし，これからの技術科教

育及び工業科教育を担うことのできる中等教育教員の養成を目標にしています。そのため，技術
科・工業科の教科内容とその専門的な背景をしっかりと理解しながら指導を行うことのできるよ
う，技術及び工業の専門的な知識・技能，技術的な思考力や問題解決能力を養成します。さらに，
中等教育の視点に立って技術科教育及び工業科教育に携わることができるよう，技術科及び工業
科の指導法に関する専門的な知識・技能，実践的な指導力を養成します。 
 
ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の３０単位，選択必修科目から６単位，及び選択科目から１２単位，合計４８単位

を修得してください。 
なお，選択必修科目の所定の単位数を超えて修得した単位については，「選択科目」の単位 

にあてることができます。また，選択科目の所定の単位数を超えて修得した単位については，
「自由選択科目」の単位にあてることができるため，これらの科目をできるだけ多く修得して
ください。 

② 「教科専門科目」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修することが望まれ
ます。 

 
教科専門科目一覧（技術専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業
形態 

備 考 必
修 

選
必 

選
択 

材料加工
(実習を含む) 

 

製図Ｂ Ⅱ １   演  
木材加工実習Ａ Ⅱ １   実 ○製図を含む。 
木材加工実習Ｂ Ⅲ １   実  
木材材料学 Ⅲ  ２  講  
木材加工学 Ⅴ ２   講  
木材加工演習 Ⅶ   ２ 演  
構造・デザイン Ⅶ   ２ 講  
製図Ａ Ⅰ １   演  
金属塑性加工実習 Ⅰ １   実 ○製図を含む。 
金属切削加工実習 Ⅱ １   実  
金属材料学 Ⅲ ２   講演  
金属加工学・実験法 Ⅳ   ２ 講演  

機械･電気

(実習を含む) 

 

機構学 Ⅰ  ２  講  
機械基礎実習 Ⅱ １   実 ○ 
材料力学 Ⅲ ２   演  
熱流体工学 Ⅳ  ２  演  
機械教材実習 Ⅴ １   実  
機械力学 Ⅵ   ２ 講  
電気理論 Ⅱ ２   演  
電気実験実習 Ⅲ ２   講実 ○実習を含む。 
電子工学 Ⅳ   ２ 演  
くらしと電気 Ⅴ  ２  演  

生物育成 

 
栽培実習Ａ Ⅰ １   実 ○ 
栽培実習Ｂ Ⅱ １   実  
生物育成と環境 Ⅲ   ２ 演  
食農教育の実践 Ⅲ   ２ 演  
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【技術専攻】 

 
技術専攻では，技術科教育及び工業科教育において自らの役割を果たし，これからの技術科教

育及び工業科教育を担うことのできる中等教育教員の養成を目標にしています。そのため，技術
科・工業科の教科内容とその専門的な背景をしっかりと理解しながら指導を行うことのできるよ
う，技術及び工業の専門的な知識・技能，技術的な思考力や問題解決能力を養成します。さらに，
中等教育の視点に立って技術科教育及び工業科教育に携わることができるよう，技術科及び工業
科の指導法に関する専門的な知識・技能，実践的な指導力を養成します。 
 
ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の３０単位，選択必修科目から６単位，及び選択科目から１２単位，合計４８単位
を修得してください。 
なお，選択必修科目の所定の単位数を超えて修得した単位については，「選択科目」の単位 

にあてることができます。また，選択科目の所定の単位数を超えて修得した単位については，
「自由選択科目」の単位にあてることができるため，これらの科目をできるだけ多く修得して
ください。 

② 「教科専門科目」の授業内容は系統性がありますので，開講期の順に履修することが望まれ
ます。 

 
教科専門科目一覧（技術専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業
形態 

備 考 必
修 

選
必 

選
択 

材料加工
(実習を含む) 

 

製図Ｂ Ⅱ １   演  
木材加工実習Ａ Ⅱ １   実 ○製図を含む。 
木材加工実習Ｂ Ⅲ １   実  
木材材料学 Ⅲ  ２  講  
木材加工学 Ⅴ ２   講  
木材加工演習 Ⅶ   ２ 演  
構造・デザイン Ⅶ   ２ 講  
製図Ａ Ⅰ １   演  
金属塑性加工実習 Ⅰ １   実 ○製図を含む。 
金属切削加工実習 Ⅱ １   実  
金属材料学 Ⅲ ２   講演  
金属加工学・実験法 Ⅳ   ２ 講演  

機械･電気

(実習を含む) 

 

機構学 Ⅰ  ２  講  
機械基礎実習 Ⅱ １   実 ○ 
材料力学 Ⅲ ２   演  
熱流体工学 Ⅳ  ２  演  
機械教材実習 Ⅴ １   実  
機械力学 Ⅵ   ２ 講  
電気理論 Ⅱ ２   演  
電気実験実習 Ⅲ ２   講実 ○実習を含む。 
電子工学 Ⅳ   ２ 演  
くらしと電気 Ⅴ  ２  演  

生物育成 

 
栽培実習Ａ Ⅰ １   実 ○ 
栽培実習Ｂ Ⅱ １   実  
生物育成と環境 Ⅲ   ２ 演  
食農教育の実践 Ⅲ   ２ 演  
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栽培学実験実習 Ⅴ   ２ 講実  
動物生産と人間生活 Ⅴ   ２ 講  
生物生産科学 Ⅵ ２   講  

情報とコン
ピュータ 

 

基礎情報学 Ⅱ ２   講  
情報工学Ａ Ⅲ ２   講実 ○実習を含む。 
情報工学Ｂ Ⅳ  ２  講演  
コンピュータとものづくり Ⅳ   ２ 講  
ネットワーク工学 Ⅴ   ２ 講  
インターネットと教育 Ⅵ   ２ 講  

職業指導 
 

職業指導 Ⅵ ２   講 ○ 
職業・進路研究Ａ Ⅴ ２   演  
職業・進路研究Ｂ Ⅵ   ２ 演  
技術・ものづくりセミナー Ⅶ   ２ 演  

 
 
ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 中学校教諭（技術）の一種免許状取得のため中学校技術科の各教科の指導法８単位と，高等
学校教諭（工業）の一種免許状取得のため高等学校工業科の各教科の指導法４単位を修得する
必要があります。必修科目の１２単位を修得してください。 

② 「各教科の指導法科目（技術）及び（工業）」の授業内容は系統性がありますので，開講期   
の順に履修することが望まれます。 

③ 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（技術専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

 
備 考 

必 
修 
選 
必 
選 
択 

技術 

 
技術科教育法Ａ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（技術）     
技術科教育法Ｂ Ⅳ ２   講 ○（指）／中（技術） 
技術科教育法Ｃ Ⅴ ２   講 （指）／中（技術） 
技術科教育法Ｄ Ⅵ ２   演 （指）／中（技術）    

工業 工業科教育法Ａ Ⅳ ２   講 （指）／高（工業） 
工業科教育法Ｂ Ⅴ ２   講 （指）／高（工業）   
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中等教育教員養成課程【技術専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 30 製図Ａ(1ｴ) 製図Ｂ(1ｴ) 木材加工実習Ｂ(1ｼ)

金属塑性加工実習 木材加工実習Ａ(1ｼ) 金属材料学(1ｺ1ｴ)

(1ｼ) 金属切削加工実習 材料力学(2ｴ)

栽培実習Ａ(1ｼ) (1ｼ) 電気実験実習(1ｺ1ｼ)

機械基礎実習(1ｼ) 情報工学Ａ(1ｺ1ｼ)

電気理論(2ｴ)

栽培実習Ｂ(1ｼ)

基礎情報学(2ｺ)

選必 6 機構学(2ｺ) 木材材料学(2ｺ) 熱流体工学(2ｴ)

情報工学Ｂ(1ｺ1ｴ)

選択 12 生物育成と環境(2ｴ) 金属加工学・実験法

食農教育の実践(2ｴ) (1ｺ1ｴ)

電子工学(2ｴ)

コンピュータともの

づくり(2ｺ)

必修 4

必修 12 技術科教育法Ａ(2ｺ) 技術科教育法Ｂ(2ｺ)

工業科教育法Ａ(2ｺ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 8 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【技術専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 30 製図Ａ(1ｴ) 製図Ｂ(1ｴ) 木材加工実習Ｂ(1ｼ)

金属塑性加工実習 木材加工実習Ａ(1ｼ) 金属材料学(1ｺ1ｴ)

(1ｼ) 金属切削加工実習 材料力学(2ｴ)

栽培実習Ａ(1ｼ) (1ｼ) 電気実験実習(1ｺ1ｼ)

機械基礎実習(1ｼ) 情報工学Ａ(1ｺ1ｼ)

電気理論(2ｴ)

栽培実習Ｂ(1ｼ)

基礎情報学(2ｺ)

選必 6 機構学(2ｺ) 木材材料学(2ｺ) 熱流体工学(2ｴ)

情報工学Ｂ(1ｺ1ｴ)

選択 12 生物育成と環境(2ｴ) 金属加工学・実験法

食農教育の実践(2ｴ) (1ｺ1ｴ)

電子工学(2ｴ)

コンピュータともの

づくり(2ｺ)

必修 4

必修 12 技術科教育法Ａ(2ｺ) 技術科教育法Ｂ(2ｺ)

工業科教育法Ａ(2ｺ)

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 8 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

木材加工学(2ｺ) 生物生産科学(2ｺ)

機械教材実習(1ｼ) 職業指導(2ｺ)

職業・進路研究Ａ

(2ｴ)

くらしと電気(2ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

教科専門科目の選択科目として

計算します。

栽培学実験実習 機械力学(2ｺ) 木材加工演習(2ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

(1ｺ1ｼ) インターネットと 構造・デザイン(2ｺ) 自由選択科目の単位として計算

動物生産と人間生活 教育(2ｺ) 技術・ものづくり します。

(2ｺ) 職業・進路研究Ｂ セミナー(2ｴ)

ネットワーク工学 (2ｴ)

(2ｺ)

技術科教育法Ｃ(2ｺ) 技術科教育法Ｄ(2ｴ)

工業科教育法Ｂ(2ｺ)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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【書道専攻】 

 
高等学校芸術科書道〈中学校国語科書写を含む〉の教員として，書道の実技力や鑑賞力の向上，

及び書写・書道に関する幅広い知識の習得はもとより，教育指導のあり方や方法等を学習し，教
師に求められる能力の向上を目指しています。また，今日の学校教育上での課題や要請に対し，
書写・書道の学習指導の面から，あるいは生徒指導の面から，教師として様々な学校内の活動に
応えられる人材の育成を目指しています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の３２単位，選択必修科目から１０単位及び８単位（選択必修科目の詳細は１３２

～１３３ページの開講計画表を参照），合計５０単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ

とができます。 
② 選択必修科目には，隔年開講の科目が多いので開講年に注意してください。 
③ 選択科目の修得単位は，「自由選択科目」の単位として扱います。 
 
教科専門科目一覧（書道専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

書道 楷書法 Ⅰ ２   講実 ○ 
仮名書法Ａ Ⅰ ２   講実  
行・草書法 Ⅱ ２   講実  
篆・隷書法 Ⅲ ２   講実  
漢字仮名交じり書法 Ⅳ ２   演  
篆刻研究 Ⅳ  ２  演  
創作研究 Ⅳ ２   講実  
書写書道教育概論 Ⅱ ２   演  
書道古典演習 Ⅱ ２   演  
仮名書法Ｂ Ⅲ ２   演  
書道学外演習 Ⅱ  ２  演 <西暦奇数年度開講> 
書作実践研究Ａ Ⅰ  １  実  
書作実践研究Ｂ Ⅲ  １  実 <西暦偶数年度開講> 
書道教材研究 Ⅶ  １  演  

書道史 中国書道史 Ⅲ ２   講 ○ 

日本書道史 Ⅲ ２   講 ○ 

書論 
・ 
鑑賞 

書論・鑑賞Ａ Ⅳ ２   講 ○ 
書論・鑑賞Ｂ Ⅵ  ２  演 <西暦奇数年度開講> 
書の表現と鑑賞 Ⅴ  ２  演  

国文学 
・ 

漢文学 

 

国文学概論 Ⅰ ２   講  
近代文学概論 Ⅰ  ２  講  
国文学史 Ⅵ  ２  講  
古典文学講読 Ⅳ  ２  講  
中国古典学概論 Ⅱ ２   講  
中国近代文学講義 Ⅱ  ２  講  
中国古典学講読 Ⅲ  ２  講  
中国古典学講義Ａ Ⅴ  ２  講  
中国古典学講義Ｂ Ⅵ  ２  講  

その他 表装演習 Ⅴ   ２ 演  
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【書道専攻】 

 
高等学校芸術科書道〈中学校国語科書写を含む〉の教員として，書道の実技力や鑑賞力の向上，

及び書写・書道に関する幅広い知識の習得はもとより，教育指導のあり方や方法等を学習し，教
師に求められる能力の向上を目指しています。また，今日の学校教育上での課題や要請に対し，
書写・書道の学習指導の面から，あるいは生徒指導の面から，教師として様々な学校内の活動に
応えられる人材の育成を目指しています。 
 

ａ．教科専門科目の履修方法 
 
① 必修科目の３２単位，選択必修科目から１０単位及び８単位（選択必修科目の詳細は１３２
～１３３ページの開講計画表を参照），合計５０単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてるこ

とができます。 
② 選択必修科目には，隔年開講の科目が多いので開講年に注意してください。 
③ 選択科目の修得単位は，「自由選択科目」の単位として扱います。 
 
教科専門科目一覧（書道専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

書道 楷書法 Ⅰ ２   講実 ○ 
仮名書法Ａ Ⅰ ２   講実  
行・草書法 Ⅱ ２   講実  
篆・隷書法 Ⅲ ２   講実  
漢字仮名交じり書法 Ⅳ ２   演  
篆刻研究 Ⅳ  ２  演  
創作研究 Ⅳ ２   講実  
書写書道教育概論 Ⅱ ２   演  
書道古典演習 Ⅱ ２   演  
仮名書法Ｂ Ⅲ ２   演  
書道学外演習 Ⅱ  ２  演 <西暦奇数年度開講> 
書作実践研究Ａ Ⅰ  １  実  
書作実践研究Ｂ Ⅲ  １  実 <西暦偶数年度開講> 
書道教材研究 Ⅶ  １  演  

書道史 中国書道史 Ⅲ ２   講 ○ 

日本書道史 Ⅲ ２   講 ○ 

書論 
・ 
鑑賞 

書論・鑑賞Ａ Ⅳ ２   講 ○ 
書論・鑑賞Ｂ Ⅵ  ２  演 <西暦奇数年度開講> 
書の表現と鑑賞 Ⅴ  ２  演  

国文学 
・ 

漢文学 

 

国文学概論 Ⅰ ２   講  
近代文学概論 Ⅰ  ２  講  
国文学史 Ⅵ  ２  講  
古典文学講読 Ⅳ  ２  講  
中国古典学概論 Ⅱ ２   講  
中国近代文学講義 Ⅱ  ２  講  
中国古典学講読 Ⅲ  ２  講  
中国古典学講義Ａ Ⅴ  ２  講  
中国古典学講義Ｂ Ⅵ  ２  講  

その他 表装演習 Ⅴ   ２ 演  
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書道特別研究Ⅰ Ⅵ １   演  
書道特別研究Ⅱ Ⅶ １   演  

 

中学校教諭一種免許状（国語） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

国語学 

 
国語学概論 Ⅲ ２   講 ○音声言語及び文章表

現に関するものを含む 
国語学講義Ａ Ⅴ  ２  講  
国語学講義Ｂ Ⅵ  ２  講  

国文学 

 
国文学概論 Ⅰ ２   講 ○国文学史を含む 
近代文学概論   Ⅰ  ２  講  
国文学史 Ⅵ  ２  講  
古典文学講読 Ⅳ  ２  講  

漢文学 

 
中国古典学概論 Ⅱ ２   講 ○  
中国近代文学講義 Ⅱ  ２  講  
中国古典学講読 Ⅲ  ２  講  
中国古典学講義Ａ Ⅴ  ２  講  
中国古典学講義Ｂ Ⅵ  ２  講  

書道 書写書道教育概論 Ⅱ ２   演 ○書写を含む 
楷書法 Ⅰ ２   講実  
仮名書法Ａ Ⅰ ２   講実  
行・草書法 Ⅱ ２   講実  
漢字仮名交じり書法 Ⅳ ２   演  

※上記表中の区分『書道』の科目は，高校一種（国語）免許取得のための単位には算入でき 
ません。 

 

ｂ．各教科の指導法科目の履修方法 
 
① 中学校教諭（国語）の一種免許状取得のため中学校国語科の各教科の指導法８単位と，高等  

学校教諭（書道）の一種免許状取得のため高等学校書道科の各教科の指導法４単位を修得する
必要があります。必修科目の８単位，及び選択科目から４単位，合計１２単位を修得してくだ
さい。 

  なお，所定の単位を超えて修得した単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができま
す。 

② 必修科目（共通）の４単位を修得してください。（７９ページ参照） 
 
各教科の指導法科目一覧（書道専攻） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

書道 書道科指導法Ａ Ⅲ ２   講 ○（指）／高（書道） 
書道科指導法Ｂ Ⅳ １   演 ○（指）／高（書道） 
書道科指導法Ｃ Ⅴ １   演 ○（指）／高（書道） 

国語 中等国語科指導法Ａ Ⅱ ２   講 〇（指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 〇（指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｃ Ⅴ   ２ 講 （指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｄ Ⅵ   ２ 講 （指）／中（国語），高（国語） 
中学書写教育研究 Ⅴ   ２ 講 （指）／中（国語）    
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中等教育教員養成課程【書道専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 32 楷書法(1ｺ1ｼ) 行・草書法(1ｺ1ｼ) 篆・隷書法(1ｺ1ｼ) 漢字仮名交じり書法

仮名書法Ａ(1ｺ1ｼ) 書写書道教育概論 仮名書法Ｂ(2ｴ) (2ｴ)

国文学概論(2ｺ) (2ｴ) 中国書道史(2ｺ) 創作研究(1ｺ1ｼ)

書道古典演習(2ｴ) 日本書道史(2ｺ) 書論・鑑賞Ａ(2ｺ)

中国古典学概論(2ｺ) 国語学概論(2ｺ)

選必 10 近代文学概論(2ｺ) 中国近代文学講義 中国古典学講読(2ｺ) 古典文学講読(2ｺ)

(2ｺ)

選必 8 書作実践研究Ａ(1ｼ) 書道学外演習(2ｴ) 書作実践研究Ｂ(1ｼ) 篆刻研究(2ｴ)

<奇> <偶>

選択

必修 4

必修 8 中等国語科指導法Ａ 書道科指導法Ａ(2ｺ) 書道科指導法Ｂ(1ｴ)

(2ｺ) 中等国語科指導法Ｂ

(2ｺ)

選択 4

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 6 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

教　　育
指 導 法
科　　目

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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中等教育教員養成課程【書道専攻】　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 32 楷書法(1ｺ1ｼ) 行・草書法(1ｺ1ｼ) 篆・隷書法(1ｺ1ｼ) 漢字仮名交じり書法

仮名書法Ａ(1ｺ1ｼ) 書写書道教育概論 仮名書法Ｂ(2ｴ) (2ｴ)

国文学概論(2ｺ) (2ｴ) 中国書道史(2ｺ) 創作研究(1ｺ1ｼ)

書道古典演習(2ｴ) 日本書道史(2ｺ) 書論・鑑賞Ａ(2ｺ)

中国古典学概論(2ｺ) 国語学概論(2ｺ)

選必 10 近代文学概論(2ｺ) 中国近代文学講義 中国古典学講読(2ｺ) 古典文学講読(2ｺ)

(2ｺ)

選必 8 書作実践研究Ａ(1ｼ) 書道学外演習(2ｴ) 書作実践研究Ｂ(1ｼ) 篆刻研究(2ｴ)

<奇> <偶>

選択

必修 4

必修 8 中等国語科指導法Ａ 書道科指導法Ａ(2ｺ) 書道科指導法Ｂ(1ｴ)

(2ｺ) 中等国語科指導法Ｂ

(2ｺ)

選択 4

必修 4 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

必修 2

選択 6 　詳細は「６．自由選択科目」を確認してください。

科目区分
必選別

／単位数
教養教育科目

教職科目

道徳の指導法(2ｺ)

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

自由選択科目

教育実践力向上科目 　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。

教科指導
科　　目

教科専門
科　　目

教　　育
指 導 法
科　　目

学 士 力
向　　上
科　　目

卒業研究

教職実践
演　　習

　中等教育教員養成課程（共通）の開講計画表を確認してください。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

書道特別研究Ⅰ(1ｴ) 書道特別研究Ⅱ(1ｴ)

中国古典学講義Ａ 国文学史(2ｺ) 必要単位を超えて修得した場合，

(2ｺ) 中国古典学講義Ｂ 自由選択科目の単位として計算

国語学講義Ａ(2ｺ) (2ｺ) します。

国語学講義Ｂ(2ｺ)

書の表現と鑑賞(2ｴ) 書論・鑑賞Ｂ(2ｴ) 書道教材研究(1ｴ) 必要単位を超えて修得した場合，

<奇> 自由選択科目の単位として計算

します。

表装演習(2ｴ) 左記科目を修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

書道科指導法Ｃ(1ｴ)

中等国語科指導法Ｃ 中等国語科指導法Ｄ 必要単位を超えて修得した場合，

(2ｺ) (2ｺ) 自由選択科目の単位として計算

中学書写教育研究 します。

(2ｺ)

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)
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Ⅴ 特別支援教育教員養成課程の履修方法と授業科目 
 
 
特別支援教育教員養成課程では，特別な教育的ニーズのある子ども一人ひとりの実態に即し

て，小・中学校及び特別支援学校の各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活
動及び自立活動の指導，学級経営，生徒指導などを行うために必要な基礎的・基盤的な資質・能
力を全般的に確実に身につけた教員の育成を目指します。 
特別支援教育教員養成課程では，主免許状として，特別支援学校教諭一種免許状を取得します

が，その基礎免許状である小学校教諭または中学校教諭一種免許状が必要です。そのため，特別
支援教育初等教育プログラムでは小学校教諭免許状を，特別支援教育中等教育プログラムでは中
学校教諭免許状を基礎免許状として取得することとなります。 
 
 
１．教養教育科目 
 
履修方法については，１３ページ以降の該当箇所を参照してください。 

 
 
２．教職科目 
 
教職科目は，教職共通科目（必修）及び教職専門科目（選択）で構成します。 
以下の履修方法に従い，１９単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 

（１）教職共通科目 
 
教職共通科目は，学校教育，教員の職責，子どもの心身の発達についての理解をはじめとする

教員として必要な知識技能を身につけるために開設しています。 
所属プログラムに応じて下記の必修科目の１９単位を修得してください。 

 
【初等教育プログラム】 

授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教育原理 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定／（理・歴・思） 
幼・小・中・高 

教育の制度と経営 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

学校心理学Ａ Ⅱ ２   講 クラス指定／（発・学） 
幼・小・中・高 

特別支援教育と介護入門 
（幼・小） Ⅱ ２   講 クラス指定／（特支理解） 

幼・小 
教育課程と教育方法・技術 
(特別活動の指導法を含む。) Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（教課，特活，方・技） 

小・中・高 

学校における心理援助Ａ Ⅳ ２   講 クラス指定／（教・相） 
幼・小・中・高 

生徒指導論（進路指導を含
む。）Ａ  Ⅲ ２   講 クラス指定／（生・進） 

小・中・高 

人権・同和教育論 Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

教職論 Ⅴ ２   講 クラス指定／（意義等） 
幼・小・中・高 

情報通信技術を活用した教
育の理論及び方法 Ⅴ １   講 クラス指定／（情・活） 

小・中・高 
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【中等教育プログラム】 

授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教育原理 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定／（理・歴・思） 
幼・小・中・高 

教育の制度と経営 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

学校心理学Ｂ  Ⅰ ２   講 クラス指定／（発・学） 
幼・小・中・高 

特別支援教育と介護入門 
（中・高） Ⅱ ２   講 クラス指定／（特支理解） 

中・高 
教育課程と教育方法・技術 
(特別活動の指導法を含む。) Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（教課，特活，方・技） 

小・中・高 

学校における心理援助Ｂ  Ⅲ ２   講 クラス指定／（教・相） 
幼・小・中・高 

生徒指導論（進路指導を含
む。）Ｂ  Ⅳ ２   講 クラス指定／（生・進） 

小・中・高 

人権・同和教育論 Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

教職論 Ⅴ ２   講 クラス指定／（意義等） 
幼・小・中・高 

情報通信技術を活用した教育
の理論及び方法 Ⅴ １   講 クラス指定／（情・活） 

小・中・高 
 
 
（２）教職専門科目 
 
教職専門科目は，教員として全般的に教育活動を行うために必要な知識技能，子ども理解と学

級経営力を身につけるために開設しています。 
下記科目を履修することができます。これらの科目を修得した場合は，「自由選択科目」の単

位にあてることができます。 
 
教職専門科目一覧（初等教育・中等教育共通） 

授業科目 開講期 

単位数 
授業 
形態 備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

学級づくりの理論と実践 Ⅲ，Ⅳ   ２ 講 幼・小・中・高 
カリキュラム・マネジメント Ⅴ   ２ 講 （教課）／小 
持続可能な開発のための教育 Ⅲ   ２ 講 幼・小・中・高 
教授・学習心理学 Ⅳ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 
教育社会学 Ⅳ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
教育における批判的思考 Ⅵ   ２ 講演 （社・制）／幼・小・中・高 
新聞等のメディアを活用した
授業づくり Ⅵ   ２ 講 （方・技）／小・中・高 

学校と教育法 Ⅴ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
地域に開かれた学校づくり Ⅵ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
学級経営と危機管理 Ⅴ，Ⅵ   ２ 講 小・中・高 
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【中等教育プログラム】 

授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

教育原理 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定／（理・歴・思） 
幼・小・中・高 

教育の制度と経営 Ⅰ，Ⅱ ２   講 クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

学校心理学Ｂ  Ⅰ ２   講 クラス指定／（発・学） 
幼・小・中・高 

特別支援教育と介護入門 
（中・高） Ⅱ ２   講 クラス指定／（特支理解） 

中・高 
教育課程と教育方法・技術 
(特別活動の指導法を含む。) Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（教課，特活，方・技） 

小・中・高 

学校における心理援助Ｂ  Ⅲ ２   講 クラス指定／（教・相） 
幼・小・中・高 

生徒指導論（進路指導を含
む。）Ｂ  Ⅳ ２   講 クラス指定／（生・進） 

小・中・高 

人権・同和教育論 Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（社・制） 
幼・小・中・高 

教職論 Ⅴ ２   講 クラス指定／（意義等） 
幼・小・中・高 

情報通信技術を活用した教育
の理論及び方法 Ⅴ １   講 クラス指定／（情・活） 

小・中・高 
 
 
（２）教職専門科目 
 
教職専門科目は，教員として全般的に教育活動を行うために必要な知識技能，子ども理解と学

級経営力を身につけるために開設しています。 
下記科目を履修することができます。これらの科目を修得した場合は，「自由選択科目」の単

位にあてることができます。 
 
教職専門科目一覧（初等教育・中等教育共通） 

授業科目 開講期 

単位数 
授業 
形態 備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

学級づくりの理論と実践 Ⅲ，Ⅳ   ２ 講 幼・小・中・高 
カリキュラム・マネジメント Ⅴ   ２ 講 （教課）／小 
持続可能な開発のための教育 Ⅲ   ２ 講 幼・小・中・高 
教授・学習心理学 Ⅳ   ２ 講 （発・学）／幼・小・中・高 
教育社会学 Ⅳ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
教育における批判的思考 Ⅵ   ２ 講演 （社・制）／幼・小・中・高 
新聞等のメディアを活用した
授業づくり Ⅵ   ２ 講 （方・技）／小・中・高 

学校と教育法 Ⅴ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
地域に開かれた学校づくり Ⅵ   ２ 講 （社・制）／幼・小・中・高 
学級経営と危機管理 Ⅴ，Ⅵ   ２ 講 小・中・高 
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３．プログラム専門科目（特別支援教育分野） 
 
プログラム専門科目は，特別支援教育教員養成課程独自の専門科目で，特別支援学校教員とし

て全般的に教育活動を行うために必要な知識技能，子ども理解と学級経営力を身につけるために
開設しています。 
 
 
プログラム専門科目の履修方法 
視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・言語障害児教育の各領域の基準により履

修し，必修，選択必修，選択を含めて初等教育プログラム，中等教育プログラムともに３４単位
を修得してください。 
プログラム専門科目（特別支援教育分野）は，特別支援学校教員の免許状取得のために重要で

すので，各領域に必要な単位数に注意して履修を進めてください。 
 
特別支援教育分野の選択領域 
選択領域の決定は２年進級時に行います。各領域で，必修科目・選択必修科目・選択科目とな

る授業科目及び修得単位数は異なりますので，注意してください。 
 
 
ａ．共通科目の履修方法 
 
必修科目の１０単位を修得してください。 
さらに，言語障害児教育領域以外の学生は，「言語障害児教育総論」２単位を含めて計１２単

位を修得してください。 
 
 
ｂ．必修科目及び選択必修科目の履修方法（領域別） 
 
［視覚障害児教育領域］ 
  視覚障害児教育領域では，視覚障害者に関する教育の領域の特別支援学校教諭免許状を取得
することとなります。 

  視覚障害児教育専攻の科目で，必修に指定している８単位を修得してください。 
 また，選択必修科目として，聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱児教育の各領域で開設
している科目の中から８単位を修得してください。 

 
［聴覚障害児教育領域］ 
  聴覚障害児教育領域では，聴覚障害者に関する教育の領域の特別支援学校教諭免許状を取得
することとなります。 

  聴覚障害児教育専攻の科目で，必修に指定している８単位を修得してください。 
 また，選択必修科目として，視覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱児教育の各領域で開設
している科目の中から８単位を修得してください。 

 
［知的障害児教育領域］ 
  知的障害児教育領域では，知的障害者に関する教育の領域の特別支援学校教諭免許状を取得
することとなります。 

  知的障害児教育領域の科目で，必修に指定している６単位を修得してください。 
 また，選択必修科目として，視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱児教育の各領域で開設
している科目の中から合計１０単位を修得してください。 

 
［肢体不自由児教育領域］ 
  肢体不自由児教育領域では，肢体不自由者に関する教育の領域の特別支援学校教諭免許状を
取得することとなります。 
 肢体不自由児教育領域の科目で，必修に指定している６単位を修得してください。 
 また，選択必修科目として，視覚障害・聴覚障害・知的障害・病弱児教育の各領域で開設し
ている科目の中から合計１０単位を修得してください。 
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［病弱児教育領域］ 
 病弱児教育領域では，病弱者に関する教育の領域の特別支援学校教諭免許状を取得すること
となります。 
 病弱児教育領域の科目で，必修に指定している６単位を修得してください。 
 また，選択必修科目として，視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由児教育の各領域で
開設している科目の中から合計１０単位を修得してください。 

 
［言語障害児教育領域］ 

 言語障害児教育領域では，知的障害者もしくは肢体不自由者に関する教育の領域の特別支援
学校教諭免許状を取得することとなります。 
 言語障害児教育領域の科目で，必修に指定している４単位を修得してください。 
 また，選択必修科目として，知的障害児もしくは肢体不自由者に関して取得する免許領域の
「心理・生理・病理」及び「教育論Ⅰ」の計４単位を含めて，視覚障害・聴覚障害・知的障害・
肢体不自由・病弱児教育の各領域で開設している科目の中から合計１６単位を修得してくださ
い。 

 
 
ｃ．選択科目 
 
選択科目として，共通科目，各領域の開設科目の中から，視覚障害児教育・聴覚障害児教育・

知的障害児教育・肢体不自由児教育・病弱児教育の各領域については６単位，言語障害児教育領
域については４単位を修得してください。また，特別支援学校教諭免許状において，取得しない
領域がある場合は，取得しない領域の「教育総論」の単位を必ず含めて修得してください。（５
領域全てを含む免許状を取得する場合を除く。） 
 
 
ｄ．特別支援学校教諭免許状の領域の追加 
 
卒業要件以外の特別支援学校教諭免許状の領域（以下，免許領域という）の追加については，

以下のように単位を修得してください。これらは，ｂ．の選択必修科目の単位の中に含めること
ができます。なるべく複数の領域の特別支援学校教諭免許状を取得できるように履修することが
望まれます。 
 

追加する免許領域 修得しなければならない単位 

視覚障害者に関する 
教育の免許領域 

「視覚障害児心理学」，「視覚障害児の生理・病理」， 
「視覚障害児教育論Ⅰ」，「視覚障害児教育論Ⅱ」の４科目８単位 

聴覚障害者に関する 
教育の免許領域 

「聴覚障害児心理学」，「聴覚障害児の生理・病理」， 
「聴覚障害児教育論Ⅰ」，「聴覚障害児教育論Ⅱ」の４科目８単位 

知的障害者に関する 
教育の免許領域 

「知的障害児の心理・生理・病理」１科目と， 
「知的障害児教育論Ⅰ」，「知的障害児教育論Ⅱ」のいずれか１科目 
（合計で２科目４単位） 

肢体不自由者に関する 
教育の免許領域 

「肢体不自由児の心理・生理・病理」１科目と， 
「肢体不自由児教育論Ⅰ」，「肢体不自由児教育論Ⅱ」のいずれか 
１科目 
（合計で２科目４単位） 

病弱者に関する 
教育の免許領域 

「病弱児の心理・生理・病理」１科目と， 
「病弱児教育論Ⅰ」，「病弱児教育論Ⅱ」のいずれか１科目 
（合計で２科目４単位） 
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［病弱児教育領域］ 
 病弱児教育領域では，病弱者に関する教育の領域の特別支援学校教諭免許状を取得すること
となります。 
 病弱児教育領域の科目で，必修に指定している６単位を修得してください。 
 また，選択必修科目として，視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由児教育の各領域で
開設している科目の中から合計１０単位を修得してください。 

 
［言語障害児教育領域］ 
 言語障害児教育領域では，知的障害者もしくは肢体不自由者に関する教育の領域の特別支援
学校教諭免許状を取得することとなります。 
 言語障害児教育領域の科目で，必修に指定している４単位を修得してください。 
 また，選択必修科目として，知的障害児もしくは肢体不自由者に関して取得する免許領域の
「心理・生理・病理」及び「教育論Ⅰ」の計４単位を含めて，視覚障害・聴覚障害・知的障害・
肢体不自由・病弱児教育の各領域で開設している科目の中から合計１６単位を修得してくださ
い。 

 
 
ｃ．選択科目 
 
選択科目として，共通科目，各領域の開設科目の中から，視覚障害児教育・聴覚障害児教育・

知的障害児教育・肢体不自由児教育・病弱児教育の各領域については６単位，言語障害児教育領
域については４単位を修得してください。また，特別支援学校教諭免許状において，取得しない
領域がある場合は，取得しない領域の「教育総論」の単位を必ず含めて修得してください。（５
領域全てを含む免許状を取得する場合を除く。） 
 
 
ｄ．特別支援学校教諭免許状の領域の追加 
 
卒業要件以外の特別支援学校教諭免許状の領域（以下，免許領域という）の追加については，

以下のように単位を修得してください。これらは，ｂ．の選択必修科目の単位の中に含めること
ができます。なるべく複数の領域の特別支援学校教諭免許状を取得できるように履修することが
望まれます。 
 

追加する免許領域 修得しなければならない単位 

視覚障害者に関する 
教育の免許領域 

「視覚障害児心理学」，「視覚障害児の生理・病理」， 
「視覚障害児教育論Ⅰ」，「視覚障害児教育論Ⅱ」の４科目８単位 

聴覚障害者に関する 
教育の免許領域 

「聴覚障害児心理学」，「聴覚障害児の生理・病理」， 
「聴覚障害児教育論Ⅰ」，「聴覚障害児教育論Ⅱ」の４科目８単位 

知的障害者に関する 
教育の免許領域 

「知的障害児の心理・生理・病理」１科目と， 
「知的障害児教育論Ⅰ」，「知的障害児教育論Ⅱ」のいずれか１科目 
（合計で２科目４単位） 

肢体不自由者に関する 
教育の免許領域 

「肢体不自由児の心理・生理・病理」１科目と， 
「肢体不自由児教育論Ⅰ」，「肢体不自由児教育論Ⅱ」のいずれか 
１科目 
（合計で２科目４単位） 

病弱者に関する 
教育の免許領域 

「病弱児の心理・生理・病理」１科目と， 
「病弱児教育論Ⅰ」，「病弱児教育論Ⅱ」のいずれか１科目 
（合計で２科目４単位） 
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プログラム専門科目一覧（特別支援教育分野） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 
選 
択 

共 
通 
科 
目 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 特別支援教育概論 Ⅰ ２   講 特別支援教育の基礎理論 
 特別支援教育史 Ⅱ   ２ 講  
 特別支援教育基礎理論 Ⅱ   ２ 講  
 障害評価法 Ⅳ ２   講  
 特別支援教育指導実習Ⅰ Ⅴ   １ 実 
 特別支援教育指導実習Ⅱ Ⅵ   １ 実 
 特別支援教育総合演習 Ⅵ ２   講 
 重複障害児教育総論 Ⅴ・Ⅵ ２   講  重複・発達障害等 

＊言語障害児教育領域以外の

学生は「言語障害児教育総

論」２単位を必修として履修

する。 

 発達障害児教育総論 Ⅱ ２   講 
 発達障害児教育論 Ⅵ   ２ 講 
 言語障害児の心理・生理・病理 Ⅲ   ２ 講 
 言語障害児教育総論 Ⅴ ２(＊)  講 
 視覚障害児教育総論 Ⅴ   １ 講 ◎取得する特別支援学校教諭

免許状に含まれない免許領域

の教育総論を必ず履修するこ

と。（例）知･肢･病を取得する場

合→視覚障害児教育総論及び聴覚

障害児教育総論を必ず履修 

 聴覚障害児教育総論 Ⅴ   １ 講 
 知的障害児教育総論 Ⅴ   １ 講 
 肢体不自由児教育総論 Ⅴ   １ 講 
 病弱児教育総論 Ⅴ   １ 講 

視
覚
障
害
児 

教
育
領
域 

 視覚障害児心理学 Ⅲ ２   講 視覚障害者 
 
 
 

 視覚障害児の生理・病理 Ⅳ ２   講 
 視覚障害児教育論Ⅰ Ⅳ ２   講 
 視覚障害児教育論Ⅱ Ⅴ ２   講 

聴
覚
障
害
児

教
育
領
域 

 聴覚障害児心理学 Ⅲ ２   講 聴覚障害者 
 
 
 

 聴覚障害児の生理・病理 Ⅲ ２   講 
 聴覚障害児教育論Ⅰ Ⅳ ２   講 
 聴覚障害児教育論Ⅱ Ⅴ ２   講 

知
的
障
害
児 

教
育
領
域 

 知的障害児の心理・生理・病理 Ⅲ ２   講 知的障害者 
 
 

 知的障害児教育論Ⅰ Ⅳ ２   講 
 知的障害児教育論Ⅱ Ⅴ ２   講 

肢
体
不
自
由
児 

教
育
領
域 

 肢体不自由児の心理・生理・病理 Ⅲ ２   講 肢体不自由者 
 
 

 肢体不自由児教育論Ⅰ Ⅳ ２   講 
 肢体不自由児教育論Ⅱ Ⅴ ２   講 

病
弱
児 

教
育
領
域 

 病弱児の心理・生理・病理 Ⅲ ２   講 病弱者 
 
 

 病弱児教育論Ⅰ Ⅳ ２   講 
 病弱児教育論Ⅱ Ⅴ ２   講 

言
語
障
害
児 

教
育
領
域 

 言語障害児の心理・生理・病理 Ⅲ ２   講 重複・発達障害等 
  言語障害児教育総論 Ⅴ   ２ 講 

 言語障害児教育論 Ⅳ ２   講 
 知的障害児の心理・生理・病理 Ⅲ  ２  講 知的障害，肢体不自由のいずれ

かの免許領域を選択し，「心

理・生理・病理」及び「教育

論」の計 4 単位を選択履修。 

 知的障害児教育論Ⅰ Ⅳ  ２  講 
 肢体不自由児の心理・生理・病理 Ⅲ  ２  講 
 肢体不自由児教育論Ⅰ Ⅳ  ２  講 
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４．教科指導科目 
 
【初等教育プログラム】 
 
「教科指導科目」は，「各教科の指導法科目」「小専科目」「初等教科・指導法科目」で構成

します。 
以下の履修方法に従い，初等教育プログラムは３４単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 
（１）各教科の指導法科目 
 
各教科の指導法科目は，小学校教員または幼稚園教員として各教科等または保育内容の指導と

評価を行う力を身につけるために開設しています。全教科必修で２４単位を修得してください。 
 
各教科の指導法科目一覧（特別支援教育初等教育プログラム）  すべてクラス指定です。 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

各
教
科
の
指
導
法
科
目 

国語科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
社会科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
算数科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
理科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
生活科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
音楽科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
図画工作科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
家庭科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
体育科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
英語指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
道徳の指導法 Ⅲ，Ⅳ ２   講 （道）／小・中 
総合的な学習の時間の指導法 Ⅴ，Ⅵ ２   講 （総）小・中・高 

 
 
（２）小専科目 
 
小専科目は，小学校教員として指導する各教科等の内容の理解，指導に際して適切な教材を用

いる力を身につけるために開設しています。 
必修科目である「小専科目Ⅰ」の１０単位を修得してください。その上で教科内容や専門的背

景」に関する理解を深めたい場合は「小専科目Ⅱ」の任意の教科を履修してください。修得した
「小専科目Ⅱ」の単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 

 
小専科目一覧  小専科目Ⅰはすべてクラス指定です。 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

小
専
科
目
Ⅰ
□
必
修
□ 

小専国語Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 書写を含む。／（教科）／幼・小 
小専社会Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／小 
小専算数Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／幼・小 
小専理科Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／小 
小専生活Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／幼・小 
小専音楽Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専図画工作Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専家庭Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／小 
小専体育Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専英語Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／小 
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４．教科指導科目 
 
【初等教育プログラム】 
 
「教科指導科目」は，「各教科の指導法科目」「小専科目」「初等教科・指導法科目」で構成

します。 
以下の履修方法に従い，初等教育プログラムは３４単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 
（１）各教科の指導法科目 
 
各教科の指導法科目は，小学校教員または幼稚園教員として各教科等または保育内容の指導と

評価を行う力を身につけるために開設しています。全教科必修で２４単位を修得してください。 
 
各教科の指導法科目一覧（特別支援教育初等教育プログラム）  すべてクラス指定です。 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

各
教
科
の
指
導
法
科
目 

国語科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
社会科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
算数科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
理科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
生活科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
音楽科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
図画工作科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
家庭科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
体育科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
英語指導法 Ⅰ，Ⅱ ２   講 （指）／小 
道徳の指導法 Ⅲ，Ⅳ ２   講 （道）／小・中 
総合的な学習の時間の指導法 Ⅴ，Ⅵ ２   講 （総）小・中・高 

 
 
（２）小専科目 
 
小専科目は，小学校教員として指導する各教科等の内容の理解，指導に際して適切な教材を用

いる力を身につけるために開設しています。 
必修科目である「小専科目Ⅰ」の１０単位を修得してください。その上で教科内容や専門的背

景」に関する理解を深めたい場合は「小専科目Ⅱ」の任意の教科を履修してください。修得した
「小専科目Ⅱ」の単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 

 
小専科目一覧  小専科目Ⅰはすべてクラス指定です。 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

小
専
科
目
Ⅰ
□
必
修
□ 

小専国語Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 書写を含む。／（教科）／幼・小 
小専社会Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／小 
小専算数Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／幼・小 
小専理科Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／小 
小専生活Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／幼・小 
小専音楽Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専図画工作Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専家庭Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／小 
小専体育Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   演 （教科）／幼・小 
小専英語Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １   講 （教科）／小 
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（３）初等教科・指導法科目 
 
初等教科・指導法科目は，小学校教員として指導する各教科等の内容の理解，指導に際して適

切な教材を用いる力，教材開発研究に関する力，「実技指導」「実習指導」に関する力等を身に
つけるために開設する選択科目です。所属するプログラムの指導等に応じて，もしくは自身で身
につけたい力の修得を目指して，任意の科目を選択して履修することができます。修得した「初
等教科・指導法科目」の単位は，「自由選択科目」の単位にあてることができます。 

 

初等教科・指導法科目一覧 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

初
等
教
科
・
指
導
法
科
目
□
選
択
□ 

国語科授業実践研究 Ⅴ，Ⅵ   ２ 演 （指）／小 

基礎国語 Ⅱ   ２ 講 － 

国語科書写実技指導  Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 

初等教科・指導法（社会） Ⅴ   ２ 演 （指）／小 

算数科教材開発研究 Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 

理科教材開発研究 Ⅴ   ２ 演 （教科）／小 

生活科授業実践研究 Ⅴ   ２ 演 （指）／小 

音楽科教材開発研究Ａ Ⅳ   ２ 演 （教科）／幼・小 

音楽科教材開発研究Ｂ Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 

音楽科教材開発研究Ｃ Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 

図画工作科教材開発研究 Ⅴ，Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 

初等教科・指導法（家庭） Ⅵ   ２ 演 （指）／小 

初等教科・実技指導（保健体育） Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 

英語授業実践研究 Ⅴ   ２ 演 （指）／小 

 

 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

小
専
科
目
Ⅱ
□
選
択
□ 

小専国語Ⅱ Ⅴ，Ⅵ   ２ 講 書写を含む。（教科）／幼・小 
小専社会Ⅱ Ⅴ   ２ 講 （教科）／小 
小専算数Ⅱ Ⅴ   ２ 講 （教科）／幼・小 
小専理科Ⅱ Ⅴ   ２ 演 （教科）／小 
小専生活Ⅱ Ⅵ   ２ 講 （教科）／幼・小 
小専音楽Ⅱ Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 
小専図画工作Ⅱ Ⅴ   ２ 演 （教科）／幼・小 
小専家庭Ⅱ Ⅴ   ２ 演 （教科）／小 
小専体育Ⅱ Ⅵ   ２ 演 （教科）／幼・小 
小専英語Ⅱ Ⅴ   ２ 講 （教科）／小 
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【中等教育プログラム】 
 
「教科指導科目」は，「教科専門科目」「各教科の指導法科目」で構成します。 
以下の履修方法に従い，中等教育プログラムは３２単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 
 
（１）教科専門科目 
 
教科専門科目は，中学校・高等学校，中等教育学校の教員として指導する各教科等の内容の理

解，指導に際して適切な教材を用いる力を身につけるために開設しています。 
 
取得する免許教科の科目を履修し，２０単位を修得してください。また，各専攻で開設してい

る授業科目には履修の順序性がありますので，履修にあたっては各専攻の指示に従ってくださ
い。 
なお，以下の「教科専門科目」に記載している必修，選択必修，選択の別は，特別支援教育教

員養成課程中等教育プログラム所属学生用であり，中等教育教員養成課程のものとは異なってい
ますので，注意してください。 
 
 
（２）各教科の指導法科目 
 
各教科の指導法科目は，中学校・高等学校，中等教育学校の教員として各教科等の指導と評価

を行う力を身につけるために開設しています。 
 

下記の必修科目（共通）の４単位，及び取得する免許教科の授業科目を８単位の合計１２単位
を修得してください。また，各専攻で開設している授業科目には履修の順序性がありますので，
履修にあたっては各専攻の指示に従ってください。 

 
なお，以下の「各教科の指導法科目」に記載している必修，選択必修，選択の別は，特別支援

教育教員養成課程中等教育プログラム所属学生用であり，中等教育教員養成課程のものとは異な
っていますので，注意してください。 

 
各教科の指導法科目一覧（特別支援教育中等教育プログラム） 

授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

道徳の指導法 Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（道）／小・中 
総合的な学習の時間の指導法 Ⅴ，Ⅵ ２   講 クラス指定／（総）／小・中・高 
免許教科の授業科目 
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【中等教育プログラム】 
 
「教科指導科目」は，「教科専門科目」「各教科の指導法科目」で構成します。 
以下の履修方法に従い，中等教育プログラムは３２単位を修得してください。 
なお，所定の単位数を超えて修得した単位については，「自由選択科目」の単位にあてること

ができます。 
 
 
（１）教科専門科目 
 
教科専門科目は，中学校・高等学校，中等教育学校の教員として指導する各教科等の内容の理

解，指導に際して適切な教材を用いる力を身につけるために開設しています。 
 
取得する免許教科の科目を履修し，２０単位を修得してください。また，各専攻で開設してい

る授業科目には履修の順序性がありますので，履修にあたっては各専攻の指示に従ってくださ
い。 
なお，以下の「教科専門科目」に記載している必修，選択必修，選択の別は，特別支援教育教

員養成課程中等教育プログラム所属学生用であり，中等教育教員養成課程のものとは異なってい
ますので，注意してください。 
 
 
（２）各教科の指導法科目 
 
各教科の指導法科目は，中学校・高等学校，中等教育学校の教員として各教科等の指導と評価

を行う力を身につけるために開設しています。 
 
下記の必修科目（共通）の４単位，及び取得する免許教科の授業科目を８単位の合計１２単位

を修得してください。また，各専攻で開設している授業科目には履修の順序性がありますので，
履修にあたっては各専攻の指示に従ってください。 

 
なお，以下の「各教科の指導法科目」に記載している必修，選択必修，選択の別は，特別支援

教育教員養成課程中等教育プログラム所属学生用であり，中等教育教員養成課程のものとは異な
っていますので，注意してください。 

 
各教科の指導法科目一覧（特別支援教育中等教育プログラム） 

授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

道徳の指導法 Ⅲ，Ⅳ ２   講 クラス指定／（道）／小・中 
総合的な学習の時間の指導法 Ⅴ，Ⅵ ２   講 クラス指定／（総）／小・中・高 
免許教科の授業科目 
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［１］中学校教諭一種免許状（国語）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程国語専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）中等教育教員養成課程国語専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目の８単位を修得してください。 
（ⅲ）（ⅰ），（ⅱ）の履修に関して，年度初めの授業科目履修登録時に，国語教育科目時間割

担当教員に必ず相談してください。 
 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程国語専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

国
語
学 

国語学概論 Ⅰ ２   講 ○音声言語及び文章表現に関する
ものを含む。 

国語学講義Ａ Ⅲ   ２ 講  
国語学講義Ｂ Ⅳ   ２ 講  
国語学講義Ｃ Ⅵ   ２ 講  
国語学講義Ｄ Ⅵ   ２ 講  
国語学演習Ａ Ⅳ   ２ 演  
国語学演習Ｂ Ⅴ   ２ 演  
国語学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国語学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

国
文
学 

国文学概論 Ⅰ ２   講 ○国文学史を含む。 
近代文学概論 Ⅰ   ２ 講  
国文学史 Ⅳ   ２ 講  
近代文学講読 Ⅱ   ２ 講  
近代文学講義Ａ Ⅵ   ２ 講  
近代文学講義Ｂ Ⅶ   ２ 講  
近代文学演習Ａ Ⅲ   ２ 演  
近代文学演習Ｂ Ⅴ   ２ 演  
古典文学講義Ａ Ⅴ   ２ 講  
古典文学講義Ｂ Ⅵ   ２ 講  
古典文学講読 Ⅱ   ２ 講  
古典文学演習Ａ Ⅲ   ２ 演  
古典文学演習Ｂ Ⅳ   ２ 演  
国文学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
国文学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

漢
文
学 

中国古典学概論 Ⅱ ２   講 ○ 
中国近代文学講義 Ⅱ   ２ 講  
中国古典学講読 Ⅲ   ２ 講  
中国古典学講義Ａ Ⅴ   ２ 講  
中国古典学講義Ｂ Ⅵ   ２ 講  
中国古典学演習Ａ Ⅳ   ２ 演  
中国古典学演習Ｂ Ⅴ   ２ 演  
漢文学特別研究Ⅰ Ⅶ   ２ 演  
漢文学特別研究Ⅱ Ⅷ   ２ 演  

書 
道 

中学書写指導 Ⅲ ２   演 ○ 

※上記表中の区分『書道』の科目は，高校一種（国語）免許取得のための単位には算入できません。 
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［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程国語専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

国 
語 

 

中等国語科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｃ Ⅴ ２   講 （指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｄ Ⅵ ２   講 （指）／中（国語），高（国語） 
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［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程国語専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

国 
語 

 

中等国語科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｃ Ⅴ ２   講 （指）／中（国語），高（国語） 
中等国語科指導法Ｄ Ⅵ ２   講 （指）／中（国語），高（国語） 
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［２］中学校教諭一種免許状（社会）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程社会科専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定し

ている科目全て，備考欄に☆を付してある授業科目から１科目，及び★を付してある授業科
目から１科目を含んで，２０単位を修得してください。 

（ⅱ）中等教育教員養成課程社会科専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に
指定している科目の８単位を修得してください。 

 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程社会科専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

日
本
史
・
外
国
史 

歴史学概論 Ⅰ ２   講 ○日本史及び外国史を含む。 
日本史概論 Ⅱ   ２ 講  
日本史講義 Ⅲ   ２ 講  
日本史特講 Ⅳ   ２ 講  
日本史研究 Ⅵ   ２ 講  
考古学特講 Ⅲ   ２ 講  
外国史概論 Ⅱ   ２ 講  
東洋史講義 Ⅲ   ２ 講  
西洋史講義 Ⅳ   ２ 講  
西洋史研究 Ⅴ   ２ 講  
東洋史研究 Ⅵ   ２ 講  
国際関係史 Ⅳ   ２ 講  

地
理
学 

地理学概論 Ⅰ ２   講 ○地誌を含む。 
日本地誌講義 Ⅰ   ２ 講  
外国地誌講義 Ⅱ   ２ 講  
自然地理学講義 Ⅲ   ２ 講  
人文地理学講義 Ⅳ   ２ 講  

法
律
学
□
政
治
学 

法律学概論 Ⅰ  ２  講 ☆国際法を含む。 １科目以上 
選択必修 政治学概論 Ⅱ  ２  講 ☆国際政治を含む。 

国際法 Ⅳ   ２ 講  
法律学研究 Ⅵ   ２ 講  
行政法 Ⅵ   ２ 講  
政治学講義 Ⅲ   ２ 講  
政治思想史 Ⅵ   ２ 講  
国際政治学 Ⅳ   ２ 講  
国際関係論 Ⅲ   ２ 講  

社
会
学
□
経
済
学 

社会学概論 Ⅰ  ２  講 ★ １科目以上 
選択必修 経済学概論 Ⅰ  ２  講 ★国際経済を含む。 

社会学講義Ａ Ⅱ   ２ 講  
社会学講義Ｂ Ⅲ   ２ 講  
社会学講義Ｃ Ⅳ   ２ 講  
社会学研究 Ⅵ   ２ 講  
人権問題概論 Ⅰ   ２ 講  
国際経済学 Ⅳ   ２ 講  
市民社会思想史 Ⅵ   ２ 講  
財政学 Ⅵ   ２ 講  

哲
学
□
倫
理
学
□ 

宗
教
学 

哲学概論 Ⅱ ２   講 ○ 
倫理学講義 Ⅳ   ２ 講  
哲学講義 Ⅴ   ２ 講  
人間存在論Ｉ Ⅲ   ２ 講  
人間存在論Ⅱ Ⅳ   ２ 講  
西洋思想講義 Ⅲ   ２ 講  
比較宗教論 Ⅴ   ２ 講  
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［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程社会科専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

社 
会 

中等社会科指導法Ａ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（社会） 
中等社会科指導法Ｂ Ⅳ ２   講 ○（指）／中（社会） 
社会科・地理歴史科教育論 Ⅵ ２   講 （指）／中（社会），高（地歴） 
社会科・公民科教育特論 Ⅵ ２   講 （指）／中（社会），高（公民） 
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［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程社会科専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

社 
会 

中等社会科指導法Ａ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（社会） 
中等社会科指導法Ｂ Ⅳ ２   講 ○（指）／中（社会） 
社会科・地理歴史科教育論 Ⅵ ２   講 （指）／中（社会），高（地歴） 
社会科・公民科教育特論 Ⅵ ２   講 （指）／中（社会），高（公民） 
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［３］中学校教諭一種免許状（数学）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程数学専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全て含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）中等教育教員養成課程数学専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目全てを含んで，８単位を修得してください。 
（ⅲ）（ⅰ），（ⅱ）の履修に関して，年度始めの授業科目履修登録時に，数学教育科目時間割

担当教員に必ず相談してください。 
 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程数学専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

代数学 数と集合 Ⅰ ２   演 ○  
線形数学Ⅰ Ⅱ   ２ 演  
線形数学Ⅱ Ⅲ   ２ 演  
代数学の基礎 Ⅱ   ２ 演  
代数学 Ⅳ   ２ 演  
代数学Ａ Ⅴ   ２ 講  
代数学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

幾何学 線形数学概論 Ⅰ ２   演 ○ 
集合と位相 Ⅱ   ２ 講  
位相空間論 Ⅲ   ２ 講  
幾何学の基礎 Ⅲ   ２ 演  
幾何学 Ⅳ   ２ 演  
幾何学Ａ Ⅴ   ２ 講  
幾何学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

解析学 微分積分学概論 Ⅰ ２   演 ○ 
微分積分学Ⅰ Ⅱ   ２ 演  
微分積分学Ⅱ Ⅲ   ２ 演  
解析学の基礎 Ⅱ   ２ 演  
解析学 Ⅳ   ２ 演  
解析学Ａ Ⅴ   ２ 講  
解析学Ｂ Ⅵ   ２ 講  

確率論 

・ 

統計学 

確率・統計の基礎 Ⅲ   ２ 演  
確率・統計  Ⅳ ２   演 ○ 
統計科学 Ⅴ   ２ 講  

コンピュータ コンピュータ Ⅴ ２   演 ○ 
応用数理 Ⅵ   ２ 講  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程数学専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

数学 

 
数学科教育概論 Ⅰ ２   講 ○（指）／中（数学），高（数学） 
数学科教育内容論 Ⅱ ２   講 ○（指）／中（数学），高（数学） 
数学科教育方法論 Ⅲ   ２ 講 （指）／中（数学），高（数学） 
数学科教育教材構成論 Ⅳ   ２ 演 （指）／中（数学），高（数学） 
数学科教育授業構成論 Ⅴ   ２ 演 （指）／中（数学），高（数学） 
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［４］中学校教諭一種免許状（理科）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程理科専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）中等教育教員養成課程理科専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目の８単位を修得してください。 
 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程理科専攻開設） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

物
理
学 

物理学概論 Ⅰ ２   講 ○ 
物理学続論 Ⅱ   ２ 講  
力学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
力学演習 Ⅳ   １ 演  
力学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
電磁気学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
電磁気学演習 Ⅳ   １ 演  
電磁気学Ⅱ Ⅵ   ２ 講  
量子力学 Ⅴ   ２ 講  
量子力学演習 Ⅵ   １ 演  
熱・統計力学 Ⅴ   ２ 講  
熱・統計力学演習 Ⅵ   １ 演  
物理数学 Ⅳ   ２ 講  
物理数学演習 Ⅴ   １ 演  
現代物理学 Ⅶ   ２ 講  
物理学特別演習 Ⅶ   １ 演  

物
理
学 

実
験 

物理学実験Ⅰ Ⅱ １   実 ○ 
物理学実験Ⅱ Ⅲ   １ 実  
物理学実験Ⅲ Ⅳ   １ 実  

化
学 

化学概論 Ⅰ ２   講 ○ 
有機化学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
無機化学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
分析化学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
物理化学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
有機化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
無機化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
分析化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
物理化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
有機化学Ⅲ Ⅵ   ２ 講  
量子物理化学 Ⅵ   ２ 講  
有機化学セミナー Ⅶ   １ 演  
分析化学セミナー Ⅶ   １ 演  
物理化学セミナー Ⅶ   １ 演  
無機化学セミナー Ⅷ   １ 演  

化
学
実
験 

基礎化学実験Ⅰ Ⅰ １   実 ○ 
基礎化学実験Ⅱ Ⅱ   １ 実  
分析化学実験 Ⅵ   １ 実  
無機化学実験 Ⅵ   １ 実  
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［４］中学校教諭一種免許状（理科）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程理科専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）中等教育教員養成課程理科専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目の８単位を修得してください。 
 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程理科専攻開設） 

区分 授業科目 開講期 
単位数 

授業

形態 
備考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

物
理
学 

物理学概論 Ⅰ ２   講 ○ 
物理学続論 Ⅱ   ２ 講  
力学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
力学演習 Ⅳ   １ 演  
力学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
電磁気学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
電磁気学演習 Ⅳ   １ 演  
電磁気学Ⅱ Ⅵ   ２ 講  
量子力学 Ⅴ   ２ 講  
量子力学演習 Ⅵ   １ 演  
熱・統計力学 Ⅴ   ２ 講  
熱・統計力学演習 Ⅵ   １ 演  
物理数学 Ⅳ   ２ 講  
物理数学演習 Ⅴ   １ 演  
現代物理学 Ⅶ   ２ 講  
物理学特別演習 Ⅶ   １ 演  

物
理
学 

実
験 

物理学実験Ⅰ Ⅱ １   実 ○ 
物理学実験Ⅱ Ⅲ   １ 実  
物理学実験Ⅲ Ⅳ   １ 実  

化
学 

化学概論 Ⅰ ２   講 ○ 
有機化学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
無機化学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
分析化学Ⅰ Ⅲ   ２ 講  
物理化学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
有機化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
無機化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
分析化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
物理化学Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
有機化学Ⅲ Ⅵ   ２ 講  
量子物理化学 Ⅵ   ２ 講  
有機化学セミナー Ⅶ   １ 演  
分析化学セミナー Ⅶ   １ 演  
物理化学セミナー Ⅶ   １ 演  
無機化学セミナー Ⅷ   １ 演  

化
学
実
験 

基礎化学実験Ⅰ Ⅰ １   実 ○ 
基礎化学実験Ⅱ Ⅱ   １ 実  
分析化学実験 Ⅵ   １ 実  
無機化学実験 Ⅵ   １ 実  
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有機化学実験 Ⅴ   １ 実  
物理化学実験 Ⅵ   １ 実  
化学機器実験Ⅰ Ⅷ   １ 実  
化学機器実験Ⅱ Ⅷ   １ 実  

生
物
学 

生物学概論Ⅰ Ⅱ ２   講 ○ 
生物学概論Ⅱ Ⅲ   ２ 講  
植物生理学 Ⅲ   ２ 講  
遺伝学 Ⅲ   ２ 講  
生態学 Ⅲ   ２ 講  
動物生理学 Ⅳ   ２ 講  
動物形態学 Ⅴ   ２ 講  
生物の多様性 Ⅳ   ２ 講  
植物形態学 Ⅴ   ２ 講  
植物生態学 Ⅵ   ２ 講  
微生物学 Ⅵ   ２ 講  
生物学演習Ⅰ Ⅴ   ２ 演  
生物学演習Ⅱ Ⅵ   ２ 演  

生
物
学
実
験 

生物学実験Ⅰ Ⅰ １   実 ○ 
生物学実験Ⅱ Ⅲ   １ 実  
植物自然史実験 Ⅲ   １ 実  
動物形態学実験 Ⅳ   １ 実  
植物生理学実験 Ⅳ   １ 実  
生態学実験 Ⅴ・Ⅵ   １ 実  

地
学 

地学概論Ⅰ Ⅰ ２   講 ○ 
地学概論Ⅱ Ⅱ   ２ 講  
地球科学Ⅰ Ⅳ   ２ 講  
地球科学Ⅱ Ⅵ   ２ 講  
宇宙科学 Ⅴ   ２ 講  
地球環境科学 Ⅴ   ２ 講  
現代地学Ａ Ⅴ   ２ 講  
現代地学Ｂ Ⅵ   ２ 講  
地学ゼミナールＡ Ⅵ   ２ 演  
地学ゼミナールＢ Ⅶ   ２ 演  

地
学
実
験 

地学実験Ⅰ Ⅱ １   実 ○ 
地学実験Ⅱ Ⅲ   １ 実  
固体地球科学実験Ⅰ Ⅲ   １ 実  
天文地球物理学実験Ⅰ Ⅳ   １ 実  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程理科専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

理
科 

中等理科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（理科），高（理科） 
中等理科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育演習Ⅰ Ⅳ ２   演 （指）／中（理科），高（理科） 
中等理科教育演習Ⅱ Ⅴ ２   演 （指）／中（理科），高（理科） 
理科教育内容論 Ⅴ   ２ 講 （指）／中（理科），高（理科） 
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理科教育実践論 Ⅵ   ２ 講 （指）／中（理科），高（理科） 
 中等理科教育学セミナーＡ Ⅶ   ２ 演 （指）／中（理科），高（理科） 
 中等理科教育学セミナーＢ Ⅷ   ２ 演 （指）／中（理科），高（理科） 
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理科教育実践論 Ⅵ   ２ 講 （指）／中（理科），高（理科） 
 中等理科教育学セミナーＡ Ⅶ   ２ 演 （指）／中（理科），高（理科） 
 中等理科教育学セミナーＢ Ⅷ   ２ 演 （指）／中（理科），高（理科） 
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［５］中学校教諭一種免許状（英語）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程英語専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）中等教育教員養成課程英語専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目の８単位を修得してください。 
（ⅲ）Ⅴ期，Ⅵ期に開設されるゼミ科目は専門性が高いため，履修する学生は関連分野の専門科

目（たとえば，英米文学ゼミＡ，Ｂを履修する場合は，英米文学関連の科目）を履修してお
くことが望まれます。 

 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程英語専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

英
語
学 

英語学入門 Ⅱ ２   講 ○ 
英語学講義 Ⅳ   ２ 講  
英語音声学 Ⅰ   ２ 演  
英語学研究 Ⅳ   ２ 講  
言語学概論 Ⅲ   ２ 講  
英語学ゼミＡ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語学ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英語学ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語学ゼミＤ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英語学応用研究 Ⅴ   ２ 演  
対照言語学 Ⅳ   ２ 講  
ライティングゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
ライティングゼミＢ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 

英
米
文
学 

英米文学入門 Ⅰ ２   演 ○ 
英米文学研究 Ⅲ   ２ 演  
英米文学講義 Ⅱ   ２ 講  
英米文学ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英米文学ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英米文学ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 

英米文学ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
英米文学応用研究 Ⅵ   ２ 演  

英
語
コ
ミ
□
ニ
ケ
□
シ
□
ン 

英会話Ｉ Ⅰ １   演 ○ 
英会話Ⅱ Ⅱ   １ 演  
英作文Ⅰ Ⅰ １   演 ○ 
英作文Ⅱ Ⅱ   １ 演  
英語コミュニケーション論 Ⅳ   ２ 講  
アカデミック・イングリッシュ Ⅴ   １ 演  
スピーチ・コミュニケーション Ⅲ   １ 演  
英語コミュニケーションゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
英語コミュニケーションゼミＢ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 

異
文
化
理
解 

英語文化論 Ⅱ ２   講 ○ 
英語文化論研究 Ⅲ   ２ 演  
異文化コミュニケーション論 Ⅴ   ２ 講  
異文化ゼミＡ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
異文化ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
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地域言語文化（英） Ⅳ   ２ 講  
地域言語文化（米） Ⅲ   ２ 講  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程英語専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

英
語 

英語教育概論 Ⅲ ２   講 ○（指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ａ Ⅳ ２   演 ○（指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ｂ Ⅴ ２   演 （指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ｃ Ⅵ ２   講 （指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 
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地域言語文化（英） Ⅳ   ２ 講  
地域言語文化（米） Ⅲ   ２ 講  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程英語専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

英
語 

英語教育概論 Ⅲ ２   講 ○（指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ａ Ⅳ ２   演 ○（指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ｂ Ⅴ ２   演 （指）／中（英語），高（英語） 
中等英語科指導法Ｃ Ⅵ ２   講 （指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＡ Ⅴ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＢ Ⅵ   ２ 演 <西暦奇数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＣ Ⅴ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 

英語教育ゼミＤ Ⅵ   ２ 演 <西暦偶数年度開講> 
（指）／中（英語），高（英語） 
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［６］中学校教諭一種免許状（音楽）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程音楽専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）（ⅰ）の２０単位については，「管弦楽器Ⅰ」，「和声学Ⅰ」，「オーケストラＡ」，「オ

ーケストラＢ」を含めることが望まれます。 
（ⅲ）中等教育教員養成課程音楽専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目の８単位を修得してください。 
（ⅳ）（ⅰ）～（ⅲ）の履修に関しては，年度始めの授業科目履修登録時に，音楽教育科目時間

割担当教員に必ず相談してください。 
 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程音楽専攻開設） 

区 分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

ソルフェ
ージュ  

ソルフェージュⅠ Ⅰ １   演 ○ 
ソルフェージュⅡ Ⅱ   １ 演  

声楽 声楽Ⅰ Ⅰ １   演 ○合唱を含む。 
声楽Ⅱ Ⅱ   １ 演  
声楽Ⅲ Ⅲ   １ 演  
声楽Ⅳ Ⅳ   １ 演  
声楽Ⅴ Ⅴ   １ 演  
声楽Ⅵ Ⅵ   １ 演  
声楽Ⅶ Ⅶ   １ 演  
声楽Ⅷ Ⅷ   １ 演  
声楽アンサンブルＡ Ⅲ   １ 演 <西暦偶数年度開講> 
声楽アンサンブルＢ Ⅲ   １ 演 <西暦奇数年度開講> 
合唱Ａ Ⅱ   １ 演 <西暦偶数年度開講> 
合唱Ｂ Ⅱ   １ 演 <西暦奇数年度開講> 
伝統声楽 Ⅴ １   演 ○日本の伝統的な歌唱を含む。 

器楽 ピアノⅠ Ⅰ １   演 ○合奏及び伴奏法を含む。 
ピアノⅡ Ⅱ   １ 演  
ピアノⅢ Ⅲ   １ 演  
ピアノⅣ Ⅳ   １ 演  
ピアノⅤ Ⅴ   １ 演  
ピアノⅥ Ⅵ   １ 演  
ピアノⅦ Ⅶ   １ 演  
ピアノⅧ Ⅷ   １ 演  
管弦楽器Ⅰ Ⅰ   １ 演  
管弦楽器Ⅱ Ⅱ   １ 演  
管弦楽器Ⅲ Ⅲ   １ 演  
管弦楽器Ⅳ Ⅳ   １ 演  
管弦楽器Ⅴ Ⅴ   １ 演  
管弦楽器Ⅵ Ⅵ   １ 演  
管弦楽器Ⅶ Ⅶ   １ 演  
管弦楽器Ⅷ Ⅷ   １ 演  
オーケストラＡ Ⅴ   １ 演 <西暦奇数年度開講> 
オーケストラＢ Ⅴ   １ 演 <西暦偶数年度開講> 
器楽アンサンブル Ⅵ   １ 演  
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邦楽器 Ⅳ １   演 ○和楽器を含む。 
邦楽合奏 Ⅶ   １ 演  

指揮法 指揮法 Ⅳ ２   講 ○ 
音楽理論 

・ 

作曲法 

・ 

音楽史 

音楽理論基礎 Ⅰ ２   講 ○音楽史，日本の伝統音楽及び
諸民族の音楽を含む。 

和声学Ⅰ Ⅱ   ２ 講  
和声学Ⅱ Ⅲ   ２ 講  
作曲法Ⅰ Ⅳ ２   講 ○編曲法を含む。 
作曲法Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
作曲法Ⅲ Ⅵ   ２ 講  
作曲法Ⅳ Ⅶ   １ 演  
作曲法Ⅴ Ⅷ   １ 演  
音楽史Ⅰ Ⅱ   ２ 講  
音楽史Ⅱ Ⅲ   ２ 講  
音楽史Ⅲ Ⅳ   ２ 講  
音楽史Ⅳ Ⅴ   ２ 講  
音楽史Ⅴ Ⅵ   ２ 講  
世界の音楽と舞踊 Ⅵ   ２ 講  
音楽研究論 Ⅴ   ２ 講  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程音楽専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

音楽 中等音楽科指導法Ⅰ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅱ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅲ Ⅴ ２   講 （指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅳ Ⅵ ２   講 （指）／中（音楽），高（音楽） 
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邦楽器 Ⅳ １   演 ○和楽器を含む。 
邦楽合奏 Ⅶ   １ 演  

指揮法 指揮法 Ⅳ ２   講 ○ 
音楽理論 

・ 

作曲法 

・ 

音楽史 

音楽理論基礎 Ⅰ ２   講 ○音楽史，日本の伝統音楽及び
諸民族の音楽を含む。 

和声学Ⅰ Ⅱ   ２ 講  
和声学Ⅱ Ⅲ   ２ 講  
作曲法Ⅰ Ⅳ ２   講 ○編曲法を含む。 
作曲法Ⅱ Ⅴ   ２ 講  
作曲法Ⅲ Ⅵ   ２ 講  
作曲法Ⅳ Ⅶ   １ 演  
作曲法Ⅴ Ⅷ   １ 演  
音楽史Ⅰ Ⅱ   ２ 講  
音楽史Ⅱ Ⅲ   ２ 講  
音楽史Ⅲ Ⅳ   ２ 講  
音楽史Ⅳ Ⅴ   ２ 講  
音楽史Ⅴ Ⅵ   ２ 講  
世界の音楽と舞踊 Ⅵ   ２ 講  
音楽研究論 Ⅴ   ２ 講  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程音楽専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

音楽 中等音楽科指導法Ⅰ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅱ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅲ Ⅴ ２   講 （指）／中（音楽），高（音楽） 
中等音楽科指導法Ⅳ Ⅵ ２   講 （指）／中（音楽），高（音楽） 
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［７］中学校教諭一種免許状（美術）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程美術専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）「教科専門科目」の履修については，以下の科目を優先して履修することが望まれます。 

絵画：「絵画基礎Ａ」，「絵画基礎Ｂ」 
彫刻：「彫刻基礎Ａ」，「彫刻基礎Ｂ」 
デザイン：「構成デザイン基礎Ａ」，「構成デザイン基礎Ｂ」 
工芸：「工芸基礎Ａ」，「工芸基礎Ｂ」 

（ⅲ）（ⅱ）以外の授業科目については，「色彩学」及び「西洋美術史」は自由に履修して構い
ませんが，それ以外の授業科目の履修を希望する場合には，授業担当教員の指示に従ってく
ださい。 

（ⅳ）中等教育教員養成課程美術専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指
定している科目の８単位を修得してください。 

 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程美術専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

絵
画 

絵画基礎Ａ Ⅰ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
絵画基礎Ｂ Ⅱ   ２ 演  
油彩画 Ⅳ   ３ 講演  
日本画 Ⅳ   ３ 講演  
水彩画Ａ Ⅲ   ２ 演  
水彩画Ｂ Ⅴ   ２ 演  
絵画演習Ａ Ⅴ   ３ 講演  
絵画演習Ｂ Ⅳ   ２ 講演  

彫
刻 

彫刻基礎Ａ Ⅰ ２   演 ○ 
彫刻基礎Ｂ Ⅱ   ２ 演  
木彫 Ⅳ   ３ 講演  
人体習作 Ⅵ   ３ 講演  

デ
ザ
イ
ン 

構成デザイン基礎Ａ Ⅱ ２   演 ○映像メディア表現を含む。 
構成デザイン基礎Ｂ Ⅲ   ２ 演  
色彩学 Ⅰ   ２ 講  
デザインＡ Ⅳ   ３ 講演  
デザインＢ Ⅴ   ３ 講演  
デザインＣ Ⅵ   ３ 講演  

工
芸 

工芸基礎Ａ Ⅲ ２   演 ○プロダクト制作を含む。 
工芸基礎Ｂ Ⅲ   ２ 演  
工芸Ａ Ⅴ   ３ 講演  
工芸Ｂ Ⅵ   ３ 講演  
工芸Ｃ Ⅵ   ３ 講演  

美
術
理
論
・ 

美
術
史 

構成デザイン理論 Ⅰ   ２ 講  
西洋美術史 Ⅰ   ２ 講  
日本美術史 Ⅱ   ２ 講  
美術鑑賞 Ⅲ・Ⅳ   ２ 講演  

美術理論 Ⅳ ２   講 ○美術史，鑑賞並びに日本の伝統
美術及びアジアの美術を含む。 
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［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程美術専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

美
術 

美術科指導法Ⅰ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅱ Ⅲ ２   演 ○（指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅲ Ⅳ ２   講 （指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅳ Ⅳ ２   演 （指）／中（美術），高（美術） 
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［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程美術専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

美
術 

美術科指導法Ⅰ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅱ Ⅲ ２   演 ○（指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅲ Ⅳ ２   講 （指）／中（美術），高（美術） 
美術科指導法Ⅳ Ⅳ ２   演 （指）／中（美術），高（美術） 
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［８］中学校教諭一種免許状（保健体育）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程保健体育専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定

している科目全て，及び備考欄に☆を付してある授業科目から１科目を含んで，２０単位を
修得してください。 

（ⅱ）中等教育教員養成課程保健体育専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修
に指定している科目の８単位を修得してください。 

（ⅲ）（ⅰ），（ⅱ）の履修に関しては，年度初めの授業科目履修登録時に，保健体育科目時間
割担当教員に必ず相談してください。 

 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程保健体育専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

体
育
実
技 

水泳 Ⅰ １   実 ○ 
陸上競技 Ⅲ   １ 実  
器械運動 Ⅱ   １ 実  
体つくり運動 Ⅴ   １ 実  
剣道 Ⅰ   １ 実  
柔道 Ⅱ   １ 実  
ダンス Ⅳ   １ 実  
バレーボール Ⅰ   １ 実  
バスケットボール Ⅱ   １ 実  
サッカー Ⅳ   １ 実  
ラケットスポーツ（テニス・卓
球・バドミントン） Ⅲ   １ 実  

バットスポーツ（ソフトボール） Ⅲ   １ 実  

□
体
育
原
理
□
体
育
心
理
学
□
体
育
経
営
管
理
学
□ 

体
育
社
会
学
□
体
育
史
□
・
運
動
学 

体育原論・スポーツ哲学 Ⅰ  ２  講 ☆ 
体育・スポーツ史 Ⅱ  ２  講 ☆ 
体育・スポーツ心理学 Ⅳ  ２  講 ☆ 
体育経営・スポーツマネジメン
ト論 Ⅳ  ２  講 ☆ 

体育・スポーツ社会学 Ⅲ  ２  講 ☆ 
地域スポーツと学校体育の連携 Ⅱ   ２ 講  
体育・スポーツ方法論（運動方法
学を含む） Ⅴ ２   講 ○運動学を含む。 

体育・スポーツ運動学 Ⅲ   ２ 講  
体育・スポーツ哲学・歴史演習 Ⅴ   ２ 演  
体育・スポーツ心理学演習 Ⅴ   ２ 演  
体育・スポーツ方法論演習 Ⅴ   ２ 演  
身体・表現・舞踊論演習 Ⅵ   ２ 演  
体育学・スポーツ運動学研究Ａ Ⅶ   ２ 演  
体育学・スポーツ運動学研究Ｂ Ⅷ   ２ 演  

生
理
学 

生理学・解剖学（運動生理学を含
む） Ⅰ ２   講 ○運動生理学を含む。 

運動・スポーツ医学 Ⅳ   ２ 講  
体力・トレーニング論演習 Ⅵ   ２ 演  
運動・スポーツ医学演習 Ⅵ   ２ 演  
運動・スポーツ生理学演習 Ⅵ   ２ 演  
健康教育学・健康科学研究Ａ Ⅶ   ２ 演  
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健康教育学・健康科学研究Ｂ Ⅷ   ２ 演  
衛
生
学
・ 

公
衆
衛
生
学 

衛生学（公衆衛生学を含む） Ⅲ ２   講 ○公衆衛生学を含む。 

学
校
保
健 

学校保健 Ⅲ ２   講 
○小児保健，精神保健，
学校安全及び救急処置
を含む。 

学校保健・衛生学演習 Ⅵ   ２ 演  
救急看護実習 Ⅵ   １ 実  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程保健体育専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

保
健
体
育 

保健体育科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（保健体育），高
（保健体育） 

保健体育科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（保健体育），高
（保健体育） 

保健体育科指導法Ｃ Ⅳ ２   講 （指）／中（保健体育）， 
高（保健体育） 

保健体育科指導法Ｄ Ⅴ ２   講 （指）／中（保健体育）， 
高（保健体育） 
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健康教育学・健康科学研究Ｂ Ⅷ   ２ 演  
衛
生
学
・ 

公
衆
衛
生
学 

衛生学（公衆衛生学を含む） Ⅲ ２   講 ○公衆衛生学を含む。 

学
校
保
健 

学校保健 Ⅲ ２   講 
○小児保健，精神保健，
学校安全及び救急処置
を含む。 

学校保健・衛生学演習 Ⅵ   ２ 演  
救急看護実習 Ⅵ   １ 実  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程保健体育専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必 

修 
選 
必 

選 
択 

保
健
体
育 

保健体育科指導法Ａ Ⅱ ２   講 ○（指）／中（保健体育），高
（保健体育） 

保健体育科指導法Ｂ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（保健体育），高
（保健体育） 

保健体育科指導法Ｃ Ⅳ ２   講 （指）／中（保健体育）， 
高（保健体育） 

保健体育科指導法Ｄ Ⅴ ２   講 （指）／中（保健体育）， 
高（保健体育） 
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［９］中学校教諭一種免許状（家庭）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程家庭専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭一種免許状（家庭）を修得するにあたっては，備考欄に※印を付した授業科目

を履修することが望まれます。 
（ⅲ）中等教育教員養成課程家庭専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目の８単位を修得してください。 
 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程家庭専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

家
庭
経
営
学 

生活経営学 Ⅰ ２   講 ○家族関係学及び家庭経済学を含む。 
家庭経済学 Ⅲ   ２ 講   
家族関係学 Ⅳ   ２ 講 ※ 
消費生活論 Ⅴ   ２ 演  

被
服
学 

被服構成学実習 Ⅰ   １ 実  
被服学 Ⅲ ２   講演 ○被服製作実習を含む。 
被服学演習 Ⅳ   ２ 演 ※ 
着心地の科学 Ⅴ   ２ 講演  
被服科学実験実習 Ⅵ   ２ 講演  

食
物
学 

食物学 Ⅰ ２   講演 ○食物学,栄養学,食品学及び調理実習を
含む。 

調理実習基礎 Ⅱ   １ 実 ※ 
栄養学 Ⅳ   ２ 講  
食物学演習 Ⅲ   ２ 演  
食物学実験実習 Ⅴ   ２ 講演  
調理実習応用 Ⅴ   １ 実  

住
居
学 

住居学 Ⅱ ２   講演 ○製図を含む。 
居住環境論 Ⅲ   ２ 講演 ※ 
住生活演習 Ⅴ   ２ 演  

保
育
学 

保育学 Ⅰ ２   講演 ○実習及び家庭看護を含む。 
児童学原論 Ⅳ   ２ 講 ※ 
保育環境論 Ⅳ   ２ 演  

 
 
［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程家庭専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

家
庭 

中等家庭科教育法Ａ Ⅱ ２   講 〇（指）／中（家庭），高（家庭） 
中等家庭科教育法Ｂ Ⅲ ２   講 〇（指）／中（家庭），高（家庭） 
中等家庭科教育法Ｃ Ⅴ ２   演 （指）／中（家庭），高（家庭） 
中等家庭科教育法Ｄ Ⅵ ２   演 （指）／中（家庭），高（家庭） 
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［10］中学校教諭一種免許状（技術）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程技術専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）中等教育教員養成課程技術専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目の８単位を修得してください。 
（ⅲ）（ⅰ），（ⅱ）の履修に関しては，年度初めの授業科目履修登録時に，技術教育科目教務

担当教員に必ず相談してください。 
 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程技術専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必

修 
選
必 

選 
択 

材料加工 
(実習を含む) 

 

製図Ｂ Ⅱ   １ 演  
木材加工実習Ａ Ⅱ １   実 ○製図を含む。 
木材加工実習Ｂ Ⅲ   １ 実  
木材材料学 Ⅲ   ２ 講  
木材加工学 Ⅴ   ２ 講  
木材加工演習 Ⅶ   ２ 演  
構造・デザイン Ⅶ   ２ 講  
製図Ａ Ⅰ   １ 演  
金属塑性加工実習 Ⅰ １   実 ○製図を含む。 
金属切削加工実習 Ⅱ   １ 実  
金属材料学 Ⅲ   ２ 講演  
金属加工学・実験法 Ⅳ   ２ 講演  

機械･電気

(実習を含む) 

 

機構学 Ⅰ   ２ 講  
機械基礎実習 Ⅱ １   実 ○ 
材料力学 Ⅲ   ２ 演  
熱流体工学 Ⅳ   ２ 演  
機械教材実習 Ⅴ   １ 実  
機械力学 Ⅵ   ２ 講  
電気理論 Ⅱ   ２ 演  
電気実験実習 Ⅲ ２   講実 ○実習を含む。 
電子工学 Ⅳ   ２ 演  
くらしと電気 Ⅴ   ２ 演  

生物育成 栽培実習Ａ Ⅰ １   実 ○ 
栽培実習Ｂ Ⅱ   １ 実  
生物育成と環境 Ⅲ   ２ 演  
食農教育の実践 Ⅲ   ２ 演  
栽培学実験実習 Ⅴ   ２ 講実  
動物生産と人間生活 Ⅴ   ２ 講  
生物生産科学 Ⅵ   ２ 講  

情報とコン
ピュータ 

基礎情報学 Ⅱ   ２ 講  
情報工学Ａ Ⅲ ２   講実 ○実習を含む。 
情報工学Ｂ Ⅳ   ２ 講演  
コンピュータとものづくり Ⅳ   ２ 講  
ネットワーク工学 Ⅴ   ２ 講  
インターネットと教育 Ⅵ   ２ 講  
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［10］中学校教諭一種免許状（技術）を取得する場合 
 
（ⅰ）中等教育教員養成課程技術専攻で開設している「教科専門科目」のうち，必修に指定して

いる科目全てを含んで，２０単位を修得してください。 
（ⅱ）中等教育教員養成課程技術専攻で開設している「各教科の指導法科目」のうち，必修に指

定している科目の８単位を修得してください。 
（ⅲ）（ⅰ），（ⅱ）の履修に関しては，年度初めの授業科目履修登録時に，技術教育科目教務

担当教員に必ず相談してください。 
 
［教科専門科目一覧］（中等教育教員養成課程技術専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 備 考 必

修 
選
必 

選 
択 

材料加工 
(実習を含む) 

 

製図Ｂ Ⅱ   １ 演  
木材加工実習Ａ Ⅱ １   実 ○製図を含む。 
木材加工実習Ｂ Ⅲ   １ 実  
木材材料学 Ⅲ   ２ 講  
木材加工学 Ⅴ   ２ 講  
木材加工演習 Ⅶ   ２ 演  
構造・デザイン Ⅶ   ２ 講  
製図Ａ Ⅰ   １ 演  
金属塑性加工実習 Ⅰ １   実 ○製図を含む。 
金属切削加工実習 Ⅱ   １ 実  
金属材料学 Ⅲ   ２ 講演  
金属加工学・実験法 Ⅳ   ２ 講演  

機械･電気

(実習を含む) 

 

機構学 Ⅰ   ２ 講  
機械基礎実習 Ⅱ １   実 ○ 
材料力学 Ⅲ   ２ 演  
熱流体工学 Ⅳ   ２ 演  
機械教材実習 Ⅴ   １ 実  
機械力学 Ⅵ   ２ 講  
電気理論 Ⅱ   ２ 演  
電気実験実習 Ⅲ ２   講実 ○実習を含む。 
電子工学 Ⅳ   ２ 演  
くらしと電気 Ⅴ   ２ 演  

生物育成 栽培実習Ａ Ⅰ １   実 ○ 
栽培実習Ｂ Ⅱ   １ 実  
生物育成と環境 Ⅲ   ２ 演  
食農教育の実践 Ⅲ   ２ 演  
栽培学実験実習 Ⅴ   ２ 講実  
動物生産と人間生活 Ⅴ   ２ 講  
生物生産科学 Ⅵ   ２ 講  

情報とコン
ピュータ 

基礎情報学 Ⅱ   ２ 講  
情報工学Ａ Ⅲ ２   講実 ○実習を含む。 
情報工学Ｂ Ⅳ   ２ 講演  
コンピュータとものづくり Ⅳ   ２ 講  
ネットワーク工学 Ⅴ   ２ 講  
インターネットと教育 Ⅵ   ２ 講  
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［各教科の指導法科目一覧］（中等教育教員養成課程技術専攻開設） 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

技術 技術科教育法Ａ Ⅲ ２   講 ○（指）／中（技術）     
技術科教育法Ｂ Ⅳ ２   講 ○（指）／中（技術） 
技術科教育法Ｃ Ⅴ ２   講 （指）／中（技術） 
技術科教育法Ｄ Ⅵ ２   演 （指）／中（技術）    
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５．教育実践力向上科目 
 
教育実践力向上科目は，実際の教員の業務及び学校現場の状況についての理解，教科等の指導

や生徒指導，学級経営に関わる実践力を身につけるために開設しています。 
 
下記の必修科目の１０単位を修得してください。なお，選択科目は「自由選択科目」の単位に

あてることができます。選択科目の履修に際しては，指導教員とよく相談をしてください。 
 
教育実践力向上科目一覧【初等教育プログラム】 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教
育
実
習 

体験実習Ａ Ⅰ／Ⅱ １   実  
基礎実習Ａ Ⅳ １   実  
事前・事後指導 Ⅴ・Ⅵ １   ／  
初等教育実習（基本）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
初等教育実習（応用）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  

特別支援教育実習※ Ⅵ ３   実 特別支援教育事前・事後指
導１単位を含む。 

教育総合インターンシップ
実習Ａ Ⅶ・Ⅷ   ２ 実  

 
教育実践力向上科目一覧【中等教育プログラム】 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教
育
実
習 

体験実習Ｂ Ⅰ／Ⅱ １   実  
基礎実習Ｂ Ⅳ １   実  
事前・事後指導 Ⅴ・Ⅵ １   ／  
中等教育実習（基本）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
中等教育実習（応用）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  

特別支援教育実習※ Ⅵ ３   実 特別支援教育事前・事後指
導１単位を含む。 

教育総合インターンシップ
実習Ｂ Ⅶ・Ⅷ   ２ 実  

 
※初等・中等教育実習（基本），初等・中等教育実習（応用）及び特別支援教育実習をあわせ

て本実習といいます。 
「教育実習」区分の科目については，１８～１９ページ及び次ページ以降もあわせて確認して
ください。 
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５．教育実践力向上科目 
 
教育実践力向上科目は，実際の教員の業務及び学校現場の状況についての理解，教科等の指導

や生徒指導，学級経営に関わる実践力を身につけるために開設しています。 
 
下記の必修科目の１０単位を修得してください。なお，選択科目は「自由選択科目」の単位に

あてることができます。選択科目の履修に際しては，指導教員とよく相談をしてください。 
 
教育実践力向上科目一覧【初等教育プログラム】 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教
育
実
習 

体験実習Ａ Ⅰ／Ⅱ １   実  
基礎実習Ａ Ⅳ １   実  
事前・事後指導 Ⅴ・Ⅵ １   ／  
初等教育実習（基本）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
初等教育実習（応用）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  

特別支援教育実習※ Ⅵ ３   実 特別支援教育事前・事後指
導１単位を含む。 

教育総合インターンシップ
実習Ａ Ⅶ・Ⅷ   ２ 実  

 
教育実践力向上科目一覧【中等教育プログラム】 

区分 授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教
育
実
習 

体験実習Ｂ Ⅰ／Ⅱ １   実  
基礎実習Ｂ Ⅳ １   実  
事前・事後指導 Ⅴ・Ⅵ １   ／  
中等教育実習（基本）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  
中等教育実習（応用）※ Ⅴ・Ⅵ ２   実  

特別支援教育実習※ Ⅵ ３   実 特別支援教育事前・事後指
導１単位を含む。 

教育総合インターンシップ
実習Ｂ Ⅶ・Ⅷ   ２ 実  

 
※初等・中等教育実習（基本），初等・中等教育実習（応用）及び特別支援教育実習をあわせ

て本実習といいます。 
「教育実習」区分の科目については，１８～１９ページ及び次ページ以降もあわせて確認して
ください。 
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○ 事前・事後指導 
 
初等教育実習，中等教育実習の事前・事後指導１単位については，次表のとおり実施されます。 
これらの実習については，事前指導に出席しなければ参加できません。また，事後指導にも出

席しなければ評価の対象となりませんので，欠席することがないよう留意してください。 
 
［事前指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

観察参加（観察参加に関する心
得，留意事項と観察参加） 

演習 
実習生 
全員 

２年次生が３年次生の本実習期間中に
小・中学校で実施する。なお，観察参加
の事前指導は大学で実施する。 

オリエンテーション（教育実習の
意義と一般的な留意事項） 講義 同上 前年度３月に大学で実施する。 

教育実習保健教育（教育実習時の
心身の健康管理及び生活指導） 講義 同上 同上 

教育実習人権・同和教育研究（教育
現場における具体的取り組み） 講義 同上 同上 

小・中学校事前指導（小・中学校実
習のオリエンテーション） 講義 

小学校 
実習生 
全員 

初等教育：小学校で実施する。 

中学校 
実習生 
全員 

中等教育：中学校で実施する。 

学習指導案の検討及び実習日誌指
導 演習 実習生 

全員 
小・中学校での事前指導以降に大学で実
施する。 

小・中学校実習直前の事前指導 講義 同上 小・中学校実習直前に大学で実施する。 
 
［事後指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

教育実習事後指導研究（教育実習
の反省と問題点の整理） 講義 実習生 

全員 
教育実習（本実習）終了後，大学で実施す
る。 

 
 
特別支援教育実習の事前・事後指導については，次表のとおり実施されます。 

 
［事前指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

オリエンテーション①（教育実習
の意義と一般的な留意事項） 講義 実習生 

全員 前年度３月に大学で実施する。 

協力校教育実習研究（協力校にお
ける教育実習の指導上の留意事
項，授業の構成等） 

講義 同上 ８月に大学で実施する。 

オリエンテーション②（特別支援
教育実習直前の事前指導） 講義 同上 同上 

 
［事後指導］ 
 

内容 方法 対象学生 備考 

教育実習事後指導研究（教育実習
の反省と問題点の整理） 講義 実習生 

全員 
教育実習（本実習）終了後，大学で実施す
る。 
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○ 初等教育実習，中等教育実習の参加要件単位 
 
初等教育実習（初等教育プログラム），中等教育実習（中等プログラム）に参加するためには，

参加前年度までに，それぞれ下記ⅰ）～ⅲ）のすべての要件を満たしておく必要があります。 
 
 
［初等教育実習(初等教育プログラム)の参加要件単位］ 
 
ⅰ）「学校心理学Ａ」，「教育原理」，「教育の制度と経営」，「教育課程と教育方法・技術

(特別活動の指導法を含む。)」，「学校における心理援助Ａ」，「生徒指導論（進路指導を
含む。）Ａ」，「人権・同和教育論」の中から８単位以上を修得 

 
ⅱ）「基礎実習Ａ」１単位を修得し，各教科の指導法科目のうち，「国語科指導法」，「社会

科指導法」，「算数科指導法」，「理科指導法」，「生活科指導法」，「音楽科指導法」，
「図画工作科指導法」，「家庭科指導法」，「体育科指導法」，「英語指導法」，「道徳の
指導法」から１０単位以上を修得 

 
ⅲ）小専科目Ⅰのうち，「小専国語Ⅰ」，「小専社会Ⅰ」，「小専算数Ⅰ」，「小専理科Ⅰ」，

「小専生活Ⅰ」，「小専音楽Ⅰ」，「小専図画工作Ⅰ」，「小専家庭Ⅰ」，「小専体育Ⅰ」，
「小専英語Ⅰ」から５単位以上を修得 

 
 
［中等教育実習(中等教育プログラム)の参加要件単位］ 
 
ⅰ）「学校心理学Ｂ」，「教育原理」，「教育の制度と経営」，「教育課程と教育方法・技術

(特別活動の指導法を含む。)」，「学校における心理援助Ｂ」，「生徒指導論（進路指導を
含む。）Ｂ」，「人権・同和教育論」の中から８単位以上を修得 

 
ⅱ）「基礎実習Ｂ」１単位を修得し，取得する免許教科の各教科の指導法科目（「道徳の指導

法」を除く。）から２単位以上を修得 
 

ⅲ）取得する免許教科の教科専門科目から６単位以上を修得 
 
 
 
○ 実習時期 
 
・特別支援教育教員養成課程（初等教育プログラム）の初等教育実習は，３年次に附属小学校

で実施します。 
・特別支援教育教員養成課程（中等教育プログラム）の中等教育実習は，３年次に附属中学校

で実施します。 
・３年次に，以下のように領域に応じた特別支援教育実習を，小・中学校実習の終了後に協力

特別支援学校で実施します。 
 

領 域 協力校 
視覚障害児教育領域 視覚障害者対象の特別支援学校 
聴覚障害児教育領域 聴覚障害者対象の特別支援学校 
知的障害児教育領域 

知的障害者・肢体不自由者・病弱者
対象の特別支援学校 

肢体不自由児教育領域 
病弱児教育領域 
言語障害児教育領域 
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○ 初等教育実習，中等教育実習の参加要件単位 
 
初等教育実習（初等教育プログラム），中等教育実習（中等プログラム）に参加するためには，

参加前年度までに，それぞれ下記ⅰ）～ⅲ）のすべての要件を満たしておく必要があります。 
 
 
［初等教育実習(初等教育プログラム)の参加要件単位］ 
 
ⅰ）「学校心理学Ａ」，「教育原理」，「教育の制度と経営」，「教育課程と教育方法・技術

(特別活動の指導法を含む。)」，「学校における心理援助Ａ」，「生徒指導論（進路指導を
含む。）Ａ」，「人権・同和教育論」の中から８単位以上を修得 

 
ⅱ）「基礎実習Ａ」１単位を修得し，各教科の指導法科目のうち，「国語科指導法」，「社会

科指導法」，「算数科指導法」，「理科指導法」，「生活科指導法」，「音楽科指導法」，
「図画工作科指導法」，「家庭科指導法」，「体育科指導法」，「英語指導法」，「道徳の
指導法」から１０単位以上を修得 

 
ⅲ）小専科目Ⅰのうち，「小専国語Ⅰ」，「小専社会Ⅰ」，「小専算数Ⅰ」，「小専理科Ⅰ」，

「小専生活Ⅰ」，「小専音楽Ⅰ」，「小専図画工作Ⅰ」，「小専家庭Ⅰ」，「小専体育Ⅰ」，
「小専英語Ⅰ」から５単位以上を修得 

 
 
［中等教育実習(中等教育プログラム)の参加要件単位］ 
 
ⅰ）「学校心理学Ｂ」，「教育原理」，「教育の制度と経営」，「教育課程と教育方法・技術

(特別活動の指導法を含む。)」，「学校における心理援助Ｂ」，「生徒指導論（進路指導を
含む。）Ｂ」，「人権・同和教育論」の中から８単位以上を修得 

 
ⅱ）「基礎実習Ｂ」１単位を修得し，取得する免許教科の各教科の指導法科目（「道徳の指導

法」を除く。）から２単位以上を修得 
 
ⅲ）取得する免許教科の教科専門科目から６単位以上を修得 

 
 
 
○ 実習時期 
 
・特別支援教育教員養成課程（初等教育プログラム）の初等教育実習は，３年次に附属小学校
で実施します。 

・特別支援教育教員養成課程（中等教育プログラム）の中等教育実習は，３年次に附属中学校
で実施します。 

・３年次に，以下のように領域に応じた特別支援教育実習を，小・中学校実習の終了後に協力
特別支援学校で実施します。 

 
領 域 協力校 

視覚障害児教育領域 視覚障害者対象の特別支援学校 
聴覚障害児教育領域 聴覚障害者対象の特別支援学校 
知的障害児教育領域 

知的障害者・肢体不自由者・病弱者
対象の特別支援学校 

肢体不自由児教育領域 
病弱児教育領域 
言語障害児教育領域 
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６．学士力向上科目 
 
学士力向上科目は，卒業段階で教員としての総合的な力の育成を確実なものとする科目群で

す。本学は，「幅広い視野と豊かな教養」，「高い専門性」，「確かな実践力」を重点とする学
士力を身につけ，かつ所定の単位を修得した学生に対して，卒業時に「学士（教育学）」の学位
を授与します。学士力向上科目は，これらの重点項目について，主専攻に基づいて，より一層の
能力を高めることを目的として，卒業研究，教職実践演習で構成します。 
以下の履修方法に従い，６単位を修得してください。 

 
（１）卒業研究 

 
卒業研究は，これまで修得してきた専門的な知識・技能，思考力などをもとに，４年間の集大

成として，教育に関する研究能力（学校教育における課題発見・解決）に加え，情報の収集能力・

活用能力，論理的・批判的思考能力を一層高めることを目的とし，授業研究等を行うための基礎

的研究力を身につけるために開設しています。 
下記の必修科目の４単位を修得してください。 

 

授 業 科 目 開講期 
単位数 

授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

卒業研究 Ⅶ・Ⅷ ４   ／  
 
 
（２）教職実践演習 
 
教職実践演習は，教育課程内外で特別支援学校の教員として最小限必要な資質・能力が確実に

修得できているか否かを確認するとともに，必要に応じて不足している知識や技能等を補うこと
を目的に開設しています。 
下記の必修科目の２単位を修得してください。 

 
教職実践演習科目一覧 

授 業 科 目 開講期 

単位数 
授業 
形態 

備 考 必 
修 

選 
必 

選 
択 

教職実践演習（幼・小） Ⅷ ２   演 初等教育プログラム対象 
クラス指定 

教職実践演習（中・高） Ⅷ ２   演 中等教育プログラム対象 
クラス指定 

 
 
７．自由選択科目 
 
自由選択科目は，各科目区分において修得すべき単位数を満たした上で，目指す教員像に応じ

た学びを学生自身でデザインし，様々な授業科目の履修と学修によって修得した単位が卒業要件
単位に算入できるように設定している区分です。 
学修目標を定めた上で，特別支援学校の教員として必要な専門的能力や知識の獲得，各自の関

心分野の掘り下げ，苦手分野の克服等，学生自身で主体的に多様な学びを行うことを期待してい
ます。 
なお，卒業要件となっている単位数以上に，学生自身の志望に従ってさらに科目を履修するこ

とは可能です。
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特別支援教育教員養成課程　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 6 初年次セミナー(2ｴ)

情報機器の操作(2ｴ)

選択 12

　計12単位以上を修得してください。

選必 4

　中から１つ選んで４単位を修得してください。

必修 2 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

実習Ⅰ(1ｼ) 実習Ⅱ(1ｼ)

必修 11

必修 8 学校心理学Ａ(2ｺ) 学校における心理援

特別支援教育と介護 助Ａ(2ｺ)

入門(幼・小)(2ｺ)

必修 8 学校心理学Ｂ(2ｺ) 特別支援教育と介護 学校における心理援

入門(中・高)(2ｺ) 助Ｂ(2ｺ)

選択

持続可能な開発のた 教育社会学(2ｺ)

めの教育(2ｺ) 教授・学習心理学

(2ｺ)

必修 10 特別支援教育概論 発達障害児教育総論 障害評価法(2ｺ)

(2ｺ) (2ｺ)

選択 特別支援教育史(2ｺ) 言語障害児の心理・

特別支援教育基礎理 生理・病理(2ｺ)

論(2ｺ)

必修 8 視覚障害児心理学(2ｺ) 視覚障害児の生理・

病理(2ｺ)

視覚障害児教育論Ⅰ(2ｺ)

選必 8 　聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱児教育領域の科目の

　中から８単位履修してください。

必修 8 聴覚障害児心理学(2ｺ) 聴覚障害児教育論Ⅰ(2ｺ)

聴覚障害児の生理・

病理(2ｺ)

選必 8 　視覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱児教育領域の科目の

　中から８単位履修してください。

必修 6 知的障害児の心理・ 知的障害児教育論Ⅰ(2ｺ)

生理・病理(2ｺ)

選必 10 　視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱児教育領域の科目の中から

　10単位履修してください。

必修 6 肢体不自由児の心理 肢体不自由児教育論

・生理・病理(2ｺ) Ⅰ(2ｺ)

選必 10 　視覚障害・聴覚障害・知的障害・病弱児教育領域の科目の中から

　10単位履修してください。

生徒指導論(進路指
導を含む。)Ａ(2ｺ)

教職専門
科　　目

学級づくりの理論と実践(2ｺ)

科目区分
必選別

／単位数

教養教育
科　　目

大学教育
基礎科目

日本国憲法(2ｺ)

外 国 語
科　　目

　英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハングル，日本語（留学生対象）の

保健体育
科　　目

教養科目
　P.13 記載の課程によって定められた必須要件を満たした上で，

プログラム
専門科目
(特別支援
教育P)

共通科目

知的障害児
教育領域

肢体
不自由児
教育領域

教職共通
科　　目

教育原理(2ｺ)
教育課程と教育方法・技術
(特別活動の指導法を含む。)(2ｺ)

（注１）

視覚障害児
教育領域

聴覚障害児
教育領域

(初等教育)

生徒指導論(進路指
導を含む。)Ｂ(2ｺ)(中等教育)

教育の制度と経営(2ｺ) 人権・同和教育論(2ｺ)

教職科目
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特別支援教育教員養成課程　開講計画表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必修 6 初年次セミナー(2ｴ)

情報機器の操作(2ｴ)

選択 12

　計12単位以上を修得してください。

選必 4

　中から１つ選んで４単位を修得してください。

必修 2 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

実習Ⅰ(1ｼ) 実習Ⅱ(1ｼ)

必修 11

必修 8 学校心理学Ａ(2ｺ) 学校における心理援

特別支援教育と介護 助Ａ(2ｺ)

入門(幼・小)(2ｺ)

必修 8 学校心理学Ｂ(2ｺ) 特別支援教育と介護 学校における心理援

入門(中・高)(2ｺ) 助Ｂ(2ｺ)

選択

持続可能な開発のた 教育社会学(2ｺ)

めの教育(2ｺ) 教授・学習心理学

(2ｺ)

必修 10 特別支援教育概論 発達障害児教育総論 障害評価法(2ｺ)

(2ｺ) (2ｺ)

選択 特別支援教育史(2ｺ) 言語障害児の心理・

特別支援教育基礎理 生理・病理(2ｺ)

論(2ｺ)

必修 8 視覚障害児心理学(2ｺ) 視覚障害児の生理・

病理(2ｺ)

視覚障害児教育論Ⅰ(2ｺ)

選必 8 　聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱児教育領域の科目の

　中から８単位履修してください。

必修 8 聴覚障害児心理学(2ｺ) 聴覚障害児教育論Ⅰ(2ｺ)

聴覚障害児の生理・

病理(2ｺ)

選必 8 　視覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱児教育領域の科目の

　中から８単位履修してください。

必修 6 知的障害児の心理・ 知的障害児教育論Ⅰ(2ｺ)

生理・病理(2ｺ)

選必 10 　視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱児教育領域の科目の中から

　10単位履修してください。

必修 6 肢体不自由児の心理 肢体不自由児教育論

・生理・病理(2ｺ) Ⅰ(2ｺ)

選必 10 　視覚障害・聴覚障害・知的障害・病弱児教育領域の科目の中から

　10単位履修してください。

生徒指導論(進路指
導を含む。)Ａ(2ｺ)

教職専門
科　　目

学級づくりの理論と実践(2ｺ)

科目区分
必選別
／単位数

教養教育
科　　目

大学教育
基礎科目

日本国憲法(2ｺ)

外 国 語
科　　目

　英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ハングル，日本語（留学生対象）の

保健体育
科　　目

教養科目
　P.13 記載の課程によって定められた必須要件を満たした上で，

プログラム
専門科目
(特別支援
教育P)

共通科目

知的障害児
教育領域

肢体
不自由児
教育領域

教職共通
科　　目

教育原理(2ｺ)
教育課程と教育方法・技術
(特別活動の指導法を含む。)(2ｺ)

（注１）

視覚障害児
教育領域

聴覚障害児
教育領域

(初等教育)

生徒指導論(進路指
導を含む。)Ｂ(2ｺ)(中等教育)

教育の制度と経営(2ｺ) 人権・同和教育論(2ｺ)

教職科目
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

※１

　

　

教職論(2ｺ)

情報通信技術を活用

した教育の理論及び

方法(1ｺ)

カリキュラム・マネ 新聞等のメディアを

ジメント(2ｺ) 活用した授業づくり

学校と教育法(2ｺ) (2ｺ)

教育における批判的

思考(2ｺｴ)

地域に開かれた学校

づくり(2ｺ)

特別支援教育総合演習

(2ｺ)

特別支援教育指導実 特別支援教育指導実 ※２

習Ⅰ(1ｼ) 習Ⅱ(1ｼ)

※２ 発達障害児教育論

視覚障害児教育総論(1ｺ) (2ｺ)

聴覚障害児教育総論(1ｺ) ※３

知的障害児教育総論(1ｺ)

肢体不自由児教育総論(1ｺ)

病弱児教育総論(1ｺ)

言語障害児教育総論 （注１）

(2ｺ) ※３

視覚障害児教育論Ⅱ(2ｺ)

※３

聴覚障害児教育論Ⅱ(2ｺ)

※３

知的障害児教育論Ⅱ(2ｺ)

※３

肢体不自由児教育論

Ⅱ(2ｺ)

※３

　

※２　取得する特別支援学
校教諭免許状に含まれる領
域以外の免許領域にかかる
教育総論を必ず履修するこ
と。

※３　必要単位数を超えて
修得した場合，☆２の「選
択科目」として計算しま
す。

言語障害児教育領域以外の
学生は２単位履修してくだ
さい。

左記科目を修得した場合，

自由選択科目の単位として計算

します。

初等教育対象

中等教育対象

備　　考

※１　必要単位を超えて修
得した場合，自由選択科目
の単位として計算します。

重複障害児教育総論(2ｺ)

学級経営と危機管理(2ｺ)
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分
必選別
／単位数

必修 6 病弱児の心理・生理 病弱児教育論Ⅰ(2ｺ)

・病理(2ｺ)

選必 10 　視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由児教育領域の科目の中から

　10単位履修してください。

必修 4 言語障害児の心理・ 言語障害児教育論(2ｺ)

生理・病理(2ｺ)

選必 4 知的障害児の心理・ 知的障害児教育論Ⅰ

生理・病理(2ｺ) (2ｺ)

肢体不自由児の心理 肢体不自由児教育論

・生理・病理(2ｺ) Ⅰ(2ｺ)

選必 12

選択

必修 10

選択

選必 20 　取得する免許教科の教科内容科目を履修し，必要要件を満たした上で，

　２０単位修得してください。

必修 4

必修 20

選必 8 　取得する免許教科の教科指導法科目を履修し，必要要件を満たした上で，

　８単位修得してください。

必修 4

必修 6 基礎実習Ａ(1ｼ)

選択

必修 6 基礎実習Ｂ(1ｼ)

選択

卒業研究 必修 4

必修 2

必修 2

選択 　詳細は「７．学士力向上科目」を確認してください。
(初等) 5
(中等) 7

選択科目

6／4
（注２）共通科目，各領域の開設科目の中から視覚障害児，聴覚障害児，知的障害
児，肢体不自由児，病弱児教育領域においては６単位，言語障害児教育領域において
は４単位を修得してください。

（注２）

上記の他に初等教育教員養成課程や中等教育教員養成課程の選択必修科目や

小専体育Ⅰ(1ｴ)，小専英語Ⅰ(1ｺ)

小専科目Ⅱ

　視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱児教育領域の科目から

　12単位履修してください。（※４の選択必修科目４単位と合わせて計16単位修得）

教科指導
科　　目

小専科目Ⅰ

小専国語Ⅰ(1ｺ)，小専社会Ⅰ(1ｺ)

小専算数Ⅰ(1ｺ)，小専理科Ⅰ(1ｴ)

小専生活Ⅰ(1ｺ)，小専音楽Ⅰ(1ｴ)

小専図画工作Ⅰ(1ｴ)，小専家庭Ⅰ(1ｴ)

プログラム
専門科目
(特別支援
教育P)

病弱児教育
領域

言語障害児
教育領域

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

国語科指導法(2ｺ)，社会科指導法(2ｺ)，

算数科指導法(2ｺ)，理科指導法(2ｺ)，

生活科指導法(2ｺ)，音楽科指導法(2ｺ)，

図画工作科指導法(2ｺ)，体育科指導法(2ｺ)

家庭科指導法(2ｺ)，英語指導法(2ｺ)

教育実践力向上科目

体験実習Ａ(1ｼ)

自由選択科目

学 士 力
向　　上
科　　目

教職実践
演　　習

(初等教育)

(中等教育)

（注３）

(初等教育)

体験実習Ｂ(1ｼ)

(中等教育)

選択科目を修得することができます。
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ科目区分
必選別

／単位数

必修 6 病弱児の心理・生理 病弱児教育論Ⅰ(2ｺ)

・病理(2ｺ)

選必 10 　視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由児教育領域の科目の中から

　10単位履修してください。

必修 4 言語障害児の心理・ 言語障害児教育論(2ｺ)

生理・病理(2ｺ)

選必 4 知的障害児の心理・ 知的障害児教育論Ⅰ

生理・病理(2ｺ) (2ｺ)

肢体不自由児の心理 肢体不自由児教育論

・生理・病理(2ｺ) Ⅰ(2ｺ)

選必 12

選択

必修 10

選択

選必 20 　取得する免許教科の教科内容科目を履修し，必要要件を満たした上で，

　２０単位修得してください。

必修 4

必修 20

選必 8 　取得する免許教科の教科指導法科目を履修し，必要要件を満たした上で，

　８単位修得してください。

必修 4

必修 6 基礎実習Ａ(1ｼ)

選択

必修 6 基礎実習Ｂ(1ｼ)

選択

卒業研究 必修 4

必修 2

必修 2

選択 　詳細は「７．学士力向上科目」を確認してください。
(初等) 5
(中等) 7

選択科目

6／4
（注２）共通科目，各領域の開設科目の中から視覚障害児，聴覚障害児，知的障害
児，肢体不自由児，病弱児教育領域においては６単位，言語障害児教育領域において
は４単位を修得してください。

（注２）

上記の他に初等教育教員養成課程や中等教育教員養成課程の選択必修科目や

小専体育Ⅰ(1ｴ)，小専英語Ⅰ(1ｺ)

小専科目Ⅱ

　視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱児教育領域の科目から

　12単位履修してください。（※４の選択必修科目４単位と合わせて計16単位修得）

教科指導
科　　目

小専科目Ⅰ

小専国語Ⅰ(1ｺ)，小専社会Ⅰ(1ｺ)

小専算数Ⅰ(1ｺ)，小専理科Ⅰ(1ｴ)

小専生活Ⅰ(1ｺ)，小専音楽Ⅰ(1ｴ)

小専図画工作Ⅰ(1ｴ)，小専家庭Ⅰ(1ｴ)

プログラム
専門科目
(特別支援
教育P)

病弱児教育
領域

言語障害児
教育領域

教科専門
科　　目

各教科の
指 導 法

道徳の指導法(2ｺ)

国語科指導法(2ｺ)，社会科指導法(2ｺ)，

算数科指導法(2ｺ)，理科指導法(2ｺ)，

生活科指導法(2ｺ)，音楽科指導法(2ｺ)，

図画工作科指導法(2ｺ)，体育科指導法(2ｺ)

家庭科指導法(2ｺ)，英語指導法(2ｺ)

教育実践力向上科目

体験実習Ａ(1ｼ)

自由選択科目

学 士 力
向　　上
科　　目

教職実践
演　　習

(初等教育)

(中等教育)

（注３）

(初等教育)

体験実習Ｂ(1ｼ)

(中等教育)

選択科目を修得することができます。
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Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 備　　考

病弱児教育論Ⅱ(2ｺ)

※３

※４

☆１ 　

※３ 　　

言語障害児教育総論 　

(2ｺ) 　

☆２

※１ 　

　

　

※１ 初等教育対象

　

小専社会Ⅱ(2ｺ) 小専体育Ⅱ(2ｴ)

小専算数Ⅱ(2ｺ) 小専生活Ⅱ(2ｺ)

小専理科Ⅱ(2ｴ)

小専音楽Ⅱ(2ｴ)

小専図画工作Ⅱ(2ｴ)

小専家庭Ⅱ(2ｴ)

小専英語Ⅱ(2ｺ)

※１ 中等教育対象

共通

※１ 初等教育対象

※１ 中等教育対象

※１

※１

教職実践演習（幼・ 初等教育対象

小）(2ｴ)

教職実践演習（中・ 中等教育対象

高）(2ｴ)

※１

※４知的障害，肢体不自由
児教育のいずれかの免許領
域を選択し，「心理・生
理・病理」と「教育論Ⅰ」
の2科目4単位を履修してく
ださい。また，必要単位を
超えて修得した場合，☆１
の科目として計算します。

（注３）取得する特別支援学校教諭免許状において，免許状に含まれない免許領域に
関する「教育総論」を必ず含んで履修してください。

小専国語Ⅱ(2ｺ)

左記の他に初等教育教員養成課程の選択
必修科目や選択科目を修得することがで
きます。

総合的な学習の時間の指導法(2ｺ)

左記の他に初等教育教員養成課程の選択必修科目や選択科目を修得することができま
す。

特別支援教育実習(3ｼ)

事前・事後指導(1単位)

初等教育実習（基本）(2ｼ)

中等教育実習（応用）(2ｼ)

教育総合インターンシップ実習Ｂ(2ｼ)

卒業研究(4単位)

共通

初等教育対象初等教育実習（応用）(2ｼ)

教育総合インターンシップ実習Ａ(2ｼ)

中等教育実習（基本）(2ｼ)

中等教育対象

左記科目を修得した場合，

自由選択単位として計算します。
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Ⅵ 教育職員免許状及び資格 
 
 
１．教育職員免許状取得方法 
 
（１）主免 
 
初等教育教員養成課程，中等教育教員養成課程，特別支援教育教員養成課程では，それぞれの

履修基準に定められている卒業要件単位を修得することにより，以下の教育職員免許状を取得す
ることができます。この教育職員免許状のことを本学では「主免」とよんでいます。 
 
［初等教育教員養成課程］ 
 

プログラム 教育職員免許状（主免） 

幼児教育 幼稚園教諭一種免許状 
小学校教諭一種免許状 

小学校教育専攻 
人文・社会教育 
理数教育 
芸術・実技教育 

小学校教諭一種免許状 

 
 
［中等教育教員養成課程］ 
 

プログラム・専攻 教育職員免許状（主免） 

中
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 国語専攻  中学校教諭一種免許状（国語） 
 高等学校教諭一種免許状（国語） 

 社会科専攻  中学校教諭一種免許状（社会） 
 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）または（公民） 

 数学専攻  中学校教諭一種免許状（数学） 
 高等学校教諭一種免許状（数学） 

 理科専攻  中学校教諭一種免許状（理科） 
 高等学校教諭一種免許状（理科） 

 英語専攻  中学校教諭一種免許状（外国語（英語）） 
 高等学校教諭一種免許状（外国語（英語）） 

 音楽専攻  中学校教諭一種免許状（音楽） 
 高等学校教諭一種免許状（音楽） 

 美術専攻  中学校教諭一種免許状（美術） 
 高等学校教諭一種免許状（美術）［履修方法により（工芸）］ 

 保健体育専攻  中学校教諭一種免許状（保健体育） 
 高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

 家庭専攻  中学校教諭一種免許状（家庭） 
 高等学校教諭一種免許状（家庭） 

 技術専攻  中学校教諭一種免許状（技術） 
 高等学校教諭一種免許状（工業） 

 書道専攻  中学校教諭一種免許状（国語） 
 高等学校教諭一種免許状（書道） 
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［特別支援教育教員養成課程］ 
 

プログラム・領域 教育職員免許状（主免） 

特
別
支
援
教
育
初
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

視覚障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

聴覚障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

知的障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

肢体不自由児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

病弱児教育 
領域 

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

言語障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関する教育の領域または 
肢体不自由者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

特
別
支
援
教
育
中
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

視覚障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

聴覚障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

知的障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

肢体不自由児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

病弱児教育 
領域 

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

言語障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関する教育の領域または 
肢体不自由者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

 
特別支援教育中等教育プログラムでは，国語，社会，数学，理科，外国語（英語），音楽，美

術，保健体育，家庭，技術のいずれかの教科の中学校教諭一種免許状を取得します。これを本学
では「基礎免」といいます。 
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［特別支援教育教員養成課程］ 
 

プログラム・領域 教育職員免許状（主免） 

特
別
支
援
教
育
初
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

視覚障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

聴覚障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

知的障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

肢体不自由児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

病弱児教育 
領域 

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

言語障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関する教育の領域または 
肢体不自由者に関する教育の領域） 
小学校教諭一種免許状 

特
別
支
援
教
育
中
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

視覚障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

聴覚障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

知的障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

肢体不自由児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

病弱児教育 
領域 

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

言語障害児 
教育領域 

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関する教育の領域または 
肢体不自由者に関する教育の領域） 
希望教科の中学校教諭一種免許状 

 
特別支援教育中等教育プログラムでは，国語，社会，数学，理科，外国語（英語），音楽，美

術，保健体育，家庭，技術のいずれかの教科の中学校教諭一種免許状を取得します。これを本学
では「基礎免」といいます。 
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（２）副免 
 
所定の単位を修得することにより，主免以外にも教育職員免許状を取得することができます。こ

のようにして主免以外に取得する教育職員免許状のことを，本学では「副免」とよんでいます。 
なお，副免取得については，卒業要件ではないことや一定の条件が設けられていることから，

必ずしも４年間で取得できるものではありません。 
 
副免の取得を希望する場合は，指導教員に相談のうえ，以下の各教育職員免許状の取得方法を

確認しながら所定の単位を修得してください。 
 
ａ．幼稚園教諭免許状 
 
原則として，授業科目の履修は認めていません。ただし，所定のテスト等に合格する等の条件

を達成することにより，授業科目の履修が認められる場合がありますので，詳細は，教育支援課
からの連絡等に従ってください。 

教育職員免許法では，幼稚園教諭免許状を取得する場合，教科及び教職に関する科目の単位を
修得することが必要と定められており，その科目の区分は教育職員免許法施行規則で次の表のと
おり定められています。副免として幼稚園教諭免許状を取得する場合は，各区分について，以下
の①～③のとおり単位を修得してください。 

 
教科及び教職に関する科目の区分 

①  領域及び保育内容の指導法に関する科目 

② 

 教育の基礎的理解に関する科目 
 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路指導を含む。）、教育相談等に
関する科目 

 教育実践に関する科目 
③  大学が独自に設定する科目 

 
① 領域及び保育内容の指導法に関する科目 
 
「領域に関する科目」については，初等教育教員養成課程幼児教育プログラムで開設している

次のプログラム専門科目から，下記の表のとおり，２科目２単位を修得してください。 
 
［領域に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

幼稚園教諭一種 幼稚園教諭二種 
健康 幼児と健康 Ⅰ １ 

２ ２ 
人間関係 幼児と人間関係 Ⅱ １ 
環境 幼児と環境 Ⅲ １ 
言葉 幼児と言葉 Ⅰ １ 
表現 幼児と表現 Ⅰ １ 

 
「保育内容の指導法」については，下記の表に従って所定の単位を修得してください。 
なお，定められた単位数（幼稚園教諭一種は１４単位，幼稚園教諭二種は１０単位）の半数ま

では小学校教諭免許状取得のための各教科の指導法に関する科目をあてることができます。ただ
し，中等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程（中等教育プログラム）の学生で小学
校教諭の免許状を取得せず，幼稚園教諭の免許状を取得する場合，小学校教諭免許状取得のため
の各教科の指導法に関する科目をあてることができません。 

 
［保育内容の指導法に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

幼稚園教諭一種 幼稚園教諭二種 
保育内容の指導
法に関する科目 

保育内容総論 Ⅲ ２  
 

 
 健康の指導法 Ⅳ ２ 
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人間関係の指導法 Ⅳ ２  
 

１４ 
 
 
 

 
 

１０ 
 
 
 

音楽表現の指導法 Ⅳ １ 
美術表現の指導法 Ⅴ １ 
ことばの指導法 Ⅴ ２ 
幼児指導法 Ⅴ ２ 
環境の指導法 Ⅵ ２ 

 
［各教科の指導法に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 幼稚園教諭一種 幼稚園教諭二種 
各教科の指導法
に関する科目 

国語科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 小学校教諭免許
状所要資格取得
時に限り，６単
位までは上記の
「保育内容の指
導法」の単位に
あてることがで
きます。 
 

小学校教諭免許
状所要資格取得
時に限り，４単
位までは上記の
「保育内容の指
導法」の単位に
あてることがで
きます。 
 

社会科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
算数科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
理科指導法   Ⅰ，Ⅱ ２ 
生活科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
音楽科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
図画工作科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
家庭科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
体育科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 

 
② 教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路
指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目 

 
「教育の基礎的理解に関する科目」，「道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。）、教育相談等に関する科目」，「教育実践に関する科目」については，下記の
表に従って所定の単位を修得してください。 
幼稚園教諭免許状取得にかかる教育実習は，協力小学校（出身校等）で実施します。幼稚園で

の実施ではありませんので，ご留意ください。 
 
［教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路  

指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

幼稚園教諭一種 幼稚園教諭二種 
教育の基礎的理

解に関する科目 
教育原理 ※  Ⅰ，Ⅱ ２ 

１２ １２ 

教職論 ※ Ⅴ ２ 
教育の制度と経営 ※ Ⅰ，Ⅱ ２ 
学校心理学Ａ ※ *1 Ⅱ ２ 
特別支援教育と介護入門
（幼・小）※ *1 Ⅱ ２ 

幼児・児童の教育課程総論 Ⅴ ２ 
道徳、総合的な学習

の時間等の指導法

及び生徒指導(進路

指導を含む。) 、教

育相談等に関する

科目 

幼児・児童の教育方法の理
論と実践 Ⅵ ２ 

６ ６ 幼児・児童の理解と心理援
助 Ⅲ ２ 

学校における心理援助Ａ
※*1 Ⅳ ２ 

教育実践に関す

る科目 
初等教育実習 *2    Ⅴ・Ⅵ ５ ５ ５ 
教職実践演習（幼・小）※
*1 Ⅷ ２ ２ ２ 

 
（注１）※印を付している授業科目については，所属する課程で開設している授業科目の単位を

あてることができます。なお，*１の科目について，中等教育教員養成課程及び特別支援教育
教員養成課程（中等教育プログラム）の学生は，「学校心理学Ｂ」，「特別支援教育と介護
入門（中・高）」，「学校における心理援助Ｂ」，「教職実践演習（中・高）」の単位をそ
れぞれにあてることができます。 
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人間関係の指導法 Ⅳ ２  
 

１４ 
 
 
 

 
 

１０ 
 
 
 

音楽表現の指導法 Ⅳ １ 
美術表現の指導法 Ⅴ １ 
ことばの指導法 Ⅴ ２ 
幼児指導法 Ⅴ ２ 
環境の指導法 Ⅵ ２ 

 
［各教科の指導法に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 幼稚園教諭一種 幼稚園教諭二種 
各教科の指導法
に関する科目 

国語科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 小学校教諭免許
状所要資格取得
時に限り，６単
位までは上記の
「保育内容の指
導法」の単位に
あてることがで
きます。 
 

小学校教諭免許
状所要資格取得
時に限り，４単
位までは上記の
「保育内容の指
導法」の単位に
あてることがで
きます。 
 

社会科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
算数科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
理科指導法   Ⅰ，Ⅱ ２ 
生活科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
音楽科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
図画工作科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
家庭科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
体育科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 

 
② 教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路
指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目 

 
「教育の基礎的理解に関する科目」，「道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。）、教育相談等に関する科目」，「教育実践に関する科目」については，下記の
表に従って所定の単位を修得してください。 
幼稚園教諭免許状取得にかかる教育実習は，協力小学校（出身校等）で実施します。幼稚園で

の実施ではありませんので，ご留意ください。 
 
［教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路  

指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

幼稚園教諭一種 幼稚園教諭二種 
教育の基礎的理

解に関する科目 
教育原理 ※  Ⅰ，Ⅱ ２ 

１２ １２ 

教職論 ※ Ⅴ ２ 
教育の制度と経営 ※ Ⅰ，Ⅱ ２ 
学校心理学Ａ ※ *1 Ⅱ ２ 
特別支援教育と介護入門
（幼・小）※ *1 Ⅱ ２ 

幼児・児童の教育課程総論 Ⅴ ２ 
道徳、総合的な学習

の時間等の指導法

及び生徒指導(進路

指導を含む。) 、教

育相談等に関する

科目 

幼児・児童の教育方法の理
論と実践 Ⅵ ２ 

６ ６ 幼児・児童の理解と心理援
助 Ⅲ ２ 

学校における心理援助Ａ
※*1 Ⅳ ２ 

教育実践に関す

る科目 
初等教育実習 *2    Ⅴ・Ⅵ ５ ５ ５ 
教職実践演習（幼・小）※
*1 Ⅷ ２ ２ ２ 

 
（注１）※印を付している授業科目については，所属する課程で開設している授業科目の単位を

あてることができます。なお，*１の科目について，中等教育教員養成課程及び特別支援教育
教員養成課程（中等教育プログラム）の学生は，「学校心理学Ｂ」，「特別支援教育と介護
入門（中・高）」，「学校における心理援助Ｂ」，「教職実践演習（中・高）」の単位をそ
れぞれにあてることができます。 
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（注２）「初等教育実習」については，初等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程（初
等教育プログラム）の学生は所属する課程で修得した単位をあてることができます。中等教
育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程（中等教育プログラム）の学生については，
５単位のうち３単位は「中等教育実習」の単位をあてることができます。 

 
③ 大学が独自に設定する科目 
 
「大学が独自に設定する科目」については，幼稚園教諭免許状を取得する場合，２０１～２０

２ページの「ｄ．幼稚園，小学校，中学校及び高等学校教諭免許状（大学が独自に設定する科目）」
のうち，備考欄に「幼」と記載されている授業科目の中から，下記の表に従って所定の単位を修
得してください。 
また，①の［領域に関する科目］の必要とする最低単位数を超えて修得した単位をあてること

ができます。 
 
［大学が独自に設定する科目］ 

区 分 
必要とする最低単位数 

幼稚園教諭一種 幼稚園教諭二種 
大学が独自に設定する科目 １４ ２ 
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ｂ．小学校教諭免許状 
 
教育職員免許法では，小学校教諭免許状を取得する場合，教科及び教職に関する科目の単位を

修得することが必要と定められており，その科目の区分は教育職員免許法施行規則で次の表のと
おり定められています。副免として小学校教諭免許状を取得する場合は，各区分について，以下
の①～③のとおり単位を修得してください。 

 
教科及び教職に関する科目の区分 

①  教科及び教科の指導法に関する科目 

② 

 教育の基礎的理解に関する科目 
 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路指導を含む。）、教育相談等に
関する科目 

 教育実践に関する科目 
③  大学が独自に設定する科目 

 
① 教科及び教科の指導法に関する科目 
 
「教科に関する科目」については，初等教育教員養成課程で開設している次の小専科目から，

下記の表のとおり小学校教諭一種免許状を取得する場合は１０単位，小学校教諭二種免許状を取
得する場合は，４単位を修得してください。 
 
［教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

小学校教諭一種 小学校教諭二種 
国語（書写を含む。） 小専国語Ⅰ   Ⅲ，Ⅳ １ 

１０ 

２ 社会 小専社会Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
算数 小専算数Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
理科 小専理科Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
生活 小専生活Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 

２ 

音楽 小専音楽Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
図画工作 小専図画工作Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
家庭 小専家庭Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
体育 小専体育Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
外国語 小専英語Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 

※「教科に関する科目」については，全科目の修得が望ましい。 
 
［各教科の指導法に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

小学校教諭一種 小学校教諭二種 
教科の指導法に 
関する科目 

国語科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 

２０ 

１２ 
（「音楽科指導
法」，「図画工作
科指導法」，「体
育科指導法」の
うち２科目以上
を含めること。） 

社会科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
算数科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
理科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
生活科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
音楽科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
図画工作科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
家庭科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
体育科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
英語指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
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ｂ．小学校教諭免許状 
 
教育職員免許法では，小学校教諭免許状を取得する場合，教科及び教職に関する科目の単位を

修得することが必要と定められており，その科目の区分は教育職員免許法施行規則で次の表のと
おり定められています。副免として小学校教諭免許状を取得する場合は，各区分について，以下
の①～③のとおり単位を修得してください。 

 
教科及び教職に関する科目の区分 

①  教科及び教科の指導法に関する科目 

② 

 教育の基礎的理解に関する科目 
 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路指導を含む。）、教育相談等に
関する科目 

 教育実践に関する科目 
③  大学が独自に設定する科目 

 
① 教科及び教科の指導法に関する科目 
 
「教科に関する科目」については，初等教育教員養成課程で開設している次の小専科目から，

下記の表のとおり小学校教諭一種免許状を取得する場合は１０単位，小学校教諭二種免許状を取
得する場合は，４単位を修得してください。 
 
［教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

小学校教諭一種 小学校教諭二種 
国語（書写を含む。） 小専国語Ⅰ   Ⅲ，Ⅳ １ 

１０ 

２ 社会 小専社会Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
算数 小専算数Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
理科 小専理科Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
生活 小専生活Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 

２ 

音楽 小専音楽Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
図画工作 小専図画工作Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
家庭 小専家庭Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
体育 小専体育Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 
外国語 小専英語Ⅰ Ⅲ，Ⅳ １ 

※「教科に関する科目」については，全科目の修得が望ましい。 
 
［各教科の指導法に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

小学校教諭一種 小学校教諭二種 
教科の指導法に 
関する科目 

国語科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 

２０ 

１２ 
（「音楽科指導
法」，「図画工作
科指導法」，「体
育科指導法」の
うち２科目以上
を含めること。） 

社会科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
算数科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
理科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
生活科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
音楽科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
図画工作科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
家庭科指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
体育科指導法  Ⅰ，Ⅱ ２ 
英語指導法 Ⅰ，Ⅱ ２ 
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 ② 教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進
路指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目 

 
「教育の基礎的理解に関する科目」，「道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。）、教育相談等に関する科目」，「教育実践に関する科目」については，下記の
表に従って所定の単位を修得してください。 

 
［教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路

指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

小学校教諭一種 小学校教諭二種 
教 育の基礎
的 理解に関
する科目 

教育原理 ※  Ⅰ，Ⅱ ２ 

１０ １０ 

教職論 ※ Ⅴ ２ 
教育の制度と経営 ※ Ⅰ，Ⅱ ２ 
学校心理学Ａ ※ *1 Ⅱ ２ 
特別支援教育と介護入門
（幼・小）※ *1 

Ⅱ 
 

２ 
 

道徳、総合的
な 学習の時
間 等の指導
法 及び生徒
指導（進路指
導を含む。）、
教 育相談等
に 関する科
目 

道徳の指導法※ Ⅲ，Ⅳ ２ 

１１ １１ 

総合的な学習の時間の指
導法※ Ⅴ，Ⅵ ２ 

教育課程と教育方法・技術
（特別活動の指導法を含
む。）※ 

Ⅲ，Ⅳ ２ 

情報通信技術を活用した
教育の理論及び方法※ Ⅴ １ 

生徒指導論（進路指導を含
む。）Ａ※ *1 Ⅲ ２ 

学校における心理援助Ａ
※*1 Ⅳ ２ 

教 育実践に
関する科目 

初等教育実習 Ⅴ・Ⅵ ５ ５ ５ 
教職実践演習（幼・小）※
*1 Ⅷ ２ ２ ２ 

 
（注１）※印を付している授業科目については，所属する課程で開設している授業科目の単位を
あてることができます。なお，*１の科目について，中等教育教員養成課程及び特別支援教育教
員養成課程（中等教育プログラム）の学生は，それぞれ「学校心理学Ｂ」，「特別支援教育と
介護入門（中・高）」，「生徒指導（進路指導を含む。）Ｂ」，「学校における心理援助Ｂ」，
「教職実践演習（中・高）」の単位をあてることができます。 

（注２）「初等教育実習」については，５単位のうち３単位は「中等教育実習」の単位をあてる
ことができます。 

 
③ 大学が独自に設定する科目 
 
「大学が独自に設定する科目」については，小学校教諭免許状を取得する場合，２０１～２０

２ページの「ｄ．幼稚園，小学校，中学校及び高等学校教諭免許状（大学が独自に設定する科目）」
のうち，備考欄に「小」と記載されている授業科目の中から，下記の表に従って所定の単位を修
得してください。 
また，①の科目区分の必要とする最低単位数を超えて修得した単位をあてることができます。 
 
［大学が独自に設定する科目］ 

区 分 
必要とする最低単位数 

小学校教諭一種 小学校教諭二種 
大学が独自に設定する科目 ２ ２ 
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ｃ．中学校及び高等学校教諭免許状 
 
教育職員免許法では，中学校教諭免許状及び高等学校教諭免許状を取得する場合，教科及び教

職に関する科目の単位を修得することが必要と定められており，その科目の区分は教育職員免許
法施行規則で次の表のとおり定められています。副免として中学校教諭免許状及び高等学校教諭
免許状を取得する場合は，以下の①～③のとおり単位を修得してください。 

 
教科及び教職に関する科目の区分 

① 

 教育の基礎的理解に関する科目 
 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路指導を含む。）、教育相談等に
関する科目 

 教育実践に関する科目 
②  大学が独自に設定する科目 
③  教科及び教科の指導法に関する科目 

 
 
①  教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目 
 
「教育の基礎的理解に関する科目」，「道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。）、教育相談等に関する科目」，「教育実践に関する科目」については，下記の
表に従って所定の単位を修得してください。 
 
［教育の基礎的理解に関する科目・道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路

指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

中学校 
教諭一種 

中学校 
教諭二種 

高等学校 
教諭一種 

教 育の基礎
的 理解に関
する科目 

教育原理 ※  Ⅰ，Ⅱ ２ 

１０ １０ １０ 

教職論 ※ Ⅴ ２ 
教育の制度と経営 ※ Ⅰ，Ⅱ ２ 
学校心理学Ｂ ※ *1 Ⅰ ２ 
特別支援教育と介護入門
（中・高）※ *1 Ⅱ ２ 

道徳、総合的
な 学習の時
間 等の指導
法 及び生徒
指導（進路指
導を含む。）、
教 育相談等
に 関する科
目 

道徳の指導法※ Ⅲ，Ⅳ ２   × 
総合的な学習の時間の指導
法※ Ⅴ，Ⅵ ２ 

１１ １１ ９ 

教育課程と教育方法・技術
（特別活動の指導法を含
む。）※ 

Ⅲ，Ⅳ ２ 

情報通信技術を活用した教
育の理論及び方法※ Ⅴ １ 

生徒指導論（進路指導を含
む。）Ｂ※ *1 Ⅳ ２ 

学校における心理援助Ｂ※ 
*1 Ⅲ ２ 

教 育実践に
関する科目 

中等教育実習     Ⅴ・Ⅵ ５ ５ ５ ３ 
教職実践演習（中・高）※ *1 Ⅷ ２ ２ ２ ２ 

 
（注１）※印を付している授業科目については，所属する課程で開設している授業科目の単位を

あてることができます。なお，*１の科目について，初等教育教員養成課程及び特別支援教育
教員養成課程（初等教育プログラム）の学生は，それぞれ「学校心理学Ａ」，「特別支援教
育と介護入門（幼・小）」，「生徒指導（進路指導を含む。）Ａ」，「学校における心理援
助Ａ」，「教職実践演習（幼・小）」の単位をあてることができます。 
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ｃ．中学校及び高等学校教諭免許状 
 
教育職員免許法では，中学校教諭免許状及び高等学校教諭免許状を取得する場合，教科及び教

職に関する科目の単位を修得することが必要と定められており，その科目の区分は教育職員免許
法施行規則で次の表のとおり定められています。副免として中学校教諭免許状及び高等学校教諭
免許状を取得する場合は，以下の①～③のとおり単位を修得してください。 

 
教科及び教職に関する科目の区分 

① 

 教育の基礎的理解に関する科目 
 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路指導を含む。）、教育相談等に
関する科目 

 教育実践に関する科目 
②  大学が独自に設定する科目 
③  教科及び教科の指導法に関する科目 

 
 
①  教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目 
 
「教育の基礎的理解に関する科目」，「道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進

路指導を含む。）、教育相談等に関する科目」，「教育実践に関する科目」については，下記の
表に従って所定の単位を修得してください。 
 
［教育の基礎的理解に関する科目・道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路

指導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 
必要とする最低単位数 

中学校 
教諭一種 

中学校 
教諭二種 

高等学校 
教諭一種 

教育の基礎
的理解に関
する科目 

教育原理 ※  Ⅰ，Ⅱ ２ 

１０ １０ １０ 

教職論 ※ Ⅴ ２ 
教育の制度と経営 ※ Ⅰ，Ⅱ ２ 
学校心理学Ｂ ※ *1 Ⅰ ２ 
特別支援教育と介護入門
（中・高）※ *1 Ⅱ ２ 

道徳、総合的
な学習の時
間等の指導
法及び生徒
指導（進路指
導を含む。）、
教育相談等
に関する科
目 

道徳の指導法※ Ⅲ，Ⅳ ２   × 
総合的な学習の時間の指導
法※ Ⅴ，Ⅵ ２ 

１１ １１ ９ 

教育課程と教育方法・技術
（特別活動の指導法を含
む。）※ 

Ⅲ，Ⅳ ２ 

情報通信技術を活用した教
育の理論及び方法※ Ⅴ １ 

生徒指導論（進路指導を含
む。）Ｂ※ *1 Ⅳ ２ 

学校における心理援助Ｂ※ 
*1 Ⅲ ２ 

教育実践に
関する科目 

中等教育実習     Ⅴ・Ⅵ ５ ５ ５ ３ 
教職実践演習（中・高）※ *1 Ⅷ ２ ２ ２ ２ 

 
（注１）※印を付している授業科目については，所属する課程で開設している授業科目の単位を

あてることができます。なお，*１の科目について，初等教育教員養成課程及び特別支援教育
教員養成課程（初等教育プログラム）の学生は，それぞれ「学校心理学Ａ」，「特別支援教
育と介護入門（幼・小）」，「生徒指導（進路指導を含む。）Ａ」，「学校における心理援
助Ａ」，「教職実践演習（幼・小）」の単位をあてることができます。 
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（注２）「中等教育実習」については，中学校教諭免許状の取得に必要な５単位のうち３単位は
「初等教育実習」の単位をあてることができます。また，他教科の中学校及び高等学校教諭
一種免許状を副免として取得する場合は，他教科の免許状取得のために既に修得した「中等
教育実習」の単位をあてることができます。 

 
 
② 大学が独自に設定する科目 
 
「大学が独自に設定する科目」については，該当する学校種及び教科の「教科に関する科目」

及び「各教科の指導法に関する科目」（以下の③を確認すること。），２０１～２０２ページの
「ｄ．幼稚園，小学校，中学校及び高等学校教諭免許状（大学が独自に設定する科目）」の中か
ら，下記の表に従って所定の単位を修得してください。なお，中学校教諭免許状を取得するため
に修得した「道徳の指導法」（２単位）の単位は高等学校教諭免許状を取得するための「大学が
独自に設定する科目」の単位にあてることができます。 
また，③の科目区分の必要とする最低単位数を超えて修得した単位をあてることができます。 
 

［大学が独自に設定する科目］ 

区 分 
必要とする最低単位数 

中学校 
教諭一種 

中学校 
教諭二種 

高等学校 
教諭一種 

大学が独自に設定する科目 ４ ４ １２ 
 
 
③ 教科に関する科目，各教科の指導法 
 
「教科に関する科目」及び「各教科の指導法」については，以下のとおり取得しようとする免

許種及び免許教科にあわせて履修してください。 
 
［１］中学校教諭免許状（国語）及び高等学校教諭免許状（国語） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（国語）の取得を希望する場合は，「国語の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。  
また，「各教科の指導法（国語）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（国語）の取得を希望する場合は，「国語の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（国語）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（国語）の取得を希望する場合は，「国語の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（国語）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅳ）（ⅰ）～（ⅲ）の履修に関して，年度初めの授業科目履修登録時に，国語教育科目時間割

担当教員に必ず相談してください。 
 
［国語の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
国語学 国語学概論（音声言語及び文章

表現に関するものを含む。） ２ ○ ○印の科目
全てを含み
２０単位以
上を修得 
 
 
 

○印の科目
全てを含み
１０単位以
上を修得 
 
 
 

○印の科目
全てを含み
２０単位以
上を修得 
 
 
 

国語学講義Ａ ２  
国語学講義Ｂ ２  
国語学講義Ｃ ２  
国語学講義Ｄ ２  
国語学演習Ａ ２  
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国語学演習Ｂ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国語学特別研究Ⅰ ２  
国語学特別研究Ⅱ ２  

国文学 国文学概論（国文学史を含む。） ２ ○ 
近代文学概論 ２  
国文学史 ２  
近代文学講読 ２  
近代文学講義Ａ ２  
近代文学講義Ｂ ２  
近代文学演習Ａ ２  
近代文学演習Ｂ ２  
古典文学講義Ａ ２  
古典文学講義Ｂ ２  
古典文学講読 ２  
古典文学演習Ａ ２  
古典文学演習Ｂ ２  
国文学特別研究Ⅰ ２  
国文学特別研究Ⅱ ２  

漢文学 中国古典学概論 ２ ○ 
中国近代文学講義 ２  
中国古典学講読 ２  
中国古典学講義Ａ ２  
中国古典学講義Ｂ ２  
中国古典学演習Ａ ２  
中国古典学演習Ｂ ２  
漢文学特別研究Ⅰ ２  
漢文学特別研究Ⅱ ２  

書道 中学書写指導 ２ ○   × 
 
［各教科の指導法（国語）］ 

区 分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の
指導法 
（国語） 

中等国語科指導法Ａ ２ ○ ○印の全て
を含み８単
位以上を修
得 
 
 
 

○印の全て
を含み４単
位以上を修
得 
 
 
 

○印の全て
を含み４単
位以上を修
得 
 
 

中等国語科指導法Ｂ ２ ○ 
中等国語科指導法Ｃ ２  
中等国語科指導法Ｄ ２  
国語科教育特別研究Ⅰ ２  
国語科教育特別研究Ⅱ ２  
中学書写教育研究 ２  × 

 
 
［２］中学校教諭免許状（社会） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（社会）の取得を希望する場合は，「中学校教諭（社会）の教科に

関する科目」の授業科目のうち，備考欄に○印を付してある科目全て，備考欄に☆印を付し
てある科目から１科目，及び備考欄に★印を付してある科目から１科目を含み，２０単位以
上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（中学校教諭（社会））」の授業科目のうち，備考欄に○印を付
してある科目全てを含み，８単位以上を修得してください。 

（ⅱ）中学校教諭二種免許状（社会）の取得を希望する場合は，「中学校教諭（社会）の教科に
関する科目」の授業科目のうち，備考欄に○印を付してある科目全て，備考欄に☆印を付し
てある科目から１科目，及び備考欄に★印を付してある科目から１科目を含み，１０単位以
上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（中学校教諭（社会））」の授業科目のうち，備考欄に○印を付
してある科目全てを含み，４単位以上を修得してください。 
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国語学演習Ｂ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国語学特別研究Ⅰ ２  
国語学特別研究Ⅱ ２  

国文学 国文学概論（国文学史を含む。） ２ ○ 
近代文学概論 ２  
国文学史 ２  
近代文学講読 ２  
近代文学講義Ａ ２  
近代文学講義Ｂ ２  
近代文学演習Ａ ２  
近代文学演習Ｂ ２  
古典文学講義Ａ ２  
古典文学講義Ｂ ２  
古典文学講読 ２  
古典文学演習Ａ ２  
古典文学演習Ｂ ２  
国文学特別研究Ⅰ ２  
国文学特別研究Ⅱ ２  

漢文学 中国古典学概論 ２ ○ 
中国近代文学講義 ２  
中国古典学講読 ２  
中国古典学講義Ａ ２  
中国古典学講義Ｂ ２  
中国古典学演習Ａ ２  
中国古典学演習Ｂ ２  
漢文学特別研究Ⅰ ２  
漢文学特別研究Ⅱ ２  

書道 中学書写指導 ２ ○   × 
 
［各教科の指導法（国語）］ 

区 分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の
指導法 
（国語） 

中等国語科指導法Ａ ２ ○ ○印の全て
を含み８単
位以上を修
得 
 
 
 

○印の全て
を含み４単
位以上を修
得 
 
 
 

○印の全て
を含み４単
位以上を修
得 
 
 

中等国語科指導法Ｂ ２ ○ 
中等国語科指導法Ｃ ２  
中等国語科指導法Ｄ ２  
国語科教育特別研究Ⅰ ２  
国語科教育特別研究Ⅱ ２  
中学書写教育研究 ２  × 

 
 
［２］中学校教諭免許状（社会） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（社会）の取得を希望する場合は，「中学校教諭（社会）の教科に

関する科目」の授業科目のうち，備考欄に○印を付してある科目全て，備考欄に☆印を付し
てある科目から１科目，及び備考欄に★印を付してある科目から１科目を含み，２０単位以
上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（中学校教諭（社会））」の授業科目のうち，備考欄に○印を付
してある科目全てを含み，８単位以上を修得してください。 

（ⅱ）中学校教諭二種免許状（社会）の取得を希望する場合は，「中学校教諭（社会）の教科に
関する科目」の授業科目のうち，備考欄に○印を付してある科目全て，備考欄に☆印を付し
てある科目から１科目，及び備考欄に★印を付してある科目から１科目を含み，１０単位以
上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（中学校教諭（社会））」の授業科目のうち，備考欄に○印を付
してある科目全てを含み，４単位以上を修得してください。 
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［中学校教諭（社会）の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 
日本史 
・外国史 歴史学概論 ２ ○日本史及び外国史を

含む。 
○ 印 の 科
目 全 て と
☆ 印 の １
科 目 及 び
★ 印 の １
科 目 を 含
み ２ ０ 単
位 以 上 を
修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て と
☆ 印 の １
科 目 及 び
★ 印 の １
科 目 を 含
み １ ０ 単
位 以 上 を
修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本史概論 ２  
日本史講義 ２  
日本史特講 ２  
日本史研究 ２  
日本史演習Ａ ２  
日本史演習Ｂ ２  
考古学特講 ２  
外国史概論 ２  
西洋史講義 ２  
東洋史講義 ２  
西洋史研究 ２  
東洋史研究 ２  
西洋史演習Ａ ２  
西洋史演習Ｂ ２  
東洋史演習Ａ ２  
東洋史演習Ｂ ２  
国際関係史 ２  

地理学 
（地誌を 
含む。） 

地理学概論 ２ ○地誌を含む。 
日本地誌講義 ２  
外国地誌講義 ２  
自然地理学講義 ２  
自然地理学実習Ａ １  
自然地理学実習Ｂ １  
自然地理学演習Ａ ２  
自然地理学演習Ｂ ２  
人文地理学講義 ２  
人文地理学実習Ａ １  
人文地理学実習Ｂ １  
人文地理学演習Ａ ２  
人文地理学演習Ｂ ２  

法律学， 
政治学 法律学概論 ２ ☆国際法を

含む。 １科目以上

選択必修 
政治学概論 ２ ☆国際政治

を含む。 
国際法 ２  
行政法 ２  
法律学研究 ２  
法律学演習Ａ ２  
法律学演習Ｂ ２  
政治学講義 ２  
政治思想史 ２  
政治学演習Ａ ２  
政治学演習Ｂ ２  
国際政治学 ２  
国際関係論 ２  
国際関係論演習Ａ ２  
国際関係論演習Ｂ ２  

社会学， 
経済学 

社会学概論 ２ ★ 
１科目以上

選択必修 経済学概論 ２ ★国際経済
を含む。 
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社会学講義Ａ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会学講義Ｂ ２  
社会学講義Ｃ ２  
社会学研究 ２  
社会学演習Ａ ２  
社会学演習Ｂ ２  
人権問題概論 ２  
国際経済学 ２  
市民社会思想史 ２  
財政学 ２  
経済学演習Ａ ２  
経済学演習Ｂ ２  

哲学， 
倫理学， 
宗教学 

哲学概論 ２ ○ 
人間存在論Ⅰ ２  
人間存在論Ⅱ ２  
哲学講義 ２  
倫理学講義 ２  
西洋思想講義 ２  
哲学演習Ａ ２  
哲学演習Ｂ ２  
比較宗教論 ２  

 
［各教科の指導法（中学校教諭（社会））］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 
各教科の
指導法 
（社会） 
 
 

中等社会科指導法Ａ ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ８ 単
位 以 上 を
修得 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 
 

中等社会科指導法Ｂ ２ ○ 
社会科教育演習Ａ ２  
社会科教育演習Ｂ ２  
社会科・地理歴史科教育論 ２  
社会科・公民科教育特論 ２  

 
 
［３］高等学校教諭免許状（地理歴史） 
 
（ⅰ）高等学校教諭一種免許状（地理歴史）の取得を希望する場合は，「地理歴史の教科に関す

る科目」のうち，備考欄に○印を付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してくだ
さい。 

また，「各教科の指導法（地理歴史）」の授業科目のうち，備考欄に○印を付してある科
目全てを含み，４単位以上を修得してください 

 
［地理歴史の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
日本史 
 
 
 
 

日本史概論 ２ ○ ○印の科目全てを含み
２０単位以上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本史講義 ２  
日本史研究 ２  
日本史演習Ａ ２  
日本史演習Ｂ ２  
日本史特講 ２  
考古学特講 ２  

外国史 
 
 
 
 
 

外国史概論 ２ ○ 
西洋史講義 ２  
東洋史講義 ２  
西洋史研究 ２  
東洋史研究 ２  
西洋史演習Ａ ２  

186



 

社会学講義Ａ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会学講義Ｂ ２  
社会学講義Ｃ ２  
社会学研究 ２  
社会学演習Ａ ２  
社会学演習Ｂ ２  
人権問題概論 ２  
国際経済学 ２  
市民社会思想史 ２  
財政学 ２  
経済学演習Ａ ２  
経済学演習Ｂ ２  

哲学， 
倫理学， 
宗教学 

哲学概論 ２ ○ 
人間存在論Ⅰ ２  
人間存在論Ⅱ ２  
哲学講義 ２  
倫理学講義 ２  
西洋思想講義 ２  
哲学演習Ａ ２  
哲学演習Ｂ ２  
比較宗教論 ２  

 
［各教科の指導法（中学校教諭（社会））］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 
各教科の
指導法 
（社会） 
 
 

中等社会科指導法Ａ ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ８ 単
位 以 上 を
修得 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 
 

中等社会科指導法Ｂ ２ ○ 
社会科教育演習Ａ ２  
社会科教育演習Ｂ ２  
社会科・地理歴史科教育論 ２  
社会科・公民科教育特論 ２  

 
 
［３］高等学校教諭免許状（地理歴史） 
 
（ⅰ）高等学校教諭一種免許状（地理歴史）の取得を希望する場合は，「地理歴史の教科に関す

る科目」のうち，備考欄に○印を付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してくだ
さい。 

また，「各教科の指導法（地理歴史）」の授業科目のうち，備考欄に○印を付してある科
目全てを含み，４単位以上を修得してください 

 
［地理歴史の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
日本史 
 
 
 
 

日本史概論 ２ ○ ○印の科目全てを含み
２０単位以上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本史講義 ２  
日本史研究 ２  
日本史演習Ａ ２  
日本史演習Ｂ ２  
日本史特講 ２  
考古学特講 ２  

外国史 
 
 
 
 
 

外国史概論 ２ ○ 
西洋史講義 ２  
東洋史講義 ２  
西洋史研究 ２  
東洋史研究 ２  
西洋史演習Ａ ２  
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西洋史演習Ｂ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東洋史演習Ａ ２  
東洋史演習Ｂ ２  
国際関係史 ２  

人文地理
学・自然 
地理学 

自然地理学講義 ２ ○ 
自然地理学実習Ａ １  
自然地理学実習Ｂ １  
自然地理学演習Ａ ２  
自然地理学演習Ｂ ２  
人文地理学講義 ２ ○ 
人文地理学実習Ａ １  
人文地理学実習Ｂ １  
人文地理学演習Ａ ２  
人文地理学演習Ｂ ２  

地誌 日本地誌講義 ２  
外国地誌講義 ２ ○ 

 
［各教科の指導法（地理歴史）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
各教科の 
指導法 
（地理歴史）

地理歴史科指導法 ２ ○ ○印の科目全てを含み
４単位以上を修得 

社会科・地理歴史科教育論 ２ ○ 
 
 
［４］高等学校教諭免許状（公民） 
 
（ⅰ）高等学校教諭一種免許状（公民）の取得を希望する場合は，「公民の教科に関する科目」

の授業科目のうち，備考欄に○印を付してある科目全て，☆印を付してある科目から１科目，
及び★印を付してある科目から１科目を含み，２０単位以上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（公民）」の授業科目のうち，備考欄に○印を付してある科目全
てを含み，４単位以上を修得してください。 

 
［公民の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
法律学（国
際法を含
む。）， 
政治学（国
際政治を
含む。） 

法律学概論 ２ ☆国際法を
含む。 １科目以上

選択必修 

○印の科目全て，☆印
の１科目，及び★印の
１科目を含み２０単位
以上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政治学概論 ２ ☆国際政治
を含む。 

国際法 ２  
行政法 ２  
法律学研究 ２  
法律学演習Ａ ２  
法律学演習Ｂ ２  
政治学講義 ２  
政治思想史 ２  
政治学演習Ａ ２  
政治学演習Ｂ ２  
国際政治学 ２  
国際関係論 ２  
国際関係論演習Ａ ２  
国際関係論演習Ｂ ２  

社会学， 
経済学（国
際経済を

社会学概論 ２ ★ 
１科目以上

選択必修 経済学概論 ２ ★国際経済
を含む。 
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含む。） 社会学講義Ａ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会学講義Ｂ ２  
社会学講義Ｃ ２  
社会学研究 ２  
社会学演習Ａ ２  
社会学演習Ｂ ２  
人権問題概論 ２  
国際経済学 ２  
市民社会思想史 ２  
財政学 ２  
経済学演習Ａ ２  
経済学演習Ｂ ２  

哲学， 
倫理学， 
宗教学， 
心理学 

哲学概論 ２ ○ 
人間存在論Ｉ ２  
人間存在論Ⅱ ２  
哲学講義 ２  
倫理学講義 ２  
西洋思想講義 ２  
哲学演習Ａ ２  
哲学演習Ｂ ２  
比較宗教論 ２  

 
［各教科の指導法（公民）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
各教科の
指導法 
（公民） 

公民科指導法 ２ ○ ○印の科目全てを含み
４単位以上を修得 

社会科・公民科教育特論 ２ ○ 
 
 
［５］中学校教諭免許状（数学）及び高等学校教諭免許状（数学） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（数学）の取得を希望する場合は，「数学の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（数学）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（数学）の取得を希望する場合は，「数学の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（数学）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（数学）の取得を希望する場合は，「数学の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（数学）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［数学の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
代数学 
 
 
 
 
 
 

数と集合 ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み １ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 

線形数学Ⅰ ２  
線形数学Ⅱ ２  
代数学の基礎 ２  
代数学 ２  
代数学Ａ ２  
代数学Ｂ ２  

幾何学 線形数学概論 ２ ○ 
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含む。） 社会学講義Ａ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会学講義Ｂ ２  
社会学講義Ｃ ２  
社会学研究 ２  
社会学演習Ａ ２  
社会学演習Ｂ ２  
人権問題概論 ２  
国際経済学 ２  
市民社会思想史 ２  
財政学 ２  
経済学演習Ａ ２  
経済学演習Ｂ ２  

哲学， 
倫理学， 
宗教学， 
心理学 

哲学概論 ２ ○ 
人間存在論Ｉ ２  
人間存在論Ⅱ ２  
哲学講義 ２  
倫理学講義 ２  
西洋思想講義 ２  
哲学演習Ａ ２  
哲学演習Ｂ ２  
比較宗教論 ２  

 
［各教科の指導法（公民）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
各教科の
指導法 
（公民） 

公民科指導法 ２ ○ ○印の科目全てを含み
４単位以上を修得 

社会科・公民科教育特論 ２ ○ 
 
 
［５］中学校教諭免許状（数学）及び高等学校教諭免許状（数学） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（数学）の取得を希望する場合は，「数学の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（数学）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（数学）の取得を希望する場合は，「数学の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（数学）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（数学）の取得を希望する場合は，「数学の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（数学）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［数学の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
代数学 
 
 
 
 
 
 

数と集合 ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み １ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 

線形数学Ⅰ ２  
線形数学Ⅱ ２  
代数学の基礎 ２  
代数学 ２  
代数学Ａ ２  
代数学Ｂ ２  

幾何学 線形数学概論 ２ ○ 
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集合と位相 ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

位相空間論 ２  
幾何学の基礎 ２  
幾何学 ２  
幾何学Ａ ２  
幾何学Ｂ ２  

解析学 
 
 
 
 
 
 

微分積分学概論 ２ ○ 
微分積分学Ⅰ ２  
微分積分学Ⅱ ２  
解析学の基礎 ２  
解析学 ２  
解析学 A ２  
解析学Ｂ ２  

確率論， 
統計学 

確率・統計の基礎 ２  
確率・統計  ２ ○ 
統計科学 ２  

コンピュータ コンピュータ ２ ○ 
応用数理 ２  

 
［各教科の指導法（数学）］ 

区 分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の 
指導法 
（数学） 
 
 

数学科教育概論 ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ８ 単
位 以 上 を
修得 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 

数学科教育内容論 ２ ○ 
数学科教育方法論 ２  
数学科教育教材構成論 ２  
数学科教育授業構成論 ２  

 
 
［６］中学校教諭免許状（理科）及び高等学校教諭免許状（理科） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（理科）の取得を希望する場合は，「理科の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（理科）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（理科）の取得を希望する場合は，「理科の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（理科）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（理科）の取得を希望する場合は，「理科の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（理科）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［理科の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
物理学 物理学概論 ２ ○ ○ 印 の 科

目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み １ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 

物理学続論 ２  
力学Ⅰ ２  
力学演習 １  
力学Ⅱ ２  
電磁気学Ⅰ ２  
電磁気学演習 １  
電磁気学Ⅱ ２  
量子力学 ２  
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量子力学演習 １   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熱・統計力学 ２  
熱・統計力学演習 １  
物理数学 ２  
物理数学演習 １  
現代物理学 ２  
物理学特別演習 １  

化学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

化学概論 ２ ○ 
有機化学Ⅰ ２  
無機化学Ⅰ ２  
分析化学Ⅰ ２  
物理化学Ⅰ ２  
有機化学Ⅱ ２  
無機化学Ⅱ ２  
分析化学Ⅱ ２  
物理化学Ⅱ ２  
有機化学Ⅲ ２  
量子物理化学 ２  
有機化学セミナー １  
分析化学セミナー １  
物理化学セミナー １  
無機化学セミナー １  

生物学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物学概論Ⅰ ２ ○ 
生物学概論Ⅱ ２  
植物生理学 ２  
遺伝学 ２  
生態学 ２  
動物生理学 ２  
動物形態学 ２  
生物の多様性  ２  
植物形態学 ２  
植物生態学 ２  
微生物学 ２  
生物学演習Ⅰ ２  
生物学演習Ⅱ ２  

地学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地学概論Ⅰ ２ ○ 
地学概論Ⅱ ２  
地球科学Ⅰ ２  
地球科学Ⅱ ２  
宇宙科学 ２  
地球環境科学 ２  
現代地学Ａ ２  
現代地学Ｂ ２  
地学ゼミナールＡ ２  
地学ゼミナールＢ ２  

物理学実験・ 
化学実験・ 
生物学実験・ 
地学実験 

物理学実験Ⅰ １ ○ 
物理学実験Ⅱ １  
物理学実験Ⅲ １  
基礎化学実験Ⅰ １ ○ 
基礎化学実験Ⅱ １  
分析化学実験 １  
無機化学実験 １  
有機化学実験 １  
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量子力学演習 １   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熱・統計力学 ２  
熱・統計力学演習 １  
物理数学 ２  
物理数学演習 １  
現代物理学 ２  
物理学特別演習 １  

化学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

化学概論 ２ ○ 
有機化学Ⅰ ２  
無機化学Ⅰ ２  
分析化学Ⅰ ２  
物理化学Ⅰ ２  
有機化学Ⅱ ２  
無機化学Ⅱ ２  
分析化学Ⅱ ２  
物理化学Ⅱ ２  
有機化学Ⅲ ２  
量子物理化学 ２  
有機化学セミナー １  
分析化学セミナー １  
物理化学セミナー １  
無機化学セミナー １  

生物学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物学概論Ⅰ ２ ○ 
生物学概論Ⅱ ２  
植物生理学 ２  
遺伝学 ２  
生態学 ２  
動物生理学 ２  
動物形態学 ２  
生物の多様性  ２  
植物形態学 ２  
植物生態学 ２  
微生物学 ２  
生物学演習Ⅰ ２  
生物学演習Ⅱ ２  

地学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地学概論Ⅰ ２ ○ 
地学概論Ⅱ ２  
地球科学Ⅰ ２  
地球科学Ⅱ ２  
宇宙科学 ２  
地球環境科学 ２  
現代地学Ａ ２  
現代地学Ｂ ２  
地学ゼミナールＡ ２  
地学ゼミナールＢ ２  

物理学実験・ 
化学実験・ 
生物学実験・ 
地学実験 

物理学実験Ⅰ １ ○ 
物理学実験Ⅱ １  
物理学実験Ⅲ １  
基礎化学実験Ⅰ １ ○ 
基礎化学実験Ⅱ １  
分析化学実験 １  
無機化学実験 １  
有機化学実験 １  
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物理化学実験 １   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

化学機器実験Ⅰ １  
化学機器実験Ⅱ １  
生物学実験Ⅰ １ ○ 
生物学実験Ⅱ １  
植物自然史実験 １  
動物形態学実験 １  
植物生理学実験 １  
生態学実験 １  
地学実験Ⅰ １ ○ 
地学実験Ⅱ １  
固体地球科学実験Ⅰ １  
天文地球物理学実験Ⅰ １  

 
［各教科の指導法（理科）］ 

区 分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の 
指導法 
（理科） 

中等理科指導法Ａ ２ ○ ○ 印 の ２
科 目 ４ 単
位 を 含 み
８ 単 位 以
上を修得 

○ 印 の ２
科 目 ４ 単
位 以 上 を
修得 
 

○ 印 の ２
科 目 ４ 単
位 以 上 を
修得 
 

中等理科指導法Ｂ ２ ○ 
中等理科教育演習Ⅰ ２  
中等理科教育演習Ⅱ ２  
理科教育内容論 ２  
理科教育実践論 ２  
中等理科教育学セミナーＡ ２  
中等理科教育学セミナーＢ ２  

 
 
［７］中学校教諭免許状（外国語（英語））及び高等学校教諭免許状（外国語（英語）） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（英語）の取得を希望する場合は，「英語の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（英語）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（英語）の取得を希望する場合は，「英語の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（英語）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（英語）の取得を希望する場合は，「英語の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（英語）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［英語の教科に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
英語学 英語学入門 ２ ○ ○ 印 の 科

目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み １ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 

英語学講義 ２  
英語音声学 ２  
英語学研究 ２  
言語学概論 ２  
英語学ゼミＡ ２  
英語学ゼミＢ ２  
英語学ゼミＣ ２  
英語学ゼミＤ ２  
英語学応用研究 ２  
対照言語学 ２  

191



 

ライティングゼミＡ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ライティングゼミＢ ２  
英語文学 
 
 
 
 
 
 

英米文学入門 ２ ○ 
英米文学研究 ２  
英米文学講義 ２  
英米文学ゼミＡ ２  
英米文学ゼミＢ ２  
英米文学ゼミＣ ２  
英米文学ゼミＤ ２  
英米文学応用研究 ２  

英語コミ
ュニケー
ション 
 
 
 
 
 

英会話Ｉ １ ○ 
英会話Ⅱ １  
英作文Ｉ １ ○ 
英作文Ⅱ １  
英語コミュニケーション論 ２  
アカデミック・イングリッシュ １  
スピーチ・コミュニケーション １  
英語コミュニケーションゼミＡ  ２  
英語コミュニケーションゼミＢ  ２  

異文化理
解 

英語文化論 ２ ○ 
英語文化論研究 ２  
異文化コミュニケーション論 ２  
異文化ゼミＡ ２  
異文化ゼミＢ ２  
地域言語文化（英） ２  
地域言語文化（米） ２  

 
［各教科の指導法（英語）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の
指導法 
（英語） 

英語教育概論 ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ８ 単
位 以 上 を
修得 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 
 

中等英語科指導法Ａ ２ ○ 
中等英語科指導法Ｂ ２  
中等英語科指導法Ｃ ２  
英語教育ゼミＡ ２  
英語教育ゼミＢ ２  
英語教育ゼミＣ ２  
英語教育ゼミＤ ２  

 
 
［８］中学校教諭免許状（音楽）及び高等学校教諭免許状（音楽） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（音楽）の取得を希望する場合は，「音楽の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（音楽）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（音楽）の取得を希望する場合は，「音楽の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（音楽）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（音楽）の取得を希望する場合は，「音楽の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（音楽）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
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ライティングゼミＡ ２   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ライティングゼミＢ ２  
英語文学 
 
 
 
 
 
 

英米文学入門 ２ ○ 
英米文学研究 ２  
英米文学講義 ２  
英米文学ゼミＡ ２  
英米文学ゼミＢ ２  
英米文学ゼミＣ ２  
英米文学ゼミＤ ２  
英米文学応用研究 ２  

英語コミ
ュニケー
ション 
 
 
 
 
 

英会話Ｉ １ ○ 
英会話Ⅱ １  
英作文Ｉ １ ○ 
英作文Ⅱ １  
英語コミュニケーション論 ２  
アカデミック・イングリッシュ １  
スピーチ・コミュニケーション １  
英語コミュニケーションゼミＡ  ２  
英語コミュニケーションゼミＢ  ２  

異文化理
解 

英語文化論 ２ ○ 
英語文化論研究 ２  
異文化コミュニケーション論 ２  
異文化ゼミＡ ２  
異文化ゼミＢ ２  
地域言語文化（英） ２  
地域言語文化（米） ２  

 
［各教科の指導法（英語）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の
指導法 
（英語） 

英語教育概論 ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ８ 単
位 以 上 を
修得 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 
 

中等英語科指導法Ａ ２ ○ 
中等英語科指導法Ｂ ２  
中等英語科指導法Ｃ ２  
英語教育ゼミＡ ２  
英語教育ゼミＢ ２  
英語教育ゼミＣ ２  
英語教育ゼミＤ ２  

 
 
［８］中学校教諭免許状（音楽）及び高等学校教諭免許状（音楽） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（音楽）の取得を希望する場合は，「音楽の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（音楽）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（音楽）の取得を希望する場合は，「音楽の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（音楽）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（音楽）の取得を希望する場合は，「音楽の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（音楽）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
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［音楽の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
ソルフェ
ージュ 

ソルフェージュⅠ １ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み １ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ソルフェージュⅡ １  
声楽 
(合唱及び
日本の伝
統的な歌
唱 を 含
む。） 
 
 
 
 
 
 

声楽Ⅰ（合唱を含む。） １ ○ 
声楽Ⅱ １  
声楽Ⅲ １  
声楽Ⅳ １  
声楽Ⅴ １  
声楽Ⅵ １  
声楽Ⅶ １  
声楽Ⅷ １  
声楽アンサンブルＡ １  
声楽アンサンブルＢ １  
合唱Ａ １  
合唱Ｂ １  
伝統声楽（日本の伝統的な歌唱
を含む。） １ ○ 

器楽 
(合奏及び
伴奏並び
に和楽器
を含
む。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ピアノⅠ（合奏及び伴奏法を含
む。） １ ○ 

ピアノⅡ １  
ピアノⅢ １  
ピアノⅣ １  
ピアノⅤ １  
ピアノⅥ １  
ピアノⅦ １  
ピアノⅧ １  
管弦楽器Ⅰ １  
管弦楽器Ⅱ １  
管弦楽器Ⅲ １  
管弦楽器Ⅳ １  
管弦楽器Ⅴ １  
管弦楽器Ⅵ １  
管弦楽器Ⅶ １  
管弦楽器Ⅷ １  
オーケストラＡ １  
オーケストラＢ １  
器楽アンサンブル １  
邦楽器（和楽器を含む。） １ ○ 
邦楽合奏 １  

指揮法 指揮法 ２ ○ 
音楽理論 
・作曲法 
(編曲法を
含む。） 
・音楽史 
(日本の伝
統音楽及
び諸民族
の音楽を
含む。) 

音楽理論基礎（音楽史，日本の
伝統音楽及び諸民族の音楽を
含む。） 

２ ○ 

和声学Ⅰ ２  
和声学Ⅱ ２  
作曲法Ⅰ（編曲法を含む。） ２ ○ 
作曲法Ⅱ ２  
作曲法Ⅲ ２  
作曲法Ⅳ １  
作曲法Ⅴ １  
音楽史Ⅰ ２  
音楽史Ⅱ ２  
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音楽史Ⅲ ２  
音楽史Ⅳ ２  
音楽史Ⅴ ２  
世界の音楽と舞踊 ２  
音楽研究論 ２  

 
［各教科の指導法（音楽）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の
指導法 
（音楽） 

中等音楽科指導法Ⅰ ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ８ 単
位 以 上 を
修得 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 

中等音楽科指導法Ⅱ ２ ○ 
中等音楽科指導法Ⅲ ２  
中等音楽科指導法Ⅳ ２  

 
 
［９］中学校教諭免許状（美術）及び高等学校教諭免許状（美術） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（美術）の取得を希望する場合は，「美術の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（美術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（美術）の取得を希望する場合は，「美術の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（美術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（美術）の取得を希望する場合は，「美術の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（美術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［美術の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
絵画 
（映像メ
ディア表
現 を 含
む。） 

絵画基礎Ａ（映像メディア表現
を含む。） ２ ○ ○ 印 の 科

目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み １ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絵画基礎Ｂ ２  
油彩画 ３  
日本画 ３  
水彩画Ａ ２  
水彩画Ｂ ２  
絵画演習Ａ ３  
絵画演習Ｂ ２  

彫刻 
 
 
 

彫刻基礎Ａ ２ ○ 
彫刻基礎Ｂ ２  
木彫 ３  
人体習作 ３  

デザイン 
（映像メ
ディア表
現を含 
む。） 

構成デザイン基礎Ａ（映像メデ
ィア表現を含む。） ２ ○ 

構成デザイン基礎Ｂ ２  
色彩学 ２  
デザインＡ ３  
デザインＢ ３  
デザインＣ ３  

工芸 工芸基礎Ａ（プロダクト制作を
含む。） ２ ○ × 
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音楽史Ⅲ ２  
音楽史Ⅳ ２  
音楽史Ⅴ ２  
世界の音楽と舞踊 ２  
音楽研究論 ２  

 
［各教科の指導法（音楽）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の
指導法 
（音楽） 

中等音楽科指導法Ⅰ ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ８ 単
位 以 上 を
修得 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 

中等音楽科指導法Ⅱ ２ ○ 
中等音楽科指導法Ⅲ ２  
中等音楽科指導法Ⅳ ２  

 
 
［９］中学校教諭免許状（美術）及び高等学校教諭免許状（美術） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（美術）の取得を希望する場合は，「美術の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（美術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（美術）の取得を希望する場合は，「美術の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（美術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（美術）の取得を希望する場合は，「美術の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（美術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［美術の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
絵画 
（映像メ
ディア表
現 を 含
む。） 

絵画基礎Ａ（映像メディア表現
を含む。） ２ ○ ○ 印 の 科

目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み １ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ２ ０
単 位 以 上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絵画基礎Ｂ ２  
油彩画 ３  
日本画 ３  
水彩画Ａ ２  
水彩画Ｂ ２  
絵画演習Ａ ３  
絵画演習Ｂ ２  

彫刻 
 
 
 

彫刻基礎Ａ ２ ○ 
彫刻基礎Ｂ ２  
木彫 ３  
人体習作 ３  

デザイン 
（映像メ
ディア表
現を含 
む。） 

構成デザイン基礎Ａ（映像メデ
ィア表現を含む。） ２ ○ 

構成デザイン基礎Ｂ ２  
色彩学 ２  
デザインＡ ３  
デザインＢ ３  
デザインＣ ３  

工芸 工芸基礎Ａ（プロダクト制作を
含む。） ２ ○ × 
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工芸基礎Ｂ ２   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

× 
工芸Ａ ３  × 
工芸Ｂ ３  × 
工芸Ｃ ３  × 

美術理論 
・美術史 
（鑑賞並
びに日本
の伝統美
術及びア
ジアの美
術 を 含
む。） 

構成デザイン理論 ２   
 

西洋美術史 ２  
日本美術史 ２  
美術鑑賞 ２  
美術理論（美術史，鑑賞並びに
日本の伝統美術及びアジアの
美術を含む。） 

２ ○ 

 
［各教科の指導法（美術）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の
指導法 
（美術） 
 

美術科指導法Ⅰ ２ ○ ○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ８ 単
位 以 上 を
修得 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 

○ 印 の 科
目 全 て を
含 み ４ 単
位 以 上 を
修得 

美術科指導法Ⅱ ２ ○ 
美術科指導法Ⅲ ２  
美術科指導法Ⅳ ２  

 
 
［10］高等学校教諭免許状（工芸） 
 
（ⅰ）高等学校教諭一種免許状（工芸）の取得を希望する場合は，「工芸の教科に関する科目」
のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（工芸）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［工芸の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
図法・製図 立体表示（図法及び製図を含む。） ２ ○ ○印の科目全てを

含み２０単位以上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デザイン 
 
 
 
 
 

構成デザイン基礎Ａ（映像メディア表
現を含む。） ２ ○ 

構成デザイン基礎Ｂ ２  
色彩学 ２  
デザインＡ ３  
デザインＢ ３  
デザインＣ ３  

工芸制作 
（プロダクト制作を
含む。） 

 
 

工芸基礎Ａ ２ ○ 
工芸基礎Ｂ（プロダクト制作を含む。） ２  
工芸Ａ ３  
工芸Ｂ ３  
工芸Ｃ ３  

工芸理論・デザイン
理論・美術史（鑑賞
並びに日本の伝統工
芸及びアジアの工芸
を含む。） 

構成デザイン理論 ２ ○ 
工芸理論（美術史，鑑賞並びに日本の
伝統工芸及びアジアの工芸を含む。） ２ ○ 

西洋美術史 ２  
日本美術史 ２  

 
［各教科の指導法（工芸）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
各教科の指導法 
（工芸） 

工芸科指導法Ⅰ ２ ○ ○印の科目全てを含み４
単位以上を修得 工芸科指導法Ⅱ ２ ○ 
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［11］高等学校教諭免許状（書道） 
 
（ⅰ）高等学校教諭一種免許状（書道）の取得を希望する場合は，「書道の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全て，及び☆印の付してある科目から選んだ１科目
を含み，２０単位以上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（書道）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，
４単位以上を修得してください。 

 
［書道の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
書道（書写を含む。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楷書法（書写を含む。） ２ ○ ○印の科目全て
と☆印から選ん
だ１科目を含み
２０単位以上を
修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仮名書法Ａ ２  
行・草書法 ２  
篆・隷書法 ２  
漢字仮名交じり書法 ２  
篆刻研究 ２  
創作研究 ２  
書道古典演習 ２  
仮名書法Ｂ ２  
書道学外演習 ２  
書作実践研究Ａ １  
書作実践研究Ｂ １  
書道教材研究 １  

書道史 
 

中国書道史 ２ ○ 
日本書道史 ２ ○ 

書論，鑑賞 
 

書論・鑑賞Ａ ２ ○ 
書論・鑑賞Ｂ ２  
書の表現と鑑賞 ２  

国文学，漢文学 
 
 
 
 
 
 

国文学概論 ２ ☆ 
近代文学概論 ２ ☆ 
国文学史 ２ ☆ 
古典文学講読 ２ ☆ 
中国古典学概論 ２ ☆ 
中国近代文学講義 ２ ☆ 
中国古典学講読 ２ ☆ 
中国古典学講義Ａ ２ ☆ 
中国古典学講義Ｂ ２ ☆ 

 
［各教科の指導法（書道）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
各教科の指導法 
（書道） 
 

書道科指導法Ａ ２ ○ ○印の科目全て
を含み４単位以
上を修得 

書道科指導法Ｂ １ ○ 
書道科指導法Ｃ １ ○ 

 
 
［12］中学校教諭免許状（保健体育）及び高等学校教諭免許状（保健体育） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（保健体育）の取得を希望する場合は，「保健体育の教科に関する

科目」のうち，備考欄に○印の付してある科目全て，及び☆印の付してある科目から選んだ
１科目を含み，２０単位以上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（保健体育）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含
み，８単位以上を修得してください。 

（ⅱ）中学校教諭二種免許状（保健体育）の取得を希望する場合は，「保健体育の教科に関する
科目」のうち，備考欄に○印の付してある科目全て，及び☆印の付してある科目から選んだ
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［11］高等学校教諭免許状（書道） 
 
（ⅰ）高等学校教諭一種免許状（書道）の取得を希望する場合は，「書道の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全て，及び☆印の付してある科目から選んだ１科目
を含み，２０単位以上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（書道）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，
４単位以上を修得してください。 

 
［書道の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
書道（書写を含む。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楷書法（書写を含む。） ２ ○ ○印の科目全て
と☆印から選ん
だ１科目を含み
２０単位以上を
修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仮名書法Ａ ２  
行・草書法 ２  
篆・隷書法 ２  
漢字仮名交じり書法 ２  
篆刻研究 ２  
創作研究 ２  
書道古典演習 ２  
仮名書法Ｂ ２  
書道学外演習 ２  
書作実践研究Ａ １  
書作実践研究Ｂ １  
書道教材研究 １  

書道史 
 

中国書道史 ２ ○ 
日本書道史 ２ ○ 

書論，鑑賞 
 

書論・鑑賞Ａ ２ ○ 
書論・鑑賞Ｂ ２  
書の表現と鑑賞 ２  

国文学，漢文学 
 
 
 
 
 
 

国文学概論 ２ ☆ 
近代文学概論 ２ ☆ 
国文学史 ２ ☆ 
古典文学講読 ２ ☆ 
中国古典学概論 ２ ☆ 
中国近代文学講義 ２ ☆ 
中国古典学講読 ２ ☆ 
中国古典学講義Ａ ２ ☆ 
中国古典学講義Ｂ ２ ☆ 

 
［各教科の指導法（書道）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
各教科の指導法 
（書道） 
 

書道科指導法Ａ ２ ○ ○印の科目全て
を含み４単位以
上を修得 

書道科指導法Ｂ １ ○ 
書道科指導法Ｃ １ ○ 

 
 
［12］中学校教諭免許状（保健体育）及び高等学校教諭免許状（保健体育） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（保健体育）の取得を希望する場合は，「保健体育の教科に関する

科目」のうち，備考欄に○印の付してある科目全て，及び☆印の付してある科目から選んだ
１科目を含み，２０単位以上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（保健体育）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含
み，８単位以上を修得してください。 

（ⅱ）中学校教諭二種免許状（保健体育）の取得を希望する場合は，「保健体育の教科に関する
科目」のうち，備考欄に○印の付してある科目全て，及び☆印の付してある科目から選んだ
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１科目を含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（保健体育）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含

み，４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（保健体育）の取得を希望する場合は，「保健体育の教科に関す

る科目」のうち，備考欄に○印の付してある科目全て，及び☆印の付してある科目から選ん
だ１科目を含み，２０単位以上を修得してください。 

また，「各教科の指導法（保健体育）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含
み，４単位以上を修得してください。 

 
［保健体育の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
体育実技 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水泳 １ ○ ○印の科
目全てと
☆印から
選んだ１
科目を含
み２０単
位以上を
修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○印の科
目全てと
☆印から
選んだ１
科目を含
み１０単
位以上を
修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○印の科
目全てと
☆印から
選んだ１
科目を含
み２０単
位以上を
修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

陸上競技 １  
器械運動 １  
体つくり運動 １  
剣道 １  
柔道 １  
ダンス １  
バレーボール １  
バスケットボール １  
サッカー １  
ラケットスポーツ（テニス・卓球・バ
ドミントン） １  

バットスポーツ（ソフトボール） １  
「 体 育 原
理，体育心
理学，体育
経 営 管 理
学，体育社
会学，体育
史」・運動
学（運動方
法 学 を 含
む。） 
 

体育原論・スポーツ哲学 ２ ☆ 
体育・スポーツ史 ２ ☆ 
体育・スポーツ心理学 ２ ☆ 
体育経営・スポーツマネジメント論 ２ ☆ 
体育・スポーツ社会学 ２ ☆ 
地域スポーツと学校体育の連携 ２  
体育・スポーツ方法論（運動方法学
を含む） ２ ○ 

体育・スポーツ運動学 ２  
体育・スポーツ哲学・歴史演習 ２  
体育・スポーツ心理学演習 ２  
体育・スポーツ方法論演習 ２  
身体・表現・舞踊論演習 ２  
体育学・スポーツ運動学研究Ａ ２  
体育学・スポーツ運動学研究Ｂ ２  

生理学（運
動 生 理 学
を含む。） 
 

生理学・解剖学（運動生理学を含む。） ２ ○ 
運動・スポーツ医学 ２  
体力・トレーニング論演習 ２  
運動・スポーツ医学演習 ２  
運動・スポーツ生理学演習 ２  
健康教育学・健康科学研究Ａ ２  
健康教育学・健康科学研究Ｂ ２  

衛生学・ 
公衆衛生学 衛生学（公衆衛生学を含む。） ２ ○ 

学校保健（小
児保健，精神
保健，学校安
全及び救急処
置を含む。） 

学校保健（小児保健，精神保健，学校
安全及び救急処置を含む。） ２ ○ 

学校保健・衛生学演習 ２  
救急看護実習 １  
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［各教科の指導法（保健体育）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の 
指導法 
（保健体育） 

保健体育科指導法Ａ ２ ○ ○印の科目
全てを含み
８単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

保健体育科指導法Ｂ ２ ○ 
保健体育科指導法Ｃ ２  
保健体育科指導法Ｄ ２  
保健体育科教育学研究Ａ ２  
保健体育科教育学研究Ｂ ２  

 
 
［13］中学校教諭免許状（技術） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（技術）の取得を希望する場合は，「技術の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（技術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（技術）の取得を希望する場合は，「技術の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（技術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［技術の教科に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 
材料加工 
（実習を含む。） 

製図Ｂ １  ○印の科目
全てを含み
２０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○印の科目
全てを含み
１０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木材加工実習Ａ（製図を含む。） １ ○ 
木材加工実習Ｂ １  
木材材料学 ２  
木材加工学 ２  
木材加工演習 ２  
構造・デザイン ２  
製図Ａ １  
金属塑性加工実習（製図を含む。） １ ○ 
金属切削加工実習 １  
金属材料学 ２  
金属加工学・実験法 ２  

機械・電気 
（実習を含む。） 
 
 
 
 

機構学 ２  
機械基礎実習 １ ○ 
材料力学 ２  
熱流体工学 ２  
機械教材実習 １  
機械力学 ２  
電気理論 ２  
電気実験実習 ２ ○ 
電子工学 ２  
くらしと電気 ２  

生物育成 
 
 
 
 
 

栽培実習Ａ １ ○ 
栽培実習Ｂ １  
生物育成と環境 ２  
食農教育の実践 ２  
栽培学実験実習 ２  
動物生産と人間生活 ２  
生物生産科学 ２  

情報とコンピュ
ータ 

基礎情報学 ２  
情報工学Ａ（実習を含む。） ２ ○ 

198



 

［各教科の指導法（保健体育）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の 
指導法 
（保健体育） 

保健体育科指導法Ａ ２ ○ ○印の科目
全てを含み
８単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

保健体育科指導法Ｂ ２ ○ 
保健体育科指導法Ｃ ２  
保健体育科指導法Ｄ ２  
保健体育科教育学研究Ａ ２  
保健体育科教育学研究Ｂ ２  

 
 
［13］中学校教諭免許状（技術） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（技術）の取得を希望する場合は，「技術の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（技術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（技術）の取得を希望する場合は，「技術の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（技術）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［技術の教科に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 
材料加工 
（実習を含む。） 

製図Ｂ １  ○印の科目
全てを含み
２０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○印の科目
全てを含み
１０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木材加工実習Ａ（製図を含む。） １ ○ 
木材加工実習Ｂ １  
木材材料学 ２  
木材加工学 ２  
木材加工演習 ２  
構造・デザイン ２  
製図Ａ １  
金属塑性加工実習（製図を含む。） １ ○ 
金属切削加工実習 １  
金属材料学 ２  
金属加工学・実験法 ２  

機械・電気 
（実習を含む。） 
 
 
 
 

機構学 ２  
機械基礎実習 １ ○ 
材料力学 ２  
熱流体工学 ２  
機械教材実習 １  
機械力学 ２  
電気理論 ２  
電気実験実習 ２ ○ 
電子工学 ２  
くらしと電気 ２  

生物育成 
 
 
 
 
 

栽培実習Ａ １ ○ 
栽培実習Ｂ １  
生物育成と環境 ２  
食農教育の実践 ２  
栽培学実験実習 ２  
動物生産と人間生活 ２  
生物生産科学 ２  

情報とコンピュ
ータ 

基礎情報学 ２  
情報工学Ａ（実習を含む。） ２ ○ 
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情報工学Ｂ ２   
 

 
 
 

コンピュータとものづくり ２  
ネットワーク工学 ２  
インターネットと教育 ２  

 
［各教科の指導法（技術）］ 

区 分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 
各教科の指導法 
(技術) 
 
 

技術科教育法Ａ ２ ○ ○印の科目
全てを含み
８単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

技術科教育法Ｂ ２ ○ 
技術科教育法Ｃ ２  
技術科教育法Ｄ ２  

 
 
［14］高等学校教諭免許状（工業） 
 
（ⅰ）高等学校教諭一種免許状（工業）の取得を希望する場合は，「工業の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（工業）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［工業の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
工業の関係科目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製図Ｂ １  ○印の科目全てを含
み２０単位以上を修
得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木材加工実習Ａ（製図を含む。） １ ○ 
木材加工実習Ｂ １  
木材材料学 ２  
木材加工学 ２  
木材加工演習 ２  
構造・デザイン ２  
製図Ａ １  
金属塑性加工実習（製図を含む。） １ ○ 
金属切削加工実習 １  
金属材料学 ２  
金属加工学・実験法 ２  
機構学 ２  
機械基礎実習 １ ○ 
材料力学 ２  
熱流体工学 ２  
機械教材実習 １  
機械力学 ２  
電気理論 ２  
電気実験実習 ２ ○ 
電子工学 ２  
くらしと電気 ２  
基礎情報学 ２  
情報工学Ａ（実習を含む。） ２ ○ 
情報工学Ｂ ２  
コンピュータとものづくり ２  
ネットワーク工学 ２  
インターネットと教育 ２  

職業指導 
 
 

職業指導 ２ ○ 
職業・進路研究Ａ ２  
職業・進路研究Ｂ ２  
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 技術・ものづくりセミナー ２   
 
［各教科の指導法（工業）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
各教科の指導法 
（工業） 

工業科教育法Ａ ２ ○ ○印の科目全てを含
み４単位以上を修得 工業科教育法Ｂ ２ ○ 

 
 
［15］中学校教諭免許状（家庭）及び高等学校教諭免許状（家庭） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（家庭）の取得を希望する場合は，「家庭の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（家庭）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（家庭）の取得を希望する場合は，「家庭の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（家庭）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（家庭）の取得を希望する場合は，「家庭の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（家庭）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［家庭の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
家庭経営学 
（家族関係学及
び家庭経済学を
含む。） 

生活経営学 ２ ○ ○印の科目
全てを含み
２０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○印の科目
全てを含み
１０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○印の科目
全てを含み
２０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家庭経済学 ２  
家族関係学 ２  
消費生活論 ２  

被服学 
（被服実習を含
む。） 
 
 

被服構成学実習 １  
被服学 ２ ○ 
被服学演習 ２  
着心地の科学 ２  
被服科学実験実習 ２  

食物学 
（栄養学，食品学
及び調理実習を
含む。） 
 
 

食物学 ２ ○ 
調理実習基礎 １  
栄養学 ２  
食物学演習 ２  
食物学実験実習 ２  
調理実習応用 １  

住居学 
 
 

住居学 ２ ○ 
居住環境論 ２  
住生活演習 ２  

保育学 保育学 ２ ○ 
児童学原論 ２  
保育環境論 ２  

 
［各教科の指導法（家庭）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の指導法 
（家庭） 

中等家庭科教育法Ａ ２ ○ ○印の科目
全てを含み
８単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

中等家庭科教育法Ｂ ２ ○ 
中等家庭科教育法Ｃ ２  
中等家庭科教育法Ｄ ２  
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 技術・ものづくりセミナー ２   
 
［各教科の指導法（工業）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 高一種免 
各教科の指導法 
（工業） 

工業科教育法Ａ ２ ○ ○印の科目全てを含
み４単位以上を修得 工業科教育法Ｂ ２ ○ 

 
 
［15］中学校教諭免許状（家庭）及び高等学校教諭免許状（家庭） 
 
（ⅰ）中学校教諭一種免許状（家庭）の取得を希望する場合は，「家庭の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（家庭）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

８単位以上を修得してください。 
（ⅱ）中学校教諭二種免許状（家庭）の取得を希望する場合は，「家庭の教科に関する科目」の

うち，備考欄に○印の付してある科目全て含み，１０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（家庭）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
（ⅲ）高等学校教諭一種免許状（家庭）の取得を希望する場合は，「家庭の教科に関する科目」

のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，２０単位以上を修得してください。 
また，「各教科の指導法（家庭）」のうち，備考欄に○印の付してある科目全てを含み，

４単位以上を修得してください。 
 
［家庭の教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
家庭経営学 
（家族関係学及
び家庭経済学を
含む。） 

生活経営学 ２ ○ ○印の科目
全てを含み
２０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○印の科目
全てを含み
１０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○印の科目
全てを含み
２０単位以
上を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家庭経済学 ２  
家族関係学 ２  
消費生活論 ２  

被服学 
（被服実習を含
む。） 
 
 

被服構成学実習 １  
被服学 ２ ○ 
被服学演習 ２  
着心地の科学 ２  
被服科学実験実習 ２  

食物学 
（栄養学，食品学
及び調理実習を
含む。） 
 
 

食物学 ２ ○ 
調理実習基礎 １  
栄養学 ２  
食物学演習 ２  
食物学実験実習 ２  
調理実習応用 １  

住居学 
 
 

住居学 ２ ○ 
居住環境論 ２  
住生活演習 ２  

保育学 保育学 ２ ○ 
児童学原論 ２  
保育環境論 ２  

 
［各教科の指導法（家庭）］ 

区分 授 業 科 目 単位数 備考 中一種免 中二種免 高一種免 
各教科の指導法 
（家庭） 

中等家庭科教育法Ａ ２ ○ ○印の科目
全てを含み
８単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

○印の科目
全てを含み
４単位以上
を修得 

中等家庭科教育法Ｂ ２ ○ 
中等家庭科教育法Ｃ ２  
中等家庭科教育法Ｄ ２  
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ｄ．幼稚園，小学校，中学校及び高等学校教諭免許状（大学が独自に設定する科目） 
 
幼稚園，小学校，中学校及び高等学校教諭免許状を取得する際の「大学が独自に設定する科目」

として，本学では以下の科目を設定しています。各免許種への対応については，備考欄の略号で
確認してください。 
 
［大学が独自に設定する科目］ 

授 業 科 目 開講期 単位数 備  考 
子どもの家庭福祉論 Ⅱ １ 幼・小 
幼児の表現研究 Ⅲ １ 幼 
幼小接続期の教育 Ⅳ １ 幼 
子どもの文化と環境 Ⅴ １ 幼・小 
幼児教育実践研究 Ⅵ １ 幼 
現代における家族と子育て Ⅶ １ 幼・小 
特別支援教育の基礎 Ⅲ ２ 幼・小・中・高 
発達障害児の理解と支援 Ⅳ ２ 幼・小・中・高 
知的障害児の理解と支援 Ⅵ ２ 幼・小・中・高 
障害のある子どもの理解と指導 Ⅶ ２ 幼・小・中・高 
道徳の指導法 Ⅲ，Ⅳ ２ 高 
学級づくりの理論と実践 Ⅲ，Ⅳ ２ 幼・小・中・高 
体験活動の指導法 Ⅲ・Ⅳ ２ 幼・小 
板書指導 Ⅲ，Ⅳ ２ 幼・小・中・高 
実践型食教育論 Ⅳ ２ 幼・小・中・高 
持続可能な開発のための教育 Ⅲ ２ 幼・小・中・高 
教師教育における自己探究－リフレクション－ Ⅵ ２ 幼・小 
メディアと教育 Ⅵ ２ 幼・小・中・高 
学級経営と危機管理 Ⅴ,Ⅵ ２ 小・中・高 
少年非行を考える（少年院プロジェクト） Ⅴ ２ 小・中・高 
生活・総合実践研究 Ⅵ ２ 幼・小・中・高 
特別支援教育概論 Ⅰ ２ 幼・小・中・高 
障害評価法 Ⅳ ２ 幼・小・中・高 
特別支援教育指導実習Ⅰ Ⅴ １ 幼・小・中・高 
特別支援教育指導実習Ⅱ Ⅵ １ 幼・小・中・高 
特別支援教育総合演習 Ⅵ ２ 幼・小・中・高 
発達障害児教育総論 Ⅱ ２ 幼・小・中・高 
学校経営と学校図書館 Ⅲ ２ 小・中・高 
学校図書館メディアの構成 Ⅲ ２ 小・中・高 
学習指導と学校図書館 Ⅳ ２ 小・中・高 
読書と豊かな人間性 Ⅴ ２ 小・中・高 
情報メディア論 Ⅵ ２ 小・中・高 

 
 上記の表のほか，下記の表の授業科目の単位も幼稚園，小学校，中学校及び高等学校教諭免許
状を取得する際の「大学が独自に設定する科目」にあてることができます。教育職員免許法施行
規則上の各区分で必要とする最低単位数を必然的に超えることとなるためです。各免許種への対
応については，備考欄の略号で確認してください。 
 
［領域・教科に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 開講期 単位数 備  考 
国語 
 

小専国語Ⅱ Ⅴ，Ⅵ ２ 教科／幼・小 
国語科書写実技指導 Ⅵ ２ 教科／幼・小 

社会 小専社会Ⅱ Ⅴ ２ 教科／小 
算数 
 

小専算数Ⅱ Ⅴ ２ 教科／幼・小 
算数科教材開発研究 Ⅵ ２ 教科／幼・小 

理科 小専理科Ⅱ Ⅴ ２ 教科／小 
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 理科教材開発研究 Ⅴ ２ 教科／小 
生活 小専生活Ⅱ Ⅵ ２ 教科／幼・小 
音楽 
 
 
 

小専音楽Ⅱ Ⅴ ２ 教科／幼・小 
音楽科教材開発研究Ａ Ⅳ ２ 教科／幼・小 
音楽科教材開発研究Ｂ Ⅴ ２ 教科／幼・小 
音楽科教材開発研究Ｃ Ⅵ ２ 教科／幼・小 

家庭 小専家庭Ⅱ Ⅴ ２ 教科／小 
図画工作 
 

小専図画工作Ⅱ Ⅴ ２ 教科／幼・小 
図画工作科教材開発研究 Ⅴ，Ⅵ ２ 教科／幼・小 

体育 
 

小専体育Ⅱ Ⅵ ２ 教科／幼・小 
初等教科･実技指導（保健体育） Ⅴ ２ 教科／幼・小 

外国語 小専英語Ⅱ Ⅴ ２ 教科／小 
 
［各教科の指導法に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 備  考 
各教科の 
指導法に 
関する科目 

国語科授業実践研究 Ⅴ，Ⅵ ２ 小 
初等教科・指導法（社会） Ⅴ ２ 小 
生活科授業実践研究 Ⅴ ２ 小 
英語授業実践研究 Ⅴ ２ 小 
初等教科・指導法（家庭） Ⅵ ２ 小 

 
［教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路指
導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 開講期 単位数 備  考 
教育の基礎
的理解に関
する科目 

幼児教育学Ⅰ Ⅰ １ （理・歴・思）／幼 
幼児教育学Ⅱ Ⅱ １ （理・歴・思）／幼 
幼児・児童の教育思想史 Ⅱ ２ （理・歴・思）／幼・小 
教育研究入門 Ⅲ ２ （理・歴・思）／幼・小・中・高 
教育思想史 Ⅴ ２ （理・歴・思）／幼・小・中・高 
人間形成原論 Ⅳ ２ （理・歴・思）／幼・小・中・高 
教育史 Ⅵ ２ （理・歴・思）幼・小・中・高  
教授・学習心理学 Ⅳ ２ （発・学）／幼・小・中・高 
教育社会心理学 Ⅵ ２ （発・学）／幼・小・中・高 
地域子育て支援と実践 Ⅷ １ （社・制）／幼・小 
児童問題研究 Ⅳ １ （社・制）／幼・小 
人権・同和教育論 Ⅲ，Ⅳ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
教育社会学 Ⅳ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
教育における批判的思考 Ⅵ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
学校と教育法 Ⅴ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
学校のリスクマネジメント Ⅵ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
地域に開かれた学校づくり Ⅵ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
インクルージョン保育 Ⅲ １ （発・学）／幼 
保育・教育における組織心理学 Ⅵ １ （発・学）／幼 
子ども理解のための心の科学 Ⅰ １ （発・学）／幼・小 
発達心理学 Ⅲ ２ （発・学）／幼・小・中・高 
カリキュラム・マネジメント Ⅴ ２ （教課）／小 
教育課程の編成 Ⅵ ２ （教課）／中・高 

道徳，総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導，

教育相談等に

関する科目 

道徳授業実践研究 Ⅴ ２ （道）／小 
特別活動の指導法 Ⅴ ２ （特活）／小・中・高 
新聞等のメディアを活用した授業づくり Ⅵ ２ （方・技）／小・中・高 
心理アセスメントと教育 Ⅵ ２ （教相）／幼・小・中・高 
カウンセリング Ⅳ ２ （教相）／幼・小・中・高 
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 理科教材開発研究 Ⅴ ２ 教科／小 
生活 小専生活Ⅱ Ⅵ ２ 教科／幼・小 
音楽 
 
 
 

小専音楽Ⅱ Ⅴ ２ 教科／幼・小 
音楽科教材開発研究Ａ Ⅳ ２ 教科／幼・小 
音楽科教材開発研究Ｂ Ⅴ ２ 教科／幼・小 
音楽科教材開発研究Ｃ Ⅵ ２ 教科／幼・小 

家庭 小専家庭Ⅱ Ⅴ ２ 教科／小 
図画工作 
 

小専図画工作Ⅱ Ⅴ ２ 教科／幼・小 
図画工作科教材開発研究 Ⅴ，Ⅵ ２ 教科／幼・小 

体育 
 

小専体育Ⅱ Ⅵ ２ 教科／幼・小 
初等教科･実技指導（保健体育） Ⅴ ２ 教科／幼・小 

外国語 小専英語Ⅱ Ⅴ ２ 教科／小 
 
［各教科の指導法に関する科目］ 

区 分 授 業 科 目 開講期 単位数 備  考 
各教科の 
指導法に 
関する科目 

国語科授業実践研究 Ⅴ，Ⅵ ２ 小 
初等教科・指導法（社会） Ⅴ ２ 小 
生活科授業実践研究 Ⅴ ２ 小 
英語授業実践研究 Ⅴ ２ 小 
初等教科・指導法（家庭） Ⅵ ２ 小 

 
［教育の基礎的理解に関する科目・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導（進路指
導を含む。）、教育相談等に関する科目・教育実践に関する科目］ 

区分 授 業 科 目 開講期 単位数 備  考 
教育の基礎
的理解に関
する科目 

幼児教育学Ⅰ Ⅰ １ （理・歴・思）／幼 
幼児教育学Ⅱ Ⅱ １ （理・歴・思）／幼 
幼児・児童の教育思想史 Ⅱ ２ （理・歴・思）／幼・小 
教育研究入門 Ⅲ ２ （理・歴・思）／幼・小・中・高 
教育思想史 Ⅴ ２ （理・歴・思）／幼・小・中・高 
人間形成原論 Ⅳ ２ （理・歴・思）／幼・小・中・高 
教育史 Ⅵ ２ （理・歴・思）幼・小・中・高  
教授・学習心理学 Ⅳ ２ （発・学）／幼・小・中・高 
教育社会心理学 Ⅵ ２ （発・学）／幼・小・中・高 
地域子育て支援と実践 Ⅷ １ （社・制）／幼・小 
児童問題研究 Ⅳ １ （社・制）／幼・小 
人権・同和教育論 Ⅲ，Ⅳ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
教育社会学 Ⅳ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
教育における批判的思考 Ⅵ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
学校と教育法 Ⅴ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
学校のリスクマネジメント Ⅵ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
地域に開かれた学校づくり Ⅵ ２ （社・制）／幼・小・中・高 
インクルージョン保育 Ⅲ １ （発・学）／幼 
保育・教育における組織心理学 Ⅵ １ （発・学）／幼 
子ども理解のための心の科学 Ⅰ １ （発・学）／幼・小 
発達心理学 Ⅲ ２ （発・学）／幼・小・中・高 
カリキュラム・マネジメント Ⅴ ２ （教課）／小 
教育課程の編成 Ⅵ ２ （教課）／中・高 

道徳，総合的

な学習の時間

等の指導法及

び生徒指導，

教育相談等に

関する科目 

道徳授業実践研究 Ⅴ ２ （道）／小 
特別活動の指導法 Ⅴ ２ （特活）／小・中・高 
新聞等のメディアを活用した授業づくり Ⅵ ２ （方・技）／小・中・高 
心理アセスメントと教育 Ⅵ ２ （教相）／幼・小・中・高 
カウンセリング Ⅳ ２ （教相）／幼・小・中・高 
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２．資格の取得方法 
 
以下の資格については，大学として必ずしも４年間での取得を保証するものではありません。

所属によっては，授業の開講期，開講曜日時限の関係から４年間で取得できないことがあります。 
 
 〇学校図書館司書教諭 
 
学校図書館司書教諭は，学校図書館法に基づき小学校，中学校，高等学校等の学校図書館にお

いて，学校教育全般についての知識と経験を活用し，学校図書館に関わる専門的職務を行います。
司書教諭の資格を取得しようとする者は，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校いずれかの
教諭普通免許状を取得し，所定の単位を修得しなければなりません。 
 
［学校図書館司書教諭に関する科目］ 

学校図書館司書教諭講習 
規定第３条に定める科目 単位数 

大学開設科目 
授 業 科 目 単位数 開講期 備考 

学校経営と学校図書館 ２ 学校経営と学校図書館 ２ Ⅲ  
学校図書館メディアの構成 ２ 学校図書館メディアの構成 ２ Ⅲ  
学習指導と学校図書館 ２ 学習指導と学校図書館 ２ Ⅳ  
読書と豊かな人間性 ２ 読書と豊かな人間性 ２ Ⅴ  
情報メディアの活用 ２ 情報メディア論 ２ Ⅵ  

合計 １０単位を修得すること。 
 
 
［学校図書館司書教諭資格の申請］ 
 
①  卒業時に修了証書（文部科学省から発行されるもの）の交付を受けるためには，大学に２

年以上在学し，６２単位以上を修得し，３年次修了までに，学校図書館司書教諭に関する科
目の１０単位をすべて修得しなければなりません。なお，交付に必要な申請手続きについて
は，４年次前期に掲示にて周知します。 

②  ①以外で，４年次卒業時点で学校図書館司書教諭に関する科目の１０単位を修得した場合
は，卒業後に福岡教育大学で申請手続を行ってください。 

 
※ 学校図書館司書教諭資格は，教員免許状を取得してはじめてその効力が生じます。  
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 専攻科開講表 
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Ⅶ 専攻科開講表 
 
 
特別支援教育特別専攻科（特別支援教育専攻）教育課程及び履修方法 
 

区分 授業科目 
単位数 

授業
形態 

備  考 必
修 

選
必 

選
択 

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目 

特別支援教育概論 ２   講 特別支援教育の基礎理論 

知的障害児の心理・生理・病理 ２   講 

知的障害者 知的障害児教育論 ２   講 

知的障害児教育総論  ２  講 

肢体不自由児の心理・生理・病理 ２   講 

肢体不自由者 肢体不自由児教育論 ２   講 

肢体不自由児教育総論  ２  講 

病弱児の生理・病理 ２   講 

病弱者 病弱児教育論 ２   講 

病弱児教育総論 ２   講 

重複障害児教育総論 ２   講 

重複・発達障害等 発達障害児教育総論 ２   講 

言語障害児教育総論   ２ 講 

視覚障害児教育総論 ２   講 視覚障害者 

聴覚障害児教育総論 ２   講 聴覚障害者 

特別支援教育研究Ⅰ １   演 

大学独自科目 
 

特別支援教育研究Ⅱ １   演 

特別支援教育指導実習Ⅰ   １ 実 

特別支援教育指導実習Ⅱ   １ 実 

特別支援教育実習   ３ 実 教育実習（事前事後指導を含む） 
 
ａ．修了要件 

１）３０単位を修得すること。 
２）研究論文を提出すること。 

 
 
ｂ．免許取得方法 
 本専攻科では，所定の科目を履修することにより特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者，
肢体不自由者および病弱者に関する教育の領域）を取得できます。 
 なお，養護学校／盲学校／聾学校／特別支援学校教諭免許状のいずれも所持していない場合，
特別支援教育実習（３単位）は必ず履修してください。いずれかの免許状を所持している場合，
特別支援教育実習（３単位）は履修できません。 
 また，いずれの免許状を所持していなくても，教員としての実務経験がある場合は，特別支
援教育実習（３単位）の履修が不要なことがあります。 
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○福岡教育大学学則 

(制定 平成16年4月1日) 

改正 平成17年3月9日 平成17年3月17日 平成17年10月17日

平成17年12月15日 平成18年3月16日 平成19年3月22日 

平成20年3月14日 平成21年3月26日 平成22年3月15日 

平成23年2月18日 平成24年6月15日 平成24年9月21日 

平成24年10月25日 平成24年12月21日 平成25年2月15日 

平成25年3月15日 平成25年3月28日 平成27年2月27日 

平成27年3月31日 平成27年4月23日 平成27年7月30日 

平成28年1月28日 平成28年3月24日 平成30年10月29日

平成31年2月28日 平成31年3月28日 令和元年9月26日 

令和2年3月26日 令和2年7月28日 令和2年12月24日 

令和3年4月28日 令和4年3月30日 令和4年6月24日 

令和5年3月29日 令和5年10月27日 令和6年1月25日 
 

目次 

第1章 総則 

第1節 設置(第1条) 

第2節 目的(第2条・第2条の2) 

第3節 教育研究組織等(第3条－第12条) 

第4節 職員組織(第13条－第15条の2) 

第2章 学部 

第1節 入学定員及び収容定員(第16条・第16条の2) 

第2節 学年，学期及び休業日(第17条・第18条) 

第3節 入学，再入学，編入学及び転入学(第19条－第28条) 

第4節 教育方法，履修方法，進級及び在学年限(第29条－第34条) 

第5節 卒業及び学位(第35条・第36条) 

第6節 教員の免許状(第37条) 

第7節 休学，復学，退学，除籍，転学，留学及び転課程等(第38条－第44条) 

第8節 賞罰(第45条・第46条) 

第3章 検定料，入学料及び授業料 

第1節 検定料(第47条・第47条の2) 

第2節 入学料(第48条・第49条) 

第3節 授業料(第50条－第54条) 

第4章 専攻科，研究生，科目等履修生及び特別聴講学生(第55条－第59条) 

第5章 外国人留学生(第60条) 

第6章 公開講座(第61条) 

第7章 削除 

第8章 寄宿舎(第63条－第65条) 
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附則 

第1章 総則 

第1節 設置 

(設置) 

第1条 国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下「法人法」という。）第4条第2項

の規定により，国立大学法人福岡教育大学は，福岡教育大学(以下「本学」という。)を設

置する。 

第2節 目的 

(目的) 

第2条 本学は，学術の中心として深く専門の学芸を研究教授するとともに，広く知識技能

を開発し，豊かな教養を与え，もって有為な教育者を養成し，文化の進展に寄与すること

を目的とする。 

(教育研究活動等の状況の公表) 

第2条の2 本学は，教員の養成その他の教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載，

インターネットの利用その他広く周知ができる方法により公表するものとする。 

第3節 教育研究組織等 

(学部) 

第3条 本学に，教育学部(以下「学部」という。)を置く。 

2 学部に，教授会を置く。 

3 学部に，初等教育教員養成課程，中等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程を

置く。 

4 初等教育教員養成課程に，幼児教育プログラム，小学校教育専攻プログラム，人文・社会

教育プログラム，理数教育プログラム及び芸術・実技教育プログラムを置く。 

5 中等教育教員養成課程に，中等教育プログラムを置き，その下に，国語専攻，社会科専

攻，数学専攻，理科専攻，英語専攻，音楽専攻，美術専攻，保健体育専攻，家庭専攻，技

術専攻及び書道専攻を置く。 

6 特別支援教育教員養成課程に，特別支援教育初等教育プログラム及び特別支援教育中等教

育プログラムを置く。 

(大学院) 

第4条 本学に，大学院を置く。 

(学術情報センター) 

第5条 本学に，学術情報センターを置く。 

(教育総合研究所) 

第6条 本学に，教育総合研究所を置く。 

(附属学校) 

第7条 本学に，法人法第23条及び国立大学法人法施行規則（平成15年文部科学省省令第

57号）第4条の規定に基づき，次の附属幼稚園，附属小学校及び附属中学校(以下「附属学

校」という。)を置く。 
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附則 

第1章 総則 

第1節 設置 

(設置) 

第1条 国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下「法人法」という。）第4条第2項

の規定により，国立大学法人福岡教育大学は，福岡教育大学(以下「本学」という。)を設

置する。 

第2節 目的 

(目的) 

第2条 本学は，学術の中心として深く専門の学芸を研究教授するとともに，広く知識技能

を開発し，豊かな教養を与え，もって有為な教育者を養成し，文化の進展に寄与すること

を目的とする。 

(教育研究活動等の状況の公表) 

第2条の2 本学は，教員の養成その他の教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載，

インターネットの利用その他広く周知ができる方法により公表するものとする。 

第3節 教育研究組織等 

(学部) 

第3条 本学に，教育学部(以下「学部」という。)を置く。 

2 学部に，教授会を置く。 

3 学部に，初等教育教員養成課程，中等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程を

置く。 

4 初等教育教員養成課程に，幼児教育プログラム，小学校教育専攻プログラム，人文・社会

教育プログラム，理数教育プログラム及び芸術・実技教育プログラムを置く。 

5 中等教育教員養成課程に，中等教育プログラムを置き，その下に，国語専攻，社会科専

攻，数学専攻，理科専攻，英語専攻，音楽専攻，美術専攻，保健体育専攻，家庭専攻，技

術専攻及び書道専攻を置く。 

6 特別支援教育教員養成課程に，特別支援教育初等教育プログラム及び特別支援教育中等教

育プログラムを置く。 

(大学院) 

第4条 本学に，大学院を置く。 

(学術情報センター) 

第5条 本学に，学術情報センターを置く。 

(教育総合研究所) 

第6条 本学に，教育総合研究所を置く。 

(附属学校) 

第7条 本学に，法人法第23条及び国立大学法人法施行規則（平成15年文部科学省省令第

57号）第4条の規定に基づき，次の附属幼稚園，附属小学校及び附属中学校(以下「附属学

校」という。)を置く。 
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(1) 附属幼稚園 

(2) 附属福岡小学校 

(3) 附属小倉小学校 

(4) 附属久留米小学校 

(5) 附属福岡中学校 

(6) 附属小倉中学校 

(7) 附属久留米中学校 

2 本学に，附属学校を統括するための附属学校部を置く。 

(健康科学センター) 

第8条 本学に，健康科学センターを置く。 

(学内共同利用施設) 

第9条 本学に，ものづくり創造教育センター及びキャリア支援センターを置く。 

(教学共創マネジメントセンター) 

第9条の2 本学に，教学共創マネジメントセンターを置く。 

(グローバルラーニングセンター) 

第9条の3 本学に，グローバルラーニングセンターを置く。 

(障害学生支援センター) 

第9条の4 本学に，障害学生支援センターを置く。 

(学生ボランティア活動推進本部) 

第9条の5 本学に，学生ボランティア活動推進本部を置く。 

(教員研修支援センター) 

第9条の6 本学に，教員研修支援センターを置く。 

(特別支援教育センター) 

第9条の7 本学に，特別支援教育センターを置く。 

(事務局) 

第10条 本学に，事務局を置く。 

(教員組織等) 

第11条 本学に，教育上の教員組織として学域を置く。 

2 本学に，研究上の教員組織として研究ユニットを置く。 

3 本学の学部に，教育指導体制として教職教育院を置く。 

(教授会等の必要事項) 

第12条 第3条第2項から前条までに規定する教授会等に関し必要な事項は，学長が別に定

める。 

第4節 職員組織 

(職員) 

第13条 本学に，学長，教授，准教授，講師，助教，助手，校長，園長，教頭，主幹教諭，

教諭，養護教諭，栄養教諭，事務職員，技術職員及びその他必要な職員を置く。 

(副学長) 

213



 

第14条 本学に，副学長を置く。 

2 副学長に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(各組織等の長) 

第15条 本学に，教育学部長，大学院教育学研究科長，専攻科主任，学術情報センター長，

附属学校部長，附属学校長(附属幼稚園にあっては，園長とする。)，健康科学センター

長，教育総合研究所長，ものづくり創造教育センター長，キャリア支援センター長，教学

共創マネジメントセンター長，グローバルラーニングセンター長，障害学生支援センター

長，学生ボランティア活動推進本部長，教員研修支援センター長，特別支援教育センター

長，事務局長，専攻主任及びコース主任を置く。 

2 前項に規定する者に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(附属学校副部長（各地区統括担当）) 

第15条の2 附属学校部に，附属学校各地区を統括する附属学校副部長（各地区統括担当）

を置く。 

2 附属学校副部長(各地区統括担当)に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

第2章 学部 

第1節 入学定員及び収容定員 

(入学定員及び収容定員) 

第16条 学部の課程ごとの入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

課程 入学定員 収容定員 

 初等教育教員養成課程 385名 1,540名 

 中等教育教員養成課程 170名 680名 

 特別支援教育教員養成課程 60名 240名 

合計 615名 2,460名 

(教育研究上の目的等) 

第16条の2 学部の課程ごとの人材養成目的その他の教育研究上の目的は，別表第1のとお

りとする。 

第2節 学年，学期及び休業日 

(学年及び学期) 

第17条 学年は，4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

2 学年を分けて，次の2学期とする。 

前期  4月1日から9月30日まで 

後期  10月1日から翌年3月31日まで 

(休業日) 

第18条 休業日は，次の各号のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 大学記念日 6月1日 

(4) 春季休業 
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第14条 本学に，副学長を置く。 

2 副学長に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(各組織等の長) 

第15条 本学に，教育学部長，大学院教育学研究科長，専攻科主任，学術情報センター長，

附属学校部長，附属学校長(附属幼稚園にあっては，園長とする。)，健康科学センター

長，教育総合研究所長，ものづくり創造教育センター長，キャリア支援センター長，教学

共創マネジメントセンター長，グローバルラーニングセンター長，障害学生支援センター

長，学生ボランティア活動推進本部長，教員研修支援センター長，特別支援教育センター

長，事務局長，専攻主任及びコース主任を置く。 

2 前項に規定する者に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(附属学校副部長（各地区統括担当）) 

第15条の2 附属学校部に，附属学校各地区を統括する附属学校副部長（各地区統括担当）

を置く。 

2 附属学校副部長(各地区統括担当)に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

第2章 学部 

第1節 入学定員及び収容定員 

(入学定員及び収容定員) 

第16条 学部の課程ごとの入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

課程 入学定員 収容定員 

 初等教育教員養成課程 385名 1,540名 

 中等教育教員養成課程 170名 680名 

 特別支援教育教員養成課程 60名 240名 

合計 615名 2,460名 

(教育研究上の目的等) 

第16条の2 学部の課程ごとの人材養成目的その他の教育研究上の目的は，別表第1のとお

りとする。 

第2節 学年，学期及び休業日 

(学年及び学期) 

第17条 学年は，4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

2 学年を分けて，次の2学期とする。 

前期  4月1日から9月30日まで 

後期  10月1日から翌年3月31日まで 

(休業日) 

第18条 休業日は，次の各号のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 大学記念日 6月1日 

(4) 春季休業 
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(5) 夏季休業 

(6) 冬季休業 

2 前項第4号から第6号までの期間は，年度ごとに定める。 

3 休業日において，必要がある場合には，授業を行うことができる。 

4 第1項に定めるもののほか，臨時の休業日は，そのつど定めることができる。 

第3節 入学，再入学，編入学及び転入学 

(入学資格) 

第19条 本学に入学することができる者は，次の各号に規定する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により，これ

に相当する学校教育を修了した者を含む。) 

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める

日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業

程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程

(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。) 

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であ

って，本学において，本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で，18歳に達したもの 

(入学時期) 

第20条 入学の時期は，学年の始めから30日以内とする。ただし，再入学については，こ

の限りでない。 

(入学者選抜) 

第21条 入学を志願する者に対しては，入学者選抜を行う。 

2 入学者選抜に関する規程は，学長が別に定める。 

(入学願書の提出等) 

第22条 入学を志願する者は，検定料を添え，所定の期日までに入学願書を提出しなければ

ならない。 

第23条 削除 

(入学許可) 
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第24条 入学又は再入学等の選考に合格し，所定の期日までに入学料を納付し，誓約書を提

出した者について入学又は再入学等を許可する。 

2 第49条第1項の入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料の徴収を猶

予し，前項の書類の提出をもって入学を許可する。 

(再入学) 

第25条 本学を退学した者又は授業料未納により除籍された者が再入学を志願したときは，

選考のうえ再入学を認めることができる。 

(編入学) 

第26条 本学に編入学を志願する者で次の各号の一に該当する者については，選考のうえ第

3年次に編入学を認めることができる。 

(1) 大学を卒業した者又は大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者 

(2) 短期大学，高等専門学校，国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

(転入学) 

第27条 他の大学から転入学を志願する者があったときは，選考のうえ転入学を認めること

ができる。 

(再入学者等の授業科目等の取扱) 

第28条 前3条の規定により再入学等を認められた者のすでに修得した授業科目，単位数の

取扱い及び修業年限並びに在学年数については，選考のつどこれを定める。 

第4節 教育方法，履修方法，進級及び在学年限 

(修業年限) 

第29条 本学の修業年限は，4年とする。 

(在学年限) 

第30条 在学年限は，3年次への進級前については4年，3年次への進級後については4年と

する。 

(授業の方法，教育課程，履修方法及び進級) 

第31条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより，又はこれらの併

用により行うものとする。 

2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用し

て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 その他授業の方法，教育課程，履修方法及び進級については，学長が別に定める。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 

第32条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学との協議に基づき，学生に当該

他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，教授会における審議の後，

60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 

3 前2項の規定は，外国の大学又は短期大学へ留学する場合及び外国の大学又は短期大学が

行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 
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第24条 入学又は再入学等の選考に合格し，所定の期日までに入学料を納付し，誓約書を提

出した者について入学又は再入学等を許可する。 

2 第49条第1項の入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料の徴収を猶

予し，前項の書類の提出をもって入学を許可する。 

(再入学) 

第25条 本学を退学した者又は授業料未納により除籍された者が再入学を志願したときは，

選考のうえ再入学を認めることができる。 

(編入学) 

第26条 本学に編入学を志願する者で次の各号の一に該当する者については，選考のうえ第

3年次に編入学を認めることができる。 

(1) 大学を卒業した者又は大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者 

(2) 短期大学，高等専門学校，国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

(転入学) 

第27条 他の大学から転入学を志願する者があったときは，選考のうえ転入学を認めること

ができる。 

(再入学者等の授業科目等の取扱) 

第28条 前3条の規定により再入学等を認められた者のすでに修得した授業科目，単位数の

取扱い及び修業年限並びに在学年数については，選考のつどこれを定める。 

第4節 教育方法，履修方法，進級及び在学年限 

(修業年限) 

第29条 本学の修業年限は，4年とする。 

(在学年限) 

第30条 在学年限は，3年次への進級前については4年，3年次への進級後については4年と

する。 

(授業の方法，教育課程，履修方法及び進級) 

第31条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより，又はこれらの併

用により行うものとする。 

2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用し

て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 その他授業の方法，教育課程，履修方法及び進級については，学長が別に定める。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 

第32条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学との協議に基づき，学生に当該

他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，教授会における審議の後，

60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 

3 前2項の規定は，外国の大学又は短期大学へ留学する場合及び外国の大学又は短期大学が

行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 
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(大学以外の教育施設等における学修) 

第33条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科におけ

る学修，その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし，

単位を与えることができる。 

2 前項の規定により与えることができる単位は，教授会において審議し，前条第2項及び第

3項により修得したものとみなす単位数と合わせて，60単位を超えないものとする。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第34条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の

大学・短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(第57条の規定

により修得した単位を含む。)を，本学における授業科目の履修により修得したものとみな

すことができる。 

2 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修

を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

3 前2項により単位を修得したものとみなし，又は与える場合は，教授会で審議するものと

し，その単位数は編入学，転入学を除き，本学において修得した単位以外のものについて

は，第32条第2項及び第3項並びに前条第2項により修得したものとみなす単位数と合わ

せて60単位を超えないものとする。 

4 前3項に定めるもののほか，既修得単位等の認定に関し必要な事項は，学長が別に定め

る。 

第5節 卒業及び学位 

(卒業) 

第35条 第29条に規定する年限を修了し，所定の授業科目及び単位数を修得した者を卒業

者とする。 

2 前項に規定する卒業に必要な単位のうち，第31条第2項に規定する授業の方法により修

得する単位数は，60単位を超えないものとする。 

(学位の授与) 

第36条 学位の授与に関する規程は，学長が別に定める。 

第6節 教員の免許状 

(教員の免許状) 

第37条 本学を卒業した者は，教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」と

いう。)に定める免許状のうち，別表第2に掲げる免許状の授与の所要資格を取得できる。 

2 前項のほか，所要の単位を修得した場合は，他の免許状の授与の所要資格を併せて取得す

ることができる。 

第7節 休学，復学，退学，除籍，転学，留学及び転課程等 

(休学) 

第38条 病気又はその他特別の事由により，引続き3か月以上修学不能のときは，学長の許

可を得て休学することができる。 
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2 休学期間は，1年以内とする。ただし，事情により更に許可を得て休学することができ

る。 

3 休学期間は，通算して4年を超えることができない。 

4 休学期間は，修業年限及び在学年限に算入しない。 

(復学) 

第39条 休学期間が満了した場合又は休学期間中であってもその事由が消滅した場合は，学

長の許可を得て復学することができる。 

2 前項の規定により復学した場合，休学期間が通算して3か月未満のときは，前条第4項の

規定にかかわらず，修業年限及び在学年限に算入する。 

(退学) 

第40条 退学しようとするときは，その事由を記載した書面を添えて学長に願い出なければ

ならない。 

(除籍) 

第41条 学生が，次の各号の一に該当するときは，教授会における審議の後，学長が除籍す

る。 

(1) 第30条に規定する在学年限を越えたとき。 

(2) 長期にわたり欠席し又は成業の見込みがないと認められたとき。 

(3) 授業料の納付を怠り督促してもなお納付しなかったとき。 

(4) 死亡したとき。 

(5) 行方不明の届出があったとき。 

(転学) 

第42条 他の大学に転学しようとするときは，その事由を具し学長の許可を得なければなら

ない。 

(留学) 

第43条 外国の大学で学修することを志願する者は，学長の許可を得て留学することができ

る。 

2 前項の許可を得て留学した期間は，第35条に定める修業年限に含めることができる。 

(転課程，転専攻) 

第44条 転課程及び転専攻しようとするときは，その事由を具し学長の許可を得なければな

らない。 

2 転課程及び転専攻に関する規程は，学長が別に定める。 

第8節 賞罰 

(表彰) 

第45条 学生として表彰に値する行為があったときは，学長が，これを表彰することがあ

る。 

2 表彰に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(懲戒) 

218



 

2 休学期間は，1年以内とする。ただし，事情により更に許可を得て休学することができ

る。 

3 休学期間は，通算して4年を超えることができない。 

4 休学期間は，修業年限及び在学年限に算入しない。 

(復学) 

第39条 休学期間が満了した場合又は休学期間中であってもその事由が消滅した場合は，学

長の許可を得て復学することができる。 

2 前項の規定により復学した場合，休学期間が通算して3か月未満のときは，前条第4項の

規定にかかわらず，修業年限及び在学年限に算入する。 

(退学) 

第40条 退学しようとするときは，その事由を記載した書面を添えて学長に願い出なければ

ならない。 

(除籍) 

第41条 学生が，次の各号の一に該当するときは，教授会における審議の後，学長が除籍す

る。 

(1) 第30条に規定する在学年限を越えたとき。 

(2) 長期にわたり欠席し又は成業の見込みがないと認められたとき。 

(3) 授業料の納付を怠り督促してもなお納付しなかったとき。 

(4) 死亡したとき。 

(5) 行方不明の届出があったとき。 

(転学) 

第42条 他の大学に転学しようとするときは，その事由を具し学長の許可を得なければなら

ない。 

(留学) 

第43条 外国の大学で学修することを志願する者は，学長の許可を得て留学することができ

る。 

2 前項の許可を得て留学した期間は，第35条に定める修業年限に含めることができる。 

(転課程，転専攻) 

第44条 転課程及び転専攻しようとするときは，その事由を具し学長の許可を得なければな

らない。 

2 転課程及び転専攻に関する規程は，学長が別に定める。 

第8節 賞罰 

(表彰) 

第45条 学生として表彰に値する行為があったときは，学長が，これを表彰することがあ

る。 

2 表彰に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(懲戒) 
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第46条 学生が，本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為があったとき

は，学長は，これを懲戒する。 

2 懲戒は，訓告，停学及び退学とする。 

3 停学の期間は，修業年限に算入しない。ただし，在学年限には算入する。 

4 停学の期間が通算して3か月未満のときは，前項の規定にかかわらず，修業年限に算入す

る。 

5 前各項に規定するほか，懲戒に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

第3章 検定料，入学料及び授業料 

第1節 検定料 

(検定料) 

第47条 検定料は，本学が別に定める金額とし，入学，再入学，編入学及び転入学の出願を

受理するときに徴収するものとする。 

2 納付した検定料は，学長が別に定める場合を除き，返還しない。 

(検定料の免除) 

第47条の2 特別の事情により検定料の納付が著しく困難であると認められるときは，願い

出により，検定料を免除することができる。 

2 前項の検定料の免除に関する規程は，学長が別に定める。 

第2節 入学料 

(入学料) 

第48条 入学にあたっては，本学が別に定める入学料を納めなければならない。 

2 再入学，編入学及び転入学にあたっては，入学を認められた日から10日以内に本学が別

に定める入学料を納めなければならない。 

3 前2項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては，入学，再入学等を許可しな

い。 

4 納付した入学料は，返還しない。ただし，入学月における「大学等における修学の支援に

関する法律（令和元年度法律第8号）」による入学料等減免の支援対象者は除く。 

(入学料の免除及び徴収猶予) 

第49条 特別の事情により，入学料の納付が著しく困難であると認められるときは，願い出

により，入学料の全額若しくは一部を免除し，又は徴収を猶予することができる。 

2 前項の入学料の免除及び徴収猶予に関する規程は，学長が別に定める。 

3 入学料の免除又は徴収猶予の不許可となった者及び入学料の一部免除又は徴収猶予の許可

となった者で所定の期日までに納付すベき入学料を納付しなかった者は，除籍する。 

第3節 授業料 

(授業料) 

第50条 授業料は，本学が別に定める額とし，学部学生及び専攻科学生にあっては，年度の

前期及び後期に分けて，4月及び10月に，年額の2分の1を納めなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず，納付する者の申し出があったときは，前期に係る授業料を徴収

するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収できるものとする。 
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3 第1項の規定にかかわらず，入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，

入学を許可される者の申し出があったときは，入学を許可するときに徴収できるものとす

る。 

4 納付した授業料は，返還しない。ただし，次の各号の一に該当するときは，当該各号に定

める授業料相当額を返還する。 

(1) 第2項及び第3項の規定により授業料を納付した者が，当該年度の後期分授業料の徴

収時期前に休学又は退学したとき 後期分の授業料に相当する額 

(2) 第3項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の3月31日までに入

学を辞退したとき 納付した者の申し出により前期分又は前期及び後期分の授業料に相

当する額 

(3) 第54条に規定する免除の許可を受けた者が，免除対象となる授業料を納付していた

とき 許可された授業料の免除額 

(復学者等の授業料) 

第51条 前期又は後期の中途において復学又は再入学をした者から徴収する授業料の額は，

年額の12分の1に相当する額に，復学又は再入学した月から当該期末までの月数を乗じて

得た額とし，復学又は再入学した月に徴収する。 

2 再入学，編入学及び転入学した者の授業料の額は，当該者の属する年次の在学者にかかる

徴収額と同額とする。 

(退学者及び停学者の授業料) 

第52条 前期又は後期の中途で退学し又は停学及び退学を命ぜられた者の当該期分の授業料

は，これを徴収する。 

(休学者の授業料) 

第53条 休学の許可を受けたときは，休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合

はその月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。ただし，休学する日が授業料の当

該期の納付期限(前期にあっては4月末日，後期にあっては10月末日)経過後であり，授業

料の徴収猶予又は月割分納を許可されていない者の当該期の授業料については，免除しな

い。 

(授業料の免除及び徴収猶予) 

第54条 経済的理由により，授業料の納付が困難であると認められ，かつ，学業優秀と認め

るとき，その他止むを得ない事情があると認めるときは，願い出により授業料の全額若し

くは一部を免除し，又は当該学期末まで徴収を猶予することができる。 

2 前項の授業料の免除又は徴収猶予に関する規程は，学長が別に定める。 

第4章 専攻科，研究生，科目等履修生及び特別聴講学生 

(専攻科) 

第55条 本学に，専攻科を置く。 

2 専攻科に関する規程は，学長が別に定める。 

(研究生) 
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3 第1項の規定にかかわらず，入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，

入学を許可される者の申し出があったときは，入学を許可するときに徴収できるものとす

る。 

4 納付した授業料は，返還しない。ただし，次の各号の一に該当するときは，当該各号に定

める授業料相当額を返還する。 

(1) 第2項及び第3項の規定により授業料を納付した者が，当該年度の後期分授業料の徴

収時期前に休学又は退学したとき 後期分の授業料に相当する額 

(2) 第3項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の3月31日までに入

学を辞退したとき 納付した者の申し出により前期分又は前期及び後期分の授業料に相

当する額 

(3) 第54条に規定する免除の許可を受けた者が，免除対象となる授業料を納付していた

とき 許可された授業料の免除額 

(復学者等の授業料) 

第51条 前期又は後期の中途において復学又は再入学をした者から徴収する授業料の額は，

年額の12分の1に相当する額に，復学又は再入学した月から当該期末までの月数を乗じて

得た額とし，復学又は再入学した月に徴収する。 

2 再入学，編入学及び転入学した者の授業料の額は，当該者の属する年次の在学者にかかる

徴収額と同額とする。 

(退学者及び停学者の授業料) 

第52条 前期又は後期の中途で退学し又は停学及び退学を命ぜられた者の当該期分の授業料

は，これを徴収する。 

(休学者の授業料) 

第53条 休学の許可を受けたときは，休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合

はその月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。ただし，休学する日が授業料の当

該期の納付期限(前期にあっては4月末日，後期にあっては10月末日)経過後であり，授業

料の徴収猶予又は月割分納を許可されていない者の当該期の授業料については，免除しな

い。 

(授業料の免除及び徴収猶予) 

第54条 経済的理由により，授業料の納付が困難であると認められ，かつ，学業優秀と認め

るとき，その他止むを得ない事情があると認めるときは，願い出により授業料の全額若し

くは一部を免除し，又は当該学期末まで徴収を猶予することができる。 

2 前項の授業料の免除又は徴収猶予に関する規程は，学長が別に定める。 

第4章 専攻科，研究生，科目等履修生及び特別聴講学生 

(専攻科) 

第55条 本学に，専攻科を置く。 

2 専攻科に関する規程は，学長が別に定める。 

(研究生) 
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第56条 本学で，特定の専門領域の研究をしようとする者があるときは，研究生として許可

することができる。 

2 研究生に関する規程は，学長が別に定める。 

(科目等履修生) 

第57条 本学の授業科目について履修を願い出た者があるときは，授業に支障のない限り，

学期ごとに科目等履修生として許可することができる。 

2 科目等履修生に関する規程は，学長が別に定める。 

第58条 削除 

(特別聴講学生) 

第59条 他の大学の学生で，本学において授業科目の履修を志願する者があるときは，当該

他大学との協議に基づき，特別聴講学生として許可することができる。 

2 特別聴講学生に関する規程は，学長が別に定める。 

第5章 外国人留学生 

(外国人留学生) 

第60条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学の学部学生，研究

生，科目等履修生又は特別聴講学生として志願する者があるときは，選考の上外国人留学

生として入学を許可することができる。 

2 外国人留学生は，定員外とすることができる。 

3 外国人留学生に関する規程は，学長が別に定める。 

第6章 公開講座 

(公開講座) 

第61条 本学に，公開講座を開設する。 

2 公開講座に関する規程は，学長が別に定める。 

第7章 削除 

第62条 削除 

第8章 寄宿舎 

(寄宿舎) 

第63条 本学に，寄宿舎を置く。 

2 寄宿舎に関する規程は，学長が別に定める。 

(寄宿料) 

第64条 寄宿料は，本学が別に定める金額とし，入寮当月から退寮当月まで毎月徴収する。 

2 納付した寄宿料は，いかなる理由があっても返還しない。 

3 寄宿料に関する免除規程は，学長が別に定める。 

(雑則) 

第65条 この学則に定めるもののほか，学則の実施に必要な事項は，学長が別に定める。 

附 則 

この学則は，平成16年4月1日から施行する。 
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（略） 

附 則(令和6年1月25日) 

この学則は，令和6年4月1日から施行する。 

別表第1(第16条の2関係) 

学部 課程 目的 

教育

学部 

初等教育教

員養成課程 

教員に求められる確かな実践的力量を備え，子ども一人一人の知的発達

と人間的成長を支援することのできる小学校教員及び幼稚園教員を養成

する。 

中等教育教

員養成課程 

教員に求められる確かな実践的力量を備え，中学校と高等学校の教育の

一貫性と系統性を重視した教育を実践することのできる中等教育教員を

養成する。 

特別支援教

育教員養成

課程 

教員に求められる確かな実践的力量を備え，特別な支援を必要とする幼

児・児童・生徒一人一人のニーズに応じて適切な教育的支援を行うこと

のできる教員を養成する。 

別表第2(第37条第1項関係) 

課程 免許状の種類(免許教科等) 

初等教育教員養成課程（小学校教育専攻プログラ

ム，人文・社会教育プログラム，理数教育プログ

ラム，芸術・実技教育プログラム） 

小学校教諭一種免許状 

初等教育教員養成課程 

(幼児教育プログラム) 

幼稚園教諭一種免許状 

小学校教諭一種免許状 

中等教育教員養成課程 専攻教科の中学校教諭一種免許状 

専攻教科の高等学校教諭一種免許状(美

術専攻については，履修方法により工芸

の免許状を取得できる。) 

中等教育教員養成課程 

(社会科専攻) 

中学校教諭一種免許状(社会) 

高等学校教諭一種免許状(地理歴史)又は

高等学校教諭一種免許状(公民) 

中等教育教員養成課程 

(技術専攻) 

中学校教諭一種免許状(技術) 

高等学校教諭一種免許状(工業) 

中等教育教員養成課程 

(書道専攻) 

中学校教諭一種免許状(国語) 

高等学校教諭一種免許状(書道) 

特別支援教育教員養成課程 

(視覚障害児教育領域を選択した者) 

特別支援学校教諭一種免許状(視覚障害

者に関する教育の領域) 

小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科

の中学校教諭一種免許状 
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（略） 

附 則(令和6年1月25日) 

この学則は，令和6年4月1日から施行する。 

別表第1(第16条の2関係) 

学部 課程 目的 

教育

学部 

初等教育教

員養成課程 

教員に求められる確かな実践的力量を備え，子ども一人一人の知的発達

と人間的成長を支援することのできる小学校教員及び幼稚園教員を養成

する。 

中等教育教

員養成課程 

教員に求められる確かな実践的力量を備え，中学校と高等学校の教育の

一貫性と系統性を重視した教育を実践することのできる中等教育教員を

養成する。 

特別支援教

育教員養成

課程 

教員に求められる確かな実践的力量を備え，特別な支援を必要とする幼

児・児童・生徒一人一人のニーズに応じて適切な教育的支援を行うこと

のできる教員を養成する。 

別表第2(第37条第1項関係) 

課程 免許状の種類(免許教科等) 

初等教育教員養成課程（小学校教育専攻プログラ

ム，人文・社会教育プログラム，理数教育プログ

ラム，芸術・実技教育プログラム） 

小学校教諭一種免許状 

初等教育教員養成課程 

(幼児教育プログラム) 

幼稚園教諭一種免許状 

小学校教諭一種免許状 

中等教育教員養成課程 専攻教科の中学校教諭一種免許状 

専攻教科の高等学校教諭一種免許状(美

術専攻については，履修方法により工芸

の免許状を取得できる。) 

中等教育教員養成課程 

(社会科専攻) 

中学校教諭一種免許状(社会) 

高等学校教諭一種免許状(地理歴史)又は

高等学校教諭一種免許状(公民) 

中等教育教員養成課程 

(技術専攻) 

中学校教諭一種免許状(技術) 

高等学校教諭一種免許状(工業) 

中等教育教員養成課程 

(書道専攻) 

中学校教諭一種免許状(国語) 

高等学校教諭一種免許状(書道) 

特別支援教育教員養成課程 

(視覚障害児教育領域を選択した者) 

特別支援学校教諭一種免許状(視覚障害

者に関する教育の領域) 

小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科

の中学校教諭一種免許状 
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特別支援教育教員養成課程 

(聴覚障害児教育領域を選択した者) 

特別支援学校教諭一種免許状(聴覚障害

者に関する教育の領域) 

小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科

の中学校教諭一種免許状 

特別支援教育教員養成課程 

(知的障害児教育領域を選択した者) 

特別支援学校教諭一種免許状(知的障害

者に関する教育の領域) 

小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科

の中学校教諭一種免許状 

特別支援教育教員養成課程 

(肢体不自由児教育領域を選択した者) 

特別支援学校教諭一種免許状(肢体不自

由者に関する教育の領域) 

小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科

の中学校教諭一種免許状 

特別支援教育教員養成課程 

(病弱児教育領域を選択した者) 

特別支援学校教諭一種免許状(病弱者に

関する教育の領域) 

小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科

の中学校教諭一種免許状 

特別支援教育教員養成課程 

(言語障害児教育領域を選択した者) 

特別支援学校教諭一種免許状(知的障害

者に関する教育の領域又は肢体不自由者

に関する教育の領域) 

小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科

の中学校教諭一種免許状 
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学内規程，重要通知，手引 
    
 
 

◎学内規程，重要通知，手引は掲載した内容から 
改正されることがあります。 

 
 最新の各種規程については，ポータルシステムの

「学内共有ファイル」から確認できます。 
 

《掲載場所》 

ポータルシステム  

「トップページ」＞「学内共有ファイル」＞「学内規程・重要通知等」 
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○福岡教育大学教育学部履修規程 

(制定 平成22年3月15日) 

改正 平成22年7月1日 平成23年3月22日 

平成25年3月15日 平成26年12月25日

平成27年2月27日 平成28年2月24日 

平成31年3月28日 令和4年1月7日 

令和5年3月29日 令和5年7月19日 

令和6年3月15日 令和8年2月24日 
 

(趣旨) 

第1条 福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第31条の規定により，福岡教育大学教育学部に属

する学生(以下「学生」とする。)の履修については，この規程の定めるところによる。 

(授業科目の区分) 

第2条 授業科目の区分は，別表第1のとおりとする。 

(履修基準及び卒業に必要な単位数) 

第3条 各課程の履修基準及び卒業に必要な単位数は，別表第2のとおりとする。 

(授業科目及び単位数) 

第4条 授業科目及び単位数等は，所属する課程等で定めるところによる。 

2 1単位当たりの学習時間は，別表第3のとおりとする。 

(成績評価) 

第5条 成績の評価は，登録した科目についてのみ受けることができる。 

2 成績評価を受けるためには，原則として総授業時間数の3分の2以上の出席を要することとする。 

3 修得した単位は，取り消すことができない。 

(成績評価の基準) 

第6条 成績評価は，試験，レポート，平素の学習状況等により行うものとする。 

2 成績評価の基準は，前項の判定方法を総合的に判断して行うものとし，別表第4のとおりとする。 

(成績調査依頼制度) 

第7条 成績評価に異議がある者は，当該成績評価の妥当性及び成績評価の変更の可否について調査を

依頼することができる。 

2 成績評価に異議がある者は，定められた期日までに教育支援課に申し出なければならない。 

3 成績調査依頼を申し出ることができる者は，合理的な理由を有する者のみとする。 

4 成績評価に異議がある者から申し出があったときは，教育支援課から担当教員へ成績評価調査を依

頼する。 

5 成績評価の妥当性及び成績評価の変更の可否については，教務委員会で審議の上，文書で通知する

こととする。 

(履修学期) 
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第8条 本学の履修学期は，1年間を前期(I期，III期，V期，VII期)，後期(II期，IV期，VI期，VII

I期)の2学期制とする。 

(授業科目の履修可能開講期) 

第9条 学生は，1年次はI期，II期まで，2年次はIII期，IV期まで，進級を経て3年次はV期，VI

期まで，4年次はVII期，VIII期までに開設されている授業科目を履修することができる。 

2 前項の進級については，学長が別に定める。 

3 上級年次に開講される授業科目は履修することができない。ただし，履修上指定された科目につい

ては，この限りではない。 

(他の課程等の授業科目の履修) 

第10条 学生は，必要に応じて所属する課程等以外の授業科目を履修することができることとする。 

(履修登録) 

第11条 学生は，当該年度に履修しようとする授業科目について，別に定めるところに従い，登録し

なければならない。 

(履修登録単位の上限) 

第12条 学生が，当該年度に履修登録ができる単位数の上限を52単位とし，1開講期に履修登録がで

きる単位数は28単位以内とする。 

2 前項に定める上限単位数には，別表第5に指定する科目の単位は含まないものとする。 

(学修成果の評価) 

第13条 履修登録をした各授業科目の成績に対して，グレード・ポイント(以下「GP」という。)を与

え，これに基づき履修科目の成績の平均値であるグレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」とい

う。)を算出する。GPAの算出方法については別表第6の1のとおりとする。 

(オフィスアワー) 

第14条 本学専任教員が，担当する授業について学生からの質問又は学修相談を受けるオフィスアワ

ーを設ける。 

2 専任教員は，オフィスアワーを設ける曜日，時間帯をシラバス或いは授業中に周知することとす

る。 

(定期試験) 

第15条 定期試験は，原則として当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとする。 

2 定期試験の実施については，学長が別に定める。 

(不正行為) 

第16条 前条に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは，学則第46条に

定める懲戒その他必要な処置を行う。 

2 不正と認められる行為については，学長が別に定める。 

(事務) 

第17条 履修に関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 
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第8条 本学の履修学期は，1年間を前期(I期，III期，V期，VII期)，後期(II期，IV期，VI期，VII

I期)の2学期制とする。 

(授業科目の履修可能開講期) 

第9条 学生は，1年次はI期，II期まで，2年次はIII期，IV期まで，進級を経て3年次はV期，VI

期まで，4年次はVII期，VIII期までに開設されている授業科目を履修することができる。 

2 前項の進級については，学長が別に定める。 

3 上級年次に開講される授業科目は履修することができない。ただし，履修上指定された科目につい

ては，この限りではない。 

(他の課程等の授業科目の履修) 

第10条 学生は，必要に応じて所属する課程等以外の授業科目を履修することができることとする。 

(履修登録) 

第11条 学生は，当該年度に履修しようとする授業科目について，別に定めるところに従い，登録し

なければならない。 

(履修登録単位の上限) 

第12条 学生が，当該年度に履修登録ができる単位数の上限を52単位とし，1開講期に履修登録がで

きる単位数は28単位以内とする。 

2 前項に定める上限単位数には，別表第5に指定する科目の単位は含まないものとする。 

(学修成果の評価) 

第13条 履修登録をした各授業科目の成績に対して，グレード・ポイント(以下「GP」という。)を与

え，これに基づき履修科目の成績の平均値であるグレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」とい

う。)を算出する。GPAの算出方法については別表第6の1のとおりとする。 

(オフィスアワー) 

第14条 本学専任教員が，担当する授業について学生からの質問又は学修相談を受けるオフィスアワ

ーを設ける。 

2 専任教員は，オフィスアワーを設ける曜日，時間帯をシラバス或いは授業中に周知することとす

る。 

(定期試験) 

第15条 定期試験は，原則として当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとする。 

2 定期試験の実施については，学長が別に定める。 

(不正行為) 

第16条 前条に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは，学則第46条に

定める懲戒その他必要な処置を行う。 

2 不正と認められる行為については，学長が別に定める。 

(事務) 

第17条 履修に関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 
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第18条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に必要な事項は，教務委員会における審議の

後，学長又は教育学部長が別に定める。 

附 則 

1 この規程は，平成22年4月1日から施行する。 

2 平成22年3月31日以前に入学した者については，第8条の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(平成22年7月1日) 

この規程は，平成22年7月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月22日) 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月15日) 

1 この規程は，平成25年4月1日から施行する。 

2 平成25年3月31日以前に入学した者については，第12条及び第13条の規定にかかわらず，なお

従前の例による。 

附 則(平成26年12月25日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年2月27日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年2月24日) 

1 この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

2 平成28年3月31日以前に入学した者については，第2条，第3条及び第4条の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則(平成31年3月28日) 

1 この規程は，平成31年4月1日から施行する。 

2 平成31年3月31日以前に入学した者については，第3条の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(令和4年1月7日) 

この規程は，令和4年4月1日から施行する。 

附 則(令和5年3月29日) 

この規程は，令和5年4月1日から施行する。 

附 則(令和5年7月19日) 
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この規程は，令和5年7月19日から施行し，令和5年4月1日から適用する。 

附 則(令和6年3月15日) 

1 この規程は，令和6年4月1日から施行する。 

2 令和6年3月31日以前に入学した者については，第3条の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(令和8年2月24日) 

1 この規程は，令和8年4月1日から施行する。ただし，改正後の別表第2の規定については，令和9

年4月1日から施行する。 

2 令和9年3月31日以前に入学した者については，改正後の別表第2の規定にかかわらず，なお従前

の例による。 

 

別表第1(第2条関係) 

授業科目の区分 

教養教育科目 

教職科目 

教科指導科目 

教育実践力向上科目 

学士力向上科目 

プログラム専門科目 

自由選択科目 

別表第2(第3条関係) 

初等教育教員養成課程 履修基準 

プログラム名 

幼児教育 小学校教育専攻 

人文・社会教育 

理数教育 

芸術・実技教育 

＼ 

科目区分 

教養教育科目 24 

教職科目 27 25 21 

教科指導科目 48 34 34 

教育実践力向上科目 7 

学士力向上科目 6 

プログラム専門科目 14 26 - 

自由選択科目 2 6 36 

総単位数 128 

 

 

※左表「初等教育教員

養成課程 履修基準」

は、令和9年度入学生か

らの適用です。 

 

令和8年度入学生は、 

P6に記載の履修基準の

とおりです。 
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この規程は，令和5年7月19日から施行し，令和5年4月1日から適用する。 

附 則(令和6年3月15日) 

1 この規程は，令和6年4月1日から施行する。 

2 令和6年3月31日以前に入学した者については，第3条の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(令和8年2月24日) 

1 この規程は，令和8年4月1日から施行する。ただし，改正後の別表第2の規定については，令和9

年4月1日から施行する。 

2 令和9年3月31日以前に入学した者については，改正後の別表第2の規定にかかわらず，なお従前

の例による。 

 

別表第1(第2条関係) 

授業科目の区分 

教養教育科目 

教職科目 

教科指導科目 

教育実践力向上科目 

学士力向上科目 

プログラム専門科目 

自由選択科目 

別表第2(第3条関係) 

初等教育教員養成課程 履修基準 

プログラム名 

幼児教育 小学校教育専攻 

人文・社会教育 

理数教育 

芸術・実技教育 

＼ 

科目区分 

教養教育科目 24 

教職科目 27 25 21 

教科指導科目 48 34 34 

教育実践力向上科目 7 

学士力向上科目 6 

プログラム専門科目 14 26 - 

自由選択科目 2 6 36 

総単位数 128 

 

 

※左表「初等教育教員

養成課程 履修基準」

は、令和9年度入学生か

らの適用です。 

 

令和8年度入学生は、 

P6に記載の履修基準の

とおりです。 
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中等教育教員養成課程 履修基準 

専攻 国語，理科，

音楽，美術，

家庭 

社会科，

技術 
数学 英語 保健体育 書道 ＼ 

科目区分 

教養教育科目 24 28 24 

教職科目 21 

教科指導科目 60 64 56 58 62 66 

教育実践力向上科目 7 

学士力向上科目 6 

自由選択科目 10 6 14 8 8 4 

総単位数 128 

 

 

 

 

 

特別支援教育教員養成課程 履修基準 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名 

初等教育プログラム 中等教育プログラム ＼ 

科目区分 

教養教育科目 24 

教職科目 19 

教科指導科目 34 32 

教育実践力向上科目 10 

学士力向上科目 6 

プログラム専門科目 34 

自由選択科目 5 7 

総単位数 132 

 

別表第3(第4条第2項関係) 

1単位あたりの学習時間 

授業の形態 授業での学習時間 授業時間外の自習時間 計 

講義 15時間 30時間 

45時間 演習 30(または15)時間 15(または30)時間 

実験・実習・実技 45(または30)時間 0(または15)時間 

 

 

※上表「中等教育教員養成課程 履修基準」は、令和9年度入学生からの適用です。 

令和8年度入学生は、P6に記載の履修基準のとおりです。 
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別表第4(第6条第2項関係) 

成績評価の基準 

判定 評価 評語及び成績評価の基準 評価点数 

合格 

秀 授業で身につけるべき資質能力を大きく越えて、優秀である。 90 - 100点 

優 授業で身につけるべき資質能力を越えて、優秀である。 80 - 89点 

良 授業で身につけるべき資質能力を身につけている。 70 - 79点 

可 授業で身につけるべき資質能力を最低限身につけている。 60 - 69点 

不合

格 

不可 授業で身につけるべき資質能力が身についていない。 0 - 59点 

未受

験 
未受験 

単位認定に必要な試験

を受験していない。 

  ただし，成績評価を受けるためには原則として総授業時間数の3分の2以上の出席を要する。 

別表第5(第12条関係) 

除外科目 

科目区分 科目 

教育実践力向上

科目 

体験実習Ａ・Ｂ，基礎実習Ａ・Ｂ(※)，事前・事後指導， 

初等教育実習(基本)，初等教育実習(応用)， 

中等教育実習(基本)，中等教育実習(応用)，中等教育実習(発展)， 

特別支援教育実習， 

教育総合インターンシップ実習Ａ・Ｂ 

その他 海外語学研修， 

学則第32条「他の大学又は短期大学における授業科目の履修等」に該当する科

目， 

学則第33条「大学以外の教育施設等における学修」に該当する科目， 

学則第34条「入学前の既修得単位等の認定」に該当する科目， 

その他履修登録時に開講期が予測できない科目等除外科目とすることが適当と教育

学部長が認める科目 

※ 印を付した授業科目については，履修登録が必要となる。 

別表第6の1(第13条関係) 

GPA 

GPA ＝ 
（履修登録した科目の単位数×当該科目のＧＰ）の合計 

履修登録した科目の単位数合計 

（平成25年度以降入学の学生のＧＰＡ値） 

秀＝4点，優＝3点，良＝2点，可＝1点，不可，未受験・無資格＝0点 

別表第6の2 削除 
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別表第4(第6条第2項関係) 

成績評価の基準 

判定 評価 評語及び成績評価の基準 評価点数 

合格 

秀 授業で身につけるべき資質能力を大きく越えて、優秀である。 90 - 100点 

優 授業で身につけるべき資質能力を越えて、優秀である。 80 - 89点 

良 授業で身につけるべき資質能力を身につけている。 70 - 79点 

可 授業で身につけるべき資質能力を最低限身につけている。 60 - 69点 

不合

格 

不可 授業で身につけるべき資質能力が身についていない。 0 - 59点 

未受

験 
未受験 

単位認定に必要な試験

を受験していない。 

  ただし，成績評価を受けるためには原則として総授業時間数の3分の2以上の出席を要する。 

別表第5(第12条関係) 

除外科目 

科目区分 科目 

教育実践力向上

科目 

体験実習Ａ・Ｂ，基礎実習Ａ・Ｂ(※)，事前・事後指導， 

初等教育実習(基本)，初等教育実習(応用)， 

中等教育実習(基本)，中等教育実習(応用)，中等教育実習(発展)， 

特別支援教育実習， 

教育総合インターンシップ実習Ａ・Ｂ 

その他 海外語学研修， 

学則第32条「他の大学又は短期大学における授業科目の履修等」に該当する科

目， 

学則第33条「大学以外の教育施設等における学修」に該当する科目， 

学則第34条「入学前の既修得単位等の認定」に該当する科目， 

その他履修登録時に開講期が予測できない科目等除外科目とすることが適当と教育

学部長が認める科目 

※ 印を付した授業科目については，履修登録が必要となる。 

別表第6の1(第13条関係) 

GPA 

GPA ＝ 
（履修登録した科目の単位数×当該科目のＧＰ）の合計 

履修登録した科目の単位数合計 

（平成25年度以降入学の学生のＧＰＡ値） 

秀＝4点，優＝3点，良＝2点，可＝1点，不可，未受験・無資格＝0点 

別表第6の2 削除 
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福教大教支第３３０号 

令和７年３月１１日 

 

教育学部長 

事 務 局 長 

                                                                   

福岡教育大学長 

                                飯田 慎司 

 

 

福岡教育大学教育学部における主専攻・副専攻制（メジャー・マイナー制） 

の取り扱いについて（重要通知） 

 

 

福岡教育大学教育学部カリキュラムポリシーに定める主専攻・副専攻制（メジャー・マイ

ナー制）の取り扱いについては、下記のとおり取扱うこととしますので、通知します。なお、

令和６年 1月１１日付け福教大教支第２９４号「福岡教育大学教育学部における主専攻・副

専攻制（メジャー・マイナー制）の取り扱いについて（重要通知）」は、廃止します。 

 

記 

 

１ 学生の主体的かつ体系的な学修を促し、「学修者本位の教育の実現」に寄与すること

を目的に、主専攻・副専攻制(メジャー・マイナー制)を導入し、これを以下のとおり取

り扱う。 

 

２ 本学の学士課程教育において、学生が主として学修を行う領域を主専攻(メジャー)

（以下「メジャー」という。）といい、入学時の所属に応じて別表１のとおり決定す

る。なお、これにより決定するメジャーは、卒業要件を満たすことで修了認定を得られ

るものとする。また、学生はメジャー以外に学びを広げるため、別表１のとおりメジャ

ー以外の領域を選択して履修することができ、これを別表２に示す要件を満たすよう単

位を修得した場合には、それぞれの修得状況に応じて、その領域に関するメジャー又は

副専攻（マイナー）（以下「マイナー」という。）としての修了認定を得られるものと

する。 

 

３ 科目を履修するにあたり、別表１のうち「教科基礎学力テスト合格を要件とする領

域」に該当する科目を選択する場合、別紙のとおり実施する「教科基礎学力テスト」へ

の合格を要件とする。 

  また、初等教育教員養成課程（人文・社会教育プログラム、理数教育プログラム、芸

術・実技教育プログラム）に所属する学生については、１年次３月までに、別表１の

「教科基礎学力テスト合格を要件としない領域」のうち、各プログラムに該当する中等

教科領域の教科の中から１つを選択しこれを決定する。なお、これにより決定した教科

以外の中等教科領域の科目を履修するためには、「教科基礎学力テスト」に合格するこ

とを要件とする。 

 

殿 
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４ メジャー及びマイナーの修了者には、卒業時にこのことを証する文書を交付する。 

 

５ 上記に定めるもののほか、本学の学士課程教育において、マイナーとして修了認定を

得られる「福岡教育大学教育学部副専攻（マイナー）パッケージ」を設けることとし、

この取り扱いについては、別途策定する「福岡教育大学教育学部副専攻（マイナー）科

目パッケージについて（履修ガイド）」のとおりとする。 

 

 

 

 

福岡教育大学 教育学部 副専攻（マイナー）科目パッケージ
https://www.fukuoka-edu.ac.jp/center/cmtl_center/minor_course_package.html 
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４ メジャー及びマイナーの修了者には、卒業時にこのことを証する文書を交付する。 

 

５ 上記に定めるもののほか、本学の学士課程教育において、マイナーとして修了認定を

得られる「福岡教育大学教育学部副専攻（マイナー）パッケージ」を設けることとし、

この取り扱いについては、別途策定する「福岡教育大学教育学部副専攻（マイナー）科

目パッケージについて（履修ガイド）」のとおりとする。 

 

 

 

 

福岡教育大学 教育学部 副専攻（マイナー）科目パッケージ
https://www.fukuoka-edu.ac.jp/center/cmtl_center/minor_course_package.html 
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別紙 

 

「教科基礎学力テスト」の実施について 

 

 

以下のとおり実施する。 

 

 

１．受験対象学年及び実施時期については、原則、２年次以上の学生を受験対象

として５月に実施することとし、合格した場合に履修開始できるのは２年次後

期以降とする。ただし、幼児教育領域を選択する場合は、１年次後期に実施す

ることとし、合格した場合に履修開始できるのは２年次前期以降とする。 

 

２．教科基礎学力テストの試験問題は学域で作成することとし、過去の試験問題

は非公開とする。 

 

３．教科基礎学力テストの運営にあたっては、学域が作成した調書により、出題

範囲や試験日時を調整することとする。 
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別
表
２

 
メ
ジ
ャ
ー
及
び
マ
イ
ナ
ー
の
修
了
認
定
要
件

メ
ジ
ャ
ー

マ
イ
ナ
ー

幼
児
教
育
領
域

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
次
の
い
ず
れ
か
（
た
だ
し
、
マ
イ
ナ
ー
で
修
得
し
た
科
目
は
除
く
。
）
か
ら
計

4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

・
「
保
育
内
容
総
論
」
「
健
康
の
指
導
法
」
「
人
間
関
係
の
指
導
法
」
「
音
楽
表
現
の
指
導
法
」
「
美
術
表
現
の
指
導
法
」
「
こ
と
ば
の
指
導
法
」
「
幼
児
指
導
法
」
「
環
境
の

指
導
法
」

次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
よ
う
計

1
8
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

・
「
幼
児
と
健
康
」
「
幼
児
と
人
間
関
係
」
「
幼
児
と
環
境
」
「
幼
児
と
言
葉
」
「
幼
児
と
表
現
」
か
ら

2
単
位
修
得
す
る
こ
と
。

・
「
保
育
内
容
総
論
」
「
健
康
の
指
導
法
」
「
人
間
関
係
の
指
導
法
」
「
音
楽
表
現
の
指
導
法
」
「
美
術
表
現
の
指
導
法
」
「
こ
と
ば
の
指
導
法
」
「
幼
児
指
導
法
」

 
「
環
境
の
指
導
法
」
か
ら

1
0
単
位
修
得
す
る
こ
と
。

・
「
幼
児
・
児
童
の
教
育
課
程
総
論
」
「
幼
児
・
児
童
の
教
育
方
法
の
理
論
と
実
践
」
「
幼
児
・
児
童
の
理
解
と
心
理
援
助
」
か
ら

6
単
位
修
得
す
る
こ
と
。

小
学
校
教
育
領
域

次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
よ
う
計

3
0
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

・
「
小
専
国
語
Ⅰ
」
「
小
専
社
会
Ⅰ
」
「
小
専
算
数
Ⅰ
」
「
小
専
理
科
Ⅰ
」
「
小
専
生
活
Ⅰ
」
「
小
専
音
楽
Ⅰ
」
「
小
専
図
画
工
作
Ⅰ
」
「
小
専
家
庭
Ⅰ
」
「
小
専
体
育
Ⅰ
」

「
小
専
英
語
Ⅰ
」
の
全
て
（
計

1
0
単
位
）
を
修
得
す
る
こ
と
。

・
「
国
語
科
指
導
法
」
「
社
会
科
指
導
法
」
「
算
数
科
指
導
法
」
「
理
科
指
導
法
」
「
生
活
科
指
導
法
」
「
音
楽
科
指
導
法
」
「
図
画
工
作
科
指
導
法
」
「
家
庭
科
指
導
法
」

「
体
育
科
指
導
法
」
「
英
語
指
導
法
」
の
全
て
（
計

2
0
単
位
）
を
修
得
す
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
よ
う
計

1
6
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

・
「
小
専
国
語
Ⅰ
」
「
小
専
社
会
Ⅰ
」
「
小
専
算
数
Ⅰ
」
「
小
専
理
科
Ⅰ
」
か
ら

2
単
位
修
得
す
る
こ
と
。

・
「
小
専
生
活
Ⅰ
」
「
小
専
音
楽
Ⅰ
」
「
小
専
図
画
工
作
Ⅰ
」
「
小
専
家
庭
Ⅰ
」
「
小
専
体
育
Ⅰ
」
「
小
専
英
語
Ⅰ
」
か
ら

2
単
位
修
得
す
る
こ
と
。

・
「
国
語
科
指
導
法
」
「
社
会
科
指
導
法
」
「
算
数
科
指
導
法
」
「
理
科
指
導
法
」
「
生
活
科
指
導
法
」
「
音
楽
科
指
導
法
」
「
図
画
工
作
科
指
導
法
」
「
家
庭
科
指
導
法
」

 
「
体
育
科
指
導
法
」
「
英
語
指
導
法
」
か
ら

1
2
単
位
修
得
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
音
楽
科
指
導
法
」
、
「
図
画
工
作
科
指
導
法
」
、
「
体
育
科
指
導
法
」
か
ら

4
単
位
以
上
含
む
こ
と
。

初
等
教
育
高
度
化
領
域

（
小
学
校
教
育
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
卒
業
要
件
を
満
た
す
場
合
）

中
等
教
科
領
域

国
語

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
国
語
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
中
等
国
語
科
指
導
法

C
」
及
び
「
中
等
国
語
科
指
導
法

D
」
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
国
語
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
4
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

社
会
科

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
社
会
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
社
会
科
・
地
理
歴
史
科
教
育
論
」
及
び
「
社
会
科
・
公
民
科
教
育
特
論
」
を
含
む
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
よ
う
計

1
4
単
位
修
得
し
た
場
合
。

・
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

　
中
等
教
科
領
域
（
社
会
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
を
修
得
す
る
こ
と
。

・
「
法
律
学
概
論
」
又
は
「
政
治
学
概
論
」
の
い
ず
れ
か
及
び
「
社
会
学
概
論
」
又
は
「
経
済
学
概
論
」
の
い
ず
れ
か
を
修
得
す
る
こ
と
。

数
学

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
数
学
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
数
学
科
教
育
方
法
論
」
及
び
「
数
学
科
教
育
教
材
構
成
論
」
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
数
学
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
4
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

理
科

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
理
科
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
中
等
理
科
教
育
演
習
Ⅰ
」
「
中
等
理
科
教
育
演
習
Ⅱ
」
「
理
科
教
育
内
容
論
」
「
理
科
教
育
実
践
論
」
の
中
か
ら

2
科
目

4
単
位
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
理
科
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
6
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

英
語

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
英
語
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
中
等
英
語
科
指
導
法

B
」
及
び
「
中
等
英
語
科
指
導
法

C
」
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
英
語
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
4
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

音
楽

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
音
楽
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
中
等
音
楽
科
指
導
法
Ⅲ
」
及
び
「
中
等
音
楽
科
指
導
法
Ⅳ
」
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
音
楽
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
5
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

美
術

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
美
術
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
美
術
科
指
導
法
Ⅲ
」
及
び
「
美
術
科
指
導
法
Ⅳ
」
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
美
術
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
4
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

保
健
体
育

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
保
健
体
育
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
保
健
体
育
科
指
導
法

C
」
及
び
「
保
健
体
育
科
指
導
法

D
」
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
保
健
体
育
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
5
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

家
庭

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
家
庭
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
中
等
家
庭
科
指
導
法

C
」
及
び
「
中
等
家
庭
科
指
導
法

D
」
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
家
庭
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
4
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

技
術

同
一
区
分
の
マ
イ
ナ
ー
に
関
す
る
認
定
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」

で
示
さ
れ
る
中
等
教
科
領
域
（
技
術
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅱ
」
の
科
目
の
中
か
ら
計

1
4
単
位
を
修
得
し
た
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
「
技
術
科
教
育
法

C
」
及
び
「
技
術
科
教
育
法

D
」
を
含
む
こ
と
。

「
履
修
の
手
引
き
」
に
お
け
る
項
目
「
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
方
法
と
授
業
科
目
」
で
示
さ
れ
る

中
等
教
科
領
域
（
技
術
）
の
「
中
等
教
科
領
域
Ⅰ
」
の
必
修
科
目
全
て
（
計

1
4
単
位
）
を
修
得
し
た
場
合
。

書
道

（
中
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
書
道
専
攻
に
係
る
卒
業
要
件
を
満
た
す
場
合
）

特
別
支
援
教
育
領
域

（
特
別
支
援
教
育
初
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
特
別
支
援
教
育
中
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
卒
業
要
件
を
満
た
す
場
合
）

メ
ジ
ャ
ー
及
び
マ
イ
ナ
ー
の
修
了
認
定
は
、
卒
業
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
以
下
の
表
の
と
お
り
各
区
分
ご
と
に
定
め
る
単
位
修
得
条
件
を
満
た
す
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
（
各
科
目
の
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
入
学
年
度
の
「
履
修
の
手
引
き
」
を
参
照
す
る
こ
と
。
）

た
だ
し
、
入
学
時
の
所
属
に
応
じ
て
別
表
１
の
と
お
り
決
定
す
る
メ
ジ
ャ
ー
に
係
る
修
了
認
定
に
つ
い
て
は
、
卒
業
要
件
を
満
た
す
こ
と
の
み
を
要
件
と
す
る
。

な
お
、
本
表
で
示
す
修
了
認
定
要
件
と
教
育
職
員
免
許
状
の
取
得
認
定
要
件
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
の
で
、
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。

修
了
認
定
に
お
け
る
単
位
修
得
条
件

区
分
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福教大教支第７号  

令和４年４月１日  

教育学部長 

教育学研究科長  殿 

事務局長 

                                                                    

福岡教育大学長      

飯田 慎司    

 

福岡教育大学受講科目の登録について（重要通知） 

 

 

福岡教育大学教育学部履修規程第１１条及び福岡教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)履修規程第６

条に規定する受講科目の登録（履修登録）については，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。なお，

令和３年４月１日付け福教大教支第２号「福岡教育大学受講科目の登録について（重要通知）」は，廃止します。 

 

記 

１ 受講科目の登録 

（１）本学に在学する者（以下「学生」という。）は，前期授業開始１週間前から開始後１週間以内に当該年度

に単位を得ようとするすべての授業科目について、所定の手続きにより受講科目の登録（履修登録）を行わ

なければならない。ただし、履修登録する学生数が科目の受入限度を超えた場合等は履修が制限されること

がある。 

（２）後期分については，受講予定科目として登録する。 

 

２ 受講科目の確認 

  学生は，履修登録した受講科目について，変更，追加の必要性の有無を，前期については授業開始後２週間

以内，後期については授業開始１週間前から開始後１週間以内に確認しなければならない。 

 

３ 受講科目の変更，追加 

（１）前記の確認により，受講科目の変更，追加をする場合には，前期については前期の受講科目の確認後１週

間以内，後期については後期の受講科目の確認後１週間以内に行わなければならない。なお，集中講義等で

これによらない場合は，別途通知する指示に従うものとする。 

（２）前項の期間内に受講科目の変更，追加ができない場合，教務委員会が真にやむを得ない事由と判断し，か

つ授業担当教員が受講を認めた場合に限り，前項の規定にかかわらず，受講科目の変更，追加を行うことが

できる。 

 

４ 既に単位を修得した科目は，再度履修登録することができない。 

 

５ 同一年度内に同一名の授業科目を重複して履修登録することはできない。 
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福教大教支第７号  

令和４年４月１日  

教育学部長 

教育学研究科長  殿 

事務局長 

                                                                    

福岡教育大学長      

飯田 慎司    

 

福岡教育大学受講科目の登録について（重要通知） 

 

 

福岡教育大学教育学部履修規程第１１条及び福岡教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)履修規程第６

条に規定する受講科目の登録（履修登録）については，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。なお，

令和３年４月１日付け福教大教支第２号「福岡教育大学受講科目の登録について（重要通知）」は，廃止します。 

 

記 

１ 受講科目の登録 

（１）本学に在学する者（以下「学生」という。）は，前期授業開始１週間前から開始後１週間以内に当該年度

に単位を得ようとするすべての授業科目について、所定の手続きにより受講科目の登録（履修登録）を行わ

なければならない。ただし、履修登録する学生数が科目の受入限度を超えた場合等は履修が制限されること

がある。 

（２）後期分については，受講予定科目として登録する。 

 

２ 受講科目の確認 

  学生は，履修登録した受講科目について，変更，追加の必要性の有無を，前期については授業開始後２週間

以内，後期については授業開始１週間前から開始後１週間以内に確認しなければならない。 

 

３ 受講科目の変更，追加 

（１）前記の確認により，受講科目の変更，追加をする場合には，前期については前期の受講科目の確認後１週

間以内，後期については後期の受講科目の確認後１週間以内に行わなければならない。なお，集中講義等で

これによらない場合は，別途通知する指示に従うものとする。 

（２）前項の期間内に受講科目の変更，追加ができない場合，教務委員会が真にやむを得ない事由と判断し，か

つ授業担当教員が受講を認めた場合に限り，前項の規定にかかわらず，受講科目の変更，追加を行うことが

できる。 

 

４ 既に単位を修得した科目は，再度履修登録することができない。 

 

５ 同一年度内に同一名の授業科目を重複して履修登録することはできない。 
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福教大教支第２９６号 

令和６年１月１１日 

教育学部長 

大学院教育学研究科長  殿 

事 務 局 長 

                                                                   

福岡教育大学長 

                                飯田 慎司 

 

福岡教育大学授業科目の取り扱いについて（重要通知） 

 

 

福岡教育大学における授業科目の開講については，下記のとおり取扱うこととしますの

で，通知します。 

記 

 

１ 授業科目の開講について 

（１）履修の手引，大学院教育学研究科学生便覧に記載のある科目については，原則とし

て全て記載どおりに開講しなければならない。ただし，特別な事情により，開講期変

更や開講中止とする場合は，教育課程編成委員会で審議の上，決定する。この際，受

講希望者のいない科目については，教育課程編成委員会での審議を要しない。 

   

（例）令和５年度に開講しなければならない科目 

学年 開講しなければならない科目 

１年次 令和５年度分に記載のⅠ・Ⅱ期科目 

２年次 令和４年度分に記載のⅢ・Ⅳ期科目 

３年次 令和３年度分に記載のⅤ・Ⅵ期科目 

４年次 令和２年度分に記載のⅦ・Ⅷ期科目 

   

（２）本来開講する必要がある授業科目について，教育課程編成委員会での審議の結果，

開講期を変更，もしくは開講中止とした場合はその旨を学生に周知する。 

 

２ 廃止する授業科目の開講について 

（１）必修科目は，開講期によらず，全ての学生が単位を修得するまで開講しなければな

らない。 

 

（２）選択必修科目及び選択科目は，全ての学生が卒業（修了）要件単位数を満たすこと

ができるように開講することを基本とする。ただし，このことは全ての科目の開講を

保証するものではない。 

 

３ 上記を踏まえ，授業科目の特殊性など，個別の判断を要する場合については，教育課

程編成委員会において決定する。 
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福教大教支第 1037 号

令和８年３月１３日

教育学部長

事 務 局 長

                                                                   

福岡教育大学長

                                飯田 慎司

クラス指定科目の受講に関する取り扱いについて（重要通知）

福岡教育大学教育学部において、必修科目及び選択必修科目のうち、複数のクラスで開講

し、クラス毎に受講対象の学生を定める科目（以下、「クラス指定科目」という。）の受講

については、下記のとおり取り扱うこととしますので通知します。なお、令和７年２月７日

付け「クラス指定科目の受講に関する取り扱いについて（重要通知）」は廃止します。

記

１ 学生は、クラス指定科目を受講する場合、所属や学籍番号等に基づき指定されたクラ

スで受講することを原則とする。また、再履修する場合も同様とする。

２ 前項に関わらず、次の各号に該当する場合には、授業担当教員の了承を得た上で、指

定されたクラス以外での受講が認められる。

（1） クラス指定科目と当該学生が属する課程等の履修基準上の必修科目の時間枠が重

複する場合

（2） クラス指定科目と当該学生が希望する教育職員免許状の取得に関する必修又は選

択必修科目の時間枠が重複する場合

３ 本重要通知の適用に関して、令和４年度以前に入学した者については前項の（1）のみ

を適用し、令和５年度以降に入学した者については前項の（1）及び（2）を適用する。

殿
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福教大教支第 1037 号

令和８年３月１３日

教育学部長

事 務 局 長

                                                                   

福岡教育大学長

                                飯田 慎司

クラス指定科目の受講に関する取り扱いについて（重要通知）

福岡教育大学教育学部において、必修科目及び選択必修科目のうち、複数のクラスで開講

し、クラス毎に受講対象の学生を定める科目（以下、「クラス指定科目」という。）の受講

については、下記のとおり取り扱うこととしますので通知します。なお、令和７年２月７日

付け「クラス指定科目の受講に関する取り扱いについて（重要通知）」は廃止します。

記

１ 学生は、クラス指定科目を受講する場合、所属や学籍番号等に基づき指定されたクラ

スで受講することを原則とする。また、再履修する場合も同様とする。

２ 前項に関わらず、次の各号に該当する場合には、授業担当教員の了承を得た上で、指

定されたクラス以外での受講が認められる。

（1） クラス指定科目と当該学生が属する課程等の履修基準上の必修科目の時間枠が重

複する場合

（2） クラス指定科目と当該学生が希望する教育職員免許状の取得に関する必修又は選

択必修科目の時間枠が重複する場合

３ 本重要通知の適用に関して、令和４年度以前に入学した者については前項の（1）のみ

を適用し、令和５年度以降に入学した者については前項の（1）及び（2）を適用する。

殿
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福教大教支第２４３号

令和７年６月１８日

教 育 学 部 長

大学院教育学研究科長  殿

事 務 局 長

                                                                   

福岡教育大学長  

                               飯田 慎司

学生の授業欠席の取り扱いについて（重要通知）

福岡教育大学（以下「本学」という。）の学生の授業欠席の取り扱いについて，次のと

おり通知します。

なお，令和元年１２月１８日付け福教大教支第４９８号「学生の授業欠席の取り扱いに

ついて（重要通知）」は廃止します。

記

（趣旨）

１ この重要通知は，本学が開講する授業において，学生の欠席に関する取り扱いを示

したものである。

（定義）

２ この取り扱いにおける次の各号に掲げる用語の定義は，次の各号に定めるとおりと

する。

（１） 公欠 所定の届出により出席扱いとすることを認められた授業の

欠席をいう。

（２） 通常の欠席 前号に該当しない授業の欠席をいう。

（公欠として取り扱うことができる事由等）

 ３ 学生が次の各号に掲げる事由により授業を欠席した場合は,届出により公欠として

取り扱うことができる。

（１） 学生が体験実習，基礎実習，観察参加，附属学校・園及び協力学校・園にお

ける教育実習，教育総合インターンシップ実習及び介護等体験(以下「教育実習

等」という。各教育実習等の事前指導を含む。)に参加した場合

（２） 学生が学校保健安全法施行規則第１８条に規定する感染症に罹患した場合

（３） 学生の親族(配偶者及び２親等以内の親族に限る。)が死亡し，学生が，葬儀，

服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事のために通学できない場合

（４） 学生が裁判員制度に基づき裁判所へ出頭する場合やその他証人，参考人等と

して裁判所その他官公署へ出頭する場合

  （５） 学生が天災・やむを得ない事故・交通機関の障害により通学できない場合(気

象警報等発表時における授業等の取扱いについて（重要通知）に基づき，補講
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等が実施された場合を除く。) 

  （６） 学生が骨髄バンクドナー候補者として骨髄又は末梢血幹細胞の提供を行うた

めに必要な検査及び入院その他手続きを行う場合

（公欠の期間及び手続き）

４ 前項の事由による欠席を公欠として取り扱うことができる期間は以下のとおりとし，

学生は，事由の終了後または事前に以下に記載する提出書類を授業担当者に提出する。

前項に掲げる事由 公欠として取り扱うことができる期間 提出書類

(1)教育実習等 教育実習等(事前指導を含む。)の期間 本学所定の参加届

(2)学校保健安全法

施行規則第１８条に

規定する感染症

出席停止期間 本学所定の欠席届，診断書等

(3)親族の死亡に伴

い必要と認められる

行事

配偶者及び 1

親等(父母，

子)

死亡した日から起算して連続

7日（休日を含む）の範囲内

本学所定の欠席届，

会葬礼状等の当該事由を証明

する書類

2 親等(祖父

母，兄弟姉妹，

孫)

死亡した日から起算して連続

3日（休日を含む）の範囲内

(4)裁判員等として

の出頭

用務に必要な期間 本学所定の欠席届，

当該用務に従事した期間を証

明する書類

(5)天災・事故・交通

機関の障害

通学不可期間 本学所定の欠席届，

被災証明書・遅延証明書等の事

実を証明する書類

(6)ドナー候補者と

しての検査・入院等

検査及び入院その他手続きに必要な期間(医療

機関等への往復に要する期間を含む。) 

本学所定の欠席届，

当該事由を証明する書類

（その他，教務委員会が適当と認めた場合の取り扱い）

５ 上記の事由によらない場合であっても教務委員会が適当と認めた場合は届出により公

欠とする。公欠とする期間及び手続き方法等については教務委員会でその都度判断のう

え周知することとする。

（その他授業の欠席の取り扱い）

６ 学生が以下に示す事由により授業を欠席する場合は，以下の書類を授業担当者に提出

することができる。ただし，公欠として取り扱うか否かは授業担当者の判断とする。

欠席の事由 詳細 取り扱い 提出書類

学外研修・授業等 学部･研究科等において実施する学外研修及び授

業をいう。

通常の欠席

(授業担当者

が認めた場

合は公欠) 

本学所定の欠席

届，

欠席事由を証明

する書類

病気又はけが 第３項に規定する感染症に罹患した場合等の取

り扱いによらない病気又はけがをいう。

課外活動 本学公認の部活動及びサークルの活動に伴う大

会等への出場をいう。

就職活動 授業実施期間中における就職活動をいう。

災害ボランディ

ア活動

激甚災害に指定された災害の被災地等における

ボランティア活動をいう。
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等が実施された場合を除く。) 

  （６） 学生が骨髄バンクドナー候補者として骨髄又は末梢血幹細胞の提供を行うた

めに必要な検査及び入院その他手続きを行う場合

（公欠の期間及び手続き）

４ 前項の事由による欠席を公欠として取り扱うことができる期間は以下のとおりとし，

学生は，事由の終了後または事前に以下に記載する提出書類を授業担当者に提出する。

前項に掲げる事由 公欠として取り扱うことができる期間 提出書類

(1)教育実習等 教育実習等(事前指導を含む。)の期間 本学所定の参加届

(2)学校保健安全法

施行規則第１８条に

規定する感染症

出席停止期間 本学所定の欠席届，診断書等

(3)親族の死亡に伴

い必要と認められる

行事

配偶者及び 1

親等(父母，

子)

死亡した日から起算して連続

7日（休日を含む）の範囲内

本学所定の欠席届，

会葬礼状等の当該事由を証明

する書類

2 親等(祖父

母，兄弟姉妹，

孫)

死亡した日から起算して連続

3日（休日を含む）の範囲内

(4)裁判員等として

の出頭

用務に必要な期間 本学所定の欠席届，

当該用務に従事した期間を証

明する書類

(5)天災・事故・交通

機関の障害

通学不可期間 本学所定の欠席届，

被災証明書・遅延証明書等の事

実を証明する書類

(6)ドナー候補者と

しての検査・入院等

検査及び入院その他手続きに必要な期間(医療

機関等への往復に要する期間を含む。) 

本学所定の欠席届，

当該事由を証明する書類

（その他，教務委員会が適当と認めた場合の取り扱い）

５ 上記の事由によらない場合であっても教務委員会が適当と認めた場合は届出により公

欠とする。公欠とする期間及び手続き方法等については教務委員会でその都度判断のう

え周知することとする。

（その他授業の欠席の取り扱い）

６ 学生が以下に示す事由により授業を欠席する場合は，以下の書類を授業担当者に提出

することができる。ただし，公欠として取り扱うか否かは授業担当者の判断とする。

欠席の事由 詳細 取り扱い 提出書類

学外研修・授業等 学部･研究科等において実施する学外研修及び授

業をいう。

通常の欠席

(授業担当者

が認めた場

合は公欠) 

本学所定の欠席

届，

欠席事由を証明

する書類

病気又はけが 第３項に規定する感染症に罹患した場合等の取

り扱いによらない病気又はけがをいう。

課外活動 本学公認の部活動及びサークルの活動に伴う大

会等への出場をいう。

就職活動 授業実施期間中における就職活動をいう。

災害ボランディ

ア活動

激甚災害に指定された災害の被災地等における

ボランティア活動をいう。
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（集中講義を欠席する場合の取り扱い）

７ 学生が集中講義を欠席する場合は，公欠として取り扱う事由の授業欠席であっても通

常の欠席として取り扱うものとする。

（公欠に対する配慮）

８ 公欠として取り扱う授業については，原則として補講は行なわず，授業担当者が当該

授業に相当する学習課題を課すように努めること。

  

（一授業科目当たりの通常の欠席及び公欠の制限）

９ 通常の欠席数が総授業時間数の３分の１を超える者は原則として無資格とし，評価の

対象としない。

１０ 公欠の認定は，通常の欠席数と合計して総授業時間数の２分の１を超えないものと

する。
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 福教大教支６７２号 

令和７年１０月３１日 

  教育学部長 

  教育学研究科長 

  事務局長 

学生      各位 

 

                           福岡教育大学長 

                             飯 田 慎 司 

 

 

防災気象情報等発表時における教育活動の取扱いについて（重要通知） 

 

近年、気象災害は局地的かつ急激に発生し、学生の通学・移動や実習先での活動に大きな

影響を及ぼす事例が増加しています。 

本学では授業（集中講義及び定期試験を含む）（以下、「授業等」という。）に加え、教

育実習（体験実習、基礎実習、観察参加、本実習、教育総合インターンシップ実習）や介護

等体験、教職大学院生の「学校における実習」（以下、「実習等」という。）など、学外で

の学修活動の機会が多く、実習先が複数の地域に点在しているため、地域ごとに異なる警報

や交通機関の運行状況が学生の安全確保に影響することがあります。 

このため、学生の安全を最優先とし、気象情報等の発表時における授業等及び実習等の教

育活動の取扱いについて、下記のとおり整理し、対応の明確化を図ることとしましたので通

知します。 

なお、令和６年１０月１７日付け福教大教支第２０４号「気象警報等発表時における授業

等の取扱いについて」（重要通知）は、廃止します。 

 

記 

 

I. 判断の基本方針（共通） 

学生の安全を確保することを最優先とし、防災気象情報等が発表された場合には、大学及

び学生が速やかに気象情報、交通情報、避難情報を確認し、状況の把握に努めるものとする。 

また、大学の構内で行われる授業等及び学外で行われる実習等とでは、その実施形態及び

影響範囲が異なることから、各区分に応じた判断基準に基づき、適切な対応を行うものとす

る。 

 

II. 授業等における取扱い 

授業等の実施に関する判断は、原則として、本学の所在する宗像市における気象の状況及

びJR鹿児島本線（教育大前駅を含む区間）の運行状況に基づき行うものとする。 
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 福教 大教支６７２号 

令和７年１０月３１日 

  教育学部長 

  教育学研究科長 

  事務局長 

学生      各位 

 

                           福岡教育大学長 

                             飯 田 慎 司 

 

 

防災気象情報等発表時における教育活動の取扱いについて（重要通知） 

 

近年、気象災害は局地的かつ急激に発生し、学生の通学・移動や実習先での活動に大きな

影響を及ぼす事例が増加しています。 

本学では授業（集中講義及び定期試験を含む）（以下、「授業等」という。）に加え、教

育実習（体験実習、基礎実習、観察参加、本実習、教育総合インターンシップ実習）や介護

等体験、教職大学院生の「学校における実習」（以下、「実習等」という。）など、学外で

の学修活動の機会が多く、実習先が複数の地域に点在しているため、地域ごとに異なる警報

や交通機関の運行状況が学生の安全確保に影響することがあります。 

このため、学生の安全を最優先とし、気象情報等の発表時における授業等及び実習等の教

育活動の取扱いについて、下記のとおり整理し、対応の明確化を図ることとしましたので通

知します。 

なお、令和６年１０月１７日付け福教大教支第２０４号「気象警報等発表時における授業

等の取扱いについて」（重要通知）は、廃止します。 

 

記 

 

I. 判断の基本方針（共通） 

学生の安全を確保することを最優先とし、防災気象情報等が発表された場合には、大学及

び学生が速やかに気象情報、交通情報、避難情報を確認し、状況の把握に努めるものとする。 

また、大学の構内で行われる授業等及び学外で行われる実習等とでは、その実施形態及び

影響範囲が異なることから、各区分に応じた判断基準に基づき、適切な対応を行うものとす

る。 

 

II. 授業等における取扱い 

授業等の実施に関する判断は、原則として、本学の所在する宗像市における気象の状況及

びJR鹿児島本線（教育大前駅を含む区間）の運行状況に基づき行うものとする。 
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１. 「避難指示（警戒レベル４）」以上の防災気象情報が発令された場合 

（１） 措置 

宗像市内において「避難指示（警戒レベル４）」以上の防災気象情報が発令された

場合は、大学（赤間キャンパス）構内への一切の立ち入りを禁止し、登校停止とする。 

 

（２） 措置解除と授業等の取扱い 

「避難指示（警戒レベル４）」が解除された場合の授業等の取扱いは、解除の時点

により以下のとおりとする。 

 

宗像市内において「避難指示（警戒レベ

ル４）」以上の発令が解除された時点 
授業等の取扱い 

 

 午前６時以前に解除された場合  通常どおり授業等を実施 

午前６時～午前９時に解除された場合  午前：大学構内立入禁止及び登校停止 

 授業（集中講義を含む）は代替措

置を講じる。 

 定期試験は予備日の実施等を含

め、別途大学が指示する。 

午後：通常どおり授業を実施 

  午前９時時点で解除されない場合  終日：大学構内立入禁止及び登校停止 

 授業（集中講義を含む）は代替措

置を講じる。 

 定期試験は予備日の実施等を含

め、別途大学が指示する。 

 

２. JR鹿児島本線が運休する場合 

（１） 措置 

JR鹿児島本線（教育大前駅を含む区間）が、防災気象情報等の影響により終日運休

する場合は登校停止とする。 

 

（２） 措置解除と授業等の取扱い 

気象状況の好転により、運休が解除された場合の授業等の取扱いは、運休が解除さ

れた時点により以下のとおりとする。 

 

 JR鹿児島本線（教育大前駅を含む区間）

の運休が解除された時点 
授業等の取扱い 

  午前６時以前に解除された場合  通常どおり授業等を実施 
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午前６時～午前９時に解除された場合  午前：登校停止 

 授業（集中講義を含む）は代替措

置を講じる。 

 定期試験は予備日の実施等を含

め、別途大学が指示する。 

午後：通常どおり授業を実施 

  午前９時時点で解除されない場合  終日：登校停止 

 授業（集中講義を含む）は代替措

置を講じる。 

 定期試験は予備日の実施等を含

め、別途大学が指示する。 

 

（３） JR鹿児島本線（教育大前駅を含む区間）以外の福岡県内の公共交通機関において

計画的な運休が行われる場合 

JR鹿児島本線（教育大前駅を含む区間）以外の福岡県内の公共交通機関において、

防災気象情報等の影響により終日運休する場合は、学長、教育学部長及び研究科長が

協議の上、登校停止の有無を判断する。 

 

３. 防災気象情報・運行状況・避難指示に関する情報の収集及び確認 

 学生及び教職員は、防災気象情報、JR鹿児島本線の運行情報及び宗像市における避難

情報について、各自インターネット、マスメディア等により事前に情報を収集及び確認

することとする。 

 

４. 授業等開始後の登校停止 

授業等が開始された後に防災気象情報等が発表された場合は、学長、教育学部長及び

研究科長が以降の登校停止の要否及び下校の可否について協議の上、判断する。 

 

５. 登校停止時の授業等の取扱い 

（１） 授業（集中講義を含む） 

① 登校停止時の授業（集中講義を含む）は、代替措置を講ずることとする。 

② 授業担当教員は、遠隔授業（オンデマンド型授業を含む）、レポート、その他当

該授業に相当する学修課題及び休講に伴う補講から代替措置を決定し、学生ポー

タル「F-NAVIポータル」または「Google Classroom」等により学生に通知する。 

 

（２） 定期試験 

登校停止時の定期試験は、学長、教育学部長及び研究科長が試験予備日での実施等

の代替措置について協議し、教員に指示する。 
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午前６時～午前９時に解除された場合  午前：登校停止 

 授業（集中講義を含む）は代替措

置を講じる。 

 定期試験は予備日の実施等を含

め、別途大学が指示する。 

午後：通常どおり授業を実施 

  午前９時時点で解除されない場合  終日：登校停止 

 授業（集中講義を含む）は代替措

置を講じる。 

 定期試験は予備日の実施等を含

め、別途大学が指示する。 

 

（３） JR鹿児島本線（教育大前駅を含む区間）以外の福岡県内の公共交通機関において

計画的な運休が行われる場合 

JR鹿児島本線（教育大前駅を含む区間）以外の福岡県内の公共交通機関において、

防災気象情報等の影響により終日運休する場合は、学長、教育学部長及び研究科長が

協議の上、登校停止の有無を判断する。 

 

３. 防災気象情報・運行状況・避難指示に関する情報の収集及び確認 

 学生及び教職員は、防災気象情報、JR鹿児島本線の運行情報及び宗像市における避難

情報について、各自インターネット、マスメディア等により事前に情報を収集及び確認

することとする。 

 

４. 授業等開始後の登校停止 

授業等が開始された後に防災気象情報等が発表された場合は、学長、教育学部長及び

研究科長が以降の登校停止の要否及び下校の可否について協議の上、判断する。 

 

５. 登校停止時の授業等の取扱い 

（１） 授業（集中講義を含む） 

① 登校停止時の授業（集中講義を含む）は、代替措置を講ずることとする。 

② 授業担当教員は、遠隔授業（オンデマンド型授業を含む）、レポート、その他当

該授業に相当する学修課題及び休講に伴う補講から代替措置を決定し、学生ポー

タル「F-NAVIポータル」または「Google Classroom」等により学生に通知する。 

 

（２） 定期試験 

登校停止時の定期試験は、学長、教育学部長及び研究科長が試験予備日での実施等

の代替措置について協議し、教員に指示する。 

 

246

III. 実習等における取扱い 

１. 判断の基本原則 

（１） 「避難指示（警戒レベル４）」以上の防災気象情報が発令された場合 

実習校または介護等体験の受入機関等（以下、「実習先」という。）の地域において

「避難指示（警戒レベル４）」以上の防災気象情報が発令された場合は、当該日の実習

等を中止する。 
 

（２） その他の場合 

 Ⅲ．１．（１）に該当しない場合における実習等の実施の可否に関する判断は、大学

の登校停止の有無にかかわらず、実習先の状況に応じて、実習先並びに当該実習を所

管する教育委員会が決定する措置に従うものとする。 
 

（３） 学生の取扱いの原則 

 学生は、安全面の観点から、実習先の幼児、児童、生徒等と同様の取扱いを受ける

ものとする。 
 

２. 実習等の中止に関する具体的な取扱い 

（１） 実習先において「全日休校」措置が実施される場合 

Ⅲ．１．（２）に該当する場合に、実習先において「全日休校」または同等と判断さ

れる措置の決定があった場合は、原則として当該日の実習等を中止する。 

 

（２） 部分的に実習等が実施される場合 

「午前中のみ実施」又は「始業時刻を遅らせる」又は「帰宅時刻を早める」等の措置

が決定された場合は、実習先の判断に従って実施する。 

 

（３） 学生の居住地域や移動経路に危険がある場合 

Ⅲ．２．（１）（２）に該当しない場合であっても、学生の居住地域や学生の居住地

域から実習先までの移動経路の状況等により安全の確保が困難であると認められると

きは、実習先と大学との合議により、当該学生の実習等の中止を決定することがある。 

 

３. 補填措置 

実習等の中止等に伴い、実習時間又は実習日数に不足が生じる場合には、大学が実習

先と調整を行い、これを補填するための代替措置（補講）を講ずるものとする。 

 

４. 連絡体制 

実習等の中止等に伴う連絡については、大学が主体となり、実習先、学生及び指導教

員と相互に行うものとする。 
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（１） 大学 

大学は、実習先と連絡を取り合い、実習等の中止等に伴う措置の内容を確認し、学

生に電話、メール、ポータルシステム等により速やかに連絡する。併せて、実習担当

教員にメールで報告する。 

  
（２） 学生 

① 学生は、実習先と直接連絡を取り合い、実習等の中止等を伴う措置を把握した場

合は大学に報告する。 

② 学生は、大学又は実習先から受けた実習等の中止等に伴う措置の内容を、指導教

員に報告する。 

③ 学生は、実習先への移動にあたっては、気象情報・交通情報・避難情報を確認す

る。安全確保が困難であることが予見されるときは、速やかに大学及び指導教員

に報告し、判断を仰ぐ。 

④ 災害の影響で、大学及び指導教員並びに実習先と連絡が取れない場合、気象情報・

交通情報・避難情報を確認し、安全の確保を最優先に判断する。その結果、実習

先への登校を控えた場合は大学にメールで報告する。 

 

（３） 指導教員 

① 指導教員は、学生からの報告を受けた場合は、速やかに大学と情報を共有する。 

② 学生の状況により、必要に応じて大学と連携して学生に指示及び助言を行う。 

 

IV. 周知方法 

１. 周知時期 

防災気象情報等が事前に発出された場合やJR九州が計画運休を予定している場合は、

前日に周知をした上で、登校停止とする場合は当日午前７時までに最終決定を通知す

る。 

 

２. 周知方法 

本件については、ホームページを通じて全学に周知するとともに、以下の方法で各対

象者に通知する。 

 

対象 周知方法 

学生 
 ポータルシステム（※実習等については、併せて電話やメールに

よる連絡を行う。） 

教員 

 教職員グループウェア「ガルーン」（掲示板「学内お知らせ」）

及び 

 メール 
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（１） 大学 

大学は、実習先と連絡を取り合い、実習等の中止等に伴う措置の内容を確認し、学

生に電話、メール、ポータルシステム等により速やかに連絡する。併せて、実習担当

教員にメールで報告する。 

  
（２） 学生 

① 学生は、実習先と直接連絡を取り合い、実習等の中止等を伴う措置を把握した場

合は大学に報告する。 

② 学生は、大学又は実習先から受けた実習等の中止等に伴う措置の内容を、指導教

員に報告する。 

③ 学生は、実習先への移動にあたっては、気象情報・交通情報・避難情報を確認す

る。安全確保が困難であることが予見されるときは、速やかに大学及び指導教員

に報告し、判断を仰ぐ。 

④ 災害の影響で、大学及び指導教員並びに実習先と連絡が取れない場合、気象情報・

交通情報・避難情報を確認し、安全の確保を最優先に判断する。その結果、実習

先への登校を控えた場合は大学にメールで報告する。 

 

（３） 指導教員 

① 指導教員は、学生からの報告を受けた場合は、速やかに大学と情報を共有する。 

② 学生の状況により、必要に応じて大学と連携して学生に指示及び助言を行う。 

 

IV. 周知方法 

１. 周知時期 

防災気象情報等が事前に発出された場合やJR九州が計画運休を予定している場合は、

前日に周知をした上で、登校停止とする場合は当日午前７時までに最終決定を通知す

る。 

 

２. 周知方法 

本件については、ホームページを通じて全学に周知するとともに、以下の方法で各対

象者に通知する。 

 

対象 周知方法 

学生 
 ポータルシステム（※実習等については、併せて電話やメールに

よる連絡を行う。） 

教員 

 教職員グループウェア「ガルーン」（掲示板「学内お知らせ」）

及び 

 メール 
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非常勤講師 

 メール 

または 

 本学の教員を通じての周知 

 

V. 不測の事態への対応 

地震その他の不測の事態が発生した場合又は急激な天候の悪化等により学生に危険が及

ぶと予見される場合には、学長、教育学部長及び教育学研究科長が協議のうえ、必要に応じ

て授業等や実習等の中止を含む教育活動の停止を決定するものとする。 
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福教大教支第１０００号  
 令 和 ８年３月９日 

 
教育学部長 
教育学研究科長  殿 
事務局長 

福岡教育大学長    
飯田 慎司  

 
定期試験について（重要通知） 

 
 福岡教育大学教育学部履修規程第１５条の規定に基づいて実施する，定期試験について，

下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。なお，令和６年１０月１８日付け福教

大教支第２０７号「定期試験について（重要通知）」は，廃止します。 
 

記 
 
１ 定期試験の実施 
 授業科目毎に定期試験を実施し，事情により追試験を実施することがある。 
 
２ 試験日 
 定期試験の試験日は，学事日程に定める。 
 
３ 定期試験 
（１） 定期試験は，学期毎に実施する試験であって平常試験及びクラス編成試験からなる。 
（２） 平常試験は，学期毎に実施する試験であって当該学期における学修の結果を評価す

るものであり，定められた期間中に実施するものである。 
（３） クラス編成試験とは，平常試験のうち同一の授業担当者又は同一の授業内容で実施

している授業科目が曜日もしくは時限を異にして実施されている場合に，これらを

まとめて同一時間及び場所で試験を行うものである。 
（４） 定期試験は，前期に実施するものを前期試験，後期に実施するものを後期試験とす

る。 
 
４ 追試験 
（１） 追試験とは，別表 1に定めるやむを得ない理由により，定期試験を受験できなかっ

た者を対象に実施する試験である。 
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福教大教支第１０００号  
 令 和 ８年３月９日 

 
教育学部長 
教育学研究科長  殿 
事務局長 

福岡教育大学長    
飯田 慎司  

 
定期試験について（重要通知） 

 
 福岡教育大学教育学部履修規程第１５条の規定に基づいて実施する，定期試験について，

下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。なお，令和６年１０月１８日付け福教

大教支第２０７号「定期試験について（重要通知）」は，廃止します。 
 

記 
 
１ 定期試験の実施 
 授業科目毎に定期試験を実施し，事情により追試験を実施することがある。 
 
２ 試験日 
 定期試験の試験日は，学事日程に定める。 
 
３ 定期試験 
（１） 定期試験は，学期毎に実施する試験であって平常試験及びクラス編成試験からなる。 
（２） 平常試験は，学期毎に実施する試験であって当該学期における学修の結果を評価す

るものであり，定められた期間中に実施するものである。 
（３） クラス編成試験とは，平常試験のうち同一の授業担当者又は同一の授業内容で実施

している授業科目が曜日もしくは時限を異にして実施されている場合に，これらを

まとめて同一時間及び場所で試験を行うものである。 
（４） 定期試験は，前期に実施するものを前期試験，後期に実施するものを後期試験とす

る。 
 
４ 追試験 
（１） 追試験とは，別表 1に定めるやむを得ない理由により，定期試験を受験できなかっ

た者を対象に実施する試験である。 
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（２） 追試験の受験結果は，該当する授業科目の定期試験の成績とする。 
（３） 追試験受験願出は，大学が定める方法により行うこと。また，不受験理由毎に別表

1で定める証明書等を添えて提出すること。 
（４） 追試験受験願出は，やむを得ない理由の発生後すみやかに提出すること。 
    なお，追試験受験願出の締切期日は，受験できなかった試験の実施日から起算して

７日以内で大学が定める日とする。 
    ただし，8週（定期試験を含む）で完結する授業科目については，試験終了後に大

学が定める日とする。 
（５） 追試験実施は，大学が定める所定の期間中に実施する。ただし，所定の期間中に実

施が困難な場合は，次の各号のとおり取り扱う。 
 （ア） 前期試験にかかる追試験は９月末日，後期試験に係る追試験は３月末までに実施

すること。 
 （イ） 前号の場合にかかわらず，病気，怪我等のやむを得ない事情により実施が困難な

場合は，教務委員会委員長が判断する。 
 
５ 試験方法 
（１） 定期試験の実施方法は，筆記によるものとする。ただし，レポート等をもってこれ

に代えることができる。 
（２） 前項の規定にかかわらず，実験及び実習の成果物，実技試験，口頭試問または卒業

論文等の提出を持って定期試験に代えることができる。 
 
６ 身体上の障害等にかかる特別措置 
（１） 身体上の障害その他の事情により，試験時間，解答方法等について個別の学生に特

別の配慮が必要な場合は，各授業担当者の判断により対応する。 
（２） 前項による特別の配慮を行う場合は，試験を厳正に執行できる範囲で行うこと。 
 
７ 受験資格 
（１） 定期試験は，試験実施時に在学している者が，受講登録を行った科目についてのみ

受験資格を有する。ただし，試験実施時に停学中の者は受験資格を有しない。 
（２） 次に該当する者は，当該受験科目の受験資格を失う。 
 （ア） 学生証を携帯していない者 
 （イ） 試験開始後２０分を超えて遅刻した者 
 （ウ） 試験監督者の指示に従わない者 
 （エ） 当該試験科目の試験において不正行為を行った者 
（３） 前（ア）に該当する者に対して，在学証明書による受験を認める。 
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８ 試験中の退出 
 学生は，試験開始後３０分以上経過し試験監督者が認めた場合，試験場から退出すること

ができる。 
 
９ 受験者の義務 
 受験者は，次に定める事項を厳守しなければならない。 
 （１） 学生証を，写真印刷面を上にして机上に呈示すること。 
 （２） 試験監督者の指示に従うこと。 
 （３） 試験中に筆記用具等の貸借をしないこと。 
 （４） 試験中は携帯電話等の電源を切り，机上に置かないこと。なお，これらの機器を

時計代わりに使用することを理由に机上に置くことも認めない。 
 （５） 答案には，学籍番号や氏名等をもれなく記入し，特に認められた場合を除き，解

答の有無にかかわらず試験場外に持ち出さないこと。 
 （６） 不正行為もしくは不正行為と紛らわしい行為をしないこと。 
 
１０ 不正行為 
 試験における不正行為とは，次のいずれかに該当する行為をいう。 
 （１） 答案の見せ合い 
 （２） 答案の交換 
 （３） カンニングペーパーの所持及び使用 
 （４） 持ち込みを許可していないノート，参考書，辞書，電子辞書，パソコン，その他

情報通信機器等の使用 
 （５） 携帯電話の使用 
 （６） 所持品や机上等への事前書き込み及びその使用 
 （７） 話し合い，覗き見 
 （８） 替え玉受験 
 （９） 答案や出席表への偽名記入または故意による答案無記名 
（１０） 持ち帰りまたは破棄などによる答案の不提出 
（１１） 答案作成に関して，試験監督者の指示に従わない場合 
（１２） その他，試験の実施を阻害すると認められる行為を行った場合 
 
１１ 不正行為の取扱い 
 （１） 不正行為または不正行為と紛らわしい行為を行った学生には，福岡教育大学学生

懲戒手続規程を適用する。 
 （２） 前項の学生については，教育実習科目を除く当該学期定期試験の全受験科目を無

効とし，「無資格」の評価とする。 
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８ 試験中の退出 
 学生は，試験開始後３０分以上経過し試験監督者が認めた場合，試験場から退出すること

ができる。 
 
９ 受験者の義務 
 受験者は，次に定める事項を厳守しなければならない。 
 （１） 学生証を，写真印刷面を上にして机上に呈示すること。 
 （２） 試験監督者の指示に従うこと。 
 （３） 試験中に筆記用具等の貸借をしないこと。 
 （４） 試験中は携帯電話等の電源を切り，机上に置かないこと。なお，これらの機器を

時計代わりに使用することを理由に机上に置くことも認めない。 
 （５） 答案には，学籍番号や氏名等をもれなく記入し，特に認められた場合を除き，解

答の有無にかかわらず試験場外に持ち出さないこと。 
 （６） 不正行為もしくは不正行為と紛らわしい行為をしないこと。 
 
１０ 不正行為 
 試験における不正行為とは，次のいずれかに該当する行為をいう。 
 （１） 答案の見せ合い 
 （２） 答案の交換 
 （３） カンニングペーパーの所持及び使用 
 （４） 持ち込みを許可していないノート，参考書，辞書，電子辞書，パソコン，その他

情報通信機器等の使用 
 （５） 携帯電話の使用 
 （６） 所持品や机上等への事前書き込み及びその使用 
 （７） 話し合い，覗き見 
 （８） 替え玉受験 
 （９） 答案や出席表への偽名記入または故意による答案無記名 
（１０） 持ち帰りまたは破棄などによる答案の不提出 
（１１） 答案作成に関して，試験監督者の指示に従わない場合 
（１２） その他，試験の実施を阻害すると認められる行為を行った場合 
 
１１ 不正行為の取扱い 
 （１） 不正行為または不正行為と紛らわしい行為を行った学生には，福岡教育大学学生

懲戒手続規程を適用する。 
 （２） 前項の学生については，教育実習科目を除く当該学期定期試験の全受験科目を無

効とし，「無資格」の評価とする。 
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別表１ 追試験に該当する事項 

不受験理由 必要な証明及び届出の内容 
本人の病気 医師の診断書 
忌引き 
（２親等以内の血族または姻族） 

死亡に関する公的証明書 
（死亡日から起算して１親等は日祝日を含めて７日以

内，２親等は日祝日を含めて５日以内を適用期間とす

る） 
災害 被災証明書 
就職試験 就職試験に関する公的証明書 
時刻表に基づき運行される公共

交通機関の遅延 
２０分を超える延着時間が記載された交通機関の遅

延証明 
課外活動 実施団体が発行する公的証明書（ただし，世界大会ま

たは国体に準じる試合に限る） 
裁判員制度 呼出状 
その他やむを得ない事由 届け出に対し，教務委員会委員長が判断する。 
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福教大教支第 415 号 

令和３年２月 19 日 

 

教育学部長 

教育学研究科長 殿 

事務局長 

 

福岡教育大学長   

飯田 慎司  

 

定期試験に代える方法での成績評価について（重要通知） 

 

福岡教育大学教育学部履修規程第１５条の規定および「定期試験について（重要通知）」

「５．試験方法」の「（１）」に基づき、レポート等により定期試験に代える場合につい

て、下記のとおり取り扱うこととしますので、通知します。 

 

記 

 

１．定期試験に代わる成績評価方法 

 学期毎に実施する定期試験に代わる成績評価方法は、論文、レポート、実験及び実習の

成果物、実技試験、作品の提出、口頭試問等からなる。 

 

２．受験資格 

 受験資格は、定期試験に代わる成績評価方法を行う際に、本学に在学している者で、受

講登録を行った科目についてのみ有する。ただし、停学中の者は受験資格を有しない。 

 

３．受験者の義務 

 （１）授業担当者の指示に従うこと。 

 （２）不正行為もしくは不正行為と紛らわしい行為（以下、「不正行為等」）をしない

こと。 

 

４．不正行為等 

 定期試験に代わる成績評価方法における不正行為とは、次のいずれかに該当する行為を

いう。 

 （１）実技試験や口頭試問等での替え玉受験。 
 （２）実技試験や口頭試問等で、使用を許可されていないものを使用すること。 

 （３）他人に代作、代筆させた論文、レポート、実験及び実習の成果物、作品等を提出

すること。 

 （４）他人の作成した論文、レポート、実験及び実習の成果物、作品等を自分の名前で

提出すること。 
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福教大教支第 415 号 

令和３年２月 19 日 

 

教育学部長 

教育学研究科長 殿 

事務局長 

 

福岡教育大学長   

飯田 慎司  

 

定期試験に代える方法での成績評価について（重要通知） 

 

福岡教育大学教育学部履修規程第１５条の規定および「定期試験について（重要通知）」

「５．試験方法」の「（１）」に基づき、レポート等により定期試験に代える場合につい

て、下記のとおり取り扱うこととしますので、通知します。 

 

記 

 

１．定期試験に代わる成績評価方法 

 学期毎に実施する定期試験に代わる成績評価方法は、論文、レポート、実験及び実習の

成果物、実技試験、作品の提出、口頭試問等からなる。 

 

２．受験資格 

 受験資格は、定期試験に代わる成績評価方法を行う際に、本学に在学している者で、受

講登録を行った科目についてのみ有する。ただし、停学中の者は受験資格を有しない。 

 

３．受験者の義務 

 （１）授業担当者の指示に従うこと。 

 （２）不正行為もしくは不正行為と紛らわしい行為（以下、「不正行為等」）をしない

こと。 

 

４．不正行為等 

 定期試験に代わる成績評価方法における不正行為とは、次のいずれかに該当する行為を

いう。 

 （１）実技試験や口頭試問等での替え玉受験。 
 （２）実技試験や口頭試問等で、使用を許可されていないものを使用すること。 

 （３）他人に代作、代筆させた論文、レポート、実験及び実習の成果物、作品等を提出

すること。 

 （４）他人の作成した論文、レポート、実験及び実習の成果物、作品等を自分の名前で

提出すること。 
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 （５）他人の作成した論文、レポート、実験及び実習の成果物、作品等を盗用（剽窃）

すること（出典を明記することなく出版物やインターネット上の情報などを参照・

引用することを含む）。 

 （６）他人の論文、レポート、実験及び実習の成果物、作品等を代作、代筆すること。 

 （７）実験や調査結果のデータを捏造、改竄、盗用（剽窃）すること。 
 （８）（１）から（７）までに掲げる行為を幇助すること。 

 （９）その他、授業担当者の指示に従わない不正行為。 

 

５．不正行為等の確認及び報告 

 （１）４の不正行為等の発見について授業担当者または発見者から申し出があった場合

には、教務委員会は確認を行う。 
 （２）前項の確認については、授業担当者が教務委員会委員等の立ち会いの上、受験者

本人に対して不正行為等に係る事実関係を確認し、その結果を不正行為等状況報告

書（別紙様式１）により教務委員会委員長に報告することとする。 
 

６．不正行為等の例外 

 ４の不正行為等のうち、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に照らし

て必要だと認められる合理的な配慮に該当するものは、不正行為等の対象から除外する。 

 

７．不正行為等の取扱い（筆記試験以外の場合） 

 （１）不正行為等を行った学生については、当該授業科目の成績を「無資格」とし、さ

らに、不正行為防止に関する研修を受講して一定の成績を修めなければ、次の学期

の受講登録をすることができない。 

 （２）前項の研修については、教務委員会委員長の指示のもと、クラス担任または指導

教員が実施し、その結果を教務委員会委員長に報告することとする。なお、この研

修に係る費用は当該学生が負担することとする。 
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○福岡教育大学教育学部進級規程 

(制定 平成22年3月15日)

改正 平成22年7月1日 平成23年3月22日

平成26年12月25日
 

 (趣旨) 

第1条 この規程は，福岡教育大学学則第31条の規定に基づき，福岡教育大学教育学部に属する学生(以下「学

生」)の進級に関する必要な事項を定めるものとする。 

(進級) 

第2条 学生は，入学をもって1年次に在籍とする。また，1年次に1年間の在籍をもって2年次へ進級する。2

年次から3年次への進級(以下「3年次への進級」という。)については，第4条から第6条に定めるところに

よる。3年次に1年間の在籍をもって4年次に進級する。 

(編入した学生) 

第3条 編入学した学生が編入時に在籍する年次は，学長が別に定める。 

(3年次への進級判定) 

第4条 3年次への進級は，学年末において2年次に在籍する学生を対象とする。 

2 前項の学生に対し，学年末に3年次への進級の可否について判定を行う。 

3 3年次への進級を可とする要件は，学年末において修得総単位数が64単位以上であることとする。 

4 前項の要件に満たない学生は，2年次に留める。 

5 3項及び4項による判定は，教務委員会及び教育学部教授会における審議の後，学長が決定する。 

(進級の可否についての通知) 

第5条 3年次への進級の可否についての通知は，決定後速やかに行う。 

(異議申し立て) 

第6条 学生が，3年次への進級の判定結果について異議がある場合は，所定の期日までに教育支援課を通じて

学長に申し立てることとする。 

2 前項の異議を申し立てることができるのは，成績評価について異議があり，当該評価が変更となることによ

り第4条第3項の要件を満たす学生とする。 

3 異議を申し立てた学生の3年次への進級の再判定は，申し立ての内容を踏まえて教務委員会及び教育学部教

授会における審議の後，学長が決定する。 

(事務) 

第7条 進級に関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 

第8条 この規程に定めるほか，進級に関し必要な事項は，教務委員会における審議の後，学長又は教育学部長

が別に定める。 

附 則 

1 この規程は，平成22年4月1日から施行する。 

2 この規程は，平成22年3月31日に在学する者には適用しない。 

附 則(平成22年7月1日) 

この規程は，平成22年7月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月22日) 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年12月25日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 
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○福岡教育大学教育学部進級規程 

(制定 平成22年3月15日)

改正 平成22年7月1日 平成23年3月22日

平成26年12月25日
 

 (趣旨) 

第1条 この規程は，福岡教育大学学則第31条の規定に基づき，福岡教育大学教育学部に属する学生(以下「学

生」)の進級に関する必要な事項を定めるものとする。 

(進級) 

第2条 学生は，入学をもって1年次に在籍とする。また，1年次に1年間の在籍をもって2年次へ進級する。2

年次から3年次への進級(以下「3年次への進級」という。)については，第4条から第6条に定めるところに

よる。3年次に1年間の在籍をもって4年次に進級する。 

(編入した学生) 

第3条 編入学した学生が編入時に在籍する年次は，学長が別に定める。 

(3年次への進級判定) 

第4条 3年次への進級は，学年末において2年次に在籍する学生を対象とする。 

2 前項の学生に対し，学年末に3年次への進級の可否について判定を行う。 

3 3年次への進級を可とする要件は，学年末において修得総単位数が64単位以上であることとする。 

4 前項の要件に満たない学生は，2年次に留める。 

5 3項及び4項による判定は，教務委員会及び教育学部教授会における審議の後，学長が決定する。 

(進級の可否についての通知) 

第5条 3年次への進級の可否についての通知は，決定後速やかに行う。 

(異議申し立て) 

第6条 学生が，3年次への進級の判定結果について異議がある場合は，所定の期日までに教育支援課を通じて

学長に申し立てることとする。 

2 前項の異議を申し立てることができるのは，成績評価について異議があり，当該評価が変更となることによ

り第4条第3項の要件を満たす学生とする。 

3 異議を申し立てた学生の3年次への進級の再判定は，申し立ての内容を踏まえて教務委員会及び教育学部教

授会における審議の後，学長が決定する。 

(事務) 

第7条 進級に関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 

第8条 この規程に定めるほか，進級に関し必要な事項は，教務委員会における審議の後，学長又は教育学部長

が別に定める。 

附 則 

1 この規程は，平成22年4月1日から施行する。 

2 この規程は，平成22年3月31日に在学する者には適用しない。 

附 則(平成22年7月1日) 

この規程は，平成22年7月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月22日) 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年12月25日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 
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○福岡教育大学教育学部卒業認定規程 

(制定 平成27年2月27日)

改正 平成31年2月28日 令和4年3月30日

(趣旨) 

第1条 この規程は，福岡教育大学学則（以下「学則」という。）第29条及び第35条並びに福岡教育

大学教育学部履修規程（以下「履修規程」という。）第3条の規定により，福岡教育大学教育学部

に属する学生（以下「学生」という。）の卒業について定める。 

(卒業認定要件) 

第2条 卒業の認定を受ける者は，履修規程第3条に定める卒業に必要な単位を修得することとする。 

2 卒業の認定を受ける者は，学則第29条に定める修業年限以上在学しかつ4年次で1年以上修業した

者とする。 

(認定時期) 

第3条 卒業認定は，原則として学年末に行うものとする。ただし，8月31日までに前条に規定する

卒業要件を満たした学生は，卒業認定を9月中に行う。 

(卒業認定) 

第4条 卒業に係る認定は，学部が行う審査を経て，学長が行う。 

2 前項に基づき，卒業認定の準備のため卒業予定者選考会議を設ける。 

第5条 前条第2項の規定に基づく卒業予定者選考会議は，次の各号に掲げる者で構成する。なお，各

号に掲げる者は兼ねることはできない。 

(1) 教務委員会委員長 

(2) 教務委員会副委員長 

(3) 別表により選出された者 5名 

2 卒業予定者選考会議は，教務委員会委員長が招集し，議長となる。 

3 議長に事故があるときは，教務委員会副委員長がその職務を代行する。 

4 卒業予定者選考会議は，第1項第3号に定める各学域等から選出された者1名以上の出席がなけれ

ば開くことができない。 

(事務) 

第6条 卒業認定に関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 

第7条 この規程に定めるもののほか，学部学生の卒業に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成27年3月1日から施行する。 

附 則(平成31年2月28日) 

この規程は，平成31年4月1日から施行する。 
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附 則(令和4年3月30日) 

この規程は，令和4年4月1日から施行する。 

別表(第5条関係) 

 区分 人数

 教職教育院  1名

教育・心理・特別支援教育学域 1名

 人文・社会教育学域  1名

 理数教育学域  1名

 芸術・実技教育学域  1名
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附 則(令和4年3月30日) 

この規程は，令和4年4月1日から施行する。 

別表(第5条関係) 

 区分 人数

 教職教育院  1名

教育・心理・特別支援教育学域 1名

 人文・社会教育学域  1名

 理数教育学域  1名

 芸術・実技教育学域  1名
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○福岡教育大学教育学部学位規程 

(制定 平成16年4月1日)

改正 平成20年3月14日 平成21年3月21日

平成23年3月22日 平成24年12月21日

平成26年10月30日 平成26年12月25日

平成28年2月24日

(趣旨) 

第1条 この規程は，学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び福岡教育大学学則第36条の

規定に基づき，福岡教育大学(以下「本学」という。)において授与する学士の学位について，必

要な事項を定める。 

(専攻分野の名称) 

第 2 条 本学において授与する学士の学位には，次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。 

課程 専攻分野の名称

初等教育教員養成課程 

教育学 中等教育教員養成課程 

特別支援教育教員養成課程

(学位の授与) 

第3条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。 

2 学長は，学位を授与し，卒業証書・学位記(別紙様式)を交付するものとする。 

(卒業研究) 

第4条 卒業研究の審査，評価に関する内容は，学長が別に定める。 

(学位の名称の使用) 

第5条 学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，本学名を付記するものとする。 

(学位授与の取消) 

第6条 学長は，不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは，教育学部教授会に

おける審議の後，当該学位の授与を取り消すことができる。 

2 学長は，前項の規定に基づき，当該学位を取り消したときは，その旨を公表するとともに，既に

交付した卒業証書・学位記を返還させるものとする。 

(事務) 

第7条 学士の学位の授与に関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 

第8条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に必要な事項は，学長が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年3月14日) 

1 この規程は，平成20年4月1日から施行する。 
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2 平成20年3月31日に障害児教育教員養成課程に在学する者については，改正後の第2条の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成21年3月21日) 

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。 

2 平成21年3月31日に生涯スポーツ芸術課程芸術コースに在学する者については，改正後の第2

条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成23年3月22日) 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年12月21日) 

1 この規程は，平成25年4月1日から施行する。 

2 平成25年3月31日に環境情報教育課程及び生涯スポーツ芸術課程に在学する者については，改

正後の第2条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成26年10月30日) 

この規程は，平成26年10月30日から施行する。 

附 則(平成26年12月25日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年2月24日) 

1 この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

2 平成28年3月31日に共生社会教育課程，環境教育課程及び芸術課程に在学する者については，

改正後の第2条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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2 平成20年3月31日に障害児教育教員養成課程に在学する者については，改正後の第2条の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成21年3月21日) 

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。 

2 平成21年3月31日に生涯スポーツ芸術課程芸術コースに在学する者については，改正後の第2

条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成23年3月22日) 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年12月21日) 

1 この規程は，平成25年4月1日から施行する。 

2 平成25年3月31日に環境情報教育課程及び生涯スポーツ芸術課程に在学する者については，改

正後の第2条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成26年10月30日) 

この規程は，平成26年10月30日から施行する。 

附 則(平成26年12月25日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年2月24日) 

1 この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

2 平成28年3月31日に共生社会教育課程，環境教育課程及び芸術課程に在学する者については，

改正後の第2条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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○国立大学法人福岡教育大学学生証取扱規程 

(制定 平成21年3月18日)

改正 平成23年3月22日 平成24年12月28日

平成26年12月25日 平成28年2月24日

平成30年2月8日 令和6年3月15日

令和7年3月5日 

(趣旨) 

第1条 この規程は，国立大学法人福岡教育大学(以下「本学」という。)の学部，大学院，専攻科の学

生，外国人留学生及び教員研修留学生(以下「学生等」という。)に交付する学生証に関する必要な

事項を定めるものとする。 

(学生証の交付) 

第2条 学長は，学生等が入学(編入学，転入学及び再入学を含む。)したとき又は他の課程へ転課程し

たときは，学生証を交付するものとする。 

(学生証の再交付) 

第3条 学生等は，紛失等により学生証の再交付が必要なときは，直ちに再交付の手続きをしなければ

ならない。 

2 前項に定める再交付のうち，紛失，破損を事由とする場合は，再交付手数料を納入しなければなら

ない。 

3 前2項に定めるほか，学生証再交付に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(学生証の返還) 

第4条 学生等は，卒業，修了，退学，その他の事由により学生等の身分を失ったとき又はその有効期

間が満了したときは，直ちに学長に学生証を返還しなければならない。 

(有効期間等) 

第5条 学生証の有効期間は，学部の学生にあっては福岡教育大学学則第29条に規定する修業年限の

期間，大学院の学生にあっては福岡教育大学大学院規則第14条第1項又は第14条の3に規定する修

業年限の期間，専攻科の学生にあっては福岡教育大学専攻科規程第7条に規定する修業年限の期間

及び外国人留学生と教員研修留学生にあっては留学が許可された期間とする。 

2 修業年限の期間を超えて在籍する学生等に係る学生証については，年度ごとに更新する。 

(遵守事項) 

第6条 学生等は，学生証に関し次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 学生等は，学生証を常に携帯し，本学の教職員等からの請求があったときは，提示しなければ

ならない。 

(2) 学生等は，学生証を他人に貸与し，又は譲渡してはならない。 

(事務) 

第7条 学生証に関する事務について，学部，大学院，専攻科の学生にあっては教育支援課において，

外国人留学生と教員研修留学生にあっては連携推進課において処理する。 
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○国立大学法人福岡教育大学学生証取扱規程 

(制定 平成21年3月18日)

改正 平成23年3月22日 平成24年12月28日

平成26年12月25日 平成28年2月24日

平成30年2月8日 令和6年3月15日

令和7年3月5日 

(趣旨) 

第1条 この規程は，国立大学法人福岡教育大学(以下「本学」という。)の学部，大学院，専攻科の学

生，外国人留学生及び教員研修留学生(以下「学生等」という。)に交付する学生証に関する必要な

事項を定めるものとする。 

(学生証の交付) 

第2条 学長は，学生等が入学(編入学，転入学及び再入学を含む。)したとき又は他の課程へ転課程し

たときは，学生証を交付するものとする。 

(学生証の再交付) 

第3条 学生等は，紛失等により学生証の再交付が必要なときは，直ちに再交付の手続きをしなければ

ならない。 

2 前項に定める再交付のうち，紛失，破損を事由とする場合は，再交付手数料を納入しなければなら

ない。 

3 前2項に定めるほか，学生証再交付に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(学生証の返還) 

第4条 学生等は，卒業，修了，退学，その他の事由により学生等の身分を失ったとき又はその有効期

間が満了したときは，直ちに学長に学生証を返還しなければならない。 

(有効期間等) 

第5条 学生証の有効期間は，学部の学生にあっては福岡教育大学学則第29条に規定する修業年限の

期間，大学院の学生にあっては福岡教育大学大学院規則第14条第1項又は第14条の3に規定する修

業年限の期間，専攻科の学生にあっては福岡教育大学専攻科規程第7条に規定する修業年限の期間

及び外国人留学生と教員研修留学生にあっては留学が許可された期間とする。 

2 修業年限の期間を超えて在籍する学生等に係る学生証については，年度ごとに更新する。 

(遵守事項) 

第6条 学生等は，学生証に関し次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 学生等は，学生証を常に携帯し，本学の教職員等からの請求があったときは，提示しなければ

ならない。 

(2) 学生等は，学生証を他人に貸与し，又は譲渡してはならない。 

(事務) 

第7条 学生証に関する事務について，学部，大学院，専攻科の学生にあっては教育支援課において，

外国人留学生と教員研修留学生にあっては連携推進課において処理する。 
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(雑則) 

第8条 この規程に定めるほか，学生証に関し必要な事項は，教務委員会における審議の後，学長が別

に定める。 

附 則 

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。 

2 この規程の施行の際に現に学生証の交付を受けている者については，この規程により交付を受けた

ものとみなす。 

附 則(平成23年3月22日) 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年12月28日) 

この規程は，平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年12月25日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年2月24日) 

この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成30年2月8日) 

この規程は，平成30年2月8日から施行し，平成28年4月1日から適用する。 

附 則(令和6年3月15日) 

この規程は，令和6年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年3月5日) 

この規程は，令和7年4月1日から施行する。 
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学生証再交付に関する手引 

１ 趣旨 

 この手引は，福岡教育大学学生証取扱規程第３条第３項の規定に基づき，学生証の再交

付に関し，必要な事項を定めています。 

２ 再交付の申請 

（１）学生証の紛失・破損を事由として再交付を申請する者は，学生証再交付願（別紙様

式第１号）により，再交付手数料（以下「手数料」という。）を財務企画課の指定する

窓口で納め，教育支援課に願い出ることとします。 

  この場合の手数料は，福岡教育大学授業料その他費用に関する規程別表に掲げる額と

します。 

（２）次に掲げる事由により学生証の再交付を申請する者は，学生証再交付願（別紙様式

第２号）により，教育支援課に願い出ることとします。 

  ①磁気不良  

  ②改氏名による記載事項変更  

  ③その他の事由による学生証の不良 

  

３ 再交付 

（１）再交付を願い出た学生は，学生証再交付願の提出日の翌日（休業日を除く）に教育

支援課にて仮学生証を受け取ることとし，再交付された学生証を受け取るまでは，仮学

生証をもって学生証の代わりとします。     

（２）再交付を申請する者（紛失により申請する者を除く）は，再交付の際に現に有する

学生証を返還することとします。 

（３）紛失により再交付を申請する者は，紛失していた学生証を発見したときは，直ちに

教育支援課に返還することとします。 

 （履歴） 

  平成２３年 ４月 １日作成    令和３年 ７月 １日改正 

  平成２６年１０月 １日改正    令和５年 ８月 １日改正 

令和元年 ８月 ２日改正 

令和元年１０月 １日改正 
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学生証再交付に関する手引 

１ 趣旨 

 この手引は，福岡教育大学学生証取扱規程第３条第３項の規定に基づき，学生証の再交

付に関し，必要な事項を定めています。 

２ 再交付の申請 

（１）学生証の紛失・破損を事由として再交付を申請する者は，学生証再交付願（別紙様

式第１号）により，再交付手数料（以下「手数料」という。）を財務企画課の指定する

窓口で納め，教育支援課に願い出ることとします。 

  この場合の手数料は，福岡教育大学授業料その他費用に関する規程別表に掲げる額と

します。 

（２）次に掲げる事由により学生証の再交付を申請する者は，学生証再交付願（別紙様式

第２号）により，教育支援課に願い出ることとします。 

  ①磁気不良  

  ②改氏名による記載事項変更  

  ③その他の事由による学生証の不良 

  

３ 再交付 

（１）再交付を願い出た学生は，学生証再交付願の提出日の翌日（休業日を除く）に教育

支援課にて仮学生証を受け取ることとし，再交付された学生証を受け取るまでは，仮学

生証をもって学生証の代わりとします。     

（２）再交付を申請する者（紛失により申請する者を除く）は，再交付の際に現に有する

学生証を返還することとします。 

（３）紛失により再交付を申請する者は，紛失していた学生証を発見したときは，直ちに

教育支援課に返還することとします。 

 （履歴） 

  平成２３年 ４月 １日作成    令和３年 ７月 １日改正 

  平成２６年１０月 １日改正    令和５年 ８月 １日改正 

令和元年 ８月 ２日改正 

令和元年１０月 １日改正 
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福教大教支第３６８号 

令和５年３月２４日 

教 育 学 部 長 

事 務 局 長   殿                                                                  

福岡教育大学長 

                                 飯 田 慎 司 

 

特別支援教育教員養成課程特別支援中等教育プログラム所属学生の 

基礎免許教科の決定方法等について（重要通知） 

 

特別支援教育教員養成課程中等教育プログラムに入学する学生の基礎免許教科の決定等について

は，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。 

 

記 

 

１．教育支援課は，合格通知書を発送する際に，特別支援教育教員養成課程中等教育プログラムに合

格した者に対して希望免許教科調査票（別紙様式）及び免許教科決定に関する説明資料等を同封し，

入学手続き時に同調査票を提出させる。 

 

２．教育支援課は，前項により提出された調査票を，速やかに教育・心理・特別支援教育学域（以下、

「特別支援教育担当学域」という。）に引き継ぐ。 

 

３．特別支援教育担当学域は，学生の希望を尊重することを原則とし、調査票に基づき取得を希望す

る免許教科の教育を担当する学域（以下，「受入れ学域」という。）と調整の上、免許教科を決定

する。なお，特定の免許教科の希望人数が１０名を超える場合や，希望免許教科に関して免許取得

が困難であると判断される場合は，調査票及び入学試験の結果等を参考に，第２希望の免許教科へ

変更することができる。 

 

４．特別支援教育担当学域は，結果を入学式前日までに受入れ学域に，また，前期授業開始後２週間

以内に教育支援課にそれぞれ報告する。 

 

５．特別支援教育担当学域及び受入れ学域は，入学後，当該学生に対して履修指導等を適宜行う。 

 

６．在学中，免許取得が困難と判断される学生については，特別支援教育担当学域による免許教科の

変更の指導の上，教科変更後の受入れ学域が必要と認める方法により選考を実施した上で免許教科

の変更を行うことができる。なお、免許教科の変更の時期は、１年次の１０月以降とし、在学期間

中１回限りとする。 

 

７．特別支援教育中等教育プログラムから特別支援教育初等教育プログラム又は特別支援教育初等教

育プログラムから特別支援教育中等教育プログラムへの変更については，福岡教育大学学則第 44

条の規定を準用する。 

 

８．本通知の運用に関して疑義が生じたときは、教育課程編成委員会の審議の後、学長が決定する。 
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福教大教支第７１９号

令和７年１１月１８日

教育学部長

事 務 局 長

福岡教育大学長   

飯田 慎司 

福岡教育大学教育学部第１年次に入学した学生の

既修得単位等の認定について（重要通知）

 福岡教育大学学則（以下「学則」という。）第３４条第４項の規定に基づき，既修

得単位等の認定に関する事項については，下記のとおり取扱うこととしますので，通

知します。

なお，令和５年４月１９日付け福教大教支第３０号「福岡教育大学教育学部第１年

次に入学した学生の既修得単位等の認定について」（重要通知）は廃止します。

記

１ 認定の申請について

（１）既修得単位等の認定を申請できるのは，全開講期の授業科目とする。

（２）既修得単位等の認定を受けようとする者は，次の書類を入学後の授業開始後２

週間以内に，教育支援課に提出しなければならない。ただし，下記③④⑤につい

ては，既修得単位等が本学で修得したものである場合は提出を要しないものとす

る。

①既修得単位等認定申請書（別紙様式）

②既修得科目の授業内容及び授業計画が記載されたシラバス等

③卒業（退学）証明書

④学業成績証明書

⑤学力に関する証明書（必要な場合のみ）

  

２ 認定について

（１）既修得単位等は，授業内容が本学が開設している授業科目と同等のものである

と認められた場合に限り，学則第３４条第３項に定める範囲内で，別表の単位認

定表により，本学において開設している授業科目の単位数で認定する。ただし，

既修得単位数が本学が開設している授業科目の単位数に満たない場合は認定しな

い。

（２）既修得単位等に係る授業科目及び評価の審査は，当該授業科目を担当する学域

等が行う。

（３）前項の審査に当たっては，試験，口頭試問を行うことができる。

（４）認定しようとする授業科目が教育職員免許法施行規則に定める科目のうち，領

殿
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福教大教支第７１９号

令和７年１１月１８日

教育学部長

事 務 局 長

福岡教育大学長   

飯田 慎司 

福岡教育大学教育学部第１年次に入学した学生の

既修得単位等の認定について（重要通知）

 福岡教育大学学則（以下「学則」という。）第３４条第４項の規定に基づき，既修

得単位等の認定に関する事項については，下記のとおり取扱うこととしますので，通

知します。

なお，令和５年４月１９日付け福教大教支第３０号「福岡教育大学教育学部第１年

次に入学した学生の既修得単位等の認定について」（重要通知）は廃止します。

記

１ 認定の申請について

（１）既修得単位等の認定を申請できるのは，全開講期の授業科目とする。

（２）既修得単位等の認定を受けようとする者は，次の書類を入学後の授業開始後２

週間以内に，教育支援課に提出しなければならない。ただし，下記③④⑤につい

ては，既修得単位等が本学で修得したものである場合は提出を要しないものとす

る。

①既修得単位等認定申請書（別紙様式）

②既修得科目の授業内容及び授業計画が記載されたシラバス等

③卒業（退学）証明書

④学業成績証明書

⑤学力に関する証明書（必要な場合のみ）

  

２ 認定について

（１）既修得単位等は，授業内容が本学が開設している授業科目と同等のものである

と認められた場合に限り，学則第３４条第３項に定める範囲内で，別表の単位認

定表により，本学において開設している授業科目の単位数で認定する。ただし，

既修得単位数が本学が開設している授業科目の単位数に満たない場合は認定しな

い。

（２）既修得単位等に係る授業科目及び評価の審査は，当該授業科目を担当する学域

等が行う。

（３）前項の審査に当たっては，試験，口頭試問を行うことができる。

（４）認定しようとする授業科目が教育職員免許法施行規則に定める科目のうち，領

殿
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域に関する専門的事項に関する科目及び教科に関する専門的事項に関する科目以

外の科目である場合は，本学と同一の課程認定を有する学部で修得した単位に限

り認定するものとする。

（５）既修得単位等の認定は，教務委員会の審議の後，学長が決定する。

３ 通知について

学長は，既修得単位等の認定を受けた者に対し，既修得単位等認定通知書を交付

するものとする。

４ 評価について

既修得単位の認定を受けた科目については，秀，優，良又は可等の評語に加え「認

定」と表示する。

５ 受講登録の取消しについて

認定を申請した授業科目のうち，Ⅰ期において受講登録した科目については，当

該科目の認定を受けた後，すみやかにその科目の受講登録の取り消しをしなければ

ならない。 

   

269



別表（記２関係）

単 位 認 定 表

科目区分 分 野 本学の単位数 認定可能単位数

教養教育科目 大学教育基礎科目 ６ ６

教 養 科 目 １２ １２

外国語科目 ４（８） ４（８）

保健体育科目 ２ ２

教職科目

・

教科指導科目

・

プログラム専門科目

５３～８７ ３６（３２）

合 計 ７７～１１１ ６０

注：（ ）書きの数字は，中等教育教員養成課程中等教育プログラム英語専攻の

単位数を示す。
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別表（記２関係）

単 位 認 定 表

科目区分 分 野 本学の単位数 認定可能単位数

教養教育科目 大学教育基礎科目 ６ ６

教 養 科 目 １２ １２

外国語科目 ４（８） ４（８）

保健体育科目 ２ ２

教職科目

・

教科指導科目

・

プログラム専門科目

５３～８７ ３６（３２）

合 計 ７７～１１１ ６０

注：（ ）書きの数字は，中等教育教員養成課程中等教育プログラム英語専攻の

単位数を示す。
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別紙様式

既 修 得 単 位 等 認 定 申 請 書

                             年  月  日

福岡教育大学長 殿

入 学 年 度：

課 程 等：

学 籍 番 号：

氏     名：

    大学又は短期大学等で修得した下記単位を学則第３４条に定める

   単位として認定していただきたく，所定の書類を添えて申請します。

                                  
記

大学又は短期大学等で修得した

 科目・単位

 本学の単位として認定を受けよう

 とする科目・単位

授 業 科 目 名 単 位 評 価 科目区分 授 業 科 目 名 単 位

計 計
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福教大教支第１号

令和４年４月１日

教育学部長

事 務 局 長  殿

福岡教育大学長

飯田 慎司

大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める

学修に係る単位の認定について（重要通知） 

 福岡教育大学学則第３３条及び第３４条第２項の規定に基づき，大学以外の教育施設等における

学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定については，下記のとおり取扱うこととし

ますので，通知します。

 なお，平成３１年４月１日付け福教大教支第５８４号「大学以外の教育施設等における学修の

うち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定について」(重要通知)は，廃止します。

記

１ 単位を認定することができる範囲等

（１）本学が教育上有益と認め，本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定すること

ができる学修は，別表に定めるものとする。なお，学修の審査は，当該学修に対応する授

業科目を担当する学域等からの申請に基づき，教務委員会で審議する。

（２）前項により単位認定を申請することができる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

し，申請する場合は，大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書（別紙様

式）に合格証書等の写しを添え，教育支援課に提出するものとする。

（ア） 本学入学（再入学，編入学及び転入学を含む。）前に，前項に定める学修に合し

た者

（イ） 本学在学中に，前項に定める学修に合格した者

（３）前項により単位認定の申請に基づき，本学において履修したとみなす授業科目及び認定

する単位数は，別表のとおりとする。

２ 単位認定

この通知に係る単位の認定は，教務委員会の審議の後，学長が決定する。

３ 評価

本学が履修したとみなす授業科目の成績の評価は，秀，優，良又は可等の評語に替えて「検定」

で表示する。
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福教大教支第１号

令和４年４月１日

教育学部長

事 務 局 長  殿

福岡教育大学長

飯田 慎司

大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める

学修に係る単位の認定について（重要通知） 

 福岡教育大学学則第３３条及び第３４条第２項の規定に基づき，大学以外の教育施設等における

学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定については，下記のとおり取扱うこととし

ますので，通知します。

 なお，平成３１年４月１日付け福教大教支第５８４号「大学以外の教育施設等における学修の

うち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定について」(重要通知)は，廃止します。

記

１ 単位を認定することができる範囲等

（１）本学が教育上有益と認め，本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定すること

ができる学修は，別表に定めるものとする。なお，学修の審査は，当該学修に対応する授

業科目を担当する学域等からの申請に基づき，教務委員会で審議する。

（２）前項により単位認定を申請することができる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

し，申請する場合は，大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書（別紙様

式）に合格証書等の写しを添え，教育支援課に提出するものとする。

（ア） 本学入学（再入学，編入学及び転入学を含む。）前に，前項に定める学修に合し

た者

（イ） 本学在学中に，前項に定める学修に合格した者

（３）前項により単位認定の申請に基づき，本学において履修したとみなす授業科目及び認定

する単位数は，別表のとおりとする。

２ 単位認定

この通知に係る単位の認定は，教務委員会の審議の後，学長が決定する。

３ 評価

本学が履修したとみなす授業科目の成績の評価は，秀，優，良又は可等の評語に替えて「検定」

で表示する。
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別表（記１（１）関係）

         単位を認定することができる学修の範囲等

学 修 の 種 類 及 び 級 本学授業科目 単位数の限度 備   考

実用英語技能検定準１級以上 英   語 ２単位 注１．左記検定

のうち，いずれ
か一つについて

単位認定する。

ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ）６１点以上 英   語 ２単位

ＴＯＥＩＣ６４０点以上 英   語 ２単位

ドイツ語技能検定試験３級以上 ド イ ツ 語 ２単位

中国語検定試験３級以上 中 国 語 ２単位

注１に同じ。実用中国語技能検定試験３級以上 中 国 語 ２単位

ＨＳＫ（漢語水平考試）４級以上 中 国 語 ２単位

韓国語能力検定試験３級以上 ハ ン グ ル ２単位
注１に同じ。

「ハングル」能力検定試験３級以上 ハ ン グ ル ２単位

実用フランス語技能検定３級以上 フランス語 ２単位

全国高等学校家庭科被服製作技術検定１級 被服構成学実習 １単位

全国高等学校家庭科食物調理技術検定１級 調理実習応用 １単位

※  外国語科目については，下記の科目の単位として認定することができる。

（その他外国語科目とはドイツ語，フランス語，中国語，ハングルのことを指す。）

区分 平成２８年度以降の入学生 平成２５年度～２７年度の入学生

外
国
語
科
目

英
語

英語（コミュニケーション）

英語（総合）

英語（発展）Ａ（平成２８年度入学者は除く）

英語（発展）Ｂ（平成２８年度入学者は除く）

コミュニカティブ・イングリッシュ

コンプリヘンシブ・イングリッシュⅠ

コンプリヘンシブ・イングリッシュⅡ

英語演習Ａ

英語演習Ｂ

英語演習Ｃ

英語演習Ｄ

そ
の
他
外
国
語
科
目

１

２（コミュニケーション）

３（応用）Ａ（平成２８年度入学者は除く）

４（応用）Ｂ（平成２８年度入学者は除く）

Ⅰ

Ⅱ（コミュニケーションを含む）

Ⅲ（コミュニケーションを含む）

Ⅳ

※その他外国語科目のⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの前にはそれぞれの言語名が入る。
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福教大教支第９９９号 

令 和８年３月９日 

 

教育学部長 

事 務 局 長  殿 

 

福岡教育大学長 

飯田 慎司 

 

海外における語学研修にかかる単位認定に関する取扱いについて（重要通知） 
 
福岡教育大学教育学部履修規程第１８条の規定に基づき，海外における語学研修に係る単位の

認定については，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。 

なお，令和４年４月１日付け福教大教支第２号「海外における語学研修にかかる単位認定に関

する取扱いについて」（重要通知）は，廃止します。 

 

記 
 
１ 趣旨 

国際化の進展に伴い，学生の海外における語学研修（以下「語学研修」という。）の機会が

増えつつある。大きな教育効果が期待できる語学研修について，福岡教育大学（以下「本学」

という。）の授業科目として認定を行う。 
  
２ 対象となる語学研修等 

（１）本学が教育上有益と認め，本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定するこ

とができる語学研修は，大学など公的機関における語学研修で，修了認定証もしくは能力

認定証等の証明書が発行されるもので，本学の当該外国語担当学域がその語学研修内容を

十分に把握できるものであること。 
 （２）上記の語学研修については，教務委員会で承認されたものであること。 

   
３ 認定することができる本学の授業科目 

本学において履修したとみなす授業科目は，「海外語学研修」（２単位）とし，自由選択

単位として認定する。 
  
４ 単位認定の申請 

（１）単位認定の対象となる語学研修に参加する者は，事前に教育支援課に届け出るものと

する。 
（２）単位認定を申請する者は，単位認定申請書（別紙様式）に修了認定証等の写しを添え，

当該語学研修終了後、直近の学期の授業開始後１週間以内に教育支援課に提出するもの

とする。 
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福教大教支第９９９号 

令 和８年３月９日 

 

教育学部長 

事 務 局 長  殿 

 

福岡教育大学長 

飯田 慎司 

 

海外における語学研修にかかる単位認定に関する取扱いについて（重要通知） 
 
福岡教育大学教育学部履修規程第１８条の規定に基づき，海外における語学研修に係る単位の

認定については，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。 

なお，令和４年４月１日付け福教大教支第２号「海外における語学研修にかかる単位認定に関

する取扱いについて」（重要通知）は，廃止します。 

 

記 
 
１ 趣旨 

国際化の進展に伴い，学生の海外における語学研修（以下「語学研修」という。）の機会が

増えつつある。大きな教育効果が期待できる語学研修について，福岡教育大学（以下「本学」

という。）の授業科目として認定を行う。 
  
２ 対象となる語学研修等 

（１）本学が教育上有益と認め，本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定するこ

とができる語学研修は，大学など公的機関における語学研修で，修了認定証もしくは能力

認定証等の証明書が発行されるもので，本学の当該外国語担当学域がその語学研修内容を

十分に把握できるものであること。 
 （２）上記の語学研修については，教務委員会で承認されたものであること。 

   
３ 認定することができる本学の授業科目 

本学において履修したとみなす授業科目は，「海外語学研修」（２単位）とし，自由選択

単位として認定する。 
  
４ 単位認定の申請 

（１）単位認定の対象となる語学研修に参加する者は，事前に教育支援課に届け出るものと

する。 
（２）単位認定を申請する者は，単位認定申請書（別紙様式）に修了認定証等の写しを添え，

当該語学研修終了後、直近の学期の授業開始後１週間以内に教育支援課に提出するもの

とする。 
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  ５ 単位の認定等 

（１）この通知に係る単位の認定は，当該外国語担当学域における審査を経て，教務委

員会の審議の後,学長が決定する。 
    （２）本学において履修したとみなす授業科目の成績の評価は，秀，優，良又は可等の

評語に替えて「認定」で表示する。   
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福教大教支第６４５号 

令和７年１０月２３日 

教育学部長 

教育学研究科長 殿 

事 務 局 長 

 

福岡教育大学長 

飯田 慎司 

 

 

福岡教育大学教育学部学生に係る教職大学院の先取り履修 

 に関する取り扱いについて（重要通知） 

 

 

福岡教育大学（以下「本学」という。）の教育学部に在籍する学生が、本学教育学研究科

専門職学位課程教職実践専攻（以下「教職大学院」という。）で開設する授業科目を履修す

ること（以下「先取り履修」という。）に関して、下記のとおり取扱うこととしますので、

通知します。 

 

記 

 

１ 目的 

先取り履修は、学業優秀な学部学生に対し、早期に教職大学院で開設している授業科

目を履修する機会を提供し、高度な教職大学院教育に触れさせることで、学生の学修意

欲の向上及び教職大学院における円滑な学修を図るとともに、高度な専門職業人の養成

に資することを目的とする。 

 

２ 履修資格 

先取りができる者(以下「先取り履修生」という。)は、次の各号のすべてに該当し、

かつ本重要通知の規定するところにより履修を認められた者とする。 

（１）学業優秀な本学学部学生で、先取り履修を行う年度において卒業見込みの者 

（２）教職大学院への進学を志望し、かつ、教員をめざす強い意志を有する者 

 

３ 履修期間、履修科目及び単位の上限 

先取り履修生は、卒業予定年度の 1年間を履修期間とし、教職大学院の授業科目のう

ち「共通科目」の必修科目の中から履修することができる。 

なお、それぞれの授業科目について十分な学修時間を確保することができるよう、先

取り履修による登録単位は、福岡教育大学教育学部履修規程第 12 条に定める履修科目登

録単位数の上限の算出に含めることとする。 
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４ 申請手続 

先取りを希望し申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の期日まで

に、次の各号に掲げる書類を、教育学研究科長(以下「研究科長」という。)へ提出しな

ければならない。 

（１）教職大学院先取り履修願書 

（２）その他本学が必要と認める書類 

 

５ 先取りの許可 

研究科長は、本学大学院教育学研究科教職実践専攻会議の議を経て、申請のあった先

取り履修を許可するか否かを決定し、申請者に選考結果を通知する。 

 

６ 先取り履修の取り消し 

研究科長は、先取り履修生が学業成績不振等のため、許可された先取り履修の期間内

の卒業の見込みがなくなった場合、または学修状況が著しく不良であると認められる場

合、その他先取り履修を継続することが不適当と判断される場合は、本学大学院教育学

研究科教職実践専攻会議の議を経て、先取りの許可を取り消すことができる。 

 

７ 修得した単位の取り扱い 

先取りにより修得した授業科目の単位は、本学教職大学院へ入学した場合に限り、

「福岡教育大学大学院既修得単位等の認定について（重要通知）」の規定するところに

より、当該学生の申請に基づき、入学前の既修得単位として教職大学院の修了要件単位

として認定する。なお、先取りにより修得した授業科目の単位は、学部卒業要件単位に

は算入しない。 

 

８ 授業料 

先取り履修生が履修する教職大学院の授業科目に係る授業料は、徴収しない。 
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４ 申請手続 

先取りを希望し申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の期日まで

に、次の各号に掲げる書類を、教育学研究科長(以下「研究科長」という。)へ提出しな

ければならない。 

（１）教職大学院先取り履修願書 

（２）その他本学が必要と認める書類 

 

５ 先取りの許可 

研究科長は、本学大学院教育学研究科教職実践専攻会議の議を経て、申請のあった先

取り履修を許可するか否かを決定し、申請者に選考結果を通知する。 

 

６ 先取り履修の取り消し 

研究科長は、先取り履修生が学業成績不振等のため、許可された先取り履修の期間内

の卒業の見込みがなくなった場合、または学修状況が著しく不良であると認められる場

合、その他先取り履修を継続することが不適当と判断される場合は、本学大学院教育学

研究科教職実践専攻会議の議を経て、先取りの許可を取り消すことができる。 

 

７ 修得した単位の取り扱い 

先取りにより修得した授業科目の単位は、本学教職大学院へ入学した場合に限り、

「福岡教育大学大学院既修得単位等の認定について（重要通知）」の規定するところに

より、当該学生の申請に基づき、入学前の既修得単位として教職大学院の修了要件単位

として認定する。なお、先取りにより修得した授業科目の単位は、学部卒業要件単位に

は算入しない。 

 

８ 授業料 

先取り履修生が履修する教職大学院の授業科目に係る授業料は、徴収しない。 
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福教大教支第４号 
令和５年４月１日 

教育学部長  

事務局長  殿 
  
                                              福岡教育大学長 

                                                飯 田  慎 司 
 

福岡教育大学教育学部履修基準の特例措置の取扱いについて（重要通知） 
 
 福岡教育大学教育学部履修規程第１８条の規定に基づき，入学後に発生又は発見された精神的，

身体的理由により，卒業要件単位としての教育実習の履修が困難であると認められる者を救済する

ための履修基準の特例措置（以下「特例措置」という。）については，下記のとおり取扱うこととし

ますので，通知します。 

なお，平成３０年１０月２３日付け福教大教支第３６６号「福岡教育大学教育学部履修基準の特

例措置の取扱いについて（重要通知）」は，廃止します。 

 
記 

 
１ 特例措置 

教育実習の履修が困難であると認められた者については，特例措置を適用し，教育実習を免除す

ることができる。この場合において教育実習の単位は，教職科目，プログラム専門科目又は教科指

導科目の単位をもって，代えることができる。 
 
２ 出願方法 

特例措置の適用を受けようとする者は，次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。 
（１）願書（本人，保証人連署のもの）（別紙１号様式） 
（２）指導教員又は担任の意見書（別紙２号様式） 
（３）医師の診断書又は健康科学センタ－医師の意見書（別紙３号様式） 
 
３ 審議・決定 

特例措置の適用の可否については，まず，学校における実習及び体験活動委員会で検討し，その

結果を参考に，記１に規定する科目の指定とともに，教務委員会が審議を行う。教務委員会の審議

の後，学長が決定する。 
 

４ 教育職員免許状について 

この取扱いによる特例措置の適用を受けた者は，卒業時に教育職員免許状の授与申請はできない。 
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福教大教支第２２８号 
令和元年７月１９日 

教育学部長 殿 
事務局長  殿 

                                              福岡教育大学長 
                                                    櫻 井 孝 俊 

 
福岡教育大学教育学部特例措置による教育実習履修方法の取扱いについて 

（重要通知） 
 
 福岡教育大学教育学部履修規程第１８条の規定に基づき，教育職員免許法施行規則第

６条に規定する普通免許状を取得するための教育実習を特別支援学校等において実施す

る場合は，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。 

 なお，平成２９年１月５日付け福教大教支第５７８号「福岡教育大学教育学部特例措

置による教育実習履修方法の取扱いについて」（重要通知）は，廃止します。 

 
記 

 

１ 実習方法 

教育職員免許法施行規則第６条に規定する普通免許状を取得するための教育実習に

ついては，特別支援学校の幼稚部，小学部，中学部，高等部，若しくは小学校，中学

校の特別支援学級において実施する。 
 
２ 出願方法 

特別の事情により特別支援学校等において教育実習を受けようとする者は，指導教

員又は担任の合意を得て，次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。 
（１）願書（別紙１号様式） 
（２）指導教員又は担任の意見書（別紙２号様式） 

 
３ 審議・決定 

特例措置の適用の可否は，出願後，学校における実習及び体験活動委員会の審議の

後，学長が決定する。なお，学校における実習及び体験活動委員会の審議にあたって

は，健康科学センタ－医師に所見(別紙３号様式)を求めるものとする。 
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福教大教支第２２８号 
令和元年７月１９日 

教育学部長 殿 
事務局長  殿 

                                              福岡教育大学長 
                                                    櫻 井 孝 俊 

 
福岡教育大学教育学部特例措置による教育実習履修方法の取扱いについて 

（重要通知） 
 
 福岡教育大学教育学部履修規程第１８条の規定に基づき，教育職員免許法施行規則第

６条に規定する普通免許状を取得するための教育実習を特別支援学校等において実施す

る場合は，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。 

 なお，平成２９年１月５日付け福教大教支第５７８号「福岡教育大学教育学部特例措

置による教育実習履修方法の取扱いについて」（重要通知）は，廃止します。 

 
記 

 

１ 実習方法 

教育職員免許法施行規則第６条に規定する普通免許状を取得するための教育実習に

ついては，特別支援学校の幼稚部，小学部，中学部，高等部，若しくは小学校，中学

校の特別支援学級において実施する。 
 
２ 出願方法 

特別の事情により特別支援学校等において教育実習を受けようとする者は，指導教

員又は担任の合意を得て，次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。 
（１）願書（別紙１号様式） 
（２）指導教員又は担任の意見書（別紙２号様式） 

 
３ 審議・決定 

特例措置の適用の可否は，出願後，学校における実習及び体験活動委員会の審議の

後，学長が決定する。なお，学校における実習及び体験活動委員会の審議にあたって

は，健康科学センタ－医師に所見(別紙３号様式)を求めるものとする。 
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福教大教支第１６号

令和５年４月１日

教育学部長

事 務 局 長

福岡教育大学長

飯田 慎司

福岡教育大学教育学部学生の転課程等に関する取扱いについて（重要通知）

福岡教育大学学則第４４条第２項の規定に基づき，学生の転課程，転専攻（以下

「転課程等」という。）に関する事項については，下記のとおり取扱うこととします

ので，通知します。

なお，令和４年４月１日付け福教大教支第５号「福岡教育大学教育学部学生の転課

程等に関する取扱いについて（重要通知）」は，廃止します。

記

１ 転課程等の時期

転課程等の時期は，３年次以降の４月とし，在学期間中１回限りとする。

２ 転課程等の制限

転課程等の希望先は，制限を設けない。

３ 受入れ人数

受入れ人数は，欠員の有無にかかわらず，課程，専攻の学生定員の１割程度まで

とし，受入れ課程等を担当する学域等（以下「学域等」という。）の判断・決定に

委ねるものとする。

４ 申請期間

転課程等を希望する学生は，２年次以降の１０月１日から１１月２０日までに指

導教員又はクラス担任の確認を受けて，別紙様式の「転課程等願」を教育支援課に

提出しなければならない。

５ 申請に伴う事務手続き

教育支援課は，「転課程等願」が提出されたときは，速やかに願い出た学生の所

属課程等を担当する学域の学域長に通知し，受入れ学域の学域長等に「転課程等願」

を送付しなければならない。

殿
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６ 選考期限等

受入れ学域等は，学域等が必要と認める方法により選考を実施し，学域の学域長

等は，選考結果を１月３１日までに教育支援課へ報告しなければならない。なお，

選考結果が「否」の場合は，その理由を添えて報告するものとする。

７ 転課程等の決定

転課程等は，受入れ学域等から提出された選考結果報告により，教務委員会の審

議の後，学長が決定する。

８ 単位認定

転課程等に伴う既修得単位の読替措置による単位認定については，当該科目を開

設する学域等の審査結果により，教務委員会の審議の後，学長が決定する。

９ 転課程等の特例

身体の障害等特別の事由が生じ，所属課程等での履修が困難になった学生につい

ては，別途考慮する。

１０ 疑義の審議

本通知の運用に関して疑義が生じたときは，教務委員会の審議の後，学長が決定

する。

１１ この通知に定める日が土曜日の場合はその前日，日曜日の場合はその前々日

とする。
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６ 選考期限等

受入れ学域等は，学域等が必要と認める方法により選考を実施し，学域の学域長

等は，選考結果を１月３１日までに教育支援課へ報告しなければならない。なお，

選考結果が「否」の場合は，その理由を添えて報告するものとする。

７ 転課程等の決定

転課程等は，受入れ学域等から提出された選考結果報告により，教務委員会の審

議の後，学長が決定する。

８ 単位認定

転課程等に伴う既修得単位の読替措置による単位認定については，当該科目を開

設する学域等の審査結果により，教務委員会の審議の後，学長が決定する。

９ 転課程等の特例

身体の障害等特別の事由が生じ，所属課程等での履修が困難になった学生につい

ては，別途考慮する。

１０ 疑義の審議

本通知の運用に関して疑義が生じたときは，教務委員会の審議の後，学長が決定

する。

１１ この通知に定める日が土曜日の場合はその前日，日曜日の場合はその前々日

とする。
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福岡教育大学休学，復学，退学，転学及び他大学受験に関する手引 

 

１ 趣旨 

 この手引は，福岡教育大学学則（以下「学則」）第３８条，第３９条，第４

０条及び第４２条に定める休学，復学，退学，転学の手続きに関し，必要な事

項を定めています。  

 

２ 休学，退学及び復学の手続 

 学則第３８条及び第４０条の規定により休学，退学を希望する者，また学則

第３９条の規定により復学を希望する者は，次の手続きを行います。 

  

 （１）教育支援課で休学願（別紙様式１），退学願（別紙様式２），復学願

（別紙様式３）のうち，必要な様式を受領します。 

 （２）受領した様式に指導教員又はクラス担任の確認・意見書等，必要事項

を記載の上，教育支援課へ提出します。 

 

３ 休学，退学及び復学の許可通知 

休学，退学及び復学が許可された場合，許可通知を学生又は保証人宛てに送

付します。 

 

４ 転学及び他大学受験の手続  

 学則第４２条の規定により転学を希望する者，また他大学の編入学試験，転

入学試験及び入学試験に応じようとする者は，次の手続きを行います。  

 

 （１）教育支援課で受験届（別紙様式４）を受領します。 

 （２）受験届に指導教員又はクラス担任の確認等，必要事項を記載の上，当

該試験を受験する前に教育支援課へ提出します。 

  （３）他大学の編入学試験，転入学試験及び入学試験に合格した場合は，速や

かに退学等手続きを行うこととします。 

 

 

 （履歴） 

   平成２３年 ４月 １日作成 

   平成２４年１１月１９日改定 

   平成３１年 ４月 １日改定 

   令和 元年１０月２１日改定 
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○福岡教育大学教育学部再入学取扱規程 

(制定 平成16年4月1日)

改正 平成17年5月19日 平成23年3月22日

平成26年12月25日 平成28年2月24日

(趣旨) 

第1条 この規程は，福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第25条の規定に基づき，再入学の

取扱いについて定めるものとする。 

(定義) 

第2条 再入学を出願できる者は，学則第25条の規定により，本学を退学した者又は授業料未納に

より除籍された者とする。 

2 再入学の出願期限は，退学又は除籍後2年以内とする。 

3 再入学を出願できる課程等は，原則として，退学又は除籍時に在籍した同一の課程等とする。 

4 再入学は1回に限りこれを認める。 

(再入学の時期) 

第3条 再入学の時期は，学期の始めとする。 

(出願手続) 

第4条 再入学を希望する者は，次の書類に所定の検定料を添えて，学期の始まる30日前までに願

い出なければならない。 

(1) 再入学願書 

(2) 再入学調査書 

(3) 健康診断書 

(4) 退学・除籍前の成績証明書 

(選考方法) 

第5条 再入学は，教務委員会において第4条に規定する書類の審査及び面接（口頭試験を含む。）

等により審査し，授業に支障がなく修学上差支えないと認めた者について教育学部教授会におけ

る審議の後，学長が決定する。 

(許可) 

第6条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の手続きをするとともに入学料を納付

しなければならない。 

2 学長は，前項の手続きを完了した者に再入学を許可する。 

(既修得単位の認定) 

第7条 再入学者が退学又は除籍以前に修得した単位は，再入学後に修得した単位と通算する。 

2 前項の規定にかかわらず，授業料未納学期の単位は，認定しない。 

(修業年限及び在学年限) 

第8条 再入学者の修業年限は，退学又は除籍以前の修業年数を通算して4年とする。 

2 前項にかかわらず，授業料未納学期については，修業年数及び在学年数に算入せず休学期間とみ

なす。 
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○福岡教育大学教育学部再入学取扱規程 

(制定 平成16年4月1日)

改正 平成17年5月19日 平成23年3月22日

平成26年12月25日 平成28年2月24日

(趣旨) 

第1条 この規程は，福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第25条の規定に基づき，再入学の

取扱いについて定めるものとする。 

(定義) 

第2条 再入学を出願できる者は，学則第25条の規定により，本学を退学した者又は授業料未納に

より除籍された者とする。 

2 再入学の出願期限は，退学又は除籍後2年以内とする。 

3 再入学を出願できる課程等は，原則として，退学又は除籍時に在籍した同一の課程等とする。 

4 再入学は1回に限りこれを認める。 

(再入学の時期) 

第3条 再入学の時期は，学期の始めとする。 

(出願手続) 

第4条 再入学を希望する者は，次の書類に所定の検定料を添えて，学期の始まる30日前までに願

い出なければならない。 

(1) 再入学願書 

(2) 再入学調査書 

(3) 健康診断書 

(4) 退学・除籍前の成績証明書 

(選考方法) 

第5条 再入学は，教務委員会において第4条に規定する書類の審査及び面接（口頭試験を含む。）

等により審査し，授業に支障がなく修学上差支えないと認めた者について教育学部教授会におけ

る審議の後，学長が決定する。 

(許可) 

第6条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の手続きをするとともに入学料を納付

しなければならない。 

2 学長は，前項の手続きを完了した者に再入学を許可する。 

(既修得単位の認定) 

第7条 再入学者が退学又は除籍以前に修得した単位は，再入学後に修得した単位と通算する。 

2 前項の規定にかかわらず，授業料未納学期の単位は，認定しない。 

(修業年限及び在学年限) 

第8条 再入学者の修業年限は，退学又は除籍以前の修業年数を通算して4年とする。 

2 前項にかかわらず，授業料未納学期については，修業年数及び在学年数に算入せず休学期間とみ

なす。 
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3 在学年限は，退学又は除籍以前の在学年数を含めて，3年次への進級前については4年，3年次へ

の進級後については4年とする。 

(事務) 

第9条 再入学の取扱いに関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 

第10条 この規程に定めるもののほか，再入学の取扱いに関し必要な事項は，学長が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成17年5月19日) 

この規程は，平成17年5月19日から施行し，平成17年4月1日から適用する。 

附 則(平成23年3月22日) 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年12月25日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年2月24日) 

1 この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

2 第2条にかかわらず，この規程の改正前の共生社会教育課程，環境教育課程及び芸術課程に在学

していた者の再入学については，平成28年度については2年次以上，平成29年度については3

年次以上，平成30年度については4年次の再入学について認めるものとする。 
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○福岡教育大学教育学部研究生規程 

(制定 平成16年4月1日)

改正 平成17年2月17日 平成19年3月22日

平成23年3月22日 平成26年12月25日

平成31年2月28日 令和2年1月23日

令和4年3月30日

(趣旨) 

第1条 福岡教育大学学則第56条に規定する研究生(以下「研究生」という。)については，この規程

の定めるところによる。 

(入学資格) 

第2条 研究生として許可すべき者は，大学2年修了以上の学力を有する者につき，研究の指導を受け

ようとする教員が所属する学域等において，書類審査及び面接試験等により選考を行った後，その

結果を教育学部長へ提出し，教育学部教授会における審議の後，学長が決定する。ただし，国及び

地方公共団体から派遣される者については，書類審査及び面接試験等を免除することができる。 

(出願手続) 

第3条 研究生を志願する者は，本学所定の願書及び調書に検定料を添えて学長に願い出なければなら

ない。 

(出願期限) 

第4条 研究生の出願期限は，原則として前期は3月10日，後期は9月10日とする。 

(入学の時期) 

第5条 研究生の入学時期は，原則として学年又は学期の始めとする。 

(研究期間) 

第6条 研究期間は，原則として1年又は6月とする。ただし，更に研究を継続しようとするときは，

本学所定の願書により，学長に願い出なければならない。 

(検定料，入学料及び授業料) 

第7条 研究生の検定料，入学料及び授業料の額は，本学が別に定める額とする。 

2 研究生として許可された者は，本学指定の期日までに前項に定める額の入学料を納付しなければな

らない。 

3 授業料は，3ケ月分ごとに前納しなければならない。 

4 納付した検定料，入学料及び授業料は，いかなる事由があっても還付しない。 

(授業料等免除) 

第8条 研究生には，授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いはしない。 

2 前項の規定にかかわらず，第15条第3号の規定により除籍となった者の未納授業料は，免除するも

のとする。 

(経費) 

第9条 研究に要する実費は，研究生の負担とする。 
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○福岡教育大学教育学部研究生規程 

(制定 平成16年4月1日)

改正 平成17年2月17日 平成19年3月22日

平成23年3月22日 平成26年12月25日

平成31年2月28日 令和2年1月23日

令和4年3月30日

(趣旨) 

第1条 福岡教育大学学則第56条に規定する研究生(以下「研究生」という。)については，この規程

の定めるところによる。 

(入学資格) 

第2条 研究生として許可すべき者は，大学2年修了以上の学力を有する者につき，研究の指導を受け

ようとする教員が所属する学域等において，書類審査及び面接試験等により選考を行った後，その

結果を教育学部長へ提出し，教育学部教授会における審議の後，学長が決定する。ただし，国及び

地方公共団体から派遣される者については，書類審査及び面接試験等を免除することができる。 

(出願手続) 

第3条 研究生を志願する者は，本学所定の願書及び調書に検定料を添えて学長に願い出なければなら

ない。 

(出願期限) 

第4条 研究生の出願期限は，原則として前期は3月10日，後期は9月10日とする。 

(入学の時期) 

第5条 研究生の入学時期は，原則として学年又は学期の始めとする。 

(研究期間) 

第6条 研究期間は，原則として1年又は6月とする。ただし，更に研究を継続しようとするときは，

本学所定の願書により，学長に願い出なければならない。 

(検定料，入学料及び授業料) 

第7条 研究生の検定料，入学料及び授業料の額は，本学が別に定める額とする。 

2 研究生として許可された者は，本学指定の期日までに前項に定める額の入学料を納付しなければな

らない。 

3 授業料は，3ケ月分ごとに前納しなければならない。 

4 納付した検定料，入学料及び授業料は，いかなる事由があっても還付しない。 

(授業料等免除) 

第8条 研究生には，授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いはしない。 

2 前項の規定にかかわらず，第15条第3号の規定により除籍となった者の未納授業料は，免除するも

のとする。 

(経費) 

第9条 研究に要する実費は，研究生の負担とする。 
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(研究報告) 

第10条 研究生は，所定の研究が修了したときは研究報告書等により研究の成果を，指導教員に提出

しなければならない。 

(修了認定) 

第11条 所定の研究を修了した研究生の修了認定は，研究生研究結果報告書(別紙様式第1号)に基づ

き教育学部教授会における審議の後，学長が行う。 

(修了証書) 

第12条 修了認定を受けた研究生には，学長が研究修了証書(別紙様式第2号)を授与する。 

(単位の授与) 

第13条 学長は，研究生で相当の研究があると認められた者に対しては，教育学部教授会における審

議の後，単位を授与することができる。 

(研究の中止) 

第14条 研究生が研究を中止しようとするときは，学長に願い出なければならない。 

(除籍) 

第15条 研究生が，次の各号の一に該当するときは，教育学部教授会における審議の後，学長が除籍

する。 

(1) 本学の規則に違反したとき。 

(2) 長期にわたり欠席し又は成業の見込みがないと認められたとき。 

(3) 授業料の納付を怠り督促してもなお納付しなかったとき。 

(4) 死亡したとき。 

(5) 行方不明の届出があったとき。 

(事務) 

第16条 研究生の取扱いに関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 

第17条 この規程に定めるもののほか，研究生に関し必要な事項は，学則に定める規定を準用する。

ただし，これによりがたい場合は，学長又は教育学部長が別に定める。 

(雑則) 

第18条 この規程に定める日が土曜日の場合はその前日，日曜日の場合はその前々日とする。 

 

 

 （略） 

附 則(令和4年3月30日) 

この規程は，令和4年4月1日から施行する。 
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○福岡教育大学教育学部科目等履修生規程 
(制定 平成 16年 4月 1日)

改正 平成 19 年 3月 7 日 平成 23 年 3月 22 日

平成 26 年 12 月 25 日
 

  
  （趣旨） 
第１条 福岡教育大学学則第５７条に規定する科目等履修生（以下「科目等履修生」 という。）

については，この規程に定めるところによる。 
  （入学資格） 
第２条 科目等履修生の入学資格は，高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者

とする。ただし，教員免許状の取得を目的とする場合の入学資格については，別途定める。 
  （出願手続） 
第３条 科目等履修生を志願する者は，各学期の出願期限までに，次の書類に検定料を添えて学長

に願い出なければならない。 
（１）願書（本学所定のもの） 
（２）履歴書（本学所定のもの） 
（３）健康診断書 
（４）最終学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書 
（５）現に勤務している者，本学の専攻科又は大学院等に在籍している者及び他大学の専攻科又は

大学院等に在籍している者は，所属長の承諾書 
（６）普通免許状を有する者は，免許状の写し 
  （出願期限） 
第４条 科目等履修生の出願期限は，原則として前期は３月１０日，後期は９月１０日とする。 
  （履修制限） 
第５条 科目等履修生が１学期間に履修できる単位は，１０単位以内とする。ただし，本学及び他

大学の専攻科又は大学院等に在籍している者は，教員免許状又は資格を取得しようとする場合

のみ科目等履修生として履修でき，１学期間に履修できる単位は，４単位以内とする。 
  （入学者の選考） 
第６条 科目等履修生は，履修しようとする授業科目につき審査のうえ，相当の学力があると認め

た者について，教育学部教授会における審議の後，学長が決定する。 
  （検定料，入学料及び授業料） 
第７条 科目等履修生の検定料，入学料及び授業料の額は，本学が別に定める額とする。 
２ 科目等履修生として許可された者は，本学指定の期日までに前項に定める入学料及び授業料を

納めなければならない。 
３ 納付した検定料，入学料及び授業料はいかなる事由があっても還付しない。 
  （単位の授与） 
第８条 科目等履修生に対しては，考査のうえ単位を授与することができる。 
  （免除及び徴収猶予） 
第９条 科目等履修生には授業料等の免除及び徴収猶予の取り扱いはしない。 
  （履修中止） 
第１０条 履修を中止しようとするときは，学長に願い出なければならない。 
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○福岡教育大学教育学部科目等履修生規程 
(制定 平成 16年 4月 1日)

改正 平成 19 年 3月 7 日 平成 23 年 3月 22 日

平成 26 年 12 月 25 日
 

  
  （趣旨） 
第１条 福岡教育大学学則第５７条に規定する科目等履修生（以下「科目等履修生」 という。）

については，この規程に定めるところによる。 
  （入学資格） 
第２条 科目等履修生の入学資格は，高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者

とする。ただし，教員免許状の取得を目的とする場合の入学資格については，別途定める。 
  （出願手続） 
第３条 科目等履修生を志願する者は，各学期の出願期限までに，次の書類に検定料を添えて学長

に願い出なければならない。 
（１）願書（本学所定のもの） 
（２）履歴書（本学所定のもの） 
（３）健康診断書 
（４）最終学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書 
（５）現に勤務している者，本学の専攻科又は大学院等に在籍している者及び他大学の専攻科又は

大学院等に在籍している者は，所属長の承諾書 
（６）普通免許状を有する者は，免許状の写し 
  （出願期限） 
第４条 科目等履修生の出願期限は，原則として前期は３月１０日，後期は９月１０日とする。 
  （履修制限） 
第５条 科目等履修生が１学期間に履修できる単位は，１０単位以内とする。ただし，本学及び他

大学の専攻科又は大学院等に在籍している者は，教員免許状又は資格を取得しようとする場合

のみ科目等履修生として履修でき，１学期間に履修できる単位は，４単位以内とする。 
  （入学者の選考） 
第６条 科目等履修生は，履修しようとする授業科目につき審査のうえ，相当の学力があると認め

た者について，教育学部教授会における審議の後，学長が決定する。 
  （検定料，入学料及び授業料） 
第７条 科目等履修生の検定料，入学料及び授業料の額は，本学が別に定める額とする。 
２ 科目等履修生として許可された者は，本学指定の期日までに前項に定める入学料及び授業料を

納めなければならない。 
３ 納付した検定料，入学料及び授業料はいかなる事由があっても還付しない。 
  （単位の授与） 
第８条 科目等履修生に対しては，考査のうえ単位を授与することができる。 
  （免除及び徴収猶予） 
第９条 科目等履修生には授業料等の免除及び徴収猶予の取り扱いはしない。 
  （履修中止） 
第１０条 履修を中止しようとするときは，学長に願い出なければならない。 
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  （懲戒） 
第ｌｌ条 科目等履修生が，本学の規則に違反し，又は病気その他の事由により成業の見込みがな

いと認められる場合には，教育学部教授会における審議の後，学長が除籍する。 

（事務） 
第１２条 科目等履修生の取扱いに関する事務は，教育支援課において処理する。 

  （雑則） 
第１３条 この規程に定める日が土曜日の場合はその前日，日曜日の場合はその前々日とする。 

２ この規程に定めるもののほか，科目等履修生の取扱いに関し必要な事項は，学長別に定める。 

 
      附 則 
 この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 
      附 則（平成１９年３月７日） 
 この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月２２日） 
 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２６年１２月２５日） 
 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
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福教大教支第３４４号 

令和元年９月２６日 

 
教育学部長 

事 務 局 長  殿 

 

                                   福岡教育大学長 

                             櫻 井 孝 俊       

 

福岡教育大学教育学部科目等履修生の取扱いについて（重要通知） 
 
 
福岡教育大学学則第５７条第１項に規定する科目等履修生について，福岡教育大学教育学部

科目等履修生規程のほか，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。 
なお，平成２９年２月２４日付け福教大教支第６８７号「福岡教育大学教育学部科目等履修生

の取扱いについて」（重要通知）は，廃止します。 

 

記 

 
１ 入学資格 

教員免許状取得を目的として科目等履修生を志願する者のうち，教員養成学部以外の修了者

又は卒業者については，次のとおりとする。ただし，現に教育職員(非常勤講師を含む。）で

ある者（以下「現職者」という。）は，この限りでない。 
（１）２種免許状を取得する場合は，当該免許状の所要単位の２分の１以上を修得していなけれ

ばならない。 
（２）１種免許状を取得する場合は，当該免許状の所要単位の４分の３以上を修得していなけれ

ばならない。 
 

２ 出願書類 

同一年度中に継続して科目等履修生を志願する者は，出願書類のうち願書以外は提出しなく

てもよいものとする。ただし，現職者，本学の専攻科又は大学院等に在籍している者及び他大

学の専攻科又は大学院等に在籍している者は，願書のほか，所属長の承諾書を提出しなければ

ならない。 
 

３ 履修科目 

（１）科目等履修生として許可すべき者の履修しようとする授業科目についての審査は，授業科

目担当教員が行うものとする。ただし，授業科目担当教員が非常勤講師の場合は，当該授業

科目を担当するユニットの教育課程編成に係る代表者が行うものとする。 

なお，一の授業科目の受け入れ人数は，５名程度までとする。 
（２）教職実践演習の履修は，当分の間認めない。 
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福教大教支第３４４号 

令和元年９月２６日 

 
教育学部長 

事 務 局 長  殿 

 

                                   福岡教育大学長 

                             櫻 井 孝 俊       

 

福岡教育大学教育学部科目等履修生の取扱いについて（重要通知） 
 
 
福岡教育大学学則第５７条第１項に規定する科目等履修生について，福岡教育大学教育学部

科目等履修生規程のほか，下記のとおり取扱うこととしますので，通知します。 
なお，平成２９年２月２４日付け福教大教支第６８７号「福岡教育大学教育学部科目等履修生

の取扱いについて」（重要通知）は，廃止します。 

 

記 

 
１ 入学資格 

教員免許状取得を目的として科目等履修生を志願する者のうち，教員養成学部以外の修了者

又は卒業者については，次のとおりとする。ただし，現に教育職員(非常勤講師を含む。）で

ある者（以下「現職者」という。）は，この限りでない。 
（１）２種免許状を取得する場合は，当該免許状の所要単位の２分の１以上を修得していなけれ

ばならない。 
（２）１種免許状を取得する場合は，当該免許状の所要単位の４分の３以上を修得していなけれ

ばならない。 
 

２ 出願書類 

同一年度中に継続して科目等履修生を志願する者は，出願書類のうち願書以外は提出しなく

てもよいものとする。ただし，現職者，本学の専攻科又は大学院等に在籍している者及び他大

学の専攻科又は大学院等に在籍している者は，願書のほか，所属長の承諾書を提出しなければ

ならない。 
 

３ 履修科目 

（１）科目等履修生として許可すべき者の履修しようとする授業科目についての審査は，授業科

目担当教員が行うものとする。ただし，授業科目担当教員が非常勤講師の場合は，当該授業

科目を担当するユニットの教育課程編成に係る代表者が行うものとする。 

なお，一の授業科目の受け入れ人数は，５名程度までとする。 
（２）教職実践演習の履修は，当分の間認めない。 
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（３）教育実習の履修は認めない。 

（４）前項の規定にかかわらず，本学の修了又は卒業者は教育実習の履修を認めることができる。

ただし，特別支援教育実習の履修は認めない。 

（５）教育実習は原則として本学学部学生の教育実習期間と同じ時期とする。 

 

４ 入学許可 

科目等履修生の入学許可は，記３（１）の承認を得て，教務委員会の審議の後，学長が行う。 
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○福岡教育大学教育学部特別聴講学生規程 

(制定 平成16年4月1日)

改正 平成17年5月19日 平成23年3月22日

平成26年12月25日 平成27年7月30日

(趣旨) 

第1条 福岡教育大学学則第59条の規定する特別聴講学生(以下「特別聴講学生」という。)については，

この規程の定めるところによる。 

(許可資格) 

第2条 特別聴講学生として許可すべき者は，他の大学に在学し，相当の学力を有する者につき，教育学

部教授会における審議の後，学長が決定する。 

(出願手続) 

第3条 特別聴講学生を志願する者は，本学所定の願書及び調書を添付し，学長に願い出なければならな

い。 

2 願い出は，原則として学年又は学期始めの2ケ月前までとする。 

(入学時期) 

第4条 特別聴講学生の入学時期は，原則として学年又は学期始めとする。 

(検定料及び入学料) 

第5条 特別聴講学生の検定料及び入学料は徴収しない。 

(授業料) 

第6条 特別聴講学生の授業料の額は，本学が別に定める額とする。 

2 特別聴講学生として許可された者は，本学指定の期日までに前項に定める額の授業料を納付しなけれ

ばならない。ただし，特別聴講学生が次の各号の一に該当する者であるときは，これを徴収しない。 

(1) 我が国の国立大学の学生 

(2) 大学間交流協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている外国人留学生 

(3) 大学間相互単位互換協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている公立又は私立の大学の学生 

3 納付した授業料は，いかなる事由があっても還付しない。 

(単位授与) 

第7条 特別聴講学生に対しては，考査のうえ，単位を授与することができる。 

(聴講中止) 

第8条 聴講を中止しようとするときは，学長に願い出なければならない。 

(許可の取り消し) 

第9条 特別聴講学生が，本学の規則に違反し，又は病気その他の事由により単位修得の見込みがないと

認められる場合には，教育学部教授会における審議の後，学長が許可を取り消すことがある。 

(事務) 

第10条 特別聴講学生の取扱いに関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 

第11条 この規程に定めるもののほか，特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項は，学長が別に定め

る。 

（略） 

附 則(平成27年7月30日) 

この規程は，平成27年7月30日から施行する。 
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○福岡教育大学教育学部特別聴講学生規程 

(制定 平成16年4月1日)

改正 平成17年5月19日 平成23年3月22日

平成26年12月25日 平成27年7月30日

(趣旨) 

第1条 福岡教育大学学則第59条の規定する特別聴講学生(以下「特別聴講学生」という。)については，

この規程の定めるところによる。 

(許可資格) 

第2条 特別聴講学生として許可すべき者は，他の大学に在学し，相当の学力を有する者につき，教育学

部教授会における審議の後，学長が決定する。 

(出願手続) 

第3条 特別聴講学生を志願する者は，本学所定の願書及び調書を添付し，学長に願い出なければならな

い。 

2 願い出は，原則として学年又は学期始めの2ケ月前までとする。 

(入学時期) 

第4条 特別聴講学生の入学時期は，原則として学年又は学期始めとする。 

(検定料及び入学料) 

第5条 特別聴講学生の検定料及び入学料は徴収しない。 

(授業料) 

第6条 特別聴講学生の授業料の額は，本学が別に定める額とする。 

2 特別聴講学生として許可された者は，本学指定の期日までに前項に定める額の授業料を納付しなけれ

ばならない。ただし，特別聴講学生が次の各号の一に該当する者であるときは，これを徴収しない。 

(1) 我が国の国立大学の学生 

(2) 大学間交流協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている外国人留学生 

(3) 大学間相互単位互換協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている公立又は私立の大学の学生 

3 納付した授業料は，いかなる事由があっても還付しない。 

(単位授与) 

第7条 特別聴講学生に対しては，考査のうえ，単位を授与することができる。 

(聴講中止) 

第8条 聴講を中止しようとするときは，学長に願い出なければならない。 

(許可の取り消し) 

第9条 特別聴講学生が，本学の規則に違反し，又は病気その他の事由により単位修得の見込みがないと

認められる場合には，教育学部教授会における審議の後，学長が許可を取り消すことがある。 

(事務) 

第10条 特別聴講学生の取扱いに関する事務は，教育支援課において処理する。 

(雑則) 

第11条 この規程に定めるもののほか，特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項は，学長が別に定め

る。 

（略） 

附 則(平成27年7月30日) 

この規程は，平成27年7月30日から施行する。 
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○福岡教育大学専攻科規程 

(制定 平成16年4月1日)

改正 平成17年12月15日 平成19年2月15日

平成20年3月14日 平成22年3月22日

平成26年10月30日 平成26年12月25日

平成27年2月27日 平成28年1月28日

令和3年4月28日 令和4年4月21日

(趣旨) 

第1条 この規程は，福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第55条第2項に基づき，専攻科につ

いて必要な事項を定める。 

(名称，目的及び入学定員) 

第2条 専攻科の名称，目的及び学生の入学定員は，次のとおりとする。 

専攻科の

名称 
専攻 目的 

入学

定員

特別支援

教育特別

専攻科 

特別支

援教育

専攻 

特別支援教育の充実に資するため，現職教員等を対象として特別支援教育

に関する専門教育を行い，特別支援教育の分野における教育を担当し得る

教員を養成することを目的とする。 

20

名

(入学資格) 

第3条 専攻科の入学資格は，次の各号のいずれかに該当する者で，小学校，中学校，高等学校又は幼

稚園の教諭のいずれかの普通免許状を有する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における16年の課程を修了した者 

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(6) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を

修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 本学において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

(出願手続) 

第4条 専攻科に入学を志願する者は，所定の書類に本学が別に定める検定料を添えて願い出なければ

ならない。 

2 検定料の額は，本学が別に定める額とし，その納付，免除及び返還については，学則第47条及び第

47条の2の規定を準用する。 
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(入学許可) 

第5条 専攻科の入学の選考に合格し，所定の期日までに本学が別に定める入学料を納付し，警約書を

提出した者について入学を許可する。 

2 第6条の入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料の徴収を猶予し，前項の書類

の提出をもって入学を許可する。 

(入学料の免除及び猶予) 

第6条 特別の事情により，入学料の納付が著しく困難であると認められるときは，願い出により，入

学料の全額若しくは一部を免除し，又は徴収を猶予することができる。 

2 前項の入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱いは，福岡教育大学入学料免除及び徴収猶予取扱規

程の定めるところによる。 

3 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可となった者又は一部免除の許可となった者で所定の期日ま

でに納付すべき入学料を納付しなかった者は除籍する。 

(修業年限) 

第7条 専攻科の修業年限は，1年とする。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第7条の2 専攻科は，その定めるところにより，学生が職業を有している等の事情により，第7条に

定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に履修すること(以下「長期履修」という。)を

認めることができる。 

2 長期履修の取扱に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(在学年限) 

第8条 在学年限は2年とし，その期間に修了の条件を満たし得ない者は，除籍する。 

(休学) 

第9条 病気又はその他特別の事由により，引続き3ヵ月以上就学不能のときは，学長の許可を得て休

学することができる。 

2 休学期間は，1年を限度とし，修業年限にはこれを算入しない。 

(賞罰) 

第10条 賞罰については，学則第45条，第46条を準用する。 

(教育課程及び履修方法) 

第11条 専攻科の教育課程及び履修方法は，学長が別に定める。 

2 学長は，専攻科に1年以上在学し，所定の単位を修得した者には，修了証書（別紙様式）を授与す

る。 

(授業料) 

第12条 授業料は，本学が別に定めるところによる。 

2 授業料の納付時期，徴収方法及び免除の取扱等については，学則第50条から第54条までの規定を

準用する。 

(準用) 
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(入学許可) 

第5条 専攻科の入学の選考に合格し，所定の期日までに本学が別に定める入学料を納付し，警約書を

提出した者について入学を許可する。 

2 第6条の入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料の徴収を猶予し，前項の書類

の提出をもって入学を許可する。 

(入学料の免除及び猶予) 

第6条 特別の事情により，入学料の納付が著しく困難であると認められるときは，願い出により，入

学料の全額若しくは一部を免除し，又は徴収を猶予することができる。 

2 前項の入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱いは，福岡教育大学入学料免除及び徴収猶予取扱規

程の定めるところによる。 

3 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可となった者又は一部免除の許可となった者で所定の期日ま

でに納付すべき入学料を納付しなかった者は除籍する。 

(修業年限) 

第7条 専攻科の修業年限は，1年とする。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第7条の2 専攻科は，その定めるところにより，学生が職業を有している等の事情により，第7条に

定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に履修すること(以下「長期履修」という。)を

認めることができる。 

2 長期履修の取扱に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

(在学年限) 

第8条 在学年限は2年とし，その期間に修了の条件を満たし得ない者は，除籍する。 

(休学) 

第9条 病気又はその他特別の事由により，引続き3ヵ月以上就学不能のときは，学長の許可を得て休

学することができる。 

2 休学期間は，1年を限度とし，修業年限にはこれを算入しない。 

(賞罰) 

第10条 賞罰については，学則第45条，第46条を準用する。 

(教育課程及び履修方法) 

第11条 専攻科の教育課程及び履修方法は，学長が別に定める。 

2 学長は，専攻科に1年以上在学し，所定の単位を修得した者には，修了証書（別紙様式）を授与す

る。 

(授業料) 

第12条 授業料は，本学が別に定めるところによる。 

2 授業料の納付時期，徴収方法及び免除の取扱等については，学則第50条から第54条までの規定を

準用する。 

(準用) 
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第13条 この規程に定めるもののほか，専攻科の学生に関し必要な事項は，学則等学内規則に定める

学部学生に関する規定を準用する。ただし，これによりがたい場合は，学長が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成17年12月15日) 

この規程は，平成17年12月15日から施行する。 

附 則(平成19年2月15日) 

1 この規程は，平成19年4月1日から施行する。 

2 特殊教育特別専攻科は，改正後の第2条の規定にかかわらず，平成19年3月31日に当該専攻科に

在学する者が当該専攻科に在学しなくなる日までの間，存続するものとし，他の規程等で特別支援

教育特別専攻科とあるのは，特殊教育特別専攻科と読み替えて適用する。 

附 則(平成20年3月14日) 

この規程は，平成20年3月14日から施行し，平成19年12月26日から適用する。 

附 則(平成22年3月22日) 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年10月30日) 

この規程は，平成26年10月30日から施行する。 

附 則(平成26年12月25日) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年2月27日) 

この規程は，平成27年2月27日から施行する。 

附 則(平成28年1月28日) 

この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年4月28日) 

この規程は，令和3年4月28日から施行する。 

附 則(令和4年4月21日) 

この規程は，令和4年4月21日から施行する。 
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福教大教支第７号

令和６年４月１日

専攻科主 任

事 務 局 長

福岡教育大学長

飯田 慎司

福岡教育大学専攻科研究論文について（重要通知）

福岡教育大学学則第５５条に規定する専攻科の研究論文については，下記のとおり取扱

うこととしますので，通知します。

なお，令和４年４月１日付け福教大教支第６号「福岡教育大学専攻科研究論文について

（重要通知）は，廃止します。

記

１ 本重要通知にいう研究論文の形式は，論文，報告書，制作物，演奏等とする。

２ 研究論文を提出することのできる者は，修業年限を充たし，かつ，所定の単位を修得

し得る見込の者であること。

３ 研究論文の評価は，合格・不合格とする。

４ 研究論文の指導教員について

（１）研究論文の指導教員は，専攻科を担当する学域に所属する教員から選出するものと

する。

（２）指導教員は原則として変更することができない。ただし，やむを得ない事由により

変更が必要な場合は，新指導教員及び所属する学域の学域長の承認を得たうえで，研

究論文指導教員変更届（様式第１号）により，直ちに教育支援課に届け出なければな

らない。なお，指導教員の異動等に伴う変更については，指導教員変更届（様式第２

号）により，当該学域長から教育支援課に届け出るものとする。

殿
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殿
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５ 研究論文の提出時期について

（１）研究論文は，修了年度の１月３１日までに教育支援課に提出しなければならない。

（２）提出された研究論文は，教育支援課が整理のうえ，指導教員に引き継がなければな

らない。

６ 指導教員は，教育支援課が指定する日までに審査を完了し，その成績を教育支援課に

通知しなければならない。

７ この重要通知に定める日が土曜日の場合はその前日，日曜日の場合は，その前々日と

する。
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１．大学設置基準（抜萃） 

 

第１章 総則 
 （趣旨） 
第１条 大学（短期大学を除く。以下同じ。）は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）その他の法

令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 
２ この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。 
３ 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、そ

の水準の向上を図ることに努めなければならない。 
  第６章 教育課程 
 （教育課程の編成方針） 
第１９条 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業

科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 
２ 教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅

広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければなら

ない。 
 （教育課程の編成方法） 
第２０条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当

して編成するものとする。 
 （単位） 
第２１条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。 
２ 前項の単位数を定めるに当たつては、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をも

つて構成することを標準とし、第２５条第１項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育

効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね１５時間から４５時間までの範囲で大学が

定める時間の授業をもつて１単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野にお

ける個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて１単位とすることが

できる。 
３ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学

修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考

慮して、単位数を定めることができる。 
 （１年間の授業期間） 
第２２条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則とする。 
 （各授業科目の授業期間） 
第２３条 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、８週、１０週、１５週

その他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 
 （授業を行う学生数） 
第２４条 大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その

他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。 
 
（授業の方法） 
第２５条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により

行うものとする。 
２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
３ 大学は、第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメ
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ディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様と

する。 
４ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第１項の授業の一部を、校舎及び附属施設以

外の場所で行うことができる。 
 （成績評価基準等の明示等） 
第２５条の２ 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじめ

明示するものとする。 
２ 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、

学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとす

る。 
 （昼夜開講制） 
第２６条 大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制（同一学部において昼間及び夜間

の双方の時間帯において授業を行うことをいう。）により授業を行うことができる。 
  第７章 卒業の要件等 
 （単位の授与） 
第２７条 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める適切な方法

により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。 
 （履修科目の登録の上限） 
第２７条の２ 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として

学生が修得すべき単位数について、学生が１年間又は１学期に履修科目として登録することができ

る単位数の上限を定めるよう努めなければならない。 
２ 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、

前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 
 （他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等） 
第２８条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学、専門職

大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、６０単位を超えない範囲で

当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
２ 前項の規定は、学生が、外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）又は

外国の短期大学に留学する場合、外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとし

て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。  
（大学以外の教育施設等における学修） 
第２９条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科にお

ける学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大

学の定めるところにより単位を与えることができる。 
２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項及び第２項により当該大学において修得し

たものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
（入学前の既修得単位等の認定） 
第３０条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学、専門職大学又

は短期大学において履修した授業科目について修得した単位（第３１条第１項及び第２項の規定に

より修得した単位を含む。）を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修

得したものとみなすことができる。 
２ 前項の規定は、第２８条第２項の場合に準用する。 
３ 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第１項に規定す
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る学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えるこ

とができる。 
４ 前３項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等

の場合を除き、当該大学において修得した単位（第２７条の３の規定により修得したものとみなす

ものとする単位を含む。）以外のものについては、第２８条第１項（同条第２項において準用する場

合を含む。）及び前条第１項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０

単位を超えないものとする。 
（科目等履修生等） 
第３１条 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を

履修する者（以下この条において「科目等履修生」という。）に対し、単位を与えることができる。 
２ 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で学校教育法第１５条に規定する

特別の課程を履修する者（以下この条において「特別の課程履修生」という。）に対し、単位を与え

ることができる。 
３ 科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第２７条の規定を準用する。 
４ 大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者（次項において「科目等履修生

等」という。）を相当数受け入れる場合においては、第１０条、第３７条及び第３７条の２に規定す

る基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を

増加するものとする。 
５ 大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行う

これらの者の人数は、第２４条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。 
（卒業の要件） 
第３２条 卒業の要件は、１２４単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、１８８単位以上を修

得することのほか、大学が定めることとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、

修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができ

る。 
３ 第１項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主た

る目的とするものに係る卒業の要件は、１８６単位以上（将来の薬剤師としての実務に必要な薬学

に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局

で行う実習（以下「薬学実務実習」という。）に係る２０単位以上を含む。）を修得することのほか、

大学が定めることとする。 
４ 第１項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、１８２単位以上を修得す

ることのほか、大学が定めることとする。 
５ 前４項又は第４２条の９の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第２５条第２

項の授業の方法により修得する単位数は６０単位を超えないものとする。 
６ 第１項から第４項まで又は第４２条の９の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、

第２７条の３の規定により修得したものとみなすものとする単位数は３０単位を超えないものと

する。 
 
 
２．学校教育法（抜萃） 

 
  第１章 総則 
第１条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 
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  第２章 義務教育 
第２１条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第５条第

２項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 
（１）学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断

力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこ

と。 
（２）学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に

寄与する態度を養うこと。 
（３）我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをは

ぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 
（４）家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理

解と技能を養うこと。 
（５）読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 
（６）生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 
（７）生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎

的な能力を養うこと。 
（８）健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心

身の調和的発達を図ること。 
（９）生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養う

こと。 
（１０）職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を

選択する能力を養うこと。 
  第３章 幼稚園 
第２２条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健

やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 
第２３条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成する

よう行われるものとする。 
（１）健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図

ること。 
（２）集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を

深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。 
（３）身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び

思考力の芽生えを養うこと。 
（４）日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、

相手の話を理解しようとする態度を養うこと。 
（５）音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養う

こと。 
第２６条 幼稚園に入園することのできる者は、満３歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児

とする。 
  第４章 小学校 
第２９条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを

施すことを目的とする。 
第３０条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第２１

条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 
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  第２章 義務教育 
第２１条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第５条第

２項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 
（１）学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断

力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこ

と。 
（２）学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に

寄与する態度を養うこと。 
（３）我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをは

ぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 
（４）家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理

解と技能を養うこと。 
（５）読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 
（６）生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 
（７）生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎

的な能力を養うこと。 
（８）健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心

身の調和的発達を図ること。 
（９）生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養う

こと。 
（１０）職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を

選択する能力を養うこと。 
  第３章 幼稚園 
第２２条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健

やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 
第２３条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成する

よう行われるものとする。 
（１）健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図

ること。 
（２）集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を

深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。 
（３）身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び

思考力の芽生えを養うこと。 
（４）日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、

相手の話を理解しようとする態度を養うこと。 
（５）音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養う

こと。 
第２６条 幼稚園に入園することのできる者は、満３歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児

とする。 
  第４章 小学校 
第２９条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを

施すことを目的とする。 
第３０条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第２１

条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 
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２ 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習

得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他

の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。 
第３２条 小学校の修業年限は、６年とする。 
  第５章 中学校 
第４５条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育を施すことを目的とする。 
第４６条 中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第２１条各号に掲げる目標

を達成するよう行われるものとする。 
第４７条 中学校の修業年限は、３年とする。 
  第６章 高等学校 
第５０条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普

通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 
第５１条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成す

るよう行われるものとする。 
 （１）義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び

健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 
 （２）社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定

させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。 
 （３）個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の

発展に寄与する態度を養うこと。 
第５６条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、３年とし、定時制の課程及び通信制の

課程については、３年以上とする。 
  第９章 大学 
第８３条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、

知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 
２ 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、

社会の発展に寄与するものとする。 
第８７条 大学の修業年限は、４年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の

夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、４年を超えるものとすることができる。 
２ 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力

を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかか

わらず、その修業年限は、６年とする。 
第９０条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは

通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学

校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があ

ると認められた者とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高

等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める

者を含む。）であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当

該大学に入学させることができる。 
 （１）当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。 
 （２）当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績

及び指導体制を有すること。 
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３．教育職員免許法（抜萃） 

 

（授与） 

第５条 普通免許状は、別表第１、別表第２若しくは別表第２の２に定める基礎資格を有し、かつ、

大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第１、別表第２若しくは別表第

２の２に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授

与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 

（１） １８歳未満の者 

（２） 高等学校を卒業しない者（通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない

者を含む。）。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認

めた者を除く。 

（３） 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

（４） 第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効

の日から３年を経過しない者 

（５） 第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から

３年を経過しない者 

（６） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

２ 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する

者には、授与しない。 

３ 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇

用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基

づいて行うものとする。 

（１） 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者 

（２） 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者 

４ 第６項に規定する授与権者は、第２項の教育職員検定において合格の決定をしようとするとき

は、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければなら

ない。 

５ 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第１項各号のいず

れにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許

状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。 

（１） 短期大学士の学位（学校教育法第１０４条第２項に規定する文部科学大臣の定める学位（専

門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。）又は同条第６項に規定する文部科学大臣の

定める学位を含む。）又は準学士の称号を有する者 

（２） 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 

６ 免許状は、都道府県の教育委員会（以下「授与権者」という。）が授与する。 

（効力） 

第９条 普通免許状は、全ての都道府県（中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状

にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。）において効力を有す

る。 

２ 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。 

３ 臨時免許状は、その免許状を授与したときから３年間、その免許状を授与した授与権者の置かれ

る都道府県においてのみ効力を有する。 
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３．教育職員免許法（抜萃） 

 

（授与） 

第５条 普通免許状は、別表第１、別表第２若しくは別表第２の２に定める基礎資格を有し、かつ、

大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第１、別表第２若しくは別表第

２の２に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授

与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 

（１） １８歳未満の者 

（２） 高等学校を卒業しない者（通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない

者を含む。）。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認

めた者を除く。 

（３） 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

（４） 第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効

の日から３年を経過しない者 

（５） 第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から

３年を経過しない者 

（６） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

２ 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する

者には、授与しない。 

３ 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇

用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基

づいて行うものとする。 

（１） 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者 

（２） 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者 

４ 第６項に規定する授与権者は、第２項の教育職員検定において合格の決定をしようとするとき

は、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければなら

ない。 

５ 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第１項各号のいず

れにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許

状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。 

（１） 短期大学士の学位（学校教育法第１０４条第２項に規定する文部科学大臣の定める学位（専

門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。）又は同条第６項に規定する文部科学大臣の

定める学位を含む。）又は準学士の称号を有する者 

（２） 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 

６ 免許状は、都道府県の教育委員会（以下「授与権者」という。）が授与する。 

（効力） 

第９条 普通免許状は、全ての都道府県（中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状

にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。）において効力を有す

る。 

２ 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。 

３ 臨時免許状は、その免許状を授与したときから３年間、その免許状を授与した授与権者の置かれ

る都道府県においてのみ効力を有する。 
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（二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務） 

第９条の２ 教育職員で、その有する相当の免許状（主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつか

さどる主幹教諭を除く。）、指導教諭及び主務教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務

教諭を除く。）についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭及び主務

教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教

諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許

状）が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。 

 

別表第１（第５条、第５条の２関係）  

第１欄 第２欄 第３欄 

所用資格 

 

 

免許状の種類 

基礎資格 大学において修得することを必要とす

る最低単位数 

教科及び教職に関

する科目 

特別支援教育に関

する科目 

幼稚園教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 ７５  

一種免許状 学士の学位を有すること。 ５１  

二種免許状 
短期大学士の学位を有するこ

と。 
３１  

小学校教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 ８３  

一種免許状 学士の学位を有すること。 ５９  

二種免許状 
短期大学士の学位を有するこ

と。 
３７  

中学校教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 ８３  

一種免許状 学士の学位を有すること。 ５９  

二種免許状 
短期大学士の学位を有するこ

と。 
３５  

高等学校

教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 ８３  

一種免許状 学士の学位を有すること。 ５９  

特別支援

学校教諭 

専修免許状 

修士の学位を有すること及び小学校、

中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の

普通免許状を有すること。 

 ５０ 

一種免許状 

学士の学位を有すること及び小学校、

中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の

普通免許状を有すること。 

 ２６ 

二種免許状 
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園

の教諭の普通免許状を有すること。 
 １６ 

備考 

１ この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める（別表第２から別表第８まで

の場合においても同様とする。）。 

１の２ 文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員と

して必要な知識及び技能を体系的かつ効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あ

らかじめ、第１６条の３第３項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない（別表第

２から別表第８までの場合においても同様とする。）。 

２ 第２欄の「修士の学位を有すること」には、大学（短期大学を除く。第６号及び第７号において

同じ。）の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に１年以上在学し、３０単位
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以上修得した場合を含むものとする（別表第２及び別表第２の２の場合においても同様とす

る。）。 

２の２ 第２欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有する

と認めた場合を含むものとする（別表第２の場合においても同様とする。）。 

２の３ 第２欄の「短期大学士の学位を有すること」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を

卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認

めた場合を含むものとする（別表第２の２の場合においても同様とする。）。 

３ 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第３欄の「大学」には、文

部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。 

４ この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは一種

免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者につい

ては、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定す

る教員養成機関において修得していることを要するものとする（別表第２及び別表第２の２の場

合においても同様とする。）。 

５ 第３欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない（別表第２及び

別表第２の２の場合においても同様とする。）。 

イ 文部科学大臣が第１６条の３第３項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格 

を得させるために適当と認める課程（以下「認定課程」という。）において修得したもの 

ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に 

相当するものとして指定する課程において修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当 

該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に 

関する科目として適当であると認めるもの 

６ 前号の認定課程には、第３欄に定める科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目（教員の職

務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに

限る。）又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を１

年以上とする課程を含むものとする。 

７ 専修免許状に係る第３欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に

係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科

の課程において修得するものとする（別表第２の２の場合においても同様とする。）。 

８ 一種免許状（高等学校教諭の一種免許状を除く。）に係る第３欄に定める科目の単位数は、短期

大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することが

できる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の単

位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。 
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以上修得した場合を含むものとする（別表第２及び別表第２の２の場合においても同様とす

る。）。 

２の２ 第２欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有する

と認めた場合を含むものとする（別表第２の場合においても同様とする。）。 

２の３ 第２欄の「短期大学士の学位を有すること」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を

卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認

めた場合を含むものとする（別表第２の２の場合においても同様とする。）。 

３ 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第３欄の「大学」には、文

部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。 

４ この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは一種

免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者につい

ては、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定す

る教員養成機関において修得していることを要するものとする（別表第２及び別表第２の２の場

合においても同様とする。）。 

５ 第３欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない（別表第２及び

別表第２の２の場合においても同様とする。）。 

イ 文部科学大臣が第１６条の３第３項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格 

を得させるために適当と認める課程（以下「認定課程」という。）において修得したもの 

ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に 

相当するものとして指定する課程において修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当 

該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に 

関する科目として適当であると認めるもの 

６ 前号の認定課程には、第３欄に定める科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目（教員の職

務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに

限る。）又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を１

年以上とする課程を含むものとする。 

７ 専修免許状に係る第３欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に

係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科

の課程において修得するものとする（別表第２の２の場合においても同様とする。）。 

８ 一種免許状（高等学校教諭の一種免許状を除く。）に係る第３欄に定める科目の単位数は、短期

大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することが

できる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の単

位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。 
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４．教育職員免許法施行規則（抜萃） 

 

［単位の修得方法等］ 

第１条 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号。以下「免許法」という。）別表第１から別表  
第８までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。 

［単位の計算方法］ 
第１条の２  免許法別表第１から別表第８までにおける単位の計算方法は、大学設置基準（昭和３１

年文部省令第２８号）第２１条第２項及び第３項（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）

第１５条において準用する場合を含む。）、専門職大学設置基準（平成２９年文部科学省令第３３号）

第１４条第２項及び第３項、大学通信教育設置基準（昭和５０年文部省令第３３号）第５条、短期

大学設置基準（昭和５０年文部省令第２１号）第７条第２項及び第３項、専門職短期大学設置基準

（平成２９年文部科学省令第３４号）第１１条第２項及び第３項並びに短期大学通信教育設置基準

（昭和５７年文部省令第３号）第５条に定める基準によるものとする。  
［基礎資格を取得する場合の単位の修得方法］ 
第１条の３  免許法別表第１備考第２号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単

位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。 
 
［幼稚園教諭の科目の単位の修得方法］ 
第２条  免許法別表第１に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関

する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第１欄 
教科及び教職に 
関する科目 

左項の各科目に含めることが必要な事項 

専

修

免

許

状 

一

種

免

許

状 

二

種

免

許

状 
最

低

修

得

単

位

数 

第
２
欄 

領域及び保育内容の

指導法に関する科目 
領域に関する専門的事項 

16 16 12 
保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） 

第
３
欄 

教育の基礎的理解に

関する科目 
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

10 10 6 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への

対応を含む。） 
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域と

の連携及び学校安全への対応を含む。） 
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメン

トを含む。） 

第
４
欄 

道徳、総合的な学習

の時間等の指導法及

び生徒指導、教育相

談等に関する科目 

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） 

4 4 4 
幼児理解の理論及び方法 
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）

の理論及び方法 
第
５
欄 

教育実践に関する科

目 
教育実習 5 5 5 
教職実践演習 2 2 2 

第
６
欄 

大学が独自に設定す

る科目 
 

38 14 2 

備考 
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１ 領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項に係る部分に限る。以下「領域に関

する専門的事項に関する科目」という。）の単位の修得方法は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省

令第１１号）第３８条に規定する幼稚園教育要領で定める健康、人間関係、環境、言葉及び表現の領域

に関する専門的事項を含む科目のうち１以上の科目について修得するものとする。  
２ 保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ

ム・マネジメントを含む。）並びに教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）は、学校教

育法施行規則第３８条に規定する幼稚園教育要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質及び能力を育

むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むも

のとする。 
３ 教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分

に限る。第９条の表備考第７号及び第８号において、「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対

する理解に関する科目」という。）は１単位以上を修得するものとする（次条第１項、第４条第１項、第

５条第１項、第９条及び第１０条の表の場合においても同様とする。）。 
４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目に教育課程の意義及び編

成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の内容を含む場合にあつては、教育の基礎的理解に関

する科目に教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の内容を含むことを

要しない（次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
５ カリキュラム・マネジメントは、次に掲げる事項を通じて、教育課程に基づき組織的かつ計画的に学校

教育の質の向上を図っていくことを取り扱うものとする（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、

第９条及び第１０条の表の場合においても同様とする。）。 
イ 幼児、児童及び生徒、学校及び地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の

内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと。 
ロ 教育課程の実施状況を評価し、その改善を図っていくこと。 
ハ 教育課程の実施に必要な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。 

６ 教育実習は、幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。次条第１項の表備考第５号において同じ。）、小学

校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。次条第１項の表備考第５号、第４条第

１項の表備考第７号において同じ。）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保

連携型認定こども園」という。）の教育を中心とするものとする。 
７ 教育実習の単位数には、教育実習に係る事前及び事後の指導（授与を受けようとする普通免許状に係る

学校以外の学校、専修学校、社会教育に関する施設、社会福祉施設、児童自立支援施設及びボランティ

ア団体における教育実習に準ずる経験を含むことができる。）の１単位を含むものとする（次条第１項、

第４条第１項、第５条第１項、第７条第１項、第９条及び第１０条の表の場合においても同様とする。）。 
８ 教育実習の単位数には、２単位まで、学校体験活動（学校における授業、部活動等の教育活動その他の

校務に関する補助又は幼児、児童若しくは生徒に対して学校の授業の終了後若しくは休業日において学

校その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動に関する補助を体験する活動であつて教育実習以

外のものをいう。）の単位を含むことができる（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第７条第１

項及び第９条の表の場合においても同様とする。この場合において、高等学校教諭又は特別支援学校教

諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、「２単位」とあるのは「１単位」と読み替えるものとす

る。）。この場合において、教育実習に他の学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科

目の単位をもつてあてることができない（次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表の場合にお

いても同様とする。）。 
９  （略） 
１０  教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科及び教職に関する科目（教職実践演習を除く。）の履

修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認するものとする（次条第１項、第４
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１ 領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項に係る部分に限る。以下「領域に関

する専門的事項に関する科目」という。）の単位の修得方法は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省

令第１１号）第３８条に規定する幼稚園教育要領で定める健康、人間関係、環境、言葉及び表現の領域

に関する専門的事項を含む科目のうち１以上の科目について修得するものとする。  
２ 保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ

ム・マネジメントを含む。）並びに教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）は、学校教

育法施行規則第３８条に規定する幼稚園教育要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質及び能力を育

むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むも

のとする。 
３ 教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分

に限る。第９条の表備考第７号及び第８号において、「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対

する理解に関する科目」という。）は１単位以上を修得するものとする（次条第１項、第４条第１項、第

５条第１項、第９条及び第１０条の表の場合においても同様とする。）。 
４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目に教育課程の意義及び編

成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の内容を含む場合にあつては、教育の基礎的理解に関

する科目に教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の内容を含むことを

要しない（次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
５ カリキュラム・マネジメントは、次に掲げる事項を通じて、教育課程に基づき組織的かつ計画的に学校

教育の質の向上を図っていくことを取り扱うものとする（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、

第９条及び第１０条の表の場合においても同様とする。）。 
イ 幼児、児童及び生徒、学校及び地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の

内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと。 
ロ 教育課程の実施状況を評価し、その改善を図っていくこと。 
ハ 教育課程の実施に必要な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。 

６ 教育実習は、幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。次条第１項の表備考第５号において同じ。）、小学

校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。次条第１項の表備考第５号、第４条第

１項の表備考第７号において同じ。）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保

連携型認定こども園」という。）の教育を中心とするものとする。 
７ 教育実習の単位数には、教育実習に係る事前及び事後の指導（授与を受けようとする普通免許状に係る

学校以外の学校、専修学校、社会教育に関する施設、社会福祉施設、児童自立支援施設及びボランティ

ア団体における教育実習に準ずる経験を含むことができる。）の１単位を含むものとする（次条第１項、

第４条第１項、第５条第１項、第７条第１項、第９条及び第１０条の表の場合においても同様とする。）。 
８ 教育実習の単位数には、２単位まで、学校体験活動（学校における授業、部活動等の教育活動その他の

校務に関する補助又は幼児、児童若しくは生徒に対して学校の授業の終了後若しくは休業日において学

校その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動に関する補助を体験する活動であつて教育実習以

外のものをいう。）の単位を含むことができる（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第７条第１

項及び第９条の表の場合においても同様とする。この場合において、高等学校教諭又は特別支援学校教

諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、「２単位」とあるのは「１単位」と読み替えるものとす

る。）。この場合において、教育実習に他の学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科

目の単位をもつてあてることができない（次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表の場合にお

いても同様とする。）。 
９  （略） 
１０  教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科及び教職に関する科目（教職実践演習を除く。）の履

修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認するものとする（次条第１項、第４
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条第１項、第５条第１項、第９条及び第１０条の表の場合においても同様とする。）。 
１１～１３  （略） 
１４  大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、領域に関する専門的事項に関する科目、保育内容 
の指導法に関する科目若しくは教諭の教育の基礎的理解に関する科目等、大学が加えるこれらに準ずる 
科目又は第２１条の２第１項の規定により文部科学大臣が指定した大学（以下「指定大学」という。） 
が加える科目について修得するものとする（次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表の場合に 
おいても同様とする。）。 

１５  専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又は 
一種免許状に係る第２欄から第４欄に掲げる科目の単位数から二種免許状に係る同欄に掲げる科目の

単位数を差し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる（次条第

１項及び第４条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
２  学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技

能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 
３  大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保

するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。 
 
［小学校教諭の科目の単位の修得方法］ 
第３条  免許法別表第１に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関

する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第１欄 
教科及び教職に関

する科目 
左項の各科目に含めることが必要な事項 

専

修

免

許

状 

一

種

免

許

状 

二

種

免

許

状 
最

低

修

得

単

位

数 

第
２
欄 

教科及び教科の指

導法に関する科目 
教科に関する専門的事項 

30 30 16 
各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 

第
３
欄 

教育の基礎的理解

に関する科目 
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

10 10 6 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への

対応を含む。） 
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域と

の連携及び学校安全への対応を含む。） 
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメン

トを含む。） 
 

第
４
欄 

道徳、総合的な学習

の時間等の指導法

及び生徒指導、教育

相談等に関する科

目 

道徳の理論及び指導法 

10 10 6 

総合的な学習の時間の指導法 
特別活動の指導法 
教育の方法及び技術 
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 
生徒指導の理論及び方法 
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の

理論及び方法 
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 
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第
５
欄 

教育実践に関する

科目 
教育実習 5 5 5 
教職実践演習 2 2 2 

第
６
欄 

大学が独自に設定

する科目 
 

26 2 2 

備考 
１ 教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項に係る部分に限る。次条第１項及び第

５条第１項の表（表の部分に限る。）を除き、以下「教科に関する専門的事項に関する科目」という。）

の単位の修得方法は、国語（書写を含む。）、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及

び外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。）（第３号及び第１１条の２の表備

考第２号において「国語等」という。）の教科に関する専門的事項を含む科目のうち１以上の科目につい

て修得するものとする。 
２ 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメントを含む。）、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育

の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第５２条に

規定する小学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 
３ 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合に

あつては、国語等の教科の指導法に関する科目についてそれぞれ１単位以上を、二種免許状の授与を受

ける場合にあつては、６以上の教科の指導法に関する科目（音楽、図画工作又は体育の教科の指導法に

関する科目のうち２以上を含む。）についてそれぞれ１単位以上を修得するものとする。 
４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（道徳の理論及び指導

法に係る部分に限る。）の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の場合は２単位以上、二種免許

状の場合は１単位以上修得するものとする（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
４の２ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（情報通信技術を

活用した教育の理論及び方法に係る部分に限る。）の単位の修得方法は、１単位以上修得するものとする

（次条第１項及び第５条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
５ 教育実習は、小学校、幼稚園、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支

援学校の中学部及び海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程

と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第１項の表備考第７号及び第５条第１項の

表備考第３号において同じ。）及び幼保連携型認定こども園の教育を中心とするものとする。 
６ 各教科の指導法に関する科目の単位のうち、生活の教科の指導法に関する科目の単位にあつては２単 

位まで、特別活動の指導法に関する科目の単位にあつては１単位まで、幼稚園の教諭の普通免許状の授

与を受ける場合の保育内容の指導法に関する科目の単位をもつてあてることができる。 
２ 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能

の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 
３ 大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保す

るとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。 
 
［中学校教諭の科目の単位の修得方法］ 
第４条  免許法別表第１に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関

する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第１欄 
教科及び教職に関

する科目 
左項の各科目に含めることが必要な事項 

専

修

免

一

種

免

二

種

免
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第
５
欄 

教育実践に関する

科目 
教育実習 5 5 5 
教職実践演習 2 2 2 

第
６
欄 

大学が独自に設定

する科目 
 

26 2 2 

備考 
１ 教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項に係る部分に限る。次条第１項及び第

５条第１項の表（表の部分に限る。）を除き、以下「教科に関する専門的事項に関する科目」という。）

の単位の修得方法は、国語（書写を含む。）、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及

び外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。）（第３号及び第１１条の２の表備

考第２号において「国語等」という。）の教科に関する専門的事項を含む科目のうち１以上の科目につい

て修得するものとする。 
２ 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメントを含む。）、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育

の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第５２条に

規定する小学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 
３ 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合に

あつては、国語等の教科の指導法に関する科目についてそれぞれ１単位以上を、二種免許状の授与を受

ける場合にあつては、６以上の教科の指導法に関する科目（音楽、図画工作又は体育の教科の指導法に

関する科目のうち２以上を含む。）についてそれぞれ１単位以上を修得するものとする。 
４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（道徳の理論及び指導

法に係る部分に限る。）の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の場合は２単位以上、二種免許

状の場合は１単位以上修得するものとする（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
４の２ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（情報通信技術を

活用した教育の理論及び方法に係る部分に限る。）の単位の修得方法は、１単位以上修得するものとする

（次条第１項及び第５条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
５ 教育実習は、小学校、幼稚園、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支

援学校の中学部及び海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程

と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第１項の表備考第７号及び第５条第１項の

表備考第３号において同じ。）及び幼保連携型認定こども園の教育を中心とするものとする。 
６ 各教科の指導法に関する科目の単位のうち、生活の教科の指導法に関する科目の単位にあつては２単 

位まで、特別活動の指導法に関する科目の単位にあつては１単位まで、幼稚園の教諭の普通免許状の授

与を受ける場合の保育内容の指導法に関する科目の単位をもつてあてることができる。 
２ 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能

の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 
３ 大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保す

るとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。 
 
［中学校教諭の科目の単位の修得方法］ 
第４条  免許法別表第１に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関

する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第１欄 
教科及び教職に関

する科目 
左項の各科目に含めることが必要な事項 

専

修

免

一

種

免

二

種

免
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許

状 
許

状 
許

状 
最

低

修

得

単

位

数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
２
欄 

教科及び教科の指

導法に関する科目 
教科に関する専門的事項 

28 28 12 
各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 

第
３
欄 

教育の基礎的理解

に関する科目 
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

10 
(6) 

10 
(6) 

6 
(3) 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への

対応を含む。） 
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域と

の連携及び学校安全への対応を含む。） 
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメン

トを含む。） 

第
４
欄 

道徳、総合的な学

習の時間等の指導

法及び生徒指導、

教育相談等に関す

る科目 

道徳の理論及び指導法 

10 
(6) 

10 
(6) 

6 
(4) 

総合的な学習の時間の指導法 
特別活動の指導法 
教育の方法及び技術 
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 
生徒指導の理論及び方法 
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の

理論及び方法 
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

第
５
欄 

教育実践に関する

科目 
教育実習 5 

(3) 
5 

(3) 
5 

(3) 
教職実践演習 2 2 2 

第
６
欄 

大学が独自に設定

する科目 
 

28 4 4 

備考 
１ 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許教科の種類に応じ、それ

ぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目についてそれぞれ１単位以上修得するものとする。 
イ 国語 国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）、国文学（国文学史を含む。）、漢文学、

書道（書写を中心とする。） 
ロ 社会 日本史・外国史、地理学（地誌を含む。）、「法律学、政治学」、「社会学、経済学」、「哲学、倫理

学、宗教学」 
ハ 数学 代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ 
ニ 理科 物理学、化学、生物学、地学、物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 
ホ 音楽 ソルフェージュ、声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）、器楽（合奏及び伴奏並びに和

楽器を含む。）、指揮法、音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽及び諸民族の音

楽を含む。） 
ヘ 美術 絵画（映像メディア表現を含む。）、彫刻、デザイン（映像メディア表現を含む。）、工芸、美術

理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。） 
ト 保健体育 体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学（運

動方法学を含む。）、生理学（運動生理学を含む。）、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保

健、学校安全及び救急処置を含む。） 
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チ 保健 生理学・栄養学、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処

置を含む。） 
リ 技術 材料加工（実習を含む。）、機械・電気（実習を含む。）、生物育成、情報とコンピュータ 
ヌ 家庭 家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）、被服学（被服実習を含む。）、食物学（栄養

学、食品学及び調理実習を含む。）、住居学、保育学 
ル 職業 産業概説、職業指導、「農業、工業、商業、水産」、「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、

商船実習」 
ヲ 職業指導 職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理 
ワ 英語 英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解 
カ 宗教 宗教学、宗教史、「教理学、哲学」 
２ 前号に掲げる教科に関する専門的事項は、一般的包括的な内容を含むものでなければならない（次条

第１項の表の場合においても同様とする。）。 
３ 英語以外の外国語の免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得

方法は、それぞれ英語の場合の例によるものとする（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
４ 第１号中「 」内に示された事項は当該事項の１以上にわたつて行うものとする（次条第１項、第９

条、第１５条第２項、第１８条の２及び第６４条第２項の表の場合においても同様とする。）。ただし、

「農業、工業、商業、水産」の修得方法は、これらの教科に関する専門的事項に関する科目のうち２以

上の教科に関する専門的事項に関する科目（商船をもつて水産と替えることができる。）についてそれぞ

れ２単位以上を修得するものとする。 
５ 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメントを含む。）、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育

の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第７４条に

規定する中学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 
６ 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、受けようとする免許教科について、専修免許状又

は一種免許状の授与を受ける場合にあつては８単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては

２単位以上を修得するものとする（次条第１項の表の場合においても同様とする。この場合において、

「８単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては２単位以上」とあるのは「４単位以上」と

読み替えるものとする。）。 
７ 教育実習は、中学校、小学校及び高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び海

外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有す

るものとして認定したものを含む。次条第１項の表備考第３号において同じ。）の教育を中心とするもの

とする。 
８ 教育実習の単位は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中

学部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程

を有するものとして認定したもの及び附則第２２項第２号に規定する中学校に相当する旧令による学校

を含む。）又は高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、海外に在留する邦人の子女

のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したも

の及び同項第３号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。）において、教員（海外に在留

する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有

するものとして認定したものにおいて教育に従事する者を含む。）として１年以上良好な成績で勤務し

た旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数１年について１単位の割合で、表に掲げ

る普通免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する

科目等（教育実習を除く。）の単位をもつて、これに替えることができる（次条第１項の表の場合におい

ても同様とする。） 
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チ 保健 生理学・栄養学、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処

置を含む。） 
リ 技術 材料加工（実習を含む。）、機械・電気（実習を含む。）、生物育成、情報とコンピュータ 
ヌ 家庭 家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）、被服学（被服実習を含む。）、食物学（栄養

学、食品学及び調理実習を含む。）、住居学、保育学 
ル 職業 産業概説、職業指導、「農業、工業、商業、水産」、「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、

商船実習」 
ヲ 職業指導 職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理 
ワ 英語 英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解 
カ 宗教 宗教学、宗教史、「教理学、哲学」 
２ 前号に掲げる教科に関する専門的事項は、一般的包括的な内容を含むものでなければならない（次条

第１項の表の場合においても同様とする。）。 
３ 英語以外の外国語の免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得

方法は、それぞれ英語の場合の例によるものとする（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
４ 第１号中「 」内に示された事項は当該事項の１以上にわたつて行うものとする（次条第１項、第９

条、第１５条第２項、第１８条の２及び第６４条第２項の表の場合においても同様とする。）。ただし、

「農業、工業、商業、水産」の修得方法は、これらの教科に関する専門的事項に関する科目のうち２以

上の教科に関する専門的事項に関する科目（商船をもつて水産と替えることができる。）についてそれぞ

れ２単位以上を修得するものとする。 
５ 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメントを含む。）、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育

の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第７４条に

規定する中学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 
６ 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、受けようとする免許教科について、専修免許状又

は一種免許状の授与を受ける場合にあつては８単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては

２単位以上を修得するものとする（次条第１項の表の場合においても同様とする。この場合において、

「８単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては２単位以上」とあるのは「４単位以上」と

読み替えるものとする。）。 
７ 教育実習は、中学校、小学校及び高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び海

外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有す

るものとして認定したものを含む。次条第１項の表備考第３号において同じ。）の教育を中心とするもの

とする。 
８ 教育実習の単位は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中

学部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程

を有するものとして認定したもの及び附則第２２項第２号に規定する中学校に相当する旧令による学校

を含む。）又は高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、海外に在留する邦人の子女

のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したも

の及び同項第３号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。）において、教員（海外に在留

する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有

するものとして認定したものにおいて教育に従事する者を含む。）として１年以上良好な成績で勤務し

た旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数１年について１単位の割合で、表に掲げ

る普通免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する

科目等（教育実習を除く。）の単位をもつて、これに替えることができる（次条第１項の表の場合におい

ても同様とする。） 
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８の２ 前号に規定する実務証明責任者は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程

及び特別支援学校の中学部並びに附則第２２項第２号に規定する中学校に相当する旧令による学校を含

む。）又は高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに同項第３号に規定する高

等学校に相当する旧令による学校を含む。）の教員にあってはその者の勤務する学校の教員についての

免許法別表第３の第３欄に規定する実務証明責任者と同様とし、海外に在留する邦人の子女のための在

外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したも

のにおいて教育に従事する者にあってはその者についての第６７条の表第３欄に規定する実務証明責任

者と同様とする（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。 
９ 音楽及び美術の各教科についての普通免許状については、当分の間、各教科の指導法に関する科目及 
び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数（専修免許状に係る単位数については、教育職員免 
許法別表第１備考第７号の規定を適用した後の単位数）のうちその半数までの単位は、当該免許状に係 
る教科に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。この場合において、各教科の 
指導法に関する科目にあつては１単位以上、その他の科目にあつては括弧内の数字以上の単位を修得す 
るものとする。 

２  学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技

能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。  
３  各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるた

めに大学が設置する修業年限を１年とする課程における単位の修得方法は、第１項に定める修得方

法の例によるものとする。  
４  大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保

するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。 
 
［高等学校教諭の科目の単位の修得方法］ 
第５条  免許法別表第１に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に

関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第１欄 
教科及び教職に関

する科目 
左項の各科目に含めることが必要な事項 

専

修

免

許

状 

一

種

免

許

状 
最

低

修

得

単

位

数 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
２
欄 

教科及び教科の指

導法に関する科目 
教科に関する専門的事項 

24 24 
各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 

第
３
欄 

教育の基礎的理解

に関する科目 
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

10 
(4) 

10 
(4) 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応

を含む。） 
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連

携及び学校安全への対応を含む。） 
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを

含む。） 

第
４
欄 

道徳、総合的な学

習の時間等の指導

法及び生徒指導、

教育相談等に関す

総合的な探究の時間の指導法 
8 

(5) 
8 

(5) 
特別活動の指導法 
教育の方法及び技術 
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 
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る科目 生徒指導の理論及び方法 
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論

及び方法 
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

第
５
欄 

教育実践に関する

科目 
教育実習 3 

(2) 
3 

(2) 
教職実践演習 2 2 

第
６
欄 

大学が独自に設定

する科目 
 

36 12  

備考 
１ 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許教科の種類に応じ、それぞれ定める

教科に関する専門的事項に関する科目についてそれぞれ１単位以上修得するものとする。 
イ 国語 国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）、国文学（国文学史を含む。）、漢文学 
ロ 地理歴史 日本史、外国史、人文地理学・自然地理学、地誌 
ハ 公民 「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」、「社会学、経済学（国際経済を含む。）」、

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 
ニ 数学 代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ 
ホ 理科 物理学、化学、生物学、地学、「物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験」 
ヘ 音楽 ソルフェージュ、声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）、器楽（合奏及び伴奏並びに和

楽器を含む。）、指揮法、音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽及び諸民族の音

楽を含む。） 
ト 美術 絵画（映像メディア表現を含む。）、彫刻、デザイン（映像メディア表現を含む。）、美術理論・

美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。） 
チ 工芸 図法・製図、デザイン、工芸制作（プロダクト制作を含む。）、工芸理論・デザイン理論・美術

史（鑑賞並びに日本の伝統工芸及びアジアの工芸を含む。） 
リ 書道 書道（書写を含む。）、書道史、「書論、鑑賞」、「国文学、漢文学」 
ヌ 保健体育 体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学（運

動方法学を含む。）、生理学（運動生理学を含む。）、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保

健、学校安全及び救急処置を含む。） 
ル 保健 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、

学校安全及び救急処置を含む。） 
ヲ 看護 「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」、看護学（成人看護学、老年看護学及び母子看

護学を含む。）、看護実習 
ワ 家庭 家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）、被服学（被服実習を含む。）、食物学（栄養

学、食品学及び調理実習を含む。）、住居学、保育学 
カ 情報 情報社会（職業に関する内容を含む。）・情報倫理、コンピュータ・情報処理、情報システム、

情報通信ネットワーク、マルチメディア表現・マルチメディア技術 
ヨ 農業 農業の関係科目、職業指導 
タ 工業 工業の関係科目、職業指導 
レ 商業 商業の関係科目、職業指導 
ソ 水産 水産の関係科目、職業指導 
ツ 福祉 社会福祉学（職業指導を含む。）、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉、社会福祉援助技術、介

護理論・介護技術、社会福祉総合実習（社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む。）、

人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解、加齢に関する理解・障害に関する理解 
ネ 商船 商船の関係科目、職業指導 
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る科目 生徒指導の理論及び方法 
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論

及び方法 
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

第
５
欄 

教育実践に関する

科目 
教育実習 3 

(2) 
3 

(2) 
教職実践演習 2 2 

第
６
欄 

大学が独自に設定

する科目 
 

36 12  

備考 
１ 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許教科の種類に応じ、それぞれ定める

教科に関する専門的事項に関する科目についてそれぞれ１単位以上修得するものとする。 
イ 国語 国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）、国文学（国文学史を含む。）、漢文学 
ロ 地理歴史 日本史、外国史、人文地理学・自然地理学、地誌 
ハ 公民 「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」、「社会学、経済学（国際経済を含む。）」、

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 
ニ 数学 代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ 
ホ 理科 物理学、化学、生物学、地学、「物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験」 
ヘ 音楽 ソルフェージュ、声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）、器楽（合奏及び伴奏並びに和

楽器を含む。）、指揮法、音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽及び諸民族の音

楽を含む。） 
ト 美術 絵画（映像メディア表現を含む。）、彫刻、デザイン（映像メディア表現を含む。）、美術理論・

美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。） 
チ 工芸 図法・製図、デザイン、工芸制作（プロダクト制作を含む。）、工芸理論・デザイン理論・美術

史（鑑賞並びに日本の伝統工芸及びアジアの工芸を含む。） 
リ 書道 書道（書写を含む。）、書道史、「書論、鑑賞」、「国文学、漢文学」 
ヌ 保健体育 体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学（運

動方法学を含む。）、生理学（運動生理学を含む。）、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保

健、学校安全及び救急処置を含む。） 
ル 保健 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、

学校安全及び救急処置を含む。） 
ヲ 看護 「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」、看護学（成人看護学、老年看護学及び母子看

護学を含む。）、看護実習 
ワ 家庭 家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）、被服学（被服実習を含む。）、食物学（栄養

学、食品学及び調理実習を含む。）、住居学、保育学 
カ 情報 情報社会（職業に関する内容を含む。）・情報倫理、コンピュータ・情報処理、情報システム、

情報通信ネットワーク、マルチメディア表現・マルチメディア技術 
ヨ 農業 農業の関係科目、職業指導 
タ 工業 工業の関係科目、職業指導 
レ 商業 商業の関係科目、職業指導 
ソ 水産 水産の関係科目、職業指導 
ツ 福祉 社会福祉学（職業指導を含む。）、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉、社会福祉援助技術、介

護理論・介護技術、社会福祉総合実習（社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む。）、

人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解、加齢に関する理解・障害に関する理解 
ネ 商船 商船の関係科目、職業指導 
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ナ 職業指導 職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理 
ラ 英語 英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解 
ム 宗教 宗教学、宗教史、「教理学、哲学」 
２ 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメントを含む。）、総合的な探究の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情

報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第８４条に規定する高等学校学習指

導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に

向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 
３ 教育実習は、高等学校及び中学校の教育を中心とするものとする。 
４ 教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては８単位

まで、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目、教育実習並びに

教職実践演習にあつてはそれぞれ２単位まで、幼稚園、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を

受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 
５ 数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、商業、水産及び商船の各教科についての普通免許状に

ついては、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位

数（専修免許状に係る単位数については、教育職員免許法別表第１備考第７号の規定を適用した後の単

位数）のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について

修得することができる。この場合において、各教科の指導法に関する科目にあつては１単位以上、その

他の科目にあつては括弧内の数字以上の単位を修得するものとする。 
６ 工業の普通免許状の授与を受ける場合は、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の

基礎的理解に関する科目等（専修免許状に係る単位数については、免許法別表第１備考第７号の規定を

適用した後の単位数）の全部又は１部の単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科

目について修得することができる。 
７ 専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、教科及び教科の指

導法に関する科目にあつては８単位まで、教育の基礎的理解に関する科目にあつては６単位まで、道徳、

総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあつては４単位まで、指定大学

が加える科目の単位をもつてあてることができる。 
２  学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技

能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。  
３  各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるた

めに大学が設置する修業年限を１年とする課程における単位の修得方法は、第１項に定める修得方

法の例によるものとする。 
４  大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保

するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。  
 
［特別支援教育に関する科目の単位の修得方法］ 
第７条  免許法別表第１に規定する特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教

育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 
最

低

修

得

単

位

数 

特別支援教育に関する科目 

免許状の種類 
特別支援学校教諭 

専修 
免許状 

一種 
免許状 

二種 
免許状 

第１欄 特別支援教育の基礎理論に関する科目 2 2 2 
第２欄 特別支援教育領域に関

する科目 
心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の心理、生理及び病理に関す
16 16 8 
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る科目 

心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の教育課程及び指導法に関

する科目 
第３欄 免許状に定められるこ

ととなる特別支援教育

領域以外の領域に関す

る科目 

心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の心理、生理及び病理に関す

る科目 
5 5 3 

心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の教育課程及び指導法に関

する科目 
第４欄 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 3 3 3 

備考 
１ 第１欄に掲げる科目は、特別支援学校の教育に係る、心身に障害のある幼児、児童又は生徒につい

ての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒につい

ての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項を含むものとする。 
２ 第２欄に掲げる科目の単位の修得方法は、特別支援教育領域のうち、１又は２以上の免許状教育領

域（授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域をいう。第５号及び次項

において同じ。）について、それぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。 
イ 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあ

つては、当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目

（以下「心理等に関する科目」という。）並びに当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の教育課程及び指導法に関する科目（以下「教育課程等に関する科目」という。）について合わ

せて８単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては４単位）以上（当該心理等に関する科目に係

る１単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る２単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつ

ては１単位）以上を含む。） 
ロ 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に関する教育の領域を定

める免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該

領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて４単位（二種免許状の授与を受ける場合にあ

つては２単位）以上（当該心理等に関する科目に係る１単位以上及び当該教育課程等に関する科目に

係る２単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては１単位）以上を含む。） 
３ 教育課程等に関する科目は、各特別支援教育領域に関する自立活動に関する内容を含むものとす

る。 
４ 知的障害者に関する教育の領域に関する教育課程等に関する科目は、そのカリキュラム・マネジメ

ントを含むものとする。 
５ 第３欄に掲げる科目は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び複数の

種類の障害を併せ有する者に関する教育並びにその他障害により教育上特別の支援を必要とする者

（発達障害者を含む。）に対する教育に関する事項のうち、免許状教育領域に関する事項以外の全て

の事項を含むものとする。 
６ 第４欄に定める単位は、特別支援学校において、教員として１年以上良好な成績で勤務した旨の実

務証明責任者の証明を有するものについては、経験年数１年について１単位の割合で、それぞれ第１

欄から第３欄までに掲げる科目に関する単位をもつて、これに替えることができる。 
７ 前号に規定する実務証明責任者は、特別支援学校の教員についての免許法別表第３の第３欄に規定 
する実務証明責任者と同様とする（第５項第３号においても同様とする。） 

２  免許法別表第１に規定する特別支援学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に

関する科目の単位は、前項に規定するもののほか、免許状教育領域の種類に応じ、大学の加える特
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る科目 

心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の教育課程及び指導法に関

する科目 
第３欄 免許状に定められるこ

ととなる特別支援教育

領域以外の領域に関す

る科目 

心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の心理、生理及び病理に関す

る科目 
5 5 3 

心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の教育課程及び指導法に関

する科目 
第４欄 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 3 3 3 

備考 
１ 第１欄に掲げる科目は、特別支援学校の教育に係る、心身に障害のある幼児、児童又は生徒につい

ての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒につい

ての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項を含むものとする。 
２ 第２欄に掲げる科目の単位の修得方法は、特別支援教育領域のうち、１又は２以上の免許状教育領

域（授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域をいう。第５号及び次項

において同じ。）について、それぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。 
イ 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあ

つては、当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目

（以下「心理等に関する科目」という。）並びに当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は

生徒の教育課程及び指導法に関する科目（以下「教育課程等に関する科目」という。）について合わ

せて８単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては４単位）以上（当該心理等に関する科目に係

る１単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る２単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつ

ては１単位）以上を含む。） 
ロ 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に関する教育の領域を定

める免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該

領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて４単位（二種免許状の授与を受ける場合にあ

つては２単位）以上（当該心理等に関する科目に係る１単位以上及び当該教育課程等に関する科目に

係る２単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては１単位）以上を含む。） 
３ 教育課程等に関する科目は、各特別支援教育領域に関する自立活動に関する内容を含むものとす

る。 
４ 知的障害者に関する教育の領域に関する教育課程等に関する科目は、そのカリキュラム・マネジメ

ントを含むものとする。 
５ 第３欄に掲げる科目は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び複数の

種類の障害を併せ有する者に関する教育並びにその他障害により教育上特別の支援を必要とする者

（発達障害者を含む。）に対する教育に関する事項のうち、免許状教育領域に関する事項以外の全て

の事項を含むものとする。 
６ 第４欄に定める単位は、特別支援学校において、教員として１年以上良好な成績で勤務した旨の実

務証明責任者の証明を有するものについては、経験年数１年について１単位の割合で、それぞれ第１

欄から第３欄までに掲げる科目に関する単位をもつて、これに替えることができる。 
７ 前号に規定する実務証明責任者は、特別支援学校の教員についての免許法別表第３の第３欄に規定 
する実務証明責任者と同様とする（第５項第３号においても同様とする。） 

２  免許法別表第１に規定する特別支援学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に

関する科目の単位は、前項に規定するもののほか、免許状教育領域の種類に応じ、大学の加える特
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別支援教育に関する科目についても修得することができる。 
３～７  （略）  
８  免許法別表第１備考第６号に規定する特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学

が設置する修業年限を１年以上とする課程（以下「特別支援教育特別課程」という。）における特別

支援教育に関する科目の単位の修得方法は、第１項から第５項までに定める修得方法の例によるも

のとする。 
 
（略） 
 
 第６６条の６ 免許法別表第１備考第４号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲

法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位並びに数理、データ活用及び人工知能に

関する科目２単位又は情報機器の操作２単位とする。 
 
（略）  
 

 

５．小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 

 
（趣旨） 
第１条 この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深め

ることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観

点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等

に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中

学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）の特例等

を定めるものとする。 
（教育職員免許法の特例） 
第２条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第５条第１項の規定

の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者（１８歳に達した

後、７日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又は社会福祉施設

その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢

者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。）」とする。 
２ 前項の規定により読み替えられた教育職員免許法第５条第１項の規定による体験（以下「介護等

の体験」という。）に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 
３ 介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うこと

が困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の

授与については、第１項の規定は、適用しない。 
（関係者の責務） 
第３条 国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするため

に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
２ 特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定め

るものの設置者は、介護等の体験に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。 
３ 大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行

うことができるよう適切な配慮をするものとする。 
（教員の採用時における介護等の体験の勘案） 
第４条 小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、
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この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよう努める

ものとする。 
 

 

６．小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 

施行規則 

 
 （介護等の体験の期間） 
第１条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）第２条第１項の文部科学省令で定める期間は、７日間とする。 
（介護等の体験を行う施設） 
第２条 特例法第２条第１項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。 
１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校又は中等教育学校（これらのうち、同法第８１条第２項若しくは第３項に規定する特別支援学

級を置くもの又は学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第５６条若しくは第５６条

の２（これらの規定を同令第７９条、第７９条の６又は第１０８条第１項において準用する場合を

含む。）、第８６条若しくは第８６条の２（これらの規定を同令第１０８条第２項において準用する

場合を含む。）若しくは第１４０条の規定による特別の教育課程を編成するものに限る。） 
２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、

障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支

援（児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。）を行う施設 
３ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者福祉センター又は身体障

害者生活訓練等事業を行う施設 
４ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する救護施設、更生施設又は授産施設 
５ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する授産施設 
６ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所

施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、有料老人ホー

ム又は老人居宅生活支援事業（老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介

護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業に限る。）を行う施設 
７ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）に規定する居宅生活支援

事業又は養護事業を行う施設 
８ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人保健施設、介護医療院又は居宅サー

ビス（通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。）若しくは地域密着型サービス（複合

型サービスに限る。）を行う施設 
９ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律第１６７号）第１１条

第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 
１０ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス（療養介護、

生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継

続支援に限る。）を行う施設 
１１ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成２０年法律第８２号）に規定する国立ハンセ

ン病療養所等 
１２ 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（平成２８年法

律第１０５号）に規定する不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設 
１３ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号）に規定する女性自立
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この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよう努める

ものとする。 
 

 

６．小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 

施行規則 

 
 （介護等の体験の期間） 
第１条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）第２条第１項の文部科学省令で定める期間は、７日間とする。 
（介護等の体験を行う施設） 
第２条 特例法第２条第１項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。 
１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校又は中等教育学校（これらのうち、同法第８１条第２項若しくは第３項に規定する特別支援学

級を置くもの又は学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第５６条若しくは第５６条

の２（これらの規定を同令第７９条、第７９条の６又は第１０８条第１項において準用する場合を

含む。）、第８６条若しくは第８６条の２（これらの規定を同令第１０８条第２項において準用する

場合を含む。）若しくは第１４０条の規定による特別の教育課程を編成するものに限る。） 
２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、

障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支

援（児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。）を行う施設 
３ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者福祉センター又は身体障

害者生活訓練等事業を行う施設 
４ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する救護施設、更生施設又は授産施設 
５ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する授産施設 
６ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所

施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、有料老人ホー

ム又は老人居宅生活支援事業（老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介

護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業に限る。）を行う施設 
７ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）に規定する居宅生活支援

事業又は養護事業を行う施設 
８ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人保健施設、介護医療院又は居宅サー

ビス（通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。）若しくは地域密着型サービス（複合

型サービスに限る。）を行う施設 
９ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律第１６７号）第１１条

第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 
１０ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス（療養介護、

生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継

続支援に限る。）を行う施設 
１１ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成２０年法律第８２号）に規定する国立ハンセ

ン病療養所等 
１２ 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（平成２８年法

律第１０５号）に規定する不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設 
１３ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号）に規定する女性自立
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支援施設 
１４ 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣が認める施設 
（介護等の体験を免除する者） 
第３条 特例法第２条第３項に規定する介護等に関する専門的知識及び技術を有する者として文部科

学省令で定めるものは次の各号の１に該当する者とする。 
１ 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第７条の規定により保健師の免許を受けて

いる者 
２ 保健師助産師看護師法第７条の規定により助産師の免許を受けている者 
３ 保健師助産師看護師法第７条の規定により看護師の免許を受けている者 
４ 保健師助産師看護師法第８条の規定により准看護師の免許を受けている者 
５ 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第５条第１項の規定により特別支援学校の教員の

免許を受けている者 
６ 理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第３条の規定により理学療法士の免

許を受けている者 
７ 理学療法士及び作業療法士法第３条の規定により作業療法士の免許を受けている者 
８ 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４条の規定により社会福祉士の資格

を有する者 
９ 社会福祉士及び介護福祉士法第３９条の規定により介護福祉士の資格を有する者 
１０ 義肢装具士法（昭和６２年法律第６１号）第３条の規定により義肢装具士の免許を受けている

者 
２ 特例法第２条第３項に規定する身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文

部科学省令で定めるものは、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者のうち、同法第１５条

第４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が１級から６級である者として記

載されている者とする。 
（介護等の体験に関する証明書） 
第４条 小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第５条

の２第１項の規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか、介護

等の体験を行った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関する証明書を提出するものとす

る。 
２ 学校又は施設の長は、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求があっ

たときは、その者の介護等の体験に関する証明書を発行しなければならない。 
３ 証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 
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